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本調査 は,日 本 自転車振興会の機械工業振興資金 に ょる 「昭和46年 度情

報処理普及促進 に関す る補助事業」 の一環 として実施 した もので あ ります。



プ

ノ

、

.

・

8

.
・

]

'



」

|

1

」

ヲ

㌔

ゴ

9
1
」▲

.

'

8

.
'

「‖

■

.

・

」

・

'

「

,

・

「

'

吟

㌔

 

」

P

'

1



二

.
ー

序

最 近,わ が 国 に おい て は,経 済 社 会 の伸展 と と もに,徐 々 に コ ン ピュー タ利

用 が拡 大 され,ま た その情 報 処理 の 内容 も高度 化 され る方 向 に あ ります。

さ ら に昨年 に おけ る公衆 電 気通 信 法 の改 正 は,今 後 ます ます コ ン ピュー タ と

通 信 回 線 の有機 的結合 を うなが し,情 報 処 理 の広 域化 や 共 同 利用 の促 進 に よっ

て,デ ー タ ・ベ ー ス ・シス テ ムや コ ン ピ ュー タ ・ネ ッ トワー クへ の発 展 な どか

大 い に期 待 され て お ります。

この よ うな情 勢 にお い て,そ の 目的 を 効率 よ く達成 す るた め に は,デ ー タ コ

ー ドの 標 準 化 が欠 くべ か らざ る もの に な って お ります。

当財 団 は 昭和44年 度 か ら毎年,各 種 の デー タ コー ドの標 準 化体 系調 査 を実

施 し,将 来 に対 す る デー タ コー ドの標 準 化の 指針 を検 討 して 参 りま した が,本

年 度 は この うち,ま ず 土地 ・建物 に関 す る デー タ コー ドを 重 点 的 に と りあ げ,

調 査検 討 し ま した の で,こ こに そ の結 果 を報 告 致 しまつ。

本 調 査 実施 に際 して ご尽 力 また は ご支 援を 賜 わ った関 係 各 位 に心 か ら感 謝 の

意 を 表 します と と もに,本 報 告書 が各 方 面 に有 効 に利 用 され,わ が 国 の情 報 処

理 産 業 発 展 の一 助 と して 寄与 で き ます よ う念 願 す る次 第 で あ ります。

襲

再

ξ

昭和47年3月

財 団法人 日本情報処理 開発 センター

会長 難 波 捷 吾
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し

は じ め に

昭和44年 度 に実 施 したデ ー タ コー ド標準 化 体系 調査 におい て は,75項 目の デー タ コー ドに つい

てア ンケー ト調査 を行 な い,そ れを もと に集 計 分析 して 各 コー ドの グルー プ別 の 体系 を 組 み立 て る と

とも に,そ れ ぞ れの コー ドにつ いて

(1)必 要 性:JISと して必 要 か ど うか

(2)緊 急 性:JIS化 が緊 急 を要 す るか ど うか

(3)実 現 性:社 会的 ・経 済 的 な問題 は 別 と して技 術的 に実現 可 能か ど うか

の3点 か ら検討 を行 ない,結 論 を だ した。

土地 お よび建 築 物 に関す るコー ドにつ い ての 結果 は 次 の とお りで あった。

ア ン ケ ー ト 調 査 判 定

現 状

(コ ー ド使 用状 況)

標 準 化 希 望 必
要
性

緊
急
性

実
現
性

区

分2年 以内希望 希 望 合 計

土 地 15件(39位) ∠

占 一 ㎡ 、

一

82件(27位)

○

○

○

○

○

○

A

A建 築 物 42件(22位) 42件(27位)

注)ア ンケ ー ト調査 は700機 関 に 発送 し,回 答 は320通 で あった。上 表の 件数 は 該 当 の 回 答件

数 で あ り,順 位 は調 査 した75項 目の うち件 数 の 多い順 に付与 した順 位 で あ る。

必 要性,緊 急性,実 現 性 につい ては,と もに○ 印 が つ け られAと 判定 されて お り,次 の よ うに述べ て

い る。

α)土 地

山林,農 地 宅地 な どの地 目を コー ド化す る もの ℃ 国土 計画,徴 税,統 計 な どの 面 で広 く使

わ れ てい る。 情 報把 握 の基 盤 が全 国 的 で,対 象 が比 較 的 に 明確であ る が,国 土開 発 が進 む につ れ

て 地 目の変更 も多 くな り,標 準 化 が遅 れ る と混 乱 の おそ れ も出て くる の で,早 急 にJIS化 す る こ

こ とが望 ま しい。

② 建 築物

建 築物 に関す る材 料 別,用 途別 構 造 別 等 につい ての コー ド化 であ る。 設 計,建 設,損 害保 険

国 民 経済 計 算 所 得 分析,資 産 分析,住 居 態 様調 査 な どの 面 で使 用 され てい て,情 報 把握 基盤 が

全 国 的 で共 通性 が あ り,対 象 が比 較 的 明確 ℃ コー ド化 す ること に よ り情報 の交 換 共 同 利 用 も

可 能 にな るた め,JIS化 の必 要性 は 高い。 一

現 在局 部 的 な標 準化 が 進 ん でい るた め,JIS化 が遅 れ ると混 乱 が生 ず る おそ れ もあ る。

昭和45年 度 におい ては,前 年 度 調査 の結 果 と くに優 先度 の高い もの と判 定 され た(区 分A)コ ー

ド項 目につ い て調査 分 析 が行 な われ た。 す な わ ち代 表 的な150機 関 を抽 出 して再 度 ア ンケー ト調査

を 行 ない,79件 の回 答 を得 た。 また21機 関 に つい ては 面接 調査を し,デ ー タ コー ドの実 物 の収 集

1



に も努 め た。

『そ の結 果は 次 の とお りで ある
。

(1)土 地 コー ドに 関す る 回答数 は

企 業 内 お よび団 体 で の標 準 化 を希 望 し た もの

JIS化 を希 望 した もの

② 建 築物 コー ドに関 す る回 答数 は

企 業 内 お よび 団体 で の標 準化 を希 望 した もの

JIS化 を希 望 した もの

20件

5件

8件

17件

3件

6件

固定 資産 コー ドあ るい は そ の一部 を標 準 化 と した もの2件

部 分 的JIS化 を希望 す る もの2件

で あった。

以 上 の よ うに昭和44,45年 度 の調 査 研究 は主 と して ア ンケ ー ト調 査 の結 果 を分析 検 討 した に留

り,ま た検 討 そ の もの も全 体 の 中の一 部 分 と して,あ るい は付 属 的 に行 なわ れた に過 ぎない。

土 地 ・建物 に関 す る コー ドの標 準化 体 系は研 究 され てい な い し,現 状 分析 や問 題点 の洗 い 出 し も行

なわ れ てはい ない 訳 であ って,も う少 し具体 的 に堀 り下 げた 調査 研究 が 必要 で あ る。 本 委 員会 が設 置

され た ゆえ ん もこSに 存 す る。

2
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1 序 論

11土 地 の 定 義 と 検 討 範 囲

土 地 とは 一定 の範 囲の地 表 の 部分 お よび そ の下 の構成 部 分 をい う。土 地 は 本来,「 物 」 と して

の区 分性 を 欠 き 「個 数 」の概 念 を容 れ ない もので ある が,法 律 上 は これ を人 為的 に分界 して 「個

数 」を考 える。

す なわ ち不動 産 登記 法上 は 登 記簿.」ニ一 筆 とされた ものが一 個 の土地 で あ る。 しか し実 体法上 は

一筆 に拘 泥 せず に 自由な一 区 画 の土 地 を一個 独 立の 物権 の客体 とする ことが 可能 で ある
。 た だ し

そ の よ うな実 体 法上 の権利 変 動 に対抗 力を賦 与す るた め には,必 ず手続 法 的 意味 におけ る個 々の

土 地 を基 準 と して必 要 な登 記 手続 を 経 て,当 該実 体 関係 上 の一 個 の土地 を登 記 とい う手 続的 外被

が過 不足 な く覆 う よ うに しな け れば な らない。

土 地は,現 在 あ らゆ る角 度 か ら の法 的規制 の対 象 とな っ てい る。 民 法,借 地 法,不 動 産 登記

法な どの私 法的 規律 の 対象 とな って い る と同時 に,道 路 法 河 川法,海 岸 法,港 湾法 な どのい わ

ゆ る公物 法 や 国有 財 産法 土地 収 用法 土 地 区画 整理 法,土 地改 良法 な どの公 法 的規律 の対象

と もな って い る。 これ らの法律 は,そ れぞ れ,特 殊 の 目的 を もって土 地 の法 的規制 をな してい る

の で あるか ら,ひ と しく土 地 と呼 ん でい る場 合 で も,そ の土 地 の意義 お よび範 囲 は必 ず し も同 じ

では ない。 た とえ ば民 法 で 「土 地 の所有 権 は法令 の制 限 内 において そ の土 地 の上 下 に及 ぶ」 と規

定 して い る場 合 の土 地 は,民 法 でい う所 有権 の対 象 と して の土 地 を指 してい る こ とは明 らか で あ

るが,河 川法 は 「河 川 並 び にそ の敷 地若 しくは流 水 は私 権 の 目的 とな る ことを得 ず 」 と規定 して

い るか ら,河 川 の敷 地 等は 民 法 でい う土 地 の範 囲か らは 除 外 され なけれ ばな らな い。

不 動産 登記 法 に よれ ば,土 地 には 一筆 ご とに地 番 を付 し,そ の地 目お よび 地積 を定 め るこ とに

な ってお り,登 記簿 には土 地 の所 在,地 番,地 目,地 積,所 有者 の住所 お よび氏 名 また は名 称 な

どを登録 する こ とにな っ てい る。 したが って この登録 を通 して私権 の対 象 とな って い る土地 の状

況は一 応把 握 で きる訳 で あ る。 しか し国 土を 構成 す る土 地 の 中 には 広 大 な国 有地 が 含 まれて お り,

それ は国 有財 産 法 の規律 す る とこ ろ とな ってい る。 国 有財産 につ いて は 国有財 産 台帳 の制 度 が あ

って,そ の状 況 を 明 らか にす る こ と にな って い るが,同 じ国 有財産 で あ って も 「公共 の 用 に供 す

る財 産 で政 令 で定 め る もの」 に つい ては,こ れ を国 有財 産 台帳 の対 象 か ら除 外 し,河 川 に つい て

は河 川台 帳,道 路 に つい ては道 路 台 帳,海 岸 保 全区域 につ い ては海 岸 保 全区域 台帳,港 湾 につ い

ては港 湾 台帳 とい うよ うに,各 公物 法 に定 める特 別 の台 帳 に 記載す る こ とにな って い る。 これ ら

の全 体を総 合 しては じめて 国 土 を構成 す る土 地 の状況 をつ か む ごとが で きる訳 であ る。

この委 員会 で対 象 とす る土 地は,私 的所 有 権 の対 象 とな っ てい る土地 であ り,不 動 産 登記 法 や

不 動産 取 得税,固 定 資産 税 な どの適 用 され る土地 の範 囲 とす る。 す な わ ち田,畑,宅 地,鉱 泉 地,

池 沼,山 林,牧 場,原 野 な どの土 地 であ り,原 則 と して人 為 的 に分界,登 録 され た一 筆 の土 地 と

す る。

土地 は一 般 的 には,こ れ を私 所 有権 の対象 と し,そ の所 有権 の作 用 と して,自 由に使 用,収 益,
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処 分す るこ とが で きる もの と して よい。 それは 民法 を は じめ私 法 の規 律 す る分野 であ る。 とこ ろ

が 土地 に よっては,そ の土 地 その ものの公 共性 の ゆ え に,ま たは 一 定 の土 地 の区域 の 合理 的 な高

度利 用 のた め に,私 法的 規律 の適 用 を制限 または排 除 して,そ の 目的 を達 す るた め に必 要 な限 度

において 公法 的規 律 の 対象 とす る こ とが少な くない。す なわ ち私権 に対 す る公法 的規 制 で あ る。 こ

の ため種 々の立 法措 置 が講 ぜ られ,こ れ に基 づい て い ろい ろ の行政 施 策が と られて い る。 国 土 開

発 造成 関係,公 園関 係,道 路 関係 な ど,お よび主 と して都 会地 におけ る土 地 の 高度 利用,合 理 的

な 都市 建設 の見 地 か らす る都 市計 画 法 建築 基 準法 な どの 都市 建設 関 係 の諸 法 で あ り,そ れ ら に

基 づ く規制 で あ る。 そ して この規 制 は地 区,地 域 の 指 定 実 施 とい うこ とで行 な われ る。 す なわ

ち土地 を前 述 した一 個 の土地 とい う概 念 で とら えるの で は な く,相 当 の広 が りを持 った地 区,地

域 と して とらえ る訳 で あ る。 一 個 の土 地 を利 用す る ときの利 用 の しか た,鑑 定 評 価,な どの場

合 には地 区,地 域 に よる規制 が 大 き く影響 して くる。

した が って本委 員 会 で対 象 とす る土 地 は原 則 と して前 述 した よ うに一 個 一筆 の土地 で あ るが,

必然 的 に,地 区,地 域 の概 念 で とらえ られ る ある広 が りを もった 土 地 も含 め る こ と とす る。

また後述 す る建物(家 屋)と あ わせ て不 動産 と総 称す る こ とにす る。

,
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12建 物 の 定 義 と 検 討 範 囲

建物 は 法 律上 土 地 とは別 個独 立 の不動 産 で あ る。

建 築 基準 法 では 建築物 を次 の よ うに定 義 してい る。 す なわ ち建築物 とは 「土 地 に定 着 す る工 作

物 の うち,屋 根 及 び柱 若 し くは壁 を有す る もの,こ れ に付 属す る門若 し くは塀,観 覧 のた めの 工

作 物,又 は 地下 若 し くは高 架 の工 作物 内 に設 け る事務 所,店 舗 興 業場,倉 庫 そ の他 これ に類

す る施設 を い ふ,建 築 設備 を 含 む もの 」 とす る。 そ して建築 設 備 とは 「建築 物 に設 け る電 気,ガ

ス,給 水,排 水,換 気,暖 房,冷 房,消 火,若 し くは汚物 処理 の設備,又 は煙 突,昇 降機,若 し

くは避 雷 針 」 をい う。

不 動産 取得 税,固 定 資産 税 の面 では 家屋 を 「住 宅,店 舗 工 場 倉庫 そ の他 の建 物 を い う」

と定義 し,「 住 宅 とは 人 の居 住 の用 に供 す る家屋 の うち入の居 住 の用 に供 す る部 分 を い う」 と し

て い る。

建物 を上 述 の よ うな概 念 で と らえ る こと とす るが,

第1の 問題 点は,い か な る もの を不 動産 た る建 物 とい うか,つ ま り建 築 過程 中 のい か な る段 階

にい た った ものを 建物 といN,ま た崩壊,取 りこわ しが いか な る程 度 にい た れば 建 物 で な くな る

か であ る。 建 物な らぽ 実体 法 上 登記 を要 し,手 続 法 上登記 を な し得 る。 この問 題 は 結 局は 社 会 の

取 引観 念 に よって 決す るほか は な い。建 物 か,建 物 以外 の土 地定着 工 作物 であ るか の 判定 につ い

て も同様 であ る。 日本式 家 屋 につ いて 判例 にあ らわ れ た大体 の標準 と しては,木 材 を組 み立 て屋

根 を ふ いた だけ ではい まだ建 物 とは い え ない が,さ りとて必 ず建物 の完 成 を 要 せず,独 立 に風 雨

を しの ぎ得 る程度,す な わ ち屋根 瓦 が ふ かれ,周 壁 と して荒 壁が 塗 られ た(あ るい は さ らに床 板

が ある程 度 張 られ た)程 度 を も って建 物 と見 る よ うで ある。

第2の 問題 点は,一 個独 立 の 建物 とは何 か とい うこ とで あ る。 建物 は 土地 と異 な り物 理 的区 分

性 を有 し,ま た人 工物 で あ るが ゆ え に,土 地 の ごと く公権 的 区分 をな す こ とは 不可 能 であ る。 ゆ

え に何 が一 個 の建 物 であ る かは社 会 通 念 に従 わ な けれ ばな らな い。 す な わ ち

(D物 理 的 な一 棟 物 理 的 に連 続 し一 塊 を なす 建物

(2)取 引や 利用 の客 体 と して の独 立性 一 体 性

が法律 上 の一 個 の建 物 を決 め る基準 とな る。 この基 準 に よれば(1)に よる一 個 の建物 も数 個 の建 物

と 見 られ る場 合 があ り(棟 割 長 屋,マ ンシ ョンな ど),逆 に(Dに よれば 数 個 の建物 で あ って も②

に よれ ば一 個 の建 物 とされ る場 合 もあ る(本 屋 と物 理 的 に離れ てい る物 置小 屋,湯 殿 な ど)。 手

続 法上 は(1),(2)い ず れか一 方 の基 準 に よ り,ま たは 両 基準 を混 用 して法 律上 の一 個 の建 物 を確 定

'す る。 これが 登記 法 にい う 「一 棟 の建 物 」 で あ り,登 記簿上 の 「一個 の家 屋 」 であ る。 この よ う

に して建 物 の登記 登録 が な され る と,手 続法 上 は建 物 の一 個が 確定 す るか ら,そ の後 これ と異 な

る範 囲 の ものを一 個 の建物 と して,物 権 変動 の客 体 とす る こ とは社会 通 念上 一 建 物 と認 め られ る

範 囲 の もの であ る限 りは実 体法 上 は可 能 で あ るが,対 抗 要 件を備 え る ため には,手 続 法上 の一 個

を 基準 と して 登記 手続 を と らざ るを得 な い こ とは土 地 の場 合 と同 じで あ る。

最 後 に第3の 問 題点 と して建 物 の 同一性 の問 題 が ある。 大修 繕 増築 等 が あ っ て も,必 ず し も
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建物 の同一 性 が 失 われ る もの で はない が,建 物 の 同一性 が維 持 され る場合 か,同 一性 が 失 われ る

場 合 かは,物 理 的変 動 の過 程 にお い て既 存建 物 が一 度社 会 通念 上 不 動産 た る ことを止 めた時 期 が

あっ たか 否 か に よって決 す べ きであ ろ う。 また 建物 を そ の ま 入で所 在 位置 を移 動 させ て も建 物 り

同一 性 が失 わ れな い のは 当然 で あ る。

こ ふで建 築 とは家 屋 を新 築 し,増 築 し,ま たは改 築 す る こ とを い う。増 築 とは 家 屋 の床 面 積 ま

たは体 積 を 増加 す る ことをいN,改 築 とは家 屋 の壁,柱,床,は り,屋 根,昇 降 の設 備,そ の他

家 屋 と一 体 とな って効用 を果 す設 備等 につい て 行 なわ れ た取 り替 え,ま たは 取 り付け で,そ のた 、

めの支 出が 資本 的支 出 と認 め られ る もの をい う。 資 本 的支 出 と認 め られ ない 場合 には一 般 的 に修

繕 と呼 ぶ。

本委 員 会 で対 象 とす る建 物 は,以 上 で述べ た よ うな概念 に よる一 個 同一 性 の建 物 とす る。 また

前述 した 土 地 と合 わせ て 不動 産 と総称 す るこ ととす る。
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13法 令 に 基 づ く 土 地 ・建 物 の 区 分

土 地 は,現 在 あ らゆ る角度 か らの法 的規 制 の対 象 とな ってい る。 そ して そ の規制 は,土 地 の利

用 に際 して建 築す る建物 の種 類 構 造 用途 な どに直接 の影響 を お よぼす 。 したが って土地 ・建物

に関する業務を考える時願 これらの法的規制を趣 入れてお く必要があ り,ま た法定されてい

る ものを理 解 してお か なけ れば な らな い。 しか し土地 ・建物 に関す る法 令 の定 め を,く まな く眺

め る こ とは 容 易な こ とでは な い し,ま た それ が直 ち に有 用 であ るか ど うか は疑 問 であ る。 した が

って,こ ふで は 当委 員会 と して 今後 特 に深 い 関連 を持 つで あ ろ うと思 わ れ る若 干 の範 囲 につ い て,

法 令 に基 づ く土地 ・建物 の区 分 につい て概観 す る こ とにす る。

131不 動 産 登記 法 に よ る区分

民法 第177条 で は 「不 動産 に関す る物権 の得 喪 及び 変更 は登記 法 の定 む る所 に従 い其 の 登

記 を為 す に非 ざれば之 を以 て第 三者 に対抗 す る こ とを 得 ず 」 と規 定 して お り,現 実 に も,私 権

の対 象 とな って い る不動 産 につい ては ほ とん どす べ てが 登記 され て い るで あ ろ う。 したが って

登記 簿上 の土地 ・建物 の区 分は基 礎 的 な区 分 の1つ であ り,市 町村 が備 え る固定 資 産課 税 台帳

には,地 方税法 第381条 に よ り不 動産 登記 におけ る物件 の表示が その まN用 い られ る こ とに

な って い る』

(t)不 動産 に関す る権 利

第1条 で 「登 記す べ き権 利 及び権 利変動 」 につい て定 め てい る。 権利 の種 類は 表1-3-1

の とお りであ る。

表1-3-1不 動 産 に関す る権 利

所 有 権

地 上 権

永 小 作 権

地 役 権

先 取 特 権

質 権

抵 当 権

賃 借 権

採 石 権

② 地 目

不 動 産登 記 法施 行令(以 下 施 行令 とい う)第3条 で,地 目は 土 地 の主 た る用途 に よ り区 分

した もの であ る と し,地 目区 分 と して表1-3-2の とお り定 め てい る。

表1-3-2地 目 ・

田 牧 場 た め 池

畑 原 野 堤
=

宅 地 墓 地 井 溝

塩 田 境 内 地 保 安 林

鉱 泉 地 運 河 用 地 公 衆 用 道 路

池 沼 水 道 用 地 公 園
・

山 林 用 悪 タ水 路 雑 種 地
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令

③ 建物 の種 類

施 行令第6条 で,建 物 の主 た る用途 に よ り表1-3-3の よ うに定 め られて い る。

表1-3-3建 物 の 種 類

場

庫

庫

所

所

4

宅

舗

舎

宅

所

館

店

在

宿

務

理

同

居

店

寄

共

事

旅

料

電

電

のぞ

工

倉

庫

発

変

( 他)

表1-3-3で は(そ の他)と したが,「 その 他」 の定 め は な く 「居 宅 」か ら 「変 電所 」 まで

を 掲げ,「 これ らの 区分 に該 当 しな い建 物 につい ては,こ れ に準 じて適 当 に定 め る」 と し

てい る。

(4)建 物 の構 造

施行 令第7条 で,建 物 の構 造 は,建 物 の主 た る部 分 の構成 材 料,屋 根 の種類,お よび階

層 に よ り表1',3-4の よ うに区 分 され てい る。

表1-3-4建 物 の 構 造

構成材料による区分 屋根の種類による区分 階 層 に よる 区 分

木 造 か わ ら ぶ き 平 家 建

土 蔵 造 ス レ ー ト ぶ き 2階 建

石 造 亜 鉛 メ ッキ鋼 板 ぶ き (3階 以上 は これ に

れ ん が 造 草 ぶ き 準ずる)

コンク リー トブ ロック造 陸 屋 根

鉄 骨 造 (そ .の 他)

鉄 筋 コ ンク リー ト造

鉄骨鉄 筋 コンクリート造

(そ の 他)

8
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(そ の他)の 区分は な く例 示 した もの以 外 に ついて は,「 これ らの区 分 に該当 しない 建物

に ついて は,こ れ に準 じて適 当 に定 め る」 と して い る。

都 市 計 画法,建 築基 準 法 によ る区分

都 市 計 画法 におけ る地 域,地 区 の指 定 や,建 築基 準法 に よる建物 の構 造 設備,用 途 な ど

の規制 は,土 地 の利 用 建物 の建 築 や用 途 に大 きな影響 を与 え る もの で ある。 昭 和45年1

月1日 現 在,都 市計 画 区域 数 は全 国 で1,252区 域,そ の区域 の 内都市 数 は1,598市 町村,

8
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そ の総 面積 は 国土 の約20%で あるが,区 域 内 の人 口は 約8,000万 人 で全 国総 人 口の約76

%を 占め てい る。

(1)市 街 化区域 お よび 市街 化 調整 区域

都 市 計 画法第7条 で都市 計 画 区域 は市 街 化区 域 と市街 化 調整 区域 に区分 され る。 第13

条 では 「市街 化 区域 につ い ては,少 くと も用途 地域 を定 める ものと し,市 街 化 調整 区域 に

つい て は,原 則 として用 途地域 を定 め ない もの とす る」 として い る。

(2)地 域,地 区

都 市 計画 法第8条 第1項 で定 め られ る地域,地 区 には次 のご とき もの が あ る。

第1種 住 居専 用 地域,第2種 住居 専 用地 域 …… …工 業専 用 地域 な どの 「用途 地域 」 と呼 ば

れ る もの。

特 別 工業 地 区,文 教 地区 そ の他政 令 で定 め る 「特 別 用途 地 区」 と呼 ば れ る もの。施 行 令 は

小 売店 舗 地 区,事 務所 地 区,厚 生 地 区,娯 楽 ・レク リエ ーシ ョン地 区,観 光 地 区,特 別 業

務 地 区 を定 め てい る。

高 度 地区 または 高度 利 用 地区,特 定街 区,防 火 地域 または準 防 火地域 … … … な どの 「地 区 」

と呼 ば れ る もの。 これ には駐車 場 法 に よる駐 車 場整 備地 区 な ど,他 の法 律 が規 定す る 「地

区 」 を も指 定す るこ と と してい る。

地域,地 区は 表1-3-5の とお りであ る。

表1-3-5都 市計 画 法 に よ る地 域,地 区

区 域 用 途 地 域 地 区

(特 別用地地区)

市 街 化 区 域 第1種 住居専用地域 特 別 工 業 地 区

第2種 住居専用地域 文 教 地 区

住 居 地 域 小 売 店 舗 地 区

近 隣 商 業 地 域 事 務 所 地 区

商 業 地 域 厚 生 地 区

準 工 業 地 域 娯 楽 ・レク リエーション地 区

工 業 地 域 観 光 地 区

工 業 専 用 地 域 特 別 業 務 地 区
一 ー ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 一

(地 区)

高度地区又は高度利用地区

特 定 街 区

防火地域又は準防火地域

美 観 地 区

風 致 地 区

臨 港 地 区

駐 車 場 整 備 地 区

歴史的風土特別保存地区

近 郊緑地特別保全地区

流 通 業 務 地 区

市街化調整区域

9
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(3)特 殊 建築 物 の種 類

建築 基準 法 第24条 第35条 お よび 第51条 で特 殊建 築物 につ い て の制 限 を規 定 して

い るが,こ れ は不 特定 多数 の入 または 集団 に よって利 用 さ れる ため,そ の建 物 の安 全 を確

保 す る必要 か らの もの であ る。 この外 特殊 な用 途 の もの も含 め て,第2条 にお い て特殊 建

築 物 を表1-3-6の ご と く定 め て い る。

表1-3-6特 殊 建 築 物 の 種 類

学 校 体 育 館 病 院 劇 場 観 覧 場 集 会 場

展 示 場 百 貨 店 市 場 舞 踏 場 遊 技 場 公 衆 浴 場

旅 館 共 同 住 宅 寄 宿 舎 下 宿 工 場 倉 庫

自動 車 倉庫 危 険物 の貯 蔵 場 と 畜 場 火 葬 場 汚物処理場

その他これらに類する用途に供する建築物1

(4)建 築 基準 法 第2条 では建 築物 に設 け る建 築設 備 と して表1-3-7の ご と く定義 して いる。

表1-3-7建 築 設 備 の 種 類

電 気 設 備 ガ ス 設 備 給 水 設 備 排 水 設 備

換 気 設 備 暖 房 設 備 冷 房 設 備 消 化 設 備

汚物 処理設 備 排煙設備,煙 突 昇 降 機 避 雷 針

⑤ 法 的 制 限

都 市計画 法 にお いて は主 と して 土地 の利 用制 限,規 制 を して お り,建 築 基準 法 にお い て

は 建物(建 築 物)の 構 造,設 備,用 途 な どの基準 を定 めて い るが,建 築 基 準 法 の第3章 で

は 「都 市 計 画区域 内 の建 築 物 の敷 地,構 造及 び建 築設 備 」 に つい て詳 細 な規定 がな され て

い る。 した が って この2つ の法 律 は 関連 して考 え る必 要 が あ る。

133各 種 の法 律が 定 め る区分 の 例

首 都 圏整 備法,近 畿圏整 備 法,中 部圏 開発整 備 法な ど,お よび そ れ ら に関連 す る諸 法 で規

定す る区域 区 分 と して表1-3-8の よ うな もの があ る。

表1-3-8地 域 開発整 備 区域

地域開発整備区域 特別の規制 がある区域

既成市街地 工場等制限区域

(既 成都市区域)

近郊整備地帯

(近 郊整備区域

都市整備区域)

都市開発区域 工業団地造成事業施行地区

保全区域 近郊緑地保全区域

近郊緑地特別保全地区

一10一
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土地 区 画整 理 法,都 市 再 開 発法,新 住 宅市 街地 開 発法,な どの規 定 す る区 域 と しては 表1-

3-9の もの が あ る。

'表1 -3-9都 市再 開 発施 行 区域

土地 区画 整 理事 業 施 行地 区

都 市 再 開 発事 業 施 行 地 区

新 住 宅市街 地 開発 事 業施 行 地 区

新 産 業都 市建 設 促進 法,工 業 整備 特 別地域 整 備 法,低 開発 地域 工 業 開 発法,過 疎 地域 対 策

緊急措 置法 な どの規定 す る区 域 と して は表1-3-10の よ うな もの が あ る。

表1-3-10

新 産 業 都 市 区域

工 業 整 備 特別 地 域

低 開発 地域 工 業 開 発 地区

過 疎 地 域

振 興 山村地 域

走 炭 地 域

一 般的 公法 上 の規 制 区域 は
,都 市 計 画区域 にお け る用途 地域 な どの 指定 に よ り,土 地 の効

率 的利 用 をは か るため の建 築 物 等 の制 限 とい う規制 とは異 な り,

公 共 施設 の保全,保 護 のた め

自然 お よび 文 化財 な どの保全 保 護 の ため

公 害 防止 な どのた め

に設け られ た規 制 とい うことが で きる。

道 路法,河 川法 砂 防 法,地 す べ り防止 法,海 岸 法,港 湾 法 な どで 規定 す る区域 と しては

表1-3-11の よ うな ものが あ る。

表1-3-11公 共 施設 の保全,保 護 のため の 区域

道 路 の区 域

沿 道 区 域

道路 予 定 地

河 川 区域

河 川保 全 区 域

河 川予 定 地

砂 防 区域

地 す べ り防 止 区域

海岸 保 全 区 域

港 湾区 域

港 湾臨 接 地域

臨港 地 区

漁港 区域

自然 公園 法 に よ り規 定 され た もの と しては 表1-3-12の よ うな ものが ある。
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表1-3-12自 然公 園 法 に よる規制 区域

国 立 公 園

国 定 公 園

都 道 府 県 立 公 園

特 別 地 域

特 別 保 護 地 区

集 団 施 設 地 区

普 通 地 域

騒音規制法,悪 臭防止法,大 気汚染防止法,水 質汚濁防止法などによる公害防止のための

規制区域には表1-3-13の ようなものがある。

表1-3-13公 害防止のための規制区域

騒 音 規 制 地域

悪 臭 規 制 地域

ばい煙排出基準を特に厳しく定めた区域

排水基準を特に厳しく定めた区域

t34減 価償却資産の耐用年数等に関する省令 による区分

所得税法,法 人税法に基づ く減価償却資産の償却費の計算に使用される区分で,表1-3

-14の とおりである。 この区分によって耐用年数が定められている。

7
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表1-3-14機 械及 び装 置 以 外 の有 形 減価 償 却 資産 の耐用年 数表(昭 和46年4月 改 正 の もの)

構 造 又
は 用 途

鉄 骨鉄 筋

コ ンク リ

ー ト造 又

は鉄 筋 コ

ンク リー

ト造 の も

の

れ ん が

石 造

又 は ブ ロ

ック造 の

もの

事 務所 用 又 は美 術館 用 の もの及 び左記 以外 の もの

店 舗用,住 宅 用,寄 宿 舎用,宿 泊所用,学 校用,体 育館 用 又 は病院 用 の もの

旅 館用,ホ テ ル用,飲 食店 用,貸 席 用,劇 場用,演 奏 場用,映 画館用 又 は舞

踏 場 用 の もの

旅館 用,ホ テ ル用,飲 食 店 用又 は貸 席用 の もの で,延 べ 面積 の うち に占 め

る木 造 内装 部 分 の面 積 が三 割 を こえる もの

そ の他 の もの

変 電所 用,発 電 所用,送 受 信所 用,停 車場用,車 庫 用,格 納庫 用,荷 扱所 用,

映 画製 作 ス テー ジ用,屋 内ス ケ ー ト場 用,魚 市 場用 又は と 畜場用 の もの

公衆 浴 場用 の もの

工 場(作 業 場 を 含む)用 又 は倉 庫用 の もの

塩 素,塩 酸,硫 酸,硝 酸 その他 の著 しい腐 食性 を有す る液体 又 は 気体 の影

響 を直接 全 面 的 に受 け る もの,冷 凍倉 庫用 の もの及 び放 射性 同位 元素 の放

射線 を 直接 受 ける もの

塩,チ リ硝石 そ の他 の著 しい潮解 性 を有す る固体 を 常時 蔵置 す る ため の も

の及 び著 しい蒸 気 の 影響 を 直接全 面 的 に受 け るもの

そ の他 の もの

倉 庫事 業 の倉 庫 用 の もの

そ の他 の もの

事 務 所 用又 は美 術 館 用 の もの及 び左 記以 外 の もの

店 舗 用,住 宅用,寄 宿舎 用,宿 泊所 用,学 校 用,体 育 館 用 又は病 院 用 の もの

旅 館用,ホ テル 用,飲 食 店 用,貸 席 用,劇 場 用,演 奏 場 用,映 画館 用 又は舞

踏 場 用 の もの

変 電所 用,発 電 所 用,送 受信 所 用,停 車場 用,車 庫用,格 納 庫 用,荷 扱 所用,

映 画 製作 ス テ ー ジ用,屋 内 ス ケー ト場 用,魚 市場 用又 は と畜 場 用 の もの

公衆 浴 場 用 の もの

工 場(作 業場 を 含 む)用 又は 倉庫 用 の もの

塩 素,塩 酸,硫 酸,硝 酸 その他 の著 しい腐 食 性 を有 す る液 体又 は 気体 の影

響 を 直接 全面 的 に受 け る もの及 び冷 凍倉 庫 用 の もの

塩,チ リ硝 石 そ の他 の著 しい潮 解性 を有 す る固 体を 常時 蔵 置す るた め の も

の及 び著 しい蒸 気 の 影響 を 直接 全面 的 に受け る もの

そ の他 の もの

倉 庫事 業 の倉 庫 用 の もの

その他 の もの

一13一
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14調 査 研 究 の 目 的 と 方 法

t4.1デ ー タお よび コー ドの定義 とそ の必 要性

ISO(InternationalOrganizationforStandardization)の 定義 に よ

れ ば 「デ ー タ(data)と は,あ る定 め られ た 方式 に従 って,事 象 とか思想 の表 現 され た も

の で あ り,何 らか の方法 で伝 達,処 理 で きる よ うに,数 字,文 字 その他 の記 号 な どで 表現 さ

れ た もの であ る」 とな っ てい る。 そ して 「あ る 目的 の ため に基本 的 な単 体 と して識 別 で き る

状態 のデ ータ 」 を デー タ ア イテ ム(dataitem.デ ー タ項 目)と してい る。

「デ ー タア イテ ムを,使 用 目的 に応 じて識別 し,分 類 し,配 列 す る ため に使用 す る数 字,

文字 または そ の他 の記号 」 を デー タ コー ド(datacode単 にコー ドともい う)と い う。

あ るいは また簡 単 に,「 デー タ コー ドは情 報 処理 の対象 であ る事物,状 態,思 想 等を,情

報処 理技 術 に適 合 して,そ れ を把 握.識 別.表 現 す るた め,シ ス テム的 に記 号化 した もの で

あ る」 とい うこと もで き る。

情 報 を必要 と し,情 報 処理 を必 要 とす る もの は,い うまで もな く人 間 であ る。 したが って,

で き るな らば 情 報 は 自然語 で表現 され るの が最 も判 り易 く,そ して都 合 がい 入訳 であ る。 し

か し現 実 には そ う簡 単 に 自然語 を使 用 で きない事 情 が あ る。 自然 語 は冗 長度 が高 い ば か りで

な く,1つ の 同 じ意味 の コ トパ に激語 が あ り,ま た概 念規 定 の明 確 さを欠 くもの も極 めて 多

いか らであ る。 この ため事 象 とか 思 想 とか,そ の対 象物 を まちが い な く正 確 に表 現す る こ と

は 困難 で あ る し,機 械 処理 を 前提 とす る時 には冗 長 度 の高 い とい うことは致 命的 な欠 陥 と も

な る。 そ こに コー ド化 の必 要 が生 ず るの であ る。

コー ド化 の 目的 は冗 長 度 の 高い 自然 語 での 表現 を,機 械 処理 に適合 した比較 的 簡潔 な表現

形態 に変換 す る と とも に,効 率 的 な機 械 処理 と効 果 的 な情 報利 用 とい う角度 か ら,機 械 処 理

の対 象 とな る情 報 の シス テ ム構 成 を確 立す る こ とで もあ る。

デー タ コー ドは,そ の形 態 が どの よ うな もの であ れ,人 間 と機 械 機 械 相互 間 の情 報 の伝

達 お よび機 械 処 理 な らび に人間 判 断のた め の共 通 資料 とい う役 割 を にな う訳 で,こ れ ゆ え

に統 一化 と標 準 化が 本質 的 に要 求 され るの であ る。

14.2土 地 ・建 物 を 対象 と した ア プ リケー シ ョン

デー タ コー ドは前述 した よ うに,情 報処 理 の対 象 物 を シス テ ム的 に記号 化 した もの であ る

が,同 一 の対象 物 であ って も,そ の とら え方 は 目的 に よって い ろい ろ に異 な って くる。 客観

的 な現実 体 を認 識す るに して も,把 握 す る に して も,そ れ は あ る 目的 意 識 に よって な され る

の であ っ て,目 的意 識が 異 なれ ば そ の とらえ 方 に相違 が生 ず るの は当 然 の こ とで ある。

したが って土地 ・建物 に関す る コー ドを検討 す る には,ま ず 土 地 ・建 物 を対 象 とす る アプ リ

ケ ー シ ョンを明 らか にす る必 要 が あ る。 アプ リケー シ ョン と して い ろい ろの ものが考 え られ

るが,こ の 委員 会 では 次 に掲 げる各 アプ リケ ー シ ョ ンに つい て検討 す るこ と に した。

α)不 動 産(土 地 ・建 物)を 調査,計 画 の 目的か ら とら える ア プ リケー ショ ン。

す な わ ち国富 計 算,土 地行政,国 土 の高度 利 用計 画 な どを 目的 と した もの。
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② 不 動産 を不 動産 登 記,固 定 資産税,不 動産 取得 税 な どの 目的か らと らえ るア プ リケー シ

ョ ンo

⑧ 不 動 産 を鑑 定 評 価す る 目的 か ら と らえ るア プ リケ ー ショ ン。

(4)不 動 産 を商 品 と して,商 行 為 の 目的物 と して と らえ るアプ リケ ー シ ョン。 い わゆ る不 動

産 取 引を 目的 と した もの。

⑤ 不 動産 そ の ものの実 体 管理 を 目的 と した ア プ リケ ー シ ョン。

す な わち不 動 産 を所 有,あ るい は管 理す る ものが個 々の不動 産 を把 握, .管理 す る ことを 目

的 と した もの。

(6)不 動産 を 保険 の対 象 と して とら える アプ リケー シ ョ ン。

す な わち 火 災保 険 な どの 損害保 険 業 務 の対象 物 と して とらえ る もの。

143今 回 の調 査研 究 の 目的 と方 法

「は じめ に」で述 べ た よ うに,過 去 に行 なわ れ た調査 研 究 では具 体 的 な掘 り下 げ は行 な わ

れ て い ない。 前述 した よ うにデ ー タ コー ドを論 ず る場 合 には,そ れぞれ の利 用 目的 か ら具 体

的 にデ ータ 項 目を 明確 にす る と ともに,そ の 内容,問 題 点 な どを検討 しな けれ ば な らな い。

そ こ で この委 員会 と しては 各委 員が 分 担 を定 め て,そ れ ぞれ のア プ リケ ー シ ョン にお い て

使 われ て い るデ ー タ項 目の調査 研究 を し,そ れ ぞ れの アプ リケ ー シ ョンの 中 にお け る問題 点

を拾 い だ す こ とに した。 そ の 際 コー ド化 され て い るい わ ゆ る デ ー タ コ ー ドの範 囲 に限定 せ

ず,現 在 は コー ド化 さ れて い ない が将 来 コー ド化 が 可能 で あろ うと思 わ れ る もの を含 め,使

用 され て いる デ ータ項 目全 部を と りあ げ る こ と と した。 ア プ リケー シ ョン ご とに調 査研 究 を

行 な っ た結 果 が 「2,土 地 ・建 物 に関す る適 用 例」 で あ る。

デ ー タ コー ドは 本質 的 に統 一化,標 準 化 が 要求 され るが,そ れ には 体系 的 な考 察 が必 要 不

可 欠 とな って くる。 そ こで デ ータ項 目につ い てそ の体系 を検討 し,さ らにデ ー タ項 目ご と に

そ れ ぞれ の ア プ リケー シ ョンを カバ ー し得 る標 準 化の 可能性,問 題 点 な どを検 討 す る こと に

.した。 そ の結 果 を ま とめ た ものが 「3.コ ー ドの現状 と標 準 化 の問題 点 」で あ る。 そ して 「2.

土地 ・建 物 に関す る適用 例 」,「3.コ ー ドの現 状 と標 準化 の 問題 点 」で の検討 の結 果 を 「4,提

言 」 と して と りまとめ た。'

今 回 の調 査研 究 は,今 後進 展 す る で あろ う情報 化社 会の未 来 図を想 定 して,統 一化,標 準

化 の た め,ひ い てはJIS原 案 作成 のた め の資料 を提 供 す る こ とを 目的 と してい るが,さ ら

に,こ れか ら情 報 処理 の機械 化,シ ス テ ム化 を 図 ろ うとす るユー ザ に対 して も参 考 資 料 とな

る こ とを意 図 した。 したが ってそれぞれのアプ リケーションにっいて,事 例紹介の 意 味 を も含 めて

て 冗長 重 複 をい とわな い で記 述 す る こ とに した。

本 報 告書 が これ らの 目的の ため に,い さ さか で もお役 に立 つな らば まこ と に幸 甚 で あ る。

しか し内 容 に ついて は,調 査 研究 に十 分 の時 間を かけ る こ とが で きな か った し,十 分 に意 の

満 たな い 部分 も多い と思 われ る ので,ご 批 判 をい ただ け れば幸 い であ る。
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2.土 地 ・建 物 に 関 す る 適 用 例

21調 査 統 計 にお け る土 地 ・建物 の デ ー タ項 目 と コ ー ド

2t1土 地 ・建物に関する調査統計の種類

土地 ・建物の調査統計を実施している機関としては,各 政府機関および団体などがあ り,

その種類をあげると次のようなものがある。

』
国 邑 調 査

住宅統計調査

農林業センサス

建築動態統計調査

固定資産の価格等の概要調査

建築物等実態調査

土地保有移動状況調査

などがあり,

以下に述べることとした。

土地区画整理地区市街化調査

区画整備事業の集計および分析

都市計画法適用都市の現況調査

都市施設現況調査

住宅需要実態調査

日本住宅公団業務年報

全国市街地価格指数

これ らの調 査統 計の うち,代 表 的 な適 用 例 と して建築 動態 統 計 調査 を と りあ げ,

212建 築 動 態統 計調 査 にお け るデー タ項 目と コー ド

建築 動態 統 計 調査 は,建 築物 に関す る統 計 調査 の 中 で代 表的 な調査 統計 とみ られ る。

建築 動態 統 計 調査 は,全 国 におけ る建築物 の建 設 の着 工動態 お よび 滅 失 動態 を明 らか に し,

建 築 お よび住 宅 に 関す る基礎 資料 を得 る こ とを 目的 と して行 なわ れ る統計 調査 で あ り,本 調

査 は,「 建 築 動態 統 計 調査 規 則」 に基 づい て 行 なわ れ る。 建築 の区 分 とコ ー ドとい う観 点 か

ら・調 査事 項 と,調査 事 項 に関す る区 分 と コ ー ドに分 けて 説 明す るが,滅失 調 査 につ いて は省 略

す る。

(1)調 査 事 項 等

本 調査 に お け る調 査事 項は 次 の とお りであ る(補 正 調 査の事項 を 除 く。)

事 項

ア)建 築 物着 工統 計

a.着 工 予 定年 月

b.工 事 の予 定 期間

c.建 築 場 所

d.建 築 主

e.工 事 種 別

f.構 造

g.建 築 物 の用途

h.建 築 物 の数

i・ 建 築 の場 合 にお け る階 数

j・ 新 築 工事 の場 合 に おけ る敷 地面 積

17一



k・ 床 面積 の 合計

1・ 工 事費 予 定額

イ)住 宅 着工 統 計.. .

a・ 着 工 予定 年 月

b・ 工 事 の予 定 期 間

c・ 建 築 場 所

d・ 工事 の 種類(新 設,そ の他 の別)

e・ 住 宅 の 構造(木 造,鉄 骨 鉄 筋 コンク リー ト造,鉄 筋 コ ンク リー ト造,鉄 骨造,

コ ンク リー トブ ロ ック造,そ の他 の別)

f.住 宅 の種類(専 用住 宅,併 用住 宅,そ の他 の住 宅 の別 及 び1戸 建 ・長屋 建住

宅,共 同住宅 の別)

9・ 利 用 関係(持 家,貸 家,給 与住 宅,そ の 他 の別)

h・ 戸 数

i・ 床 面 積 の合 計

」・ 新 設住 宅の 資金(民 間資 金住 宅,公 営住 宅,住 宅金 融 公庫 住宅,日 本住 宅公

団住 宅,そ の他 の 別)

k・ 建築 を伴 う除 却住 宅 戸数

な お,参 考 まで に,建 築物 の範 囲,着 工期 日,調 査 方 法 に つい て付記 す る と次 の とお り

で あ る。

範 囲

建 築物 着 工統 計 お よび住 宅 着 工統 計 は,建 築 基準 法 第15条 第1項 の 規定 に よる

建築物 を建 築 しよ うとす る 旨 の届 出(以 下 「建 築工 事 届」 とい う。)に 係 る建 築物

にっ い て行 な う(床 面積 の合 計 額10M2以 上)。

期 日

建 築物 着 工統 計 お よび住 宅 着 工統 計 は,建 築 工事 届(参 考 資 料一1)を 受理 した

と き(建 築 基準 法 第6条 第1項 または 第18条 第2項 の規 定 に よ り確認 を受 け,ま

た は通 知 しな け れば な らな い 建築物 にあ っては,同 法 第6条 第3項 または 第18条

第3項 の規 定 に よ り確認 し,ま たは 適合 の通 知 した とき)に 行 な う。

方 法

建 築物 着工 統 計 お よび 住宅 着工 統 計

都道 府 県 の建 築主 事 または その委 任 を受 けた 都道 府県 の吏 員は,建 築 工事 届 に基

づいて,別 記第1号 様式 の調査 票(参 考 資料 一2)の 正 本 お よび 副本 を 同居 に記 載 さ

れ た工事 の 着工 予 定期 日の 属す る月 の毎月 分 につい て作 成 す る。

(1}で掲 げた各 事項 につ い て,次 の よ うな 区分 に よ り符号 で記 入す る こと に統 一 されて い

る。
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② 調査 事 項 に関 す る区 分 とコー ド

ァ)建 築着 工統 計欄 につい ては 次 の とお りで ある。

〔着 工 予定 年 月 〕

各年 の下 の桁 を10位 に記入 す る。 各 月は1位 に記 入す る。

た だ し.10月 一 〇 とす る。11月=Xと す る。12月 －Yと す る。

(例)1昭 和46年10月 に着 工 した場 合(例)2昭 和46年12月 に着 工 した場合

'着 工 予定年 月 着工 予 定年 月

61061Y
``

〔工 事 の予 定期 間 〕

月数 に換 算 して2桁 の数 を記 入 す る。

(例)工 事 期間 が151カ 月 の場 合

す なわ ち,0100+51の 意味 で ある。

工 手

掌篇
の 間

0

「U

1

1

(01は 赤 字 で記 入 する)

〔 建 築 場 所 〕

「都 道 府県 ・市 区 町村 コー ド」(行 政 管理庁 編)の コー ド番 号 に よ り,

入 す る。

(例)兵 庫 県 神 戸市兵 庫 区

兵 庫 県 ……28兵 庫区
……105

建 築 場 所

都 道 府 県

28

市 区 郡

II

11015
`1

5桁 の数字を記
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〔建 築 主 〕

建 築 主 にっ い ては 次 の 符号 に よ る。

符 号 1 2 3 4 5 6

建築主 国 都道府県 市区町村 会 社
会 社 で
ない団体 個 人

〔工事 種別 〕

工事 種別 に つい ては,次 の符 号 に よる。

符 号 1 2 3

工 事 種 別 新 築 増 築 改 築

〔建築物の用途 〕

「日本標準建築物用途分類」の小分類3桁 を記入する。

「日本標準建築物用途分類」は,昭 和25年3月3日 開催の第15回 統計委員会におい

て,建 築物着工統計が指定統計第32号 として承認された際,建 築物ならびに住宅の分類

については,一 定の組織のもとで標準的な分類を作成することが付帯条件 として決定され,

.さらに昭和25年6月9日 開催の第19回 統計委員会において,同 委員会のともに建設物

分類専門部会を設置することが決められた。

建設物分類専門部会は,諸 官庁および民間の関係者をもって構成され,必 要な研究,原

案の作成および審議をおこなった結果 昭和27年3月 に日本標準建築物用途分類を完成

した。

本 分 類 の分類 体 系 は,日 本標 準 産業 分類 との組 合 せ 分類 と して構成 されて い るた め,同

分類 が 改訂 され る に伴 い,本 分 類 もまた改 訂 す る必要 が生 じる。 この よ うな事 情 か ら,昭

和27年3月 に本 分類 が 制定 され てか らこれ まで に も昭和29年6月,昭 和33年4月 の

2回 に わ た って改 訂 され て きた。

そ の後,日 本 標準 建 築 物用 途 分類 を 作成 す る ため,統 計 委員 会 の も とに設 置 され た建設

物 分類 専 門部 会 は,統 計 委員 会 が昭 和27年8月 の行 政機 構 の改革 に伴 い,行 政 管理 庁付

属機 関 の統計 審 議会 とな った た め,同 審 議 会 の もとで新 に建 設 物 分類部 会 と して 発足 し,

標準 建 築物 分 類 に関 す る諸 問題 の審議 を経 て,さ らに昭和43年1月 に改訂 され た。

こ の分類 にお い ては,建 築 物 の用途 を 「居 住 用 」 「居住 産 業併 用 」 お よび 「産 業用 」 に

3大 別 し,さ ら に 「産業 用」 につ い ては 「日本 標準 産 業 分類 」 を集約 した 分類 に従 って7

個 に分類 し,合 計9個 の大 分 類 と してい る。 さ らに細 か く分 類す るため に各 々の大 分 類 の

中 に 中分類 が設 け られ,そ の下 を小 分 類 と してい る。 小 分類 におい ては,建 築物 の直接 の

使 われ 方,す な わ ち,居 住 用 にお け る主屋 と付 属建 築物,産 業用 におけ る事 務所 工場

イ
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倉 庫 な・どの よ うに,使 途 的な 側面 か らみ た 分類 が な され てい る。

そ の分 類項 目表 は 表2-1-1の とお りで ある 。たyし,居 住 産業 併用 の もの につい て

は,小 分 類 は産 業 別を 示 してい る。

表2-1-1日 本標 準建 築物 用 途分 類項 目表

ヰ分類 小分類

番 号 番 号

大 分 類1一 居 住 専 用 建 築 物
11居 住専用住宅

111居 住専用住宅(付 属建築物 を除 く)

112居 住専用住宅付属建築物

121

122

129

居住専用準住宅

寮,寄宿舎 合宿所(付 属建築物を除く)

居住専用準住宅付属建築物

その他の居住専用準住宅

大 分 類2一 居住産業併用建築物

1

2

1

1

9
↑
(乙

1

2

2

2

∩
乙

り
↑

223

224

225

226

227

228

2x1

2x2

2x3

2x4

2x5

2x6

2x7

2x8

229

232

233

234

239

241

242

243

249

居住農林水産業併用建築物

居住農林業併用建築物

居住水産 業併用建築物

居住鉱工業併用建築物

居住石炭鉱業併用建築物

居住鉱業併用建築物(居 住石炭鉱業

併用を除 く)

居住建設業併用建築物

居住食料品製造業併用建築物

居住繊維工業併用建築物

居住木製品製造業併用建築物

居住バルブ,紙 紙 加工品製造業併

用建築物

居住化学工業併用建築物

居住石油製品石炭製品製造業併用建築物

居住窯業,土石製品製造業併用建築物

居住鉄鋼業併用建築物

居住非鉄 金属製造業併用建築物

居住金属製品製造業併用建築物

居住電気機械器具製造業併用建築物

居住輸IX「 」・…併用建築物

居住その他の機械器具製造業併用建築物

その他の居住工業併用建築物

居住商業併用建築物

居住卸売業,小 売業併用建築物(居

住飲食店併用を除 く)

居住飲食店併用建築物
居住金融,保 険業併用建築物

居住不動産業併用建築物

その他の居住 商業併用建築物

居住サー ビス業併用建築物

居住宿泊業併用建築物

居住娯楽業併用建築物

居住医療業併用建築物

その他の居住サービス業併用建築物

その他の居住産業併用建築物(運 輸通信,

その他の公益事業,公務,文教用を含む)

その他の居住産業併用建築物(運 輸通信,

その他の公益事業,公務,文教用を含む)
3一 農 林水産業用築築物

農林水産業用建築物

頒
。万

小
番

類
号

311

313

314

317

319

411

413

414

415

419

421

423

424

425

429

431

433

434

435

439

451

453

454

455

459

461

463

464

465

469

-

り
O

P～

7

4

λq

4

5

7

7

4

4

農林水産業用事務所

農林水産業用作業場

農林水産業用倉庫

農林水産業用養畜舎

その他の農林水産業用建築物
4一 鉱工業用建築物

石炭鉱業用建築物

石炭鉱業用事務所

石炭鉱業用工場および作業場

石炭鉱業用倉庫

石炭鉱業用車庫

その他の石炭鉱業用建築物

鉱業用建築物(石 炭鉱業用を除 く)

鉱業用事務所

鉱業用工場および作業場

鉱業用倉庫

鉱業用車庫

その他の鉱業用建築物

建設業用建築物

建設業用事務所

建設業用工場お よび作業場

建設業用倉庫

建設業用車庫

その他の建設業用建築物

食料品製造業用建築物

食料品製造業用事務所

食料品製造業用工場および作業場

食料品製造業用倉庫

食料品製造業用車庫

そ の他の食料品製造業用建築物

繊維工業用建築物

繊維工業用事務所

繊維工業用工場お よび作業場

繊維工業用倉庫

繊維工業用車庫

その他の繊維工業用建築物

木製品製造業用建築物

木製品製造業用事務所

木製品製造業用工場 および作業場

木製品製造業用倉庫

木製品製造業用車庫

その他の木製品製造業用建築物
パルプ,紙 紙加工品製造業用建築物
パルズ 紙,紙加工品製造業用事務所
バルブ紙 紙加工品製造業用工場お

よび作業場
バルブ紙,紙加工品製造業用倉庫
バルブ,紙,紙加工品製造業用車庫

(以 下省略)

一21・ ・



(産 業用 小 分 類)

事 務 所

店 舗

工場および作業場

肩 摩

車 庫

専 用 建 築 物

養 畜 全

〔構 造 〕

構 造 につ いて は,次 の符 号 による。

符 号 1 2 3 4 5 6

、

構 造 木 造
鉄 骨 鉄筋
コンク リ
ー ト造

鉄 筋 コ ン
ク リー ト

造

鉄骨造

コ ン ク リ

ー トブ ロ

ッ ク造

その他

〔床 面 積 の合 計 〕

平 方 メー トル 単位 と し,単 位以 下 は 四捨 五 入 して記 入 する。

〔工事 費予 定 額 〕

千 単 位 の金 額 を記 入 す る。

〔新 築 の場 合 におけ る階数 〕

地上 のみ の階 数 を記 入す る。 ただ し地 階 だけ の新 築 工事 にお け る階数 は すべ て01と す

る。

(例1)新 築 工事 にお け る地上(例2)新 築 工事 にお け る地 下

2階 建 の場 合2階 建 の場 合

新お
築け
のる
場暗
合数
に

0 2

新お
築け
の る

場暗
合数
に

0111

!

一22一
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■

、

〔新築 工 事 の場 合 に おけ る敷 地 面積 〕

平 方 メー トル単 位 と し,単 位 以 下は 四捨 五 入 する。6桁 以上 の と きは(例1)に よる。

た だ し,地 下 の新 築 工事 の建 築 物 の敷地 面 積 は,当 該 建築物 の建築 面積 を敷 地面 積 とす

る。(例2の イ,ロ 参照)

(例1)地 上 敷 地 面 積1,855,。 。5平 方 メ ー ト、レ

新築工事の場合における敷地面積

(01は 赤 字 で記 入す る。)

(例2):地 下 建築 物 の場 合 の敷 地面 積 の と り方

④

GL

建 建

築 地下 建 築 物 築

物
↓

物

影
地下1階500仇2

●

〃 〃〃 〃
地下2階500卿2

{:翻}… ・
この よ うな場 合,地 下 建築 物 の敷 地 面積 は500m2と な る。

◎ 地下 敷 地 面積500平 方 メー トル

新築工事の場合における敷地面積

1

1
1

5

l
olo

1
1

1

…

一23一



イ)住 宅着工 統 計欄 に つい て は次 の とお りで あ る。

〔工事 の種類 〕

工事 の種 類 に つい ては,次 の符号 に よる。

〔新 設 住宅 の資金 〕

住 宅 の資 金 にっ い ては,次 の符 号 に よる。(新 設 住 宅 のみ で ある。)

〔利 用 関 係 〕

利用 関 係 につ いて は,次 の符 号 に よる。

〔住 宅 の種類 〕

住 宅 の 種類 につい ては,次 の符 号 に よる。

符 号 12

工事の

種 類

新 設 そ の 他

1 2 3 2 3

新 築 増 築 改 築 増 築 改 築

符 号 1 2 3 4 5

新設住宅の資金 民 間 公 営 公 庫 公 団 その他

符 号 1 2 3 4

利 用 関 係 持 家 貸 家 給与住 宅

「

そ の 他

符 号 1 2 3

住宅の種類

専 用 住 宅 併 用 住 宅 その他の住宅

1 2 1 2 1 2

一 長

戸 屋

共

同

一 長

戸 屋

共

同

一 長

戸 屋

共

同

一24一
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)1参考 資 料

 

(

分月年和昭

口周年和昭

印

届
受
理
番
51

を
記
人
す
る。※各都道府県..各出先機関

を

含
む、
㌔

の

建
築
[
令

届

号令番工薬理建受

714"石1"引4

W治
ハ
C
O
L
S
冊
は
桁
数
超
過
し
た
場
合
の
み
使
用
守
る.)建築を伴う除却住宅の戸数を記入する。

…
6。
=

一一

一一

計統工着宅住⑥

使
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す
る。
∨∀…・.COLS謝
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過
し
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ル

5L1卜4オー-

合

%

助

の

ガ
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画
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一

一

青
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記
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欄
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印
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数
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数
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⊥

蝋
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宅」
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の
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精一

富
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貸

家

罰
始
り
住
宅

呵

そ
の
他

掴
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用
関
係

36

造ーポ

2

.
-

,

凸・り●",

丁 ,蜘"

三国

…丁
・

三

τ
・
個
住
宅
の
構
造
■

舗35ポ3

㌦
す
、

.
民

鱒
T

竿

坐鬼

虹

朴

臼

8

411駈丑n宅の3

あ
・
丁
・
・
丁
・

巳
・

築

丁

改

築

33脳工事の種類-32

名県府道都

名郡区市

日月年成作

名氏者成作

E
-

新

設

[

そ

の

他

一

一

一

上
川
イ
る
。」※COLS

M
・

55
は
桁
数
超
過
し
た

場合

力
み

に

積

富

㌫

編㌫敷吊

る

211

築

け

55
27新お4ポ52

1

一

33213113301四

都
通
附
票
山
人
欄

票査司∂十
諸口

統工着築建

ノ

6別

」省設建「

一

一

一

田1η612お412

w
∵
抽一
「
パ
踏
敬
を
証
人
づ
る
、使用する。※(COＬS52・田は桁数

超
過
し
た
場
合
の
み

る

階

敦

25)川合におけ新築の場24閉お顧21定…予2

　

一

一

一

一一一一 ;

一

一

2312111220別1118

㎝

費

㎜事3951工--2851

計統工着物築建

使
用
す
る
。

、※・COLS諭

・

51
は
桁
数
超
過
し
た
場
合
の
み

レわ

17

舗

砲"の評

(

-

・

17611115

積面

出
田原5013

14訓1

1
,

血

～+.

玉⊃

寄

÷
・

⊥パ

。
∴。

す
㊧
ω

構

造

12

12

る。※番号

は
「
日
本
標
準
建
築
物
用
途
分
類
表
」

に
よ

物

途

11ω築用10垣のか

も

1101119

川

新

築

田

増

築「

1
」̂15

改

築

川

工
事
種
別

8

8

-

二
㎡
酬
丁

㍑

丁

÷軌

.
雄

丁
・
ω

陸

築

主
7

7

m統工義藁健)武辺3徴A号(1鯖

◎
す
る
ごCO

L
S
49
11

桁
数
超
過
し
た
易
くn
の
み

使
用※年については月数に換算して記入する。

予
定
期
間

60ー工事の495

ほ514B121、
.

散
超
逆
し
た
場
合
の
み
使
用
す
る
.〉下行付以トを証人する、※〔CO

L
S
48
は
桁記入する。最初の最上欄のみ千位にとり以※各部道府県の市区郡摩に四紡の一連番号を

内

号

4県番31ω朋・2都一8.

一-

「4

り●

4

5

一

6

7

ε

9

01
■

計

号統2定3指第

4

1

`

,

8ー

●
ー
7
'

定年

"
」

の

^

頃
へ

ほ

為

年
の

ド

.

.

↓
'

IF

馴

右
.
.
は

差
ぺ
,

:
に
っ
い
て
は

烈

烈

㌍

を
・人

・
る.

砺
と

足
入

す

る.

所場ω集注

県府道都

榔区市

月年定ω予工費

.

尼

"倒・Ω※巾渋

書

コ

旦

㌫
叫

㌫
.

1

と

す

る.、白怜の師を

1

3
」

と

す

る
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桶

民

田
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●

直

直

府

県

食

鼻
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号
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●

(参 考 資 料2)
●

麗 驚㌘ ま(B5)(緬)評 群 鶴i雲 .建 築 工 事 届

知 事 殿

建鶴主住所氏名

昭和 イF月[

㊥ 電 話

ご 二') ぷい(、 い

番

確 認 番 号

暗 語 年 月 日

第 号

昭和 年 月 日

工 事 施 工 者 住 所 氏 名
(設計者 または代理者氏名)

1.建 築 主
(右の該当番号を○印で囲んで下さい.1

(1}国 (・}詰 鴫 馴 会 社i・・舗`・ ω 個 人

2.建 築 場 所

3・ 工 事 予 定 期 間

一.

昭和 年 月 日から昭和 年 月 日まで 年 月間

4.工 事 種 別
(右の該当番号を○印で囲んで下 さい.}

・ぽ 築 ・・昧 ⇒ … 改 築
.

{4}移 転

5、 主 要 用 途

、

(婁)用 建築物
健築物に係 る業種をできるだけ具体的に'
記入 して下さい。
、例…「木材製材業」,「菓子製造業」,

⑤

一

つ

の

建

築

物

ご

と

の

内

容

・・用(肋 ご 、の腿)途 {1}i(2}1{3}
Il

合 計
ロ,工 事 部 分 の 構 造

(灘 ㌍ξ,均

ω 木 造iω 木 造iω 木 造
【 ←

・・堺 竺㌢}・ ・,一 ・・
一 一 一'一

鉄 筋 コ ンク リ

2惨 無 筋 コン ほ)鉄 骨鉄筋 コンク リー ト造

(・)竺鴨 ン列:(・ ・一,造
鉄筋 コ ンク リ{81
一 ト造

ω 鉄 骨 造 ω 鉄 骨 造 ω 鉄 骨 造

㈲完 多多這ト (・弓 二歩》這`

,

(・弓 ㌶;ポ

働 そ の 他 ω そ の 他 ㈲ そ の 他

ハ,工 事部分の床面積の合計 ㎡1㎡ m勺
:

ゴ

二,建 築 工 事 費 予 定 額

(建築醗借貸を含む.)
㎡。,"⊇ 吻"‡ 諒,特 認

1・

千Fl

(㎡ 当り輯 千円)
..

・,階(地下の願 を除,芳 .階i購
'

階
.、

i

7. 新 築 工 事 め 鳩 合 における'敷 地 面 積 ㎡

』治卜 ・・宅・轍 ・そ・・

鐙

新 設

綴欝欝竃 翻
そ の 他

(綴 織 は悲 霊 代;

築事
物項
が`二'
住つ
老い
かて
又 も
は記
臥令

し
をて
台下}

き。
は

瓢 熟 手↑ξ9印)
、{D新 築{引 増 築(3}改 築 ② 増 剰 ・・ぽ 築

ロ,住 宅 の 資 金

(新設住宅のみ右の該 当番号を○印で囲んで下 さい。)

民闘
ω貸金1{舩営〔㌔ 公ぱ

住宅金n本 住1㈲

宅公証 の他
ハ,住 宅 の 利 用 関 係

(㌍ 雫き障 を○印で囲)
ω 持 家 ② 貸 家

|

{3)給 与 住 宅i(4}そ の 他

二,住 宅 の 題 額

(繧 馨 ㌣ を○印で囲)

〔n専 用 隼 宅}倒 併 用 住 宅 {8}そ の 他 の 住 宅

・露 誓住宅・・塑 ㌣1・・夏量竃住・…瀕 ㌣ ω夏量豊住宅 共同 住宅(2}
{ア パ ー ト1

む さ1
とい1ホ,住 宅 の 戸 数 戸:.戸 戸 戸 戸 戸

住 宅 の 工 事 部 分 の 床へ・面 積 の 合 計 へ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注意)上 記の建築物が既存の建築物 を除却 して建築 されるときは建築物除却届 を提出した場合 を除き,必 ず裏面の事

●

項を記入 して下 さい。又上記の建築工事届記入事項の記入に当うては裏面の 「建築工事届記入事項注意」をお

読み下 さい。
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θ

2.t3そ の他 の調査 統計 等 に お け る分 類 の一 例

表2-1-2「 国 富調 査 」 におけ る 土地 種 類

宅 地

農 地

林 地

そ の 地

表2-1-3 「農 林 業 セ ンサス 」

にお け る区 分

耕 地 田

畑

樹 園 地

果 樹 園

茶 園

桑 園

そ の 他

草 地 永 年 牧 草 地

採 草 牧 草 地

山 林 (省 略)

表2-1-4 「農林省統計表」にお

ける土地利用現況区分

田

農
普 通 畑

牧 草 畑
畑

樹 園 地

計
地

農 地 計

草

一、一

利 用 草 地

未 利 用 草 地

地 草 地 計

人 工 林
林

天 然 林

未 立 木 地

除 地
地

林 地 計
A

宅 地

そ の 他

一27一



表2-1-5「 国富 調 査」 にお け る 資産項 目分類

大分類 中分類 小 分 類 大分類 中分類 小 分 類

鉄 筋 コンク リー ト造 鉄道および軌道用施設

住 鉄 骨 造 構 舗 装 道 路

建 れ ん が 造 交 鉄 筋 コ ンク リー ト造

石 造 コ ン ク リ ー ト 造

宅 プ ロ ソ ク 造 通 れ ん が 造
築

木 造
9

石 造

施 土 造
鉄筋 コ ンク リー ト造

非 金 属 造
鉄 骨 造

物 設 その 他 の 非 木 造
れ ん'が 造

住 鉄 筋 コンク リー ト造

物 石 造

ブ ロ ッ ク 造

宅
木 造

(以 下 省 略)
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22固 定 資 産 税 に 関 す る コ ー ドの 一 例

221コ ー ドの 現 状

固定 資産 税 か らみ て必 要 な土 地 ・家屋 のデ ー タ項 目は,地 方税 法 に定 め られ てい る各事 項

を充 足 す るた め の もの,実 際 に利 用す る場 合 の課 税計 算上 必要 な もの お よび 各種 統 計 上必 要

な もの が あ げ られ る。

以 下 各 方面 か ら みた デ ー タ項 目 と分 類 の現 況 につい て述 べ る と,

(1)固 定資 産 税 に おけ る土 地 ・家 屋 の分類 は,固 定資 産課 税 台帳 上 の分類 と固 定 資産評 価 基

準 上 の 分類 に大別 され る。

ア)固 定 資 産 課税 台 帳上 の 分類

固定 資 産課 税 台 帳は,固 定 資産 の現 況 お よび 固定 資産 税 の課税 標 準 であ る評 価 格 を 明

らか にす るた め,地 方税法 に基 づ く市 町 村 の必備 台帳 であ るが,登 載 され る土地 ・家屋

の明細 は,基 本 的 には 不動 産 登記 法 に定 め る とこ ろ に よって い るが,固 定 資産 課 税台 帳

に登載 され る土 地 ・家 屋 の分 類項 目 につい ては 表1-3-2～ 表1-3-4(P.7～8)

の とお りで あ る。

イ)固 定 資 産評 価 基 準上 の分類

固定 資 産税 の課 税標 準 で あ る評 価 格 の決定 は,地 方 税法 の定 め る と ころ に よ り自治 大

臣 の 指示 す る固定 資産 評価 基 準 に よ って行 なわ れ るが,土 地 につ いては 現 況 地 目別,家

屋 につい て は種類 構 造 別 に評価 す る こ とと され てい る。 ・

固定 資産評 価 基 埠お よび評価結果に ついて,地 方税 法 に基 づ き作成 され る 「固 定 資産 の

価 格 等 の概要 調書 」上 の 分類 は表2-2-1～ 表2-2-3の とお りで あ る。

表2-2-1土 地 分 類

大 分 類 小 分 類

田

畑

宅 地

商 業 地 区 繁華街,高 度商業地区,普 通商業地区

工 業 地 区 大工場地区,小 工場地区,家 内工業地区

住 宅 地 区 併用住宅地区,高 級住宅地区,普 通住宅地区

村 落 地 区 集団地区,村 落地区

特 殊地 区

塩 田

鉱 泉 地

池 沼

山 林

牧 場

原 野

雑 種 地 ゴル フ場 等,鉄 軌 道 用 地,保 安 空 地等
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表2-2-2(そ の1)建 物用 途 別分 類(木 造)

専用住宅 普通建 養 蚕 住 宅 待 合 工 場

'・ 町 屋 建 蚕 室 事 務 所 倉 庫

〃 長 屋建 酪 農 舎 銀 行 付 属 家

共 同 住 宅 煙 草 乾 燥 場 店 舗 簡 易 付 属 家

寄 宿 舎 ホ テ ル 劇 場 土 蔵

漁 業 者 住 宅 普通旅館 料亭 映 画 館

併 用 住 宅 団 体 旅 館 公 衆 浴 場

農 家 住 宅 簡 易 旅 館 病 院

、

表2-2-2(そ の2)建 物 用途 別 分類(非 木 造)

事 務 所,店 舗,百 貨 店 銀 行

住 宅,ア パ ー ト 工 場,倉 庫,市 場

ホ テ ル,病 院 水 力 発 電 所

劇 場,娯 楽 場 用等 のホ ール 型建 物

表2-2-3構 造 別 分 類

主.体 構 造 屋 根 階 層

木 ・ 造 瓦 平 家 建

鉄 骨,鉄 筋 コンク リー ト造 セ メ ン ト 瓦 二 階 建

鉄 筋 ゴ ソ ク リ ニ ド'造'『 ス しノ ー ト 三階建以上は上 に準ずる

鉄'"骨'造 亜 鉛 地'下 何 階 建

ブ ロ ッ ク 造 ア ル ミニ ュ ー ム 地 下 何 階 付 平 家 建

軽 量 鉄 骨 造 合 成
w

ガー ド下 平 家 建(又 は 何 階建)

煉 一.瓦 造 陸 屋 根

パ イ'プ 造 草 葺

そ の 他

② 次 に,実 際 に利 用す る場 合 に おい て必 要 なデ ー タ項 目につ い て分 類す る と

.ア)評 価計 算上 必 要 な もの

イ)課 税 計算 上必 要 な もの ・ 一

・ウ)翌 年度 の評価 見 込 み等 判 断資 料 お よび統 計 資 料 と して必 要 な もの

とに分類 され,A市 において現在使用してい るコー ド項 目は表2-2-4～ 表2-2-11の とおりであり,

帳 票は 表2-2-i2,表2-2二13(そ の1)ド 表2-2-13(そ の2)'の とお りで あ る。
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〔、1.〕 土 地

表2-2-4土 地 にお け る評 価 計 算上 のコ ー ド例

項 目 桁数 内 容

処 理 1

※

デ ー タ ーの異 動 処

理 の 際使 用 す る。

区 分 内 容 コ ー ド

差替え キー コー ド以外 の変 更 を 要す る もの 1

追 加 新た に入 力す る ものO 2

取 消 不 要 なデ ータ ーで取 り消 す もの 3

噺

計 算 コー ド

(地目,地区)

2

区 分
計 算 コー ド

区 分
計算 コー ド

地目 地区 地 目 駆

田

市街化調整区域の田 1 0

宅

地

地商業

区

繁i華 街 3 1

都市計画法第55条
第1項 指定の田

1 1 高度商業地区 3 2

普通 〃 3 3
市街化区域の田
(市街地宅地評価法
によるもの)

1 2
工地

場区

大 工場 地 区 3 4

小'・ 〃 3 5市街化区域の田
(そ の他宅地評価法
によるもの)

1 3

地住

区宅

併用住宅地区 3 6

生産緑地指定の田
(市街地宅地評価法
によるもの)

1 4

普通 〃 3 7

地村

区落

集 団 地 区 3 8

生産緑地指定の田
(そ の他宅地評価法
によるもの)

1 5
村 落 〃 3 9

特 殊 地 区 3 0

畑

市街化調整区域の畑 2 0
池 沼 4 0

都市計画法第55条
第1項 指定の畑

2 1

山

林

純 山 林 5 0

市街化区域の畑
(市街地宅地評価法
によるもの)

2 2

介 在 山 林1 5 1

"H 5 2

市街化区域の畑
(そ の他宅地評価法
によるもの)

2 3
原 野 6 0

雑

種

地

ゴ ル フ 場 等 7 0

生産緑地指定の畑
(市街地宅地評価法
によるもの)

2 4 鉄 軌 道 用 地 8 0

雑 種 地 9 0

生産緑地指定の畑
(そ の他宅地評価法
によるもの)

2 5 転用可能 雑種地 9 3
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項 目 桁数 内 容

高 圧 線 1

※ 高圧 線 下 の土地 につ

い て,補 正 す る ため

に使 用 す る。

,

高圧線下の地積

総 地 積
補 正 率 コ ー ド

0.1以 上0.2未 満 0.95 1

0.2〃0.3〃 0.90 2

0.3〃0,4〃 0.85

.

3

0.4'!0.5〃 0.75 4

0,5〃0.6〃 0.70 5

0.6〃0.7〃 0.65 6

0,7'!0,8'! 0.60 7

0.8〃0.9〃 0.55 8

0,9〃 0.50 9

造 成 費 1

区 分
造成費控除額

コ ー ド

※市街化区域農

地の評価計算

に使用する。

田 畑

宅地造成完了地区内の農地 1,300円 1,300円 1

平
担
部

山
間
部

一 般 農 地 2,500 1β00 2

特に造成が困難な農地 3,500 1,800 3

一 般 農 地
3,000 3,000 4

特に造成が困難な農地 4,500 4,500 5

類 似 宅 地 10

※ 市街化区域農地を

評価する際,当 該

農地と類似した市

街化区域宅地に比

準ずるために使用

する。

区 分 桁 数 内 容

町 名 コー ド 3 類似宅地の所在する町名コー ド

地 番 4 〃 〃 地 番

枝 番 3 〃 〃 枝 番

台帳地 積 8 平方メー トル表示の土地登記簿地積(小 数第2位 まで)

課 税 地 積 8 平 方 メー トル 表示 の課 税 地積(小 数第2位 まで)

比準評点数 6 昭 和38年 度 の当 該土 地 の3.3仇2当 りの評 点

39年 度
評 点 数 6 昭 和39年 度 の当該 土 地 の3.3〆 当 りの評 点

単 位 当 り
評 点 数

7 昭 和45年 度 の当該 土 地 の3.3㎡ 当 りの評 点
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表2-2-5土 地 に おけ る課税 計算 上 の コー ド例

項 目

納 税者 コー ド

土 地 の 所 在

(キーコー ド)

課 ・ 非

市街 化 コー ド

農 地 区 分

法 人 コ ー ド

桁数

9

11

1

1

1

内 容

上 部3桁 所有者の住所地の町名コー ド

新規挿入の場合に使用

※ 土地,家 屋 共通

付設の基準も同じ。

区 分 桁数 内 容 区 分 桁数 内 容

管 区 1支 所 別 コ ー ド 枝 番 3

町 名 2町 名 コ ー ド

.

特 番 1

1筆 の一部が現況宅地等

で別計算をする場合に使用地 番 4

●

区 分 コ ー ド

課 税 さ れ る も の 1

非 課 税 の も の 2

区 分 コ ー ド

市 街 化 区 域 0

市 街 化 調 整 区 域 1

区 分 コ ー ド

A農 地 1

B〃 2

C'! 3
`

株 式,合 名,合 資,有 限 会 社,協 同 組 合,相 互 会 社,社 団 法 人,

財 団 法 人,医 療 法 人,宗 教 法 人
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表2-2-6土 地 にお け る統計上 の コー ド例

項 目

異 動

桁 数 ・

2

内 容

,.

区 分 コー ド

評価替えの伴なわないもの(所 有権移転,住 所,氏 名変更) 10

地 目 変 換 20

分 ・合 筆,地 積 訂 正 30 .

課 税 .成 40

路修

線正地

価区 ・

一般的なもの(所 有権移転等)
50

地 目 変 換 60

分 ・合筆,地 積 訂正 70

課 税 成 80

扉 課 税 成 90

※ 異 動 コ ー

ドの 下1部:

は,地 目変換 、

(20,60),

,鷲 轍 、
非課 税成 θq

につい ては,

異 動前 の地

目 コー ドを

記 入 し,そ

の 他は0と

す る。統 計

資 料作成 等
のため に必

要 とな る。

〔2〕 家 屋

表2-2-7 建物 におけ る評 価計 算上 の コー ド例

項 目 ・

処 理 コ ー ド

種 類

桁数

9

2

内 容'

土 地 と 共 通

区 分 コー ド 区 分 コ ー ド 区 分
'
コご ド

専 用 住 宅 1 簡 易 旅 館 34 簡 易 付 属 家 72

共 同 住 宅 2 待 合 35 温 室 73

寄 宿 舎 3 百 貨 店 36 土 蔵 81

併 用 住 宅 4 事 務 所 41

工

場

一 般 用 91

ア パ ー ト 11 銀 行 42 塩 素 . 92

農 家 住 宅 21 店 舗 43 冷 凍 用 93

養 蚕 住 宅 22 劇 場 51 塩チリ硝石 94

酪 農 舎 23 映 画 館 52'

倉

庫

一 般 用 95

ホ テ ル 31 病 院 53 塩 素 96

普通旅館,料 亭 32 公 衆 浴 場 61 冷 凍 用 97

団 体 旅 館 33 付 属 家 71 塩チリ硝石 98
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口

、

項 目' 桁数 内 容

構 造 4

主 体(1桁) 屋 根(1桁)
階 層(2桁)

区 分 コー ド

.

区 分 コー ド

木 造
・

1

.

瓦 1

2桁 の うち上1桁 は

地 下 の階 層 を,下1

桁 は 地上 の階 層を 表

わす。

地 上10階 以上 につ

い てはoで 表 わす。

鉄骨 鉄筋 コンク リー ト 2

.

セ メ ン ト 瓦 2

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 3 ス レ ー ト 3

鉄 骨 4 亜 鉛 4

ブ ロ ッ ク 5 ア ル ミニ ュ ー ム 5

軽 量 鉄 骨 6 合 成 6

煉 瓦 7

.

陸 屋 根 7

石 造 8

1

草 葺 8

パ イ プ 9

.

そ の 他 9

建 築 3

年 号(1桁) コ ー ド 年 度(2桁)

明 治 1 年 度 を実 数 で

記 入大 正 2

昭 和 3

登記床面積 7 登記床面積 を平方 メー トル単位で表示(小 数第2位 まで)

登記床面積 7 課税床面積を平方メー トル単位で表示(小 数第2位 まで)

再建築評点 4 3.3平 方 メ ー トル 当 りの 再 建 築 費 評 点(100点 単 位)

補 正 2

地 域 差(1桁) 特 殊 考 慮(1桁)

区 分 コ ー ド
,

区 分 コ ー ド

90 1 草 葺 屋 根 1

95 2 コンク リー トブ ロ ック造,石 造,レ ンガ造 で

屋根 構造 が

トラス鉄 製 の もの(評 点数7700点)

トラス 鉄 製 以 外(評 点 数3,400点)

の もの

2

3

総 評 点 数 10 旧 基 準 採 用 分 に つ い て 記 入 し,そ の 他 は 原 則 と して 空 欄 とす る。
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表2-2-8建 物 におけ る課税 上 の コー ド例

項 目 桁数 内 容

納 税 者 コ ー ド

(キ ー コー ド)
9 土地 と共通,付 設基準 も同 じ

特 番

(キ ー コー ド)
1

原則 として空欄 であるが,納 税者が特定大規模非木造家屋を所有す

る場合のみ1と する。

家 屋 の 所 在

(キー コー ド)

10

区分 桁数 内 容 区分 桁数 内 容

管区 1 家屋所在の支所別コード 地番 4 家屋所在の地番

町名 2 〃 町 名 コ ー ド 枝番 3 〃 枝 番

家 屋 番 号

(キーコー ド)

10

区 分 桁 数 ※ 不動産登記法に基づく家屋番号を付設する。

未申告家屋の場合 本番を9999と し,子 番は所有

者 所在地番ごとに1か ら連番とする。(枝 番は空欄

とする。)

本 番 4

枝 番 3

子 番 3

棟 番 号

(キーコー ド)

4

※一構内に2以 上の家屋がある場合に棟別の標識番号を

付設する。

区 分 桁 数

本 番 3

枝 番 1

軽 減 2

区 分 コ ー ド 区 分 コ ー ド 区 分 ・一 司

発 変 電 1 ホ テ ル 7 公 社 16

NHK 2 各 種 学 校 11 郵 便 局 17

新 築 住 宅 3 医 療 12 町内会等公益 18

中 層 住 宅 4 防 災 13 幼 稚 園 19

高 層 住 宅 5 武 道 場 14 労 働 組 合 20

営 業 用 倉庫 6 公 団 15

市街 化 コー ド 1

区 分 コ ー ド

市 街 化 区 域 0

市 街 化 調 整 区 域 1

ら
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表2-2-9建 物 におけ る統 計 上 の コー ド例

項 目 桁数 内 容

異 動 1

異 動 事 由 コー ド 異 動 事 由
.

コー ド ※ この コー ド

は,課 税 台

帳 登録 事 項

の変 更,審

査 の 申出 対

象,価 格 決

定 通 知 書,

異 動 統計 等

のた め に必

要 とな る。

表示変更(所 有権移転) 1 増 築(現 年度) 6

新 築(現 年 度) 2

1

〃(過 年 度) 7

〃(過 年 度) 3 滅 失(過 年度) 8

評価替(計 算項目の変更) 4 床面積訂正(増) 9

滅 失(現 年 度) 5 〃(減) 0

表2-2-10町 名 コー ド(土 地,家 屋 の所 在 用)

4

■

項 目 桁数 内 容

管 区 1

支 所 別 を 表 わ す。

区 分 コ ー ド 区 分 コ ー ド 区 分 コ ー ド

本 庁 管 内 1 御幸支所管内 4 稲田支所管内 7

大師支所管内 2 中 原'・ 〃 5

田 島 〃 〃 3 高津 〃'・ 6

町 名 2

1,市 の共通 事 務 コ ー ド表 に よる町 名 コ ー ド(省 略)

2.固 定 資 産 税 に 固 有 な コ ー ド

区 分 コ ー ド 内 容

国鉄等三公社 98 国鉄等三公社の所有するもの

保 留 地 99 区画整理 による保留地
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表2-2-11町 名 コ ー ド(土 地,家 屋 の 名 寄 用)

夢

項 目 桁数 内 容

管 区 1 1の 管 区 コ ー ド と 同 じ

町.名 2

1.市 の共 通 事 務 コ ー ド表 に よる町 名 コ ー ド(省 略)

2.固 定 資産税 に 固有 な コー ド

区 分 コ ー ド 内 容

市 内他 管 90 所有者が市内の他の支所管内に居住する場合

他 市 町 村 91 〃 他の市町村に居住する場合

法 人 95 所有者が法人の場合

官 公 庁 96 〃 官 公 庁'・

公 団 97 〃 公 団 〃

公 社 98 〃 公 社 〃

補 充 課 税 99
保留 地,市 営住 宅 等 の払 下 げ に よる もの の うち,

未 登 記 の もの

'
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表2-2-12土 地調 査票 ・連 絡票 重:腿L旦 エ_1 技 研～
'川i 1

聖 書一
■　一

、:

1…i
iiIl

○
○

○

○

○

納 税 者 コ ー ド
ll地 の 所/ii 処

理

1∫鳩

動

沢

井
地
目

地
1< 台 帳 地 積 課 税 地 積 」・ヒ準評 点 放

{3gr

乎,

度[

」 数
単位当り評点数X区 町名 地 番 枝 番 特

!

|
Iw|:地 地ll1 叶f1者

.

}'ll!卵日 日

fl卜 ・ノ己・賭 弓)・ でr・変 ・その 他.(}
減 となる理由.地 櫛

11闇1「1咋 .Lり

非 課 税

減 免

現況道路m,

相 ・η'ひ贈 ・か 合 ・変 ・その他(}

f目・シヒ ・1噌・分 ・介 ・変 ・その ∫也()

38

区 分 逓減率 加1真備llり 率 評 点 数 1<分 逓1或率 加1草{襯ID率 評 点 数

rE
|ビ

側
側

鯛 '

側

奥短 ・間 狭 ・奥 艮 ・'iけ也

こ角地(角lrli逆}

不整 形 ・そぴ)V也〔}

モ角地(角1∫li逆}

その他1)

i
%

%

ll'
%1刎%i%( lii「

%i%{.%1%
.

1、Ψ税区分
地

‖
1
ド

1日 畑

'じ

地

池

沼

山

林

原

野

雑 地 1商 業 1:業 li 宅 村 落 特

殊

一
、iま

税

一
罪

課
;∫
ツ

軌

道
他

地
区 繁
'

I」 華
ド

rl三i

度

1～1チ

通

尺

ll

小

ll

併

用

普=

通

集

トrl

村

落
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o

1ド 度 標i草地評点敦 」.LlΨilllll合 倍 率
処

理
1

ド

尤

呂三

追

川

取

消

異
動
=1

ド

γ佳

宴 変

地

変

分地

合計

Il果

成

路線価修lll地区・

」11

課

}戊Y
名佳
宴 変

地
変

〃}地

合lir

謀

りY

1ド 度 1べ・1000m才s【iり"貸f}h格 摘 要

38
1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90

担 任 係 長 課 長 担 任 係 長 課 長 担 任 「系 長 課 長 担 任 係 長 .傑 長 担 任 係 長 課 長
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表2-2-13(そ の、1)家 屋調 査票 ・連 絡票 (構 内No.

(棟 番 ～

)

)一 ー 一...

異 動 コ ー ド 異

動

処

理
納税 者 コ ー ド

1特1家 屋 の 所 在 家 屋 番 号 棟醐 」種類i・構 ■ 建 築 … ・
登記床面積 距税床面積

.
評点数
再 建築i補 正 』 総 評 点 数

幡 ・駆i町 名1地 番i枝 番.本 番 枝 番 千 番、本 番 鱈 、主体i躍

造
階層已i甦 |地域i概_表一重 変 更 ・⊥

新 築(現){2
-..

・A'A・ 一 一

3

1 2 311q2131516192022232627四30323335已 3738:39遁0 41424344.45 47'48545561 6265「66167/6877
「

1 1層

'■ 日i
, :ii

L!
「-iil

l`1

.
.

1
1

I

i 「

.

≡ i』

..

1

11
1;1… 1 | }

1 }
〔

唱 '

.

-一 ・

, 「

'1 ..,'

1… !
1

!1 1= ,i 1 1 1
| 1'・1..翌旦.旦 －

L登 極 替.4 一
甚一..失 ・5

旦 築(現)・ 一τ
増 築(過)「 デ

il

一 －w

」..A－

2

3・一

1 { 唱 !
. |

11

…
i.

」 r i i 1

.オ 1
1
|

ii:

】il.
‥1'.・1 : . 1… 1 1

.i

l`

..
・ ±.

・ 』i… ・

ii.、

…

.::1 ,

1. …
…

所在地 家屋番号
町 丁 目 番地 一 一

異動 ・ ・

町 丁 目 番地 一 一
異動 ・ ・

処 理 コー ド

差 替'1-一 ー一

追 加一 ・一 一 」 一.....w亨.

取 消

フリガナ

氏 名
異動 ・ ・ 追徴年度

随 時 羅 ㌶ ξ 床・§・積 総評点数 (1点 単価又は設計管理費)

評 価 格

(減 額)

課税標準額

異動 ・ ・

相・売 ・贈 ・その他〔1

～

■

(・)

●

()種類 コ ー ド
(非 木 造)

専 任1 異動 ・ ・

相・売 ・贈 ・その他〔)

～

・

(・)

●

()共 庄2-一

併 任
一 一

4

ア パ ー ト11 異動 ・ ・

相・売 ・贈 ・その他{1

～

■

(・)

●

()
ホ テ ル31

普旅 ・料亭 ⊃'

種漕類 構 造
床 面 積(m2)

異 動 の 理 由
備考

待 合35.一 一 一 1階1階 以 外 合 釘一'

百 貨 店.36
.

事 務 所41登 記
銀 行42

石 一一 「

51

:三:.

店'}一 舗－A-「 一

劇 場巳 一.一.一 一ーー－

l

l._.一_....

1病 院`53　落 一
場.61

付 属 ・71
一 般 用

一更 素
」一.－A.

一.」 一 一}..一.

冷 凍 用193 、
塩チリ硝石つ4

■一..一 一..

^'i

・

寄 鍋

非課税・減 免 担任 合議 係長 課長
`評価員

.1A

一 般 用!95

■

庫

塩 素196

冷 凍 用 97
-「 炉

塩チ リ硝石98

|

●. ● ⑨ ◆'
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表2-2-13(そ の2)家 屋 調査 票 ・連 絡票 (構 内No. )

(陳番 ～)
異 動 コ ー ド

麟 納税・一 ・ ㍉ 蕊 の所在
家 屋 番 号.棟 翻1構 造

登記床il[i枯 灘 こ弓1而ぷ年構年
度 評点数 職 朕

再犯築 ‖川E 総 評 点 数表 示 変 更1
酬 枝 番 本 番 枝 番.子 器1媚 ・・'亀董類i三・・蝿 囮

犯 笑軽減

新 築(現)2 '23111213〕5161912022232627四30323335コ6=《7◎3940
川42434445474851556162 6566.67687?新 築(過}3

、 .

1・' 1`
'.

_lil・
・1

;i
1

.

.

…

.

・.i

δ

「

評 価 替4 11 'i'

1、

ll Ii
. タ

il 1

・ …
.i

一
・..‥}i

.滅 失5
`

. 1 引1 …1…i .・.
増 築 ・(現)6 `

ll
1

.

!増 築(過)7

処 理 コ ー ド …
,

'{

…

` li
.

!

■.

蹟 ●1

追 加2

取 消3

栢 類 コ ー ド

(木 造)

1ごソfF1

共 ↓⊆2

向 山 苫3

レ「IE4

zバ ー.・n

農 住21

置 蚕22

邸 ・1舎23
':三 ル31

`"姦;
商 旅31
待 イ}お
百 貨 店36
事 務 けi41

呈 行42店 拙43
."
割 増51..

幽 門52

.i
,1.. v 1 一 ・ …-li・

.

所在地 家屋番号 異動 ・ ・

町 丁 目 番 地.一 一

、.異動 ・ ・
町 丁 目 番地 一 一

1

フリガナ 異動"

氏.名'''"』 …. ;酬 騨 言霊 床離 総・嫌(1耀"晶 晶
..._、yl働 ・ ・

桐 ・亮 ・贈 ・そ の 他 〔)

～(・):()

.・
ポ

`'働 ・ ・

相 ・↓'、…・贈 ・そ の 他(〕

～(・);()

.●
異動 ・ ・

眉ト完 ・贈 ・そ の他{1

～(・)
.・(・)

・ ・

種 類 構 造
床 面 積(m2)

5'1:動 の 理lh
備考

lP.li 1陪 以 外 合 計
登記

.

1映

1 、

病 院53

活 量 酎

付 泌71扁
け72

ふ 竃73
メL蔵81

■

工疇 穴 賢.・・塁

・i二識 語 養
一 二 較'雨 『95

9

課税

非課税 ・赦 免 担任 合議 係長 課長, 評価員

塩 素 艶一 一ー 一一..

叶告㌔胃.塁

1

`



222現 状 の 問 題 点

(1)地 方 自治体 の規 模 の 格差

固定 資 産税 は,市 町村 の法 定税 目で あ るの で,全 市 町村 で課税 してい る が,そ の課 税団

体 の規 模 も行政能 力 に も大 きな 格差 が あ る こ とは否 定 で きな い。 府県 の規模 を 凌駕 す る大

都 市 もあれ ば,人 口1万 に満 た ない 町村 も存在 す る実 状 で あ る。

また,事 務 処理 態勢 につい て も,高 度 の電算 処 理方 式 に よってい る都 市 もある反面 すべ

てを ハ ン ドワーク に よ って処 理 してい る市 町村 も,い まだ相 当数 あ るこ と も事 実 で あ る。

② 機 械化 の全 国 的不 統 一 、

機 械化 の レベル につ い て も,各 市 の 導入 範 囲お よび 方法 もそれ ぞれ異 な って お り,た と

えば

土 地 にあ っては,

ア)画 地 計算 か ら機 械 化

イ)単 位 当 り評 点 を基 に以後 の課 税 計 算 か ら機 械化

ウ)課 税 標準 額 を基 に税 額計 算 か ら機 械化

等 が あ り,

家屋 にあ って は,

ア)再 建 築 評 点を基 に以 後 の評 価計 算か ら機 械化

イ)単 位 当 り評 点 を 基 に以 後 の課 税計 算 か ら機械 化

ウ)課 税 標 準額 を基 に税 額計 算 か ら機 械化

等 々で ある。

また,使 用計算 機 につ い て も,中 型 ・小 型電 子計 算 機 あるい は単 能 会 計機 と種 々で ある。

(3)非 課税 物件 の捕 捉

一 般 的 には
,課 税 対 象 とな らない 公 有等 の非 課 税物 件 につい ては,デ ータ を作 成 レて い

ない こ とが 多 く,本 来 の意味 での全 デー タ の管理 が な され てい な い のが実 状 で あ る。

当該 市町 村 に所 在 す る すべての土地 ・家屋のデータ管理のためにはまず非課税吻件の捕捉を行 な

わ な ければ な らな い が,法 の規 制 力 のな い現 状 にお い ては か な り困難 な こ とで あ る。

223要 望

(1)事 務 合理 化 の積 極 的 な指 導

全 国市 町村 の行 政 格差 が 「2.2.2」 の(1)のとお り相 当大 きな もの が あ る こ とは 認め ざる

を得 な い と して も,行 政 経 費 の節 減 と事 務 処理 の迅 速化 を希 求 す る事 務 合理 化 は,今 後 と

も強 力 に推 進 され るべ きで あろ う。

しか し,各 市 町村 がそ れ ぞれ に独 自の 方策 に固執 した あ り方 では,か え って課 税客 体 に

混 迷 と不利 益 を もた らす こ とに もな るの で,可 能 な限 り全 国 的 に統 一 され た 方式 に よって,

事 務 の合 理 化 が推進 され る よ う,関 係 官庁 の強 力な指 導 を要 望 したい。

一42一
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② 固定資産税データの他の行政部門への活用

固定資産税の納税義務者個々の資料を公開することには問題があるが,統 計的なデータ

は進んでこれを他の行政部門に提供 し,ま たは他の行政部門の要請に応えて,都 市計画,

防災対策あるいは地域 の経済発展等の施策の立案に活用できるよう,全 国的にコー ドの標

準化を図ることは意義が大 きい。
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23不 動 産 の 鑑定 評 価 にお け る デ ー タ項 目の一 例(そ の1)

231不 動産鑑定評価の概要

不動産鑑定士等が不動産の鑑定評価を行なうに当たっては,住 宅宅地審議会の答申に基づく

「不動産鑑定評価基準」によることになっている。その手順を図示すれぽ図2-3-1の よ

うになる。(大 野 ・谷沢 ・渡辺共著 「新鑑定評価基準の研究」参照)

禽

鑑 定 評 価 の 基 本 的 事 項 の 確 定

` ,

鑑定評価によって求める
価格 または賃料の確定巨 象 不雛 の確定1 1価 格 時 点 の 確 定1

1 1
■

1処 理 計 画 の 策 創

↓

1対 象 不 動 産 の 確 認1

吻 的 確 認1 1権利 の態 様 の確 司
1 1

,

1資 料 の 収 集 お よ び 整 理1
1

● , ,

匡 認 、 資 料1 1要 因 資 料1 巳 例 資 料1
1 「 1

1

1資料 の検 討 お よび価 格 形 成 要 因 の 分析1
1

1方 式 の 適 用1
1

● u `

原ー 価 方 式1 1比 較 方 式1 1収 益 方 式1
1 「 `

試 算 価 格 ま た は 試 算 賃 料 の 調 整1
1

● ● 4

1積算価格 ・横難 料1 1比準 価 格 ・比準 賃料1 1収益 価 格 ・収 益 賃 料1
1 1

厩「福 云一宗一宿一落1L_⊆ 些芭L___
」_______」

1鑑 定 評 価 額 の 決 定1
1

1鑑 定 評 価 額 の 表 示1 の

図2-3-1鑑 定 評価 の手順(新 鑑 定 評価 基 準 の研 究参 照)
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も

これ を さ らに整 理 して資料 と手 順 と作業 とに分け た 嶋 田久吉 氏 の試 案 に よれば 下 図2-3

-2の よ うにな る。(不 動産 鑑定 第8巻 第6号 「鑑 定評 価 の手 順 図示(試 案)参 照)

　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ
　 　
1鑑 定 評 価 依 頼 の 受 付1

1

相賃算積(格価算積

)料賃単比(格価単比

)料賃益収(格価益収

ー
産動不象対」-

ー

刈時格価

格

類価穫るのめ粉求償

曰
物

1

析

様

分態輌の要的刺股権一」--「

劃
分域地

ー

ー

析

式分方別価値原

」ー

ヰ

l

l

式

式方方較益比収

ヨ

一

」
-

|
|

ヨ

1

ト

一

一

一

理整びよお
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不動 産 の価 格は 一 般 の経 済財 と異な って,次 の よ うな特 徴 が あ る。す なわ ち,

(1)不 動 産 の価 格 は,一 般 に交換 の対価 で あ る価格 と して表示 され ると と もに,そ の用 益 の

対 価 であ る賃 料 と して も表 示 され る。

② そ の不 動 産 に関す る所 有権 その 他の 権利 利 益 の価格 であ り,2つ 以上 の 権利 利 益が 同

一 の不 動 産 の うえ に存 す る場 合 には
,そ れ ぞ れの権 利 利 益 についてその価 格 が形成 され うる。

(3)不 動 産 の属 す る地 域 は,常 に拡 大,縮 少,集 中,拡 散,発 展,衰 退等 の変 化 の過 程 にあ

り,不 動 産 の価 格 も時 の経 過 に伴 って常 に変 動 す る。

(4)不 動 産 の 価格 は,取 引 な どの必 要 に応 じて 個別 的 に形成 され るの が通 常 であ り,個 別 的

な事情 に よっ て左右 され がち で あ る。

したが って,鑑 定士 等 が鑑 定 評 価 を行 な うに当た っては,対 象 不 動産 の適 確 な認 識,必 要 と

す る関連 資 料 の収集 と整 理 収集 した資 料 の検 討,不 動産 の価 格 を形 成す る諸 要 因 の分

析等を行な って,そ の対象にお よぼす社会的 ・経済的 お よび行政的な諸力の影響を解釈 し,判断 し.

鑑 定 評価 の諸 方式 を 適用 して,試 算 価格 を 算 出 し,各 価 格 間 の誤 差 を 対象不 動 産 の性 格 に

よって調 整 し,合 理 的 な市場 が あ ったな らば,そ こで形 成 される であ ろ う正 常 な市 場 価 値

を表 示 す る価 格 を的 確 に把 握 し,こ れを貨 幣 額を もって 表 示す る こと になる。

これ らの作 業 を確 実 に行 な うた め に鑑 定 士等 が 使 用 してい る カー ドの 見本 は 表2-3-1

～ 表2-3-3の よ うに ならて い る。す な わ ち

ア)基 本 カー ド(表2-3-1(そ の1))(表2-3-1(そ の2))

確 定 され た基 本 的事 項(対 象 不 動産 ・価 格時 点,求 め る価 格 の種 類)に 基づ き,

評 価 基準 で 求め ら れ て い る記載事 項 を 記入

イ)土 地 カー ド(表2-3-2(そ の1))

対 象 土地 の 個 別 分析 の ため の項 目を記入

ウ)土 地 カー ド(表2-3-2(そ の2))

対象 不 動産 が所 在 す る近 隣地 域,お よび そ の類 似 地域,同 一 需 給 圏等 の地域 分析 のた

め の諸 項 目の記 入

工)土 地 カー ド(表2-3-2(そ の3))

取 引事 例 比較 法 に よる事 例 分析 の た めの 諸項 目の記 入

オ)土 地 カ ー ド(表2-3-2(そ の4))

収集 した 取 引事 例 と対象 不動産 とを比較 して,比 準 価 格 を試 算す るため の項 目を記 入

力)建 物価 格 カー ド(表2-3-3(そ の1))

建物 の個 別 分析 の た めの 項 目を記 入

キ)建 物価 格 カー ド(表2-3-3(そ の2))

原 価 方式 によ る積 算価 格 を試 算す るため の項 目を 記入

ク)建 物価 格 カー ド(表2-3-3(そ の3))

原価 方式 に よ る再 調 達原 価 を求 め るた め の項 目記 入
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表2-3-1(そ の1)物 理 的 確認 の ため の カー ド

太線 内は タイプの原稿 ※=表 紙1枚+評 価書枚 数

殿
鑑定 評価 額

発 行 内 容 表 紙 共 ※ 枚 ・正1通 ・写 通無頼]殿 価 格 時 点 昭 和 年 月 日

価 格 又 は 賃 料 の 種 類1正 常価 格 ・限定価 格 ・特 定価格 ・正常 賃料 ・限定 賃料 鑑定評価を行在つ畑 付 昭 和 年 月 日

鑑定 評価

の 条 件

依 頼 目 的| の た め

対 象 不 動 産 に 関 す る 利 害 関 係 無

捲隷書難繍酬 を害顧 る者 無

所 在(家 屋番号)
地 目

用i余
構 造 数 量 権 利

の種類 鑑定 評価額
㎡ 当 り

単 価

亨
⊥

1
`

1
⑪

「
1

T
`
→

1
L

一

l
L

l
J

…
1

公 私 法 上 の 規 制 ・ 制 約

区分(市 街 化区域・同調 整区域・都 市計画 区域外) 第 種容積地 区 区画 整理(有 ・無 ・減歩率%・ 平均%・ 清 算金)

用 途 地 域(住 ・ 商 ・ 準 工 ・・工 ・ 未 、 第 橦 高度地 区 道 路 計 画(事 ・計'・無 、

防 火 地 域(防 ・準 防 ・第 種 空 地 地 区 ・無) その旭() 公園緑地 計画(事看卜無) 欝i欝 欝 可.不可i
標準価格(㎡当り)¥ 路纐 謡 逓 冷ξ5線価 筆癖費剛 ・

1横 川 修 定メ劃1・ タツ・1

鑑 定評 価報 告 書 基.本 方 ーー トiノ ご(こ:)∫}

●



表2-3-1(そ の2)物 理的確認のため のカー ド

鑑定 評価 の対象不動産 の所有 老又 は所有権 以外 の権 利者

鑑定 評価 の依頼 目的及 び条件 と価格又 は賃料 の種類 との関連
一

心

co

ー

鑑定評価 額 の決定 の理 由の要 旨

基 本 カ ーFtそ の2)

1
.

十
の



一

心

Φ

ー

■
▲

.

表2-3-2(そ の1)個 別分 析 のため の カー ド(土 地)

位 置 線 鴨 一㈱ 分・ 叫 … … かを 一 分・ 一・

地 積 標 鞄 ・猷 ・過 小 地 剰 粘 土・赤土 ・砂地 ・岩石地 ・噸 ・一・遍 地 盤 強 ・普 通 ・軟

地 勢 平坦 ・高台 ・(東 ・西 ・南 ・北)傾 斜 地 ・擁 壁 有 ・無()・ 接 地(〃 の(%)・ 窪 地 整 地 要 ・不 要 ・ 費用¥

形 状 間 口 尻 奥行 肌 ・整 形 ・不 整形(三 角形 ・梯形 ・菱 形 ・L字 形 ・別 添 図参 照 ・地形 図参照)

日 照 良 ・普通 ・不良()1通 叫 良 ・髄 ・碩()1乾 ∋ 眺 地 ・髄 ・湿気 あ り ・湿地

高 低 道 より 尻 高 ・等 高 ・低 隣 接 地(東 ・西 ・南 ・北)よ り 尻 高 ・等 高 ・低 隣 接 地(東 ・西 ・南 ・北)よ りm高 ・等 高 ・低

道 路 関 係 中 間地 ・角地 ・2方 道 路'3方 道 路 ・妨 道 路 ・袋 地 ・盲地1分 害ト 難 ・易

接面道 路

正 面 凍 ・西 ・南 ・北)側 肌 ・舗 ・未 ・公 ・私 ・歩 道(肌 ・無)・ 勾 配(緩 ・急ず無)・ 街 燈(有 ・無)・ 自動 車(大 ・中 ・小 ・不 可)

側 面C東 ・西 ・南 ・北)側 肌 ・舗 ・未 ・公 ・私 ・歩 道(ρ ・無)・ 勾 配(緩 ・急 ・無)・ 街 燈(有 ・無)・ 自 動 車(大 ・中 ・小 ・不 可)

側 面(東 ・西 ・南 ・北)側 仇 ・舗 ・未 ・公 ・私 ・歩 道(仇 ・無)・ 勾 配(緩 ・急 ・無)・ 街 燈(有 ・無)・ 自 動 車(大 ・中 ・小 ・不 可)
・

背 面(東 ・西 ・南 ・北)測 肌 ・舗 ・未 ・公 ・私 ・歩 道(仇 ・無)・ 勾 配(緩 ・急 ・無)・ 街 燈(有 ・無)・ 自 動 車(× ・中 ・小 ・不 可)

連 続 性(上 ・中 ・下)交 通 量 〔人(多 ・普 ・少)・ 車(多 ・普 ・少)〕

(東 ・西 ・南 ・北)行 一 方 通 行 ・駐 車 禁 止(有 ・無)・ そ の他()

公 道 〔国 道()・ 都 道 府 県 道 ・市 町 村 道 ・区 道 〕

私 道 〔位 置 指 定(有 ・無)・ 所 有 関 係()・(課 税 ・非 課 税)〕

建 築 基 準 法42条2項 道 路 認 定(有 ・無)・ 所 有 関 係()

地形図

庭 園設備 芝 生 ・花 壇 ・庭 樹 ・庭 石 ・築 山 ・池

F

眺 望

井 戸 有 ・無 ・水 質(良 ・否)・ さくせん(難 ・易) 樹 木 多 ・少 ・無

供給処理
施 設

水 道 有 ・無(引 込 難 ・易)・ 下 水 道(直 接 放 流 ・側溝 ・浄 化槽 ・汲 取)'無(引 込 難 ・易)

電 気 石 ・無(引 込 難 ・易)・ 都 市 ガ ス 有 ・無(引 込 難 ・易)・ プ ロパ ン

現在の利 用

そ の 他

土 地 カ ー ド(そ の1)

個 別 分 析
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表2-3-2(そ の2)地 域 分 析 のため の カー ド(土 地)

用 途1(高 ・普 ・低)住 宅 地 ・分 譲 地 ・団 地 ・公 営 住 宅 地 ・

アパ ー ト街 ・マンション街 ・別 荘 地 ・集 落 一 金 融 街 ・官 庁 街 ・(高 層 ・中 層)

ピル 街 ・中 小 事 務 所 街 ・繁 華 街(歓 楽 街 ・飲 食 店 街 ・料 亭 街 ・専 門 店 街 ・

映 画 街)・ 駅 前 商 店 街 ・小 売 店 街 ・問 屋 街 ・街 道 沿 商 業 地 ・旅館 街 ・

三 業 地 一(大 ・中 ・小)工 業 地 ・家 内 工 業 地 ・倉 庫 地 一 漁 業 地 ・農

地(田 ・畑)・ 山林 ・荒 蕪 地 ・()見 込 地 ・()移 行 地

住

宅

地

域

居 住 者 層'高 級 ・普通 ・低 所得 層 ・職域()

都 心 と の
距 離

都 心 へ 約 分 ・(徒 歩 ・パ ス ・電 車)

生活の利便
()商 店 街 まで 肌 ・()学 校 まで 肌 ・

()病 院 まで 肌 ・公会 堂()公 園まで 〃い

(区 役 所 ・市 役 所 ・役 場 ・出 張 所)ま で 〃L

嫌悪 施設 ()ま で 仇

街
路
条

件

道路種 別 公道(%)・ 私道(%) 商

業
地

域

背後地層 質()・ 量()・ 範 囲()

構 造 舗 装 率(%)・ 信 号 機(有 ・無)・ 歩道 橋(有 ・無) 客足の便否 便・否()

巾 員 耽程 度 の ものが標 準 営業 状態 種 別()・ 競 争()

系 統 幹線 道路()に 連続 ・交通量(多 ・少) 繁 華 性 程 度()・ 動 向(盛 ・衰)

環

境
公 害

水 質 汚 濁(有 ・無)・ 大 気 汚染(有 ・無)・

騒 音(有 ・無)・ 振 動(有 ・無)・ 地 盤 沈 下(有 ・無) 工

業

地

域

㍊晶 販売()・ 仕 入()

輸 送 施 設()・ 便 ・否()

§
条'

件

気 象の状態 日照(良 ・否)・ 温 ・湿度(良 ・否)・ 風 ・雪 害(有 ・無) 用 排 水 工業 用 水(有 ・無)・ 排水(良 ・否)

災 害 洪水(年 頃)・ 地 す べ り(年 頃) 動 力 .

自 然 環 境 眺 望(良 ・否)・ 地 勢() 労 働 力

公

法

規

制

区 分 市 街化 区域 ・市街 化調 整 区域 ・都 市計画 区域 外 関連 産業 業種()・ 関係位 置()

用途規 制 住 ・商 ・工 ・準 工 ・未 附近の工場

防火規制 防6準 防 ・第 種空 地 地区 ・無 農(
・宅

林 地

地 見
'地 込-

域 地 、
)

㌶ 痘窪
その他地 区
規 制

第 種 容 積地 区 ・第 種 高 度地 区 公共施 設 ()の 整 備

そ の 他 水利 ・水質

地
域
の

確
定

近 隣 地 域
の 範 囲

対 象地から東 〃い 西 仇 ・南 仇 ・北 肌

()

行 制 上 の 助 成()・ 規 制(

造 成 難 ・易()・ 有効利用面積%

標準的使用 (面 潰 扉程 度) 量有象轟 篇

発 展 性 その 他
土 地 カ ー ド(そ の2)

地 域 分 析

●
●
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表2-3-2(そ の3)事 例 分析 のた めの カー ド(土 地)

取

引

事

例

等

事例(種 別 ・類 型) ④() ◎() ◎() (∋ 公 示 価 格(更 地}

所 在 地

土 地 面 積 .㎡ .㎡ ㎡
・ .㎡

建 物 構 造(面 積 、 {㎡1 (㎡4 (㎡)

取弓K無 難)時 点 年 月 年 月 年 月 年1月1日

取 引 総 額 ぎ 茎 茎

建 物 価 格 茎 予 ぎ
一

土 地 価 格 警 ぎ ぎ

土 地 単 価 ③ ③ ③ ◎

土地 評価 額{㊧ ・θ) 相 国③ 相 固③ 相 固③ 相 聞③

個
別
的
要
因

画 地 条 件

接 近 条 件

街 路 条 件

環 境

地

域

要

因

用 途 的 地 域 区 分 近 隣 地 域 ・類 似 地 域 近 隣 地 域 ・類 似 地 域 近 隣 地 域 ・類 似 地 域 近 隣 地 域 ・類 似 地 域

地 域 接 近 条 件

地 域 街 路 条 件

地 域 環 境

自 然 的 条 件

公 法 親 指

標 準 的 使 用 il

土地カ ー ド{そ の3)

事 例 分 析

鵬
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表2-3-2(そ の4)価 格 算 出の ため のカ ー ド(比 準 価 格)'

取
引事

例等

事 例 o ㊥ ◎ G公 示 価 ⊇ 参 考
1

取引(公時1時点 年 月 年 月 年 月 年1月1日:
1

対象地相続税財産評価基準路線価

対 象 地 固 定 費 産 税 評 価 額③取引(公示)価 格 ③ ③ ③ ③

例
の
標

事 情 補 正 ③(±%) ③f±%) ③(±%) 事情補正説明

標 準化 説 明.時点修田年%} ③(±%) ② ↓±%) ③f±%)

1
③(±%}

1

糟 剛条⌒ ヒ③(土%) ③(土%) ③(±%1 ③(土%)

地i地 域接近条件 % % % %1 路 線 価 格 差α)@

〔づ ㊤
域1地 域街 路条件

|
% % % %

` 固定 資産 秒④ ㊥

証 価額趨 差◎e
公示価格格差⑦

臼

要1地 域 環 境
% % % %

1

因.

の

比

較

自 然 的 条 件 % % % %
1

◎

G
公 法 規 制 % % % %i

flの ④ ◎

格 差臼G豊潔後盗 塁③(±%) ③(士 別 ③1±%1 ③ ↓±%1
`

個
‖

の
比
較

接 近 条 件 % % % % 価格の調整

街 路 条 件 % % % %

環 境 % % % %1

個 別的要 因価 格後
価格 ③(±%〕 @(±%) ③(±%) ③(土%1

.一

標 準 価 格 ③
`

画 地 修 正

角 地(%)・{)方 路 線(%)・ 盲 地(%、 ・袋地(

地 形 不 良f%)・ 間 口 狭 小(%い 奥 行 長 大(
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表2-3-3(そ の1)個 別分 析 のた めの カ ー ド(建 物)

現 在 ○ 利 用 減 価 要 因 評 定

暴 君 助 演 弔 物 理 的

(老 朽 化)
'

埜 滅 ・破 損 二程i夏.

多 ・ 普 ・ ソ
'多 ・ 普 ・ 少)
自 壊 的 老 朽 化.閏 発 的 損 傷

三 宮切使用ご二関 連 現 状 維 持 ・坦途 変 更 ・構 造 改 造 ・更 地{ヒ

唆 能 的

(凍 菌 ヒ'

敷 地 こ エ)適 言 性
●

・:叉 ・普 ・不 良
設 計o良'良 ・普 ・不 良)

否
●
型 式 ○旧式 化

(大 ・中 ・・」・)三≧子議 狛,
¥

石 地
`ヒ 費 弔 ¥ 設

(

:滝 ε 不 ミ

)'
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表2-3-3(そ の2)価 格 算 出のた め のカ ー ド(積 算価格)

全体的観察
,

特 上恒 下戸 再調 達 原価 ⑦¥
マ

・⊇ 面 積 標 章 的 ・過 大 ・過 ・」・

【

設 計1

ト
特上

i上
並 下 粁

二1

フ1'高 さ

的

約 仇,天 井高 約 肌 標 準 的 ・高すぎる・低 すきる 設 備1

要伸 造 牡 上 並 下 特下 施 工 の'
質 と 量 …

因1

!材 質i そ の 他l
I

(木 造) (非木 造)

1}三(三 本 ・注風 ・スレー ト ・セ メン ト) ,亜 鉛 メッキ 鋼 板(平 板 ・波 型'瓦 棒),ス レー ト(平 板 ・波 型 ・

室 根 カラー ベス ト㍉ 表 文,ア ルミニュー ム 板,ビ ニール 板,他(

董 室 根,三 妻,零 せ 嘆,の りも⇔,片 流 れ,他(

屋根仕上 特上 上 並 下 粁
.

基 礎 、コンクリー ト基 礎(独 立 ・布 ・べた),布 石,三 石,プ ロツ ク,レ ンガ,他(
」

基礎工事

構

成

部:

観1

察.

俗
材i

I

形
式

二

)
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別1令 し,カ ーテンウオー ル(ア ル ミニュ ーム ・スチー ル),他(

外部仕上

内 壁 慧 豊 漁エ ㌶ ご違 酷 暑鑑 ㌶ 瑳蓬ξ莞 歴 歴・スレート戸 ド内部 仕上

・檜 ,杉,ベ ニヤ,合 板,敷 目板張,禄 田板張,ハ ー ドボ ー ド,石 こ うボー ド,吸 音テックス,不 毛 セ メン ト,

天 当 無 ㌃`㌘ 念 喧 モルタル塗・プラスター塗溌 炮スチロール・他( 天井仕上

、
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表2-3-3(そ の3)価 格 算 出のた め のカー ド(再 調 達 価格)

直 接 法 ω 直 接 法 ② 間 接 法

建 築 年 月 日 F 年 月 日 年 月 日

価 格 時 点 年'月 日 年 月 日 年 月 日

直 接 工 事 費

間 接 工 事 費
一

請 負 者 の 利 潤

通常 の付帯費 用

実 際 調 達 価 格 /
補 正

補 正 後 価 格

時 点 修 正 率 % %

修 正 後 価 格 .

地域 要因 補正率 / / %

補 正 後 価 格 / /
個別 的要因補正率 / / %

補 正 後 価 格 / /
再 調 達 原 価 ¥ ¥ ¥

(単 価) (¥) (¥) (¥)

補正説明 時点修正率説明

建 物価格 カー ド(そ の3)

再 調達 原価(II

●

間 接 法 で 採 用 し た 資 料

所 在 地

用 途

構 造

面 積

品 等

そ の 他

地域要因補正率説明

個別的要因補正率説明

÷
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以上 はA信 託 銀行 の 実 例 であ るが・住宅 新 報 社 発行建 設省 監修 の不 動 産鑑 定 昭和46年98

月 号(第8巻 第9号)に ・ 「鑑 定 評 価 報告書 の作成 と記 載 事項 の内 容は ど うあ るべ きか 」の

テ ー マで記 事 があ り,B信 託銀 行 が使 用 中 の カー ド見 本 が の って いる ので,別 表 に参 考 資料

一1～11と して のせ て みた。

これ らの鑑 定評 価 の実 務上 の作 業 か ら,土 地 と建物 の鑑 定 評価 に必 要 なデ ー タ項 目の体 系

を 分類 すれ ば,大 略次 の よ うに な る。

(1)物 的確 認 のた め のデ ー タ項 目

登 記 簿等 公 簿上 の デ ータ項 目

② 個別 分析 の た めの デ ー タ項 目

現 状確 認 のた め のデ ー タ項 目,

(3)地 域 分析 のた め の デー タ項 目

価 格形 成要 因分 析 の た めの デ ータ項 目

(4)価 格 算 出 のた め のデ ー タ項 目

ア)比 準 価 格

イ)積 算 価 格

ウ)収 益 価 格

エ)時 点 修 正

オ)事 情 補 正

2.32物 的確 認 の ため の デー タ項 目

物 的確 認 のた め の デー タ項 目は,A信 託 銀行 の場 合 は基 本 カー ド(表2-3-1(そ の1)
,

表2-3-1(そ の2))に 集 約 され て い る。 物的 確i認は公 簿 の表 示 と現 況が ど うなっ てい る

かを 調査 す るた めの デ ー タ項 目℃ 登記 簿 の記載 項 目が 中心 とな る
。

(1)土 地 に関す る項 目

ア)所 在

イ)地 目 登記簿上の分類によ り分類 されるので表1-3-2(P .7)に おける区分を使用す る。

、

●

ウ)数 量M2で 表 示

工)権 利 の種 類 社 会 の進 展 と共 に 土地 に 関す る権 利 も多様 化 してお り
,権 利価 格 も区別

され ねば な らな い。 不 動 産 登記 法 の 権利 の種 類(表1-3-](P.7)参 照)よ りも土

地収 用 法 に よる土 地 の権 利 の種 類(「3.7.1」 項(P.205)参 照)の 分 類 の方が よ り細

か く分類 され て お り便利 と考 え る。

オ)鑑 定評 価 額

力)M2当 り単価

キ)公 ・私 法 上 の規制 ・制 約 の有 無

a公 法上 の規 制,受 益 の有 無

」
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都市計画法に基づ く規制

建築基準法に基づく規制

その他の法令に基づ く規制

等に分けられる。 この分類は各種の法律により多種である。公法上の規制は鑑定評価

額に大 きな影響があるが,そ れは規制の内容によって差異があり,そ の内容まで明確

に区別する必要がある。また売買仲介の場合においても鑑定評価の場合程詳細には分

類する必要はない坑 建築制限の内容はどうしても必要になるので,公 法上の規制に関し

ては,項 を改めて後述する。

b私 法上の規制の有無

民法上の相隣関係,地 役権の設定,抵 当権の設定の有無

ク)区 画整理の有無ど減歩率,清 算金の額

ケ)建 ぺい率%で 表示

コ)容 積 率%で 表示

サ)高 さの制限 メー トルで表示

シ)斜 線制限 有無で表示

ス)建 築物の構造についての制限の有無

セ)路 線 価 正面 側面 近隣

ソ)固 定資産税評価額

タ)所 有者名

チ)所 有権以外の権利者名

ソ)鑑 定評価の依頼 目的 売買,担 保 賃貸 その他

テ)鑑 定評価の依頼条件の有無

ト)鑑 定評価額の種類 正常,限 定 特定の別

ナ)価 格時点

二)鑑 定評価の年月日

ヌ)担 当鑑定士名

② 建物に関するデータ項目

ア)所 在

イ)家 屋番号

三灘1}一 一 ー ー
力)階 数 平 家2階 建3階 以 上

キ)数 量 ㎡で表 示(床 面積)

ク)権 利 の種 類 表1-3-1(P.7)参 照
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ケ)鑑 定 評 価 額
.

コ)M2当 り単価

サ)固 定 資産 税 評 価額

シ)所 有 者名

ス)居 住 者名

(3)公 法 上 の規 制 に関す るデ ー タ項 目

ア)都 市計 画 区域

a.区 域 内

市街 化 区域

市街 化調 整 区域 開発 許可 有 ・無

b・ 区 域 外, .fF・,

イ)都 市計 画 区域 にお け る用途 地域

表1-3-5(P.9)参 照

ウ)特 別 地 区

表1-3-5(P.9)参 照

エ)そ の他

a・ 区画 整 理 施 行地 区

b.都 市再 開発事 業 施行 地 区

c・ 都市 計 画 施設 の計 画の 有 無

事 業 決定 計 画決定

d・ そ の他 の法 律 に基 づ く制限 の有 無

(4)公 法上 の規 制 の 内容 に関 す る デー タ項 目

ア)容 積率 制 限%で 表 示

イ)建 ぺ い 率 制 限%で 表示

ウ)斜 線 制 限

前面 道路 斜 線 制限 有 ・無

隣地 斜 線 制限 有 ・無

工)高 さの 限度

a・ 制限 あ り メー トル で表示

b・ 制 限 な し

オ)敷 地 境 界線 か らの 壁面 後退 の 有無

力)特 別保 存,保 護 の 要否

a・ 自然公 園 法

b.文 化財 保護 法

c.そ の他(河 川 法,道 路 法,海 岸 法等 に よる規 制)
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233個 別分析のためのデー タ項目

(1)土 地の個別分析のためのデータ項目

ア)位 置 国鉄 私鉄の線名

最寄駅

徒歩時間 分で表示

バス時間 分で表示

　 璽}
一 ーー

ウ)地 質 粘 土,赤 土,砂 地,岩 石 地,関 東 ロー ム層

h

、

エ)地 盤 強 ・普通 ・軟

オ)地 勢 平 担 ・高 台 ・窪 地

傾 斜 東 西 南北,無

擁 壁 有 ・無 ・その 他

法 地 何%無

力)整 地 要 ・不 要

費用(貨 幣 額 で表示)

キ)形 状 間 口m'

奥 行 那

整 形 ・不整 形

三 角形 ・梯 形 ・菱形 ・L字 形

その他(図 面 参 照)

ク)日 照 良 ・普 通 ・不 良

ケ)通 風 良 ・普 通 ・不良

コ)乾 湿 乾燥 地 ・普通 ・湿 気 あ り ・湿 地

サ)高 低 道 よ り高 い ・低 い ・m・ 同 じ

東 隣接 地 よ り高 い ・低 い ・同 じ

西隣 接 地 よ り高 い ・低 い ・同 じ

南隣 接 地 よ り高 い ・低 い ・同 じ

北 隣接 地 よ り高 い ・低 い ・同 じ

シ)道 路 関係

中間地 ・角地 ・2方 道路 ・3方 道 路 ・4方 道路 ・袋 地 ・盲 地

ス)接 面道 路

a.接 面 側 東 西 南北
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b.幅 員m

c.舗 装 有 ・無

d.種 類 公道 国 ・都道 府県 道 ・市 町村 道 ・区道

私道 位置 指定 の有無

所 有 者

課税 ・非 課 税

認定 道 路

e.歩 道 の有 無

f.勾 配 緩 ・急 ・無

9.街 灯 有 ・無

h.自 動車 通行 大型 ・中型 ・小 型 ・不可

i.道 路の 連続 性 上 ・中 ・下

j・ 交 通量

人 多 い ・普 通 ・少 い

車 多い ・普 通 ・少 い

k.一 方通 行 東 西 南北 行 無 し

1・ 駐 車 禁 止 有 ・無

m.そ の他 の交通 規 制 の有 無

セ)庭 園設 備 芝 生 ・,花壇 ・庭 樹 ・庭石 ・築 山 ・池 ・無

ソ)眺 望 良い ・普通 ・悪 い

タ)井 戸 有 水 質 良 い ・悪 い

無 さ くせ ん難 ・易

チ)樹 木 多 ・少 ・無

ツ)供 給 処理 施 設

a.水 道 有 ・無 ・引込 難 ・易

b・ 下 水 道 直接 放 流 ・側 溝 ・浄 化槽 ・汲 取

引 込 の難 ・易

c・ 電 気 有 ・無 ・引込 難 ・易

d.都 市 ガス 有 ・無 ・引込難 ・易

e.プ ロパ ン 個 別 ・集 中

テ)現 在 の利 用

ト)そ の他

これ らの項 目 につ い て鑑 定 対象 土 地 と売 買事 例土 地 とを比 較 して,比 準価 格 を算 出す る。

② 建 物 の 個別 分析 のた め のデ ー タ項 目

ア)全 体 的観 察 特 上 ・上 ・並 ・下 ・特下
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イ)面 積 標 準 的 ・過 大 ・過 小

ウ)高 さ 標準 的 ・過 大 ・過 小

工)構 造

オ)材 質 特 上 ・上 ・並 ・下 ・特下

力)設 計 特上 ・上 ・並 ・下 ・特下

キ)設 備 特上 ・上 ・並 ・下 ・特下

ク)施 工 の質 と量 特上 ・上 ・並 ・下 ・特 下

ケ)屋 根

a.材 料

b.形 式

c.仕 上 特 上 ・上 ・並 ・下 ・特 下

コ)基 礎

a.材 料

b.形 式 独 立 ・布 ・ペ タ

c.工 事 の程 度

サ)外 壁

a.材 料

b.仕 上 の程 度

シ)内 壁

a.材 料

b・ 仕上 の程 度

ス)天 井

a.材 料

b・ 形式 竿縁 ・舟 底 ・格子 ・他

C.仕 口 の程 度

セ)床

a.材 料

b.仕 上 の程 度

ソ)柱

a.材 料

b・ 材 質 太 さ ・厚 さ

c.主 要 構 造物 の程 度

タ)建 具

a.材 料

b.種 類
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c.品 質

チ)造 作

a.種 類

b.材 料

c.品 等

ッ)建 築設 備,そ の他

a.種 類

b.材 料

c.品 等

これ らの項 目を比較 して対 象 建物 の比準 価 格 を算 出す る。

234地 域 分析 の た め のデー タ項 目

不 動 産 の所 在す る近 隣 地域 につい て の 資料 で,土 地 の個別 分析 の た めの 資料 分 類 と共 通す

る項 目が 多い。 個 別分 析 の ため の資 料 は,対 象不 動産 その もの に関 す る資 料 であ るが,地 域

分 析 の た めの 資料 は,対 象不 動産 の所 在す る近隣 地域 に つい て の資 料 であ り範 囲 も広 く,ま

た用 途 によ って必 要な 資 料 も異 な る ことに 注 意 しなけ れば な らな い。

(1)用 途 に よる分 類

ア)住 宅 地域

a・ 高級 住 宅 地,中 級住 宅地,低 級 住 宅地

b・ 分譲 地

c.団 地

d・ 公営 住宅 地

e・ アパ ー ト街

f.マ ン シ ョン街

9・ 別 荘 地

h・ 集 落

イ)商 業 地域

a.金 融 街

b.官 庁 街

c.高 層 ピル街

d.中 層 ビル街

e・ 中小 事 務所街

f・ 歓 楽街`'

9・ 飲食 店街

h・ 料亭街

i・ 専 門 店街
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寧

●

し

j.映 画街

k・ 駅 前 商店街

1・ 小 売店 街

m.問 屋 街'

n.街 道 沿 商 業地

o.旅 館 街

P.三 業地

ウ)工 業地 域

a.大 工 業 地

b.中 工 業地

c.小 工 業 地

d.家 内工 業地

e.倉 庫 地

工)漁 業 地

オ)農 地

a.田

b.畑

力)山 林

キ)荒 地

ク)見 込地

a.住 宅 見 込地

b・ 商業 見込 地

c.工 業 見込 地

ケ)移 行 地

地域 の特性 が,地 域 に属す る不動 産 のあ り方(用 途)を 決定 す る。 地域 の特性 に マ ッチ

した用 途 が 最有 効 の利 用 であ り,最 有効 の利 用 の如 何 は,不 動 産 の価格 に重 大 な影 響 を も

つ もの であ る。

(2)地 域 の街 路 条 件

ア)道 路 種別

公 道%で 表 示

私道%で 表 示

イ)道 路 の構 造

舗 装 率%で 表示

信 号機 有 ・無

歩道 橋 有 ・無
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ウ)道 路 の標 準 幅員 ηで表 示

工)道 路 の系 統

接 続幹線 道 路 道 路名 で表示

オ)交 通 量 多 ・少

(3)公 害

ア)水 質 汚濁 有 ・無

イ)大 気 汚染 者 ・無

ウ)騒 音 有 ・無

工)振 動 有 ・無

オ)地 盤 沈下 有 ・無

(4)自 然 的 条 件

ア)気 象 の状 態

日照 良 ・否

温 度 ・湿度 良 ・香

風 ・雪 害 有 ・無

イ)災 害

洪 水 被 災年 月

地 す べ り 被 災 年月

ウ)自 然 環 境

眺 望 良 ・否

地 勢 平 担 ・高 台 ・窪 地

⑤ 公 法規 制

ア)区 分

市 街 化区 域

市街 化調 整 地域

都市 計 画区域 外

イ)用 途規 制

「2.3.2」の(3)の 「公 法上 の規 制 に関 す る デー タ項 目」 の分類 と同 じ。

ウ)防 火規 制

防 火

準防 火

無

工)そ の 他 の規 制

(6)地 域 の 確定

ア)近 隣 地域 の範囲
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彰

9

与

、.

対 象 地 か ら東 加

西 耽

南 仇

北 沈

イ)標 準 的 使用

「2.3.4」 の(1)の 「用途 に よ る分 類 」 に よる。

標準 的規模 ㎡程 度

ウ)発 展性

(7)地 域 の特 性 につい て の デー タ項 目

ア)住 宅 地域

a.居 住 者 層

高 級

普 通

低 所 得層

職 域

b.中 心街 との距 離 約 分 で表示

c.利 用交 通 機 関

徒 歩

ノミ ス

電 車

d.生 活 の利 便

商店街(固 有 名詞)ま で

学 校(固 有 名 詞)ま で

病 院(固 有名 詞)ま で

公 会 堂 まで 仇

公 園 まで 功

市 ・区 ・町 村役 場 まで

e.嫌 悪 施設 の有 ・無 ・種類

イ)商 業地 域

a.背 後 地 層

客 質 高 ・中 ・低

客 畳 多 ・普通 ・少

範 囲

b.客 足 の便 ・否

仇

π

η

功
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c.営 業 状態

種 別

競 争

d.繁 華 性

程 度

動 向 盛 ・衰

ウ)工 業 地域

a・ 市 場 との関係 ・位置

販 売 仕入

b.輸 送

施 設 便 否

c.用 排 水

工 業 用水 の 有 無

排 水 の 良否

d.動 力(何 が 利用 で きるか)

e.労 働 力(通 勤 等 も考 えて集 め 易い か ど うか)

f.関 連 産業

業 種

関 係位 置

g.付 近 の工 場

工)農 ・林 地 地域(宅 地 見込 地)

a・ 集 落 との 関係 ・位 置

b.公 共 施設

c.水 利 ・zk質

d・ 行政 上 の助成 規制

e.造 成 の難 易 有効 利 用率%

オ)対 象 地 の最 有効 使 用

地 域 の特性 に よって検討 す べ き資料 が異 な るこ とに注 意 しなけ れば な らな い。 す な わち,

住宅 地 には 快 適性,商 業 地 には収 益 性,工 業 地 には費 用 性 が評価 の物 指 しとな るた め であ

る。

235価 格 算 出の た めのデ ー タ項 目

個 別 分析 と地域 分析 に よって集 め た 資料 を売 買事 例 と比 較 し,比 準価 格,積 算価 格 ・収 益

価 格 を 算 出す る ため に,近 隣 の 同類 型 の不 動産 の取 引事 例 を収集 し,土 地 カー ド(表2-3

-2(そ の3))を 作 成す る。機 械 化 の メ リ ッ トは,かt・ ・る事 例 資料 がス トック され,必 要

に応 じて適 切 に抽 出 され ね ば な らない。 現 在 の とこ ろ まだ機 械 化 されて い ない ため,手 作 業
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⑱

に よ ら ざるを 得 ない。

ω 売買事 例 と公示 価格 の事 例 分析 の ため のデ ータ項 目

ア)事 例 の種 別 ・類 型

次 の よ うに分類 さ れるが,一 般 的 な土 地 の種 別 と異 な った分 類 が な され る ことに 注意

すべ き であ る。 鑑 定 評価 の立場 は 常 に現 況 の利用状 況 の 如何 にか 玉わ らず,社 会 的 ・経

済 的お よび行 政 的 な観 点か ら見て,客 観 的 に合 理 的 であ る と判 断 され る用 途か ら分 類 さ

れねば な らない。

〔不動 産 の種 別(用 途 的観 点)〕

a・ 宅地 地 域 イ.住 宅 地

ロ.商 業 地

へ 主 業 地

b.農 地 地域

c.林 地 地域

d.見 込 地

e.移 行 地

イ.住 宅見込地

ロ.商 業見込地

パ 工業見込地

イ.住 宅移行地地域

ロ・商業移行地地域

へ 工業移行地地域

≡ 田地移行地地域

ポ 用材林移行地地域 等

〔不動産の類型(利 用および権利の態様による)〕

a.土 地 イ.宅 地1.

2.

3,

4.

ロ.農 地

パ 林 地

二.見 込 地

b.建 物 お よび?の 敷 地

イ.自 用 の 建物 お よび そ の敷 地

ロ.貸 家 お よび そ の敷 地

パ 借 地 権付 建 物

地

地

権

地

付

地

貫

建

借

底
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1.建 物が自用のもの

2.建 物が賃貸されているもの'

c.建 物 イ.建 物 の み

匡 借 家 権

イ)所 在地

ウ)面 積

工)建 物構造面積

オ)取 引時点

力)建 物価格

キ)土 地価格

ク)土 地単価

ケ)固 定資産税評価額

コ)相 続税評価額

サ)個 別的要因

a・ 画地条件

b・ 接近条件

c・ 街路条件

d.環 境

シ)地 域要因

a.用 途的地域区分 近隣 類似

b.地 域接近条件

c・ 地域街路条件

d.地 域環境

e・ 自然的条件

f・ 公的規制

ス)標 準的使用

② 比準価格算出のためのデータ項目

ア)事 例の標準化M2当 りの単価について,取 引事例の特殊の事情を補正するための補正

宅 ・取引時点 と価格時点との価格変動率,画 地条件の標準化のための修正率等を算出し,

取引事例を標準化して,比 較すべき事例の単価を修正する。

イ)地 域要因の比較 対象不動産の所在地域と取引事例不動産の所在地域とを比較して,

接近条件,街 路条件、地域環境,自 然的条件,公 法規制のそれぞれについて修正率を算

出し,地 域要因比較後の対象地の単価を算出する。

ウ)個 別要因の比較 取引事例と対象不動産の接近条件,街 路条件,環 境を比較 して,対

象不動産の個別要因比較後の単価を算出する。
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上述ア).イ).ウ)の手順を経て 数個の取引事例の価格に比準した対象地の比準価格が,算

出された後鑑定士の専門的判断により,標 準価格(単 価)を 算出する。

同時に参考として相続税の路線価,固 定資産税の評価額を調査し,事例地と対象地の路

線価の価格差,固 定資産税の評価額の価格差 公示価格の価格差等を参考にして対象地

の格差も算出し,検 証資料とする。

エ)画 地修正 土地カー ド(表2-3-2(そ の4))に あるように対象地の地形,地 勢

道路付き規模,日 照,通 風等の条件を事例地と比較 して修正率を算出し,建 付地の場合

には敷地と建物との関連性を考慮して修正率を算出し,試 算価格(比 準価格)を 算出す

る。

これらの作業は,鑑 定士の専門的判断による修正率により試算され,鑑 定士の考え方

感じ方によって修正率に誤差が生ずる恐れもあるので,収 益方式,原 価方式による検証

が行なわれる。

(3)積 算価格算出のためのデータ項目

主として建物の鑑定評価のために積算価格を算出するための資料であり,建 物価格カー

ド(表2-3-3(そ の2))の ようにデータを収集する。注意を要するのは減価修正の

項目であるが,鑑 定評価の場合には会計上の減価償却と異なって,観察による減価修正が加

味される。観察減価は物理的(老 朽化),機 能的(陳 腐化),経 済的(不 適応)の3面 か

ら分析し,判 断し,観 察減価率を算出する。 また耐用年数は税務上の耐用年数よりも経済

的残存年数から現価率を算出し,再 調達原価に現価率を乗じて積算価格を算出する。

再調達原価は,今 これと同様の建物を新築したらい くらかエるかを試算するもので,建

物価格カー ド(表2-3-3(そ の3))の ようなデータを収集する。

④ 収益価格算出のためのデータ項目

賃貸用不動産は,主 として収益方式によって収益価格を試算する。その算式は総収益か

ら総費用を差し弔いて年間総収益を算出し,還 元利廻 りで還元して算出する。

収益価格算出のために必要な項目は,次 のとおりである。

ア)年 間賃料

イ)敷 金運用益

ウ)権 利金

工)減 価償却費

オ)固 定資産税 土地 建物

力)都 市計画税 土地 建物

キ)損 害保険料

ク)修 繕費

ケ)維 持管理費

コ)空 室等による損失相当額
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サ)そ の他

236不 動産 の鑑 定評 価 に お け るデー タ項 目 とtiー ドの問題 点

前述 の よ うに不 動産 の鑑定 評 価 の現 状は,鑑 定士 等 の専 門 的判 断 に よる部 面 が 多い の であ

るが,・その手 順 は 「鑑 定評 価 基準 」 を遵 守 し
,必 要 とす る資 料 を収 集 し,分 析 し,判 断 して

評価 額を 算 出す る必 要 が あ る。 問題 は これ らの手順 のうち
,機 械 化 す る こ とに よって メ リ ッ ト

のあ る作 業は何 か,と い うこ とであ り,そ の 作業 におけ る資料 分類 を コー ド化 す る は どの

よ うに考 えた ら良い か とい うことで あ る。 鑑定 評価 の手 順 と資 料収 集 の作業 を考 えて み て
,

大 き く分け て次 の2つ が 考 え られ る。

第1は,不 動 産 を物 的 に確認 す るた め の デー タ項 目であ り,第2は,鑑 定 評 価額 を 算 出す る

ため の デー タ項 目で ある。 この うち鑑 定 評価 額 を算 出す るた め の項 目で 基 本 的 に 必 要 な も

のは,取 引事 例 公 示価 格 事 例 であ り
,こ れ ら事 例 と して採 用 した不 動産 の物 的 確認 が先 決

とな る。 したが つて コ ー ド化 す る ことに よ って メ リッ トの あ る項 目は
,不 動産 を物 的 に確

認 す るた めの項 目で あ り,「2 .3.2」 で述べ た よ うに,

1.所 在

2.種 別,類 型

3.数 ・量

4.公 法上 の規 制

5.権 利者

の5つ であ る。

.評価 額 を算 出す る、ため の デー タ項 目は,「2.3.3個 別 分析 の ため の デー タ項 目」 と 「2.3.4

地 域 分 析 のた め の デ ー タ項 目」,お よび 「2.3.5価 格 算 出 のた め のデー タ項 目」で あ るが,

これ らは すべ て価 格形 成 要 因 を比較 し,格 差 を把握 す るた め の資料 であ り,担 当鑑 定士 等 の

専 門的 判断 を点数,あ るいは%で 表示 し,格 差 を修 正 す る ため の資 料 で あ る
。 も しも,こ の

格 差 や修正率 が・一 定 の 数 式 に よ っ て 機 械 的 に 算 出 で き る よ うな れ ば バ れ ら価格 算 出

の ため のデ ー タ項 目の コー ド化 もメ リッ トが大 きい と考 え られ るが
,現 状 では 鑑定士 等 の専

門 的判 断 に よら ざる を得 な い ので,こ れ らは省 略す る。 物 的 確認 の た めの項 目の コー ド化 に

つ いて の問題 点 は次 の とお りであ る。

(1)所 在 土地 や建 物 の所 在 を表 示 す る もの と しては,現 在行政 区分 コー ドや メ ッシ ュコ ー

ドな どが あ るが,個 別 分 析 の場 合 には,国 鉄 ・私鉄 の最寄 駅 か ら徒 歩何 分
,パ ス何 分 な ど

とい う利用 交通 機 関 と通 勤時 間が一 番重 要 な問 題 とな る。したが って土地 ・建物 コ_ド と して

は,国 鉄 ・私鉄 の線 名 の コー ド化 と駅名 の コー ド化 が必 要 とな る
。

(2)種 別 と類 型2つ の観 点 か ら分 類 され る。 すな わち,用 途 的観 点 か らは 「2.3.5」の(1)

の 「不動 産 の種 別」の ように大別されるが・不動産が近隣 地域の用途によって大 きな影響を受け る

ことを考え・ これをさらに細 分1ヒし・ 「23 、4地域分析のた め のデ ー タ項 目」 の(1)「用 途 に よ

一70一
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る分類 」 によ った方 が よい と考 え られる。

も う1つ は 「2.3.5」 の(1)の 「不 動 産の 類型」 のよ うに,有 形 的 利 用お よび 権利 の態様 に

よる 分類 で あ り,不 動 産 の価 格 が権 利利益 の価 格で あ り,同 一 の不 動産 に対 して2つ 以 上

の権 利利 益 が存 在す る こ とがあ り得 る ことを考 え る と,対 象 を確 認す るため には 標 準化 が

望 ま れ る項 目と思 わ れる。 建 物 につ いては,「2.3.2の(2)建 物 に 関す るデ ータ項 目」 に述

べ た よ うに,不 動 産登 記 法上 の 分類 に よる のが よい。

(3)数 量m2単 位 に統一 す る。 分類 と して は土 地 の場 合は,100m以 上50m2刻 み で規

模 別 に分類 した 方が 利用 し易 い よ うに考 える。

建 物 につ い ては,延 面積 で50M2刻 み,間 数等 に よ る分 類 も加味 す る必 要 が あ る。

た とえば 次 の よ うにす れ ば検 索に便 利 と考 え る。

100m2以 下

150m2以 下

200M2以 下

250M2以 下

300M2以 下

400M2以 下

500M2以 下

600M2以 下

1,000m2以 下

1,500π2以 下

2,000沈2以 下

3,000M2以 下

等

間数1間

2間

3間

4間

5間 等

以上

●

、

(4)公 法上 の規 制 「2.32の(3)公 法上 の規 制 に よる分類 」 と 「2.3.2の(4)公 法 上 の規 制 の

内 容 に関す る コー ド」を コー ド化 す る こ とが よい と考 え る。

㈲ 権 利 者 どの よ うな 権 利 を誰 が持 って い るかを表 示 す るた め には,権 利 の種類 と権利

者 の区別 とが必 要 で あ る。 権 利 の種 別 と しては,土 地 収 用法 に おけ る土 地 の権 利 が適 当 と

思 われ る。 権 利者 の区 別 とは,個 人 ・法人 ・国 ・都道 府県等 の地 方公 共 団体 の 別な どが必

要 であ る。た とえ ば,

A権 利 の 種別B権 利 者

権

権

権

権

有

上

作

役

小

所

地

永

地

L

2

3

4

1

2

3

4

個 入

国

都 道 府 県

市 町 村

一71一



5.採 石 権

6.質 権

7.抵 当 権

8.使 用 貸 借権 ・賃借 権

9.鉱"業 権

10.温 泉 利 用権

11.占 用 権

12.水 利 権

13.そ の 他 の権 利

上 述Aお よびBの よ うにな る。

5.公 団 ・公社

5.法 人

(イ)宗 教 法 人

(ロ)営 利 法 人

内 学 校 法 人

←)財 団 ・社 団 法人

の

」
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(参 考 資 料1)
o

1資 料.辱17..
.

鑑 定 評 価 額 決 定 表

物 件 符 号

イこ 動 産 の 頭 型 更地'建付地・借地権・底地・建物(白 川・貸家)及 び敷地(所イ∫紺・借地ぴ)借「斜k

L地 ・建 物 惇 の 、別 ⑱ ⑱ 建物・ 土地・砂 ・

数 量
…

…
…

1501
…』

56.i19

試

算

.

価

格

検 算i面 枯

」∪ 価
円 円

65,000

円

31,600

総 額.
円

lL525,604

1「}

9,750,000

円

1,775,604

比 準{直 情

遁 価
円 円 円

」

総 額
円

lL422,361

円 円

版 位 価 格

単 価
円 円 円

総 額
円

3,553,584

円 円
円■

試算価格 の調 整 積算価格・比準価格と収益価格間には相当の開差がみられるが収益価格については.

総`t用 ・還元利回 り等精度1二乏 しいきちいがある。従 って収益価格は本件の場合単 なる参考程度に留

め、積算価 格 ・比準価格を標準として求 めるもの とす る。、

両価格間の開差は微少なものであり、資料 の信頼度 ・精度等ほ"同 一であるので、11,470,000円 を以 .
て本件鑑定評価額と決定す.るものであ る。

罰 豊 後 の 価 格

単 価
円 円 111

総 額
円

11,470,000

'円
円

,

鑑定評価の条件による修正

・

…
…

…

評定評価額の決定

単 価
円 円. 円

総 額
円

11,470,000

.

円 円

L

法 定 評 価 額 総 計
11,470,000

「 「

を

]● 考 一

取 引 事 例 表
係
印

番 号

資 料'入 手 方 法 資料の信頼度 A・B・C 収り川 年 月 日

所 在 地
売 」三

n虫
.

取 引 価}省
二L地

建 物

不 動 産 の 類 型
取 引

時 点
年 月 日

」

取 引 の 事 情

土

、

地

数 債 ㎡1棚 機 況1』

公法上の規制 "】途ll防 火空地ll禰ll離llそ の副.

上 水 道 済 可 不 可 下 水 道 公 共下水道整備済・処理可 ・

都 市 カ ス 済 可 不 可 地勢地 盤・通風・[1照

接面道路との関係 等高 パ)m高 い ・()m低 い 一万路 ・二方路 ・角地 ・その他()

接面道路の種類 公道(.)・ 私道 問|1・ 形 状 層

接面道路の構造 巾員()m舗 装 ・未舗装

相続 税路線価 固定費頗税li側面酊1

建
物

数 量 建築面積〔}㎡ 延面積(}耐 建 築 年 月B

構 造 ・別 途 固定資産税評価額

利
便
施
設
等

住 宅 地

.

附近の商店街の
名 称 及 び距 珪

最嵜1)の 鉄道駅の
名 称.及 び 距 離

文教施設までの距離 中学校()m小 学校()m幼 稚園()m

商 業 地 商藁地域の中心
ま で の 距 離

最寄りの鉄道駅の
名 称及び距離

客 足 の
便 否

工 業 地 幹線道路までの距離

棒 肥 事 項 及 び
附 近 の 概 況

近隣・地域の特性

位 置 図. 地 形 図

●
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(参 考 資 料2、

資料S12一

/

原 価 法.適 用.表
⑱エ

号

数
一
1 途

建 築 年 月

増 改 築 年 月

増 改 築 年 月

再調達原価 を求め た方 法

再 調 達 原 価

減

面{

多P

正

耐
用
年
数
に
よ
る
修
正

観

察

に

よ

る

修

正

定
額
法
に
よ
る

経 過.年'数

経済的残存耐用年数.

耐 用 年 数

残 材 価 値 準

減 価 累 計 額

修 正 後 の 価 格

他の方法に よる減正

価 修 正 後 の価 格

物
理
的
要
因

機
能
的
要
因

経
済
的
要
因

偶 発 的 破 損

株 式'・ 間 取 リ

市 場 性

総 合 修 正 牢

修 正 後 の 価 格

単 位 当 た り積 算 価 格

積 算 価 格

参
考
資
料

建 築 〔取 得)価 格

増 改 築tt川

固 定 資 ぷ 視評 価 額

帳簿価格(〒 卜 月)

.火 災 保 険 ↓.r保 額

Na.

56,=19

居 宅

44年7月

年 月
.年 月

・・間 接 法

50'1731i]

2年

18年

20年

0%

5.017Pl

45t156∫]]

」,」

△10%

/
0

ク

%

%

△15%

%

%

%
A5%

%

%

%

%

%

△30%

31.5091]]

31.6001]]

1,775.604.1;i

2,250.000T`1

・.-1`1

1450.0001L]

1,600,0001り

2.000.0001`1

Na-一 ー ー ーー一..s

56.119

t,↓i'宅

44年7月

年 月
.年 月

.・ 間 接 法

50.173円

2年

18年

20年

10%

、定W法 円

0.794×50,17311〕

=39 .8371i]円

定率法により

物理的要因は

考慮せず

%

%

%

%

△15%

%

%
,
.〃

〃.■

△5%

%

%

%

%

%

△20%

31,869F【]

」̀|

」̀ー

Iii
`一 一 一 一.'..'『"『 両'

」「ー

|「「

」1}

Nn

150.・00

年 月

年 月

年 月

直接 法 ・間 接 法

65000円

年

年

年

%
‥
円

111

円

%

%

%

%

%

%

%

96

%

%

%

%
　%

%

%

川

65.000111

9.750、0001`|

|̀ー

」̀}

|11

」`1　
川

(その他特記～πか ①S　 ,6-・46.5木 造住宅(東 京地区)'題 築費上 昇1杓ユ25・3%
2,250,000「1〕xl,253=2,819,250F]]g

2,819.250Flj÷56.19耐=50.173F1】.,

②定邪法による建物価格 は参酌 するにと ・「めた
③ 土地}厚田達原価算出については更地価格か らの比率及び配分法による蛇 革価格 を

標準として求め、土地 残金法 にもとずく収益価格は算出せず

、 ひ

.

1資櫓13_
層

収益還 元法適用表 一賃 貸用不動産 一(物 件符;膓)収 益価格
.

利 用 現 況 ・数IJ:
足利
況川 東洋株式会社敷地(山 口氏歴}住)

数
量

土 地 150■00

建 物
一'567i19

総

収

益

・
①年間1t料. .........「'...・..一.

40,0001`Pく12ヶ 月=480.00011】

② 敷金;藍jll`:ε 〔∫ド手ll4%)

40,000PjxO,04=1.6001`1

③権利金(2」1澗 で償却) ..
20、00引`1

.

・

合n卜501,6001`」

・

総

費

用

項 目 算 式 金 額

減 価 償 却 費 建4勿{面 格の吉1,775,6041「 」×売 98,645円

減 価 償 却 費 1 1

固 定 費 所 税 ～こ1二地) 2,340;000円 ×尚r 32.7601 」

1品 定 貸 席 税(建 物 〕
.

1.450.000円 ×㎡ 20ほ001 ]
.

」都 市 計 画 視(土 地) 6,450.000ill× ㎡r 12β001

nU市1;1'1由 」毒見(建7勿} 1.450.000川 石 ㌔ 2900円

川llF保 険'料 f噛f}1[↓呆杏頁2.000,000「1|(日=1|‖t,㎜ ト`」1こ{オ1・8「ハ|)
....

3.600川
一… ㊨}L-一 手「一 一ー 一

川w保 険 料 川
..

修 繕 費 建物臨 の 論1.775.60↓i・ix削1編 35.512111

紺.持 管 理 費 fl弘1旧II‡.↓〆,]24 .000|「1

"倒 準 備 金 な しi川1

窓蓋三3亭による損 失庁1|当緬 "科1ヶ 月分 40,000円

そ の 他 円

介1汁 270.617円

年 間 純 収 益
円501

、600Pl-270,617P1=230,9831¶ 」

還 元 利IIη り の 決 定 と 還 元 ノ∫法

土 地6%、 川 匂10%

9.750.000P|xO,06ト1,775,6041ワ ×0,10762、5601「1総r

ト上竪 元f|1「司 り^一=ニ ー 一 ・・一 一 〇.066三 〇.06511

,525、6041り11,525.6041」1

・牒1;醐ll灘 、ll:㌶1i酬担0'4324)…

O永 ク∪量 ノC230.983111-≒0.065=3,553,5841`1

収 益 価 格
川

3.5531584円

(その他特記事項)

.
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1資 鼎11-2

L

袈蹴 比縦 適用表 剛 情.)
F

記号 ・土地建物の別 N。 口 ・建物 Nu」1地 ・建物 N肢 、L地 ・型物

事 例 資 料 の 穂 別
'延)い 取 引 ・ 公 示 ・取ljい 公 示 ・1k引 ・

事 例 の 類 型

所 在.地 東2丁 百23-15
一'一 「 一.

:
数 量 661; 「 …

時 点 46年1∫L
,－L・

1ト リ 年 月

配

分

法

総 額 川 円 Pl

(題物 ・」こ地)単 価 川
噺}「..

川 川
(建物 ・土地)数 量 m■ 」11〔 nl'

(建物 ・土地)価 格 川
'

川 川
(土地 ・.建物)価 格 川 川 ll|

価 格(単 価) 54、000川 円 川

事w補 正 事 山
「

・'1∫情 補 正 後 の 価 格 %1・ 川 '・i円 961円

修時
正

資「
料点

公 示 価 格 、別ぷ参照

相 続 税 路 線 佃i 1
」

一

不動席研究所指数 ノゴド事15〃6
F

15/W'=7.5'

時 点 修]ll後 の 価 格 7.5", .58,050P] % FI % 川
最イr効使用への補正後の価格 数" 円 % 円

'
% 円

へ標

の準

補画
正地

個

別的

」要

目
比

較

比較項1卜 修正率 96 % 1'∠

"〃 ク6 % %
"ρ % % 〃〃「

〃 ノ'

■ 「

'9㌶

% 9,;
"〃 % % 1',,

標準画地への補正後の1画格 9θ 川
".1 円 〈',1 川

地域格差補三ド後の価格 11% 64.4351`1 ",i 円 '力 川

要胡

門別
比
較的

比 較 項[1・ 修 正 率 シ: :'.1 杉
,'

"〃 %

..

1'ら

"〃 % %

'「

..」.竺_

1'、;

'〃 %
.

, % 〃
"〃 % % !',,

個別的要因比較後二り価格 0川64.435川 川|・1 %1川

の黒

酒税
格.卜

対象地 固定締 権隔額 15、600川 川 円
事例地 " 13,800川 lll 川
対象地 村1続税路線価 110,000川 円 円
"拝例地 " 91,0001`」

「

川 円

価
格
の
調
整

近隣地域:公 示地域=100190=理1≡L1190
F

比 準1西 格 の 決 定
「

単 価
川

数 ∫`i …

…
比準価格

lll

n貸1制`例 比較法の場合lt価格を賃料とよみかえること。

亀

.1資 続 句11-3

Rll};淵 比 較 法 適 用 表(…1世:1

言己 ・り・ ・ ゴ=」也}』1勿 の 別1 Nα 」弛 ・他物 N・ro!・ 建物 Nα:馳 垂 物
)∬1列 資 ホ十の ↓遣 損1 公 示 ・】Ol・ ・ 公 示 ・取 引 ・

'噛

公 示 ・取 引 ・
～」[f列 σ)タ ロ!{'i n川 の建物 ・敷地

『.

数

所 才`:地 F ト

.●: … ・

月 「1=川

170:00 . …
時-点 45∫ 「? ・年 月

配

分

法

一途 額 ILOOO,000111 川 「lj

(建物 ・:馳).1ii.価 土地=犯 物lIl 11.000,000Xi悟lll 11,000,000Xτ 協 円

{:建物 ・土1ω 数;1} 85:15rn' ㎡ ㎡

提 物 ・(⑩)価 格 川 9,350,000円 円
・1弛 ・⑫)乱 肺 川 1]」 1,650,000円

{`ロi↑5(.「lt{1田) 円 円 円

一.1`fr.」 カ|illこ71`llI

「

,

'札 †[f肴li
.]1こ後 の{`断f吾 :/61川 %1川 %1円

修時
正
資

料点

公 小 価 格
,「

.、
建築年次同一

」lI続 税 路 線 価
「.... Dlll枇 参照 ∫``辮ポー紺 ㌔1.邸

不動ρ1潮先所揖)数 ノ 経年による漣剛 情=0.052

II.¥,1.`:`蕃1E後 の1面{誘 % 「ll 15% 10.959,000円 △o.7% 1,638,450円

`t:有 タ川 山川"、 二・',襯nl:狢…の|面fl' % 円 % 円 % 円

へ標
の準

柏i画
正地

帖1
り旺
1'1り

要
り」
北
枚

」セ較項1い 修]}{率
一'{ % % %

瑠 ρ % % %
"" % % %
"〃

.一 曹 ■.　一一

」

% % %
"〃 % % %

烈 」画地へ:ハ}!li.」1{後ノ)価格 % 1り % 円 % 円
地 域 格 差 補jl・:後の価 格 % F| 1'θ 川 % 円

要個

毘別
較的

」ヒ鮫 川 日 ・修 正 率
一 ・A一 1'ん 150m'-

170▲ 膓1
..「..「L

..一.一 「

一〇=8823 % 56.19耐 %
"" % 〃θ

_} .w2352

,89㎡ %

」一一 寸

〃

－A一

"〃

AL

「...「

ク6
一...一.

,・w

...「.'

% ..1 %
〃

P

% 〃 %
〃 〃

.. 」,

% % %
個別∫白要因」ヒφ£後の1面{箔 %1円 ㌦19.669,566111 1',,lL740.525円

の課

価規
格上

t・橡 地 H定w麟 評価額
層

川 15.600川
－L・ 「一

25,805円
`川州地
「-－A-」

〃
.-1 一 一

1`1
'A-.一

15,600川 25,805・ 円」.

オ・橡地
一 「.一}

'川 万`1地

一

相続税路線価
'炉.-、 一'水 一

〃

.・-.一 一－A.

F,寸 ・,

一
川

..・

川

..一 －r・・'.,.-.

■一.7
110.000」 〕1 '円

IIO.000111
.

円
価
格
の
1飼
整

一_一_` ▼

11,410,091円

幽

比 準 価 七千の 決 定 .llt価 川
数 品i

:

比率価格 n,、10,0Ji」

負☆{胴;例比較法の場合は価格を貝打とよみかえること。

`
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(参 考 資 料4)

備助力③ 1資料旬0一 補3

時 点 修 正 率 資 料

1.公 示価 格

国立市三地点に於ける上}円くは
.

S45.1.1か らS46.1.1;乙

国立 1.47・5001`1→54,00011| i3.6%
」

2.42,⑰ 円 →48、0001`」 14.2%

3.35.500Fq→41.000}ll 15.4% ・

平均13,1% である。

2.W1続 悦路線価

近隣地域7路 線に於ける路線化上昇耳:は

最高 73%～ 最低37% 平均 51% である。

3.イ:動 」9三研究所のrl高 地価格指数

六大都市住宅地 の上ク1・率は S44.9→S45.9迄

1676→ 2012 20.0%

4,取 引」1【例

取引事例(イ)の 標準地価格と(ロ)の 価格 を比較すると

(イ) S46.768,400円
「■.一ー 一 ・一,P.「 炉

(u)
.－L

.・ 】
,14S45

.760、00011〕
.

即 ち「白川159∂前後の」=タf・率が、認ダ)ら～Lる。
・

..

卜1記1'一

・..

4迄 の時点修正率資F.}よ リ、
. 「

近同地の上}{・率を最 もよミ反映せるとみられ る1及 び4を 中心・

ヒ し 、2.

'.一 一.

3を 参考 として年間.L昇 率 を15〃∠と査定 した

一」一' 一..-一 「

.

1.

」

「一 」

「

F

.

9

.

.

輪 `.

1資糊11-1

穰 蹴 比 較 法 適 用 表(物 從 ・)積 算価格一土地一

記号・土地建物の別 Nα ニヒ地 ・建物 No土 地 ・建物 Nα 土地 ・建物

事 例 資 料 の'種 別 公 示 ・砥)jl・ 公 示弼⊂」卜. 公 示 ・ρ 卜

事 例 の 類 型
「

所 在 地 (イ) (ロ) (二)

数 量 75011 130i 1701 ・

時 点 46年7月 45∫卜7月 46年1月

配

分

法

総,額 43.500.000円 9.000.000川 11,000,000円

(◎ ∵蝿 川 ・価 円 24,203円 円

(砺 ・珊 ぱ 量 ㎡ 49.58、m' ㎡

(⑨ ・:{弛}価 格 円 1,200.000円 円
'(6邑 ・建物)価 格 111 7.800.000川 ・凹

価 格(単 価) 58、000円 60.000凹 64.700円

事 情 補 正 事 由 な し な し な し

..1;f」,∫裾iJ1三 ～4び)1面 格 %ll11 %1川 %1円

修時
公 示 価 格

:〕竺 竺正
資
料点

相 続 税 路 線 価 〕
か 同

ふ1泓r●'r,ク ヤ ー岡
不動産研 究所指数

'.「 一↑吟 ▲"/o ' T→ 一魯∨/O ,年 …{…}5%

15×轟=7.5

時 点 修 正 後 の価 格 0% 58.000円 15% 69.000円 7.5% 69.552円

最有効使用への補llこ後の価格 % 円 % 円 % 円

へ標

の準

補画
正地

個
別
的
要
因比

較

比較∫lll卜修`}こ串 奥i∫i日1減 ,.5「!r, % %
""

地 形 ・地 ～`'r
ダ∴10
〃 % %

F」

"〃

'""
塾 」.176・Ll8 % % %

.

%
L.

「

0/
・/0 %

ワ"
L

% % %

標準画地への補正後の価格 1宮% 6B 440川 % 60000凹 %
「

695S2円

地 域格飛補正後の価 格 % 「11 % 円 % 円

要償

髭剃
較的

比較項ll・`繁 正・十《
-,-.「 ▲妄 五 也.,,_.

八5%
國・一・一'

%

ド

接i斤性 △5% 角袖 .:..7%

"r"

L
% %

""

P「,「

% % %

'" % % %

●" % % %

個別的要因比較後の価格 △5%1".919円 △5%16▲.550円 〈7%164:683円

の課

価税
格上

オ橡 地 固定就 税評価額 nド15.600円
層15

.600円 15.600111

事例地 ・ 17.000円 17.200円 16.oool.1
.一 ・.一 」L.

対象地 相続税路線価.一.」

AALＬA－ 一一

3.3m・'110.0001`1-－L國L-.'.一 －L

3.3、11・125.000円

110.000凹 110.oooIII
事例地 ・ 140.oooPI 110.000110.000円

価
格
の
鯛
整

・
取引事例 により1!膓ら'Lた 価格:よ上記の如 く65.600円 一64.700}`1を 示すカ`、上記(イ)、(ロ)、(二)共

に資料の侶§1〔度 ・規校{1淳 ほ'同 一の ものであ,)、 三 ～τのほ ・工中川値たる65.000Flを 以 て当該更地

価 格 と査定 した、尚'1`1護更地価格は公シ川面格からの蝿事後ノ'価格64.435円 と近01し ており、地価 の

均衡 を保 ってい ろい ㌧三る.

比 単価{1千の 決 定 iび 価
川

65,000 故a
…

150.iOO 比準価格
11】

9,750,000.

"貸 借事例比較法 の場r卜1詞面格 を1`糾 とよみかえるこ と.

.● ●
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(参 考 資料5)

1資料"10-1

事例 資 料 表

種
別

記号 所 在 地
数 量

⌒

時 点
価格・賃料の種類

土 地 建 物 価 格.・賃 料

公 ・

示

価

格

地区1国 立1地 点11

661. Oo
…
…

45.・1・11
46・1・1

47,500

54,000国立市東2・rH23-15

地区ll地 川
i

地区ll地.則

地区ll地 点1

地区ll地 点1

地区ll地 点1

取

引
・

賃

貸

借

事

例

イ
※1丁 目18番 .

750, oo 46・6末
43.500.000ド1

口
中1丁 目12番

130. oo 49. 58 45・6末
9.000.000円

ノ、
中1丁 目18番

155, oo 59. .50 46・5新 規
月額40.000円

(賃貸事例)

二
中1丁 目23番

470. OO

・

46・1

11,000,000円

ホ
中1丁 目224-5

52. 89 45・'7

11.000、000円
170, oo

評

価

先

例

評価書番号1

評価魯番号1

評価書番号1

参

考

価

格

L

7■.

取引 ・賃貸借事例の所在地欄下段には最有効使用の程度その他適宜利用のこと。

4

.

(補助用蚤)1資 料け10一 補2

取 引 ・賃 貸 借 事 例.(袖 川

(イ)

取引事例(イ)ク 画 ∫也は右図の通 り ↑
6m
ウ_20m～

/ ～

(o)宅 地130m$/ i
建物 木 ・瓦 ・平49.58耐1 15m

S40,8建1 1
1

1

30m(
ハ)賃 貸f昔事例1

宅地15細1 1
建↑勿59.50`11r、 15m

詔く ・瓦 ・ 可XS42,建 ～ 1
S46,5新 現n廿

30m、/＼

r月 額40.000111

1階II金40、000円

V教 令40、000円

」

(バ 宅地170nド一.

看£守勿 λミ ・瓦 ・♪卜52.89m'S44,7尋 』}ξS

総 額11,000.000川 ㌔

.

一 ・

・

.

「..一 一..

.L

t.
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(参 考 資 料6)

.

」でIll2

対 象 不 動 産 確 認 表 〔物1川路)
,

物

11勺

確

'
1リ
lW-

'F

項

翁

6'
.詳

疏 薄閲欄146・7・1,.〈 民記1輔 抄イ・(・ ・)|・1・1フ已資・胎 中幽 覧t".7
イ,「一|直i♪lll.`ifj(46.7,1.{'{燥 ∫也〆}靱ス1田¢ε(.・ ノ11ξ▲更よ也1;ll.1り|し..一

,

「.

現

況

「・「)

↓1w.

,㍊.

1実 在1い46・7・1・ 実 在 ～↑)川`1,・ 牧W」.・"=会 ノ、Il↓ 〔iイ恨]総 務 蔵1並IW

pllイ1: 役;{lli3111ill|1<戊 ミ ノ×

構造・1ほ ゆ 州1ぼ

他 日 緻 ・↓ぱ

形 状 公1.zO'ぷ ・服

境1～ よ 唾}・f川 ぽ 境 界6λ 、らり ・なし 継 刎 厳 プ・h・州':111・滅`

隣lll!州際 紛 『了ド.s=なL
.

れ

111

ヒ1▲ 也 ・師.1㍊ ノ・り:ノ三1レ1叫1 †じ 物(疏11認.「 ・ノ∫;∫三!1}μ1.(l」 同

2元」;rニ オ」●1∫lil:・(:二rr]支

分 勘lli乎1'㌦Il多 い

川

公 簿[rli}1.'r仁 り'レ.・・

'`n

おおむれ2`(9川}貞 に ご㌃致

公簿而{1'(より多い
'川L
＼'

二'滴1(li{ト'は り 少1・'
「

L.

「n

L'、 道

1」111,∫ 川 ・ 北 川 、 無 償 、・ イr償 ・,・ 、 丸 根 ・'イ川 しF

兇 挙).`.・礼,」斗 渦2条 仰 り・道 路 位;;':n`定ll・ ・N・1・

ψ1

利

の

確

認,

1`

項

物11・1拐 {iL.ハ 」`i 氏 名

llli

イr

者.

1」と;{高i:`llり:1く:〔!イ吋1烏戊力2'2 ・1(:1'.株式 フこ}ll

1`i

イ`

者'

東1;緒 川!.ド':rli`}11丁 目7番3り1 lll口 修

1'jiイ∫者 と``iイ∫者 〆)「斐1|系.1▲(ざY:〈 承」に:こ ～}.ト「_i…

貸借物f1・ :|=∫也〔n=り". 建 物(符.り・』/

lt

川

ノ)

内

容

原 因 創設 ・継イい 転貸借 服 ・継'∫い 転制}/

ll的 建 物 所 イ」-〔ぽ1・㌧いJl・ 堅.1λ1.そ/)i也 ・ /
契 約II: 公1E・ 私 署.・ な し 公1}{・ぴ/τ

登 記 な し・あ り -一一

ノ

・已 ・

期lnl

「

ン'

n.料 7
権 利 金 /

　

敬1こ /一 一

保 、;1|金 /
1.}.約

'
/

そ の 他1.利

「L"ノ}イr・ 無

〔その他 ノ)特記'1)項)

L

本 吉 判lt:・t:,id.Kで き な い.tL;rtr:.t)1!i川 州 遠 をfi]い る こ と 。

、 富.

1資 料 、!}3一

L地 域分折に当っては資料瞥7を 併用のこと

近 隣 地 域 分 折 衷(物 「隣 り)

伶

地
域
に
共

通
す
る

地
域

要
因

n
然
条
件

地 熱 ・地 質 (地¶!芸}強 ・o・ 弱 甥P -1Ψ ・・=.三・層
・高台地 ・傾 斜地`Irll勾 配%}そ の他(、)地 勢 ・1⑩也

気 象 1気 俄1 ・il云いrビ ペ9'ニ ィご頁(風 向)(㈱}乾 ・θ レ 湿

眺 望 ・;;1観 o・ ちり

遍
路
た
件

交
通
案
件

バ

陥

巾iい"賄 `川6m位 の公 ・`1砿、が 多い

・堅 協 状 況
.炉 」

舗 装1良'馳 ・不良(道 路網1良 ・縄 ・不良

連続性 ・如 山戒 ぴr疋 錬)道 路が多い ・大巾多1‥ 人 車少い

n;心 ペ ニリ連 絡 東京駅へ㊨ ・パ ス・平政(ノ60分

ち`1ヘ ノ》 連 絡 1{位 田1へ'浸:11〔 弓超)で5～10分

10路 等ヘカ連 絡 iモ要1直路一11州 街道(港 湾 ・河川)

rX肛 整ゆ 何 ・…部整備 ・軽{新;良 ・ 電 気

1ご本 道

・_一_..

整1杣 好 ・…部格イ蔚 ・整㊨ 良 ・

.

整蛭 「・

(嘔 ∂ 「商 ・

・一・垣1等 備 ・歩 備 不 良 ・
苫1;1}fヴ.τ

シ.ご法1∵ ・旧lllη 準工 ・卍 ・な し ↓その他)第 瞬恒空地地区、第2陣.文教地区.高 度地区

il政Lノ)助 成 ・規bll な し

ノi・:㍉ll∵1危口 性 と{'1'1え

.な し

地
域

別
の

地
域

要
因

「.卜

.

」

C↓

エ

.

rl:会 環 境 ・地 域 の`II'`等 〔ぷ境)良{lll'1等)特c・ 上 ・〈四 ・下 ・特 ド

、,呂旋II窒 ノ`イ|地 ・ 配;rll (購買施:掲 が近(公 共施、幻 比 較的接近.(嫌 悪施☆}な し

商

llL:

・
`1†後 地 ・ 顧 客 力 行lll (背後地)・(顧 客層}・

迎 賓 力 ・ξ 辿r段 徒 歩 ・パ ス ・鉄道 ・その他
・日 掘1碍 ト1・競 了卜状 態 (11`別)(競 合度)

経 営 者のfil意 ・でθ」 (fi|1意).(資 プ」)

繁 依1'Σ ・ 盛 衰 枕 〔繁華度)(盛 衰性)↑ ・ノ ・→ ・＼ ・↓

:11

ち`、

市 場 と の 関 係 r仕入)(販 売)

動ノ」資源 ・川排水の費用

労 働力統保 の難 易 難 ・普 通 ・易

間遠産 タご の関係1・}:置

※ 国立市は文教 郡市として、一・僑大学 を始め、国立音楽学校等 各障学校が多く、街区 も国立駅 を中
.

心に南部に放射状 堤び1鴇 目状に整備され住宅地 としてはきわめて良好な環境が形成されている。
・

出途 的 地 域分 類A-.---

1巳時 地 域 の範囲

宅地{四 ・商 ・工)農 地{川 ・畑}林 地・見込地・移行地(→)混 在地()
A・ 一←..一

U家 地 より東400m、 西300m、 南200m、 北150m

地

域

的
特
性

画地の通常規板 (間ll)概 ね10-15m(奥Z了}概'」13～15m・(地 棟)概,」150耐

・(用 途)糊 入住宅 敷地
!㌘準的仙川

(混在地)州 司住宅も散在

]=川二の動向
r動 向)現 況のま ・推 移しよう

{↓歩行度)

そゾ弛 地域

プ)概 況

"1、Vr二駅南西 方約400～500mの 中級住宅地

.

価 格 水 準 60,000ll;!㎡ 一70.000円/㎡

※}]C]:t農地、尉`地の地 域分析、宅地地域で地域要因 に附加すべ き項Hの ある場合、ならびに‡、}記すべ き

串川の らるときに適rt'(1川いるこ と。



ー

ベ

㊤

ー

' ●

(参 考 資 料7)

「 …・1.・1.4.1

類 似 地 域 分 析 表
1・ll－需 給円内の類IIス地

域 と1i淀 した根拠

対象地近間地域は1ト1・ン:駅▲如何別二あるli:宅地、

当地域 は川 〉フ;駅`↓i,1し方ノ川1宅 地て.IL粒らllへの
接近性 ・"宅 環境でヌli似

苅 似 地 域 の 所 イ`1地 国 立 市1　(1'」'Bl」1～ 例 資 料N【 ㌧ イ ・ 類似度

各
地
域
に
.

共
通
す
る
地
域
要
因

・目

然

条

件

地 盤 ・地 質 (地■ 強 ・◎ ・弱(地TX) A
.'頁.

A
　 一 －

A
A

9-・

地 勢
一 一

高台地㌔傾斜地(向 勾配96)そ の他()

気 象

平」⑭ ・一ほ
(萩～一一'∴ 日!1(o∫↓・・Ω ・不良(風 向)(乾 湿)乾 ・繍 ・況

眺 望 づ責 眠9　 一」一

類

o・ あ り

・.一.

三二一一二
f冨ジ⑤()・ 私 ・ 道が多い.1.

..

A
－ 「-

A
-.

A

,

A
道
路
条
件

巾 員 ・郁

..
1Pli6

.・

整 備 状 況
.「 一「一

(舗装)良 ・《迦 ・不良(道 路」周)

{⑱ 曲線}行止リ㈱ 哩1ξ亘 碗=亘 ・多・τ西 一 一 ⊥・

T..」 －A.

良 ・・◎ ・不良

連続刊i・交通冠 口
交
通
条
件

都 心'へ の連 絡 東 京駅へ鋤 ・パス ・沌 で60分 A

A

}

A

F

7.

駅 へ の 連 絡 国立駅ヘパス ・皐 ・㊨ で5分 A

道路等への連絡 (主要道路)甲 州街道2㎞ ぽ 湾 ・
.

}II川)一一
■.」」-

A
「

尤4

"
n..,`

一.
.I

f

」ミ水 道 壁面 t好 ・一 部整備 ・整備不 良 電
A.一.

気・.

.一 一・一'

A
.

下味 道 整備n好 ・一部t編 ・整⑫ 」ζ A

弼 一㌃ 「唖 好・一締 備ぷ 備不良
L.

A

公法上の規制(川 途)(り)・ 商 ・準工 ・工 ・なし(そ の他}準 防火

.

LB

行政上の助成 ・規制 な し

災・公1物危険性とそのr膿 な し

地
域

別
の

地

域
要

因

住
宅

社会環境 ・地域の品等 (環境)良(品 等)特 上 ・」二ゆ 下 ・袴下 A
A

諸施設の右無 ・配置 (購買}至 近(公 共)比 較的接近(嫌 悪)な し A

商

業

葉

背後地 ・顧客の質領 (背後地)〔 顧客荊)./ F

顧 客 の 交 通 手 段 徒歩 ・パス・鉄道 ・その他/

営業種別 ・競争状態 (種別)_/磁 波)

経営者の創意 ・資力 (創意)/(資 力)

繁 華 度 ・盛 衰 性 卿(盛 衰性)↑ ・ノ ・→ ・＼ ・↓

工

業

,

市場 との関係位 箭 (仕入)(販 売)/

動力資源 ・川排水の費用 /
労 働 力確保 の難 易 難・普近'易 上 〆/

関連産業の関係位置 /

※
・

1

」

用途的地域分頬 宅地(0・ 賄 ・工)農 地(川 ・畑)林 地 ・見込地 ・移行地(一 〉)混 在地() A.

類似地域の範囲 事例(イ)を 中心 とし西50m、 凍150m

地
域
的

特
性

画地の通常規板 (問n)概 ね15～17m、(奥 行)概 ね15m、(地 頼)概 ね200㎡ B..

A

,

標準的使 用
(用途)個 人住宅 A

(混在度)医 院が混在 B.

将来 の動 向
(動 向)現 況のま ・推移 しよ う A

(移行度)

そ の 定
地域 の概 況

国立駅 南東方300～400mの 中級住宅地 A

価 格水準及び
地 域 格'差

.

60,000円/耐 ～70,000円/耐 で近隣地域 との地域格差 なし

※欄は農地、林地の地域分析、宅地地域で地域要!.!ミに附加すべき項目あ.ある場合ならびに特記すべき

事π[のあるときに適宜二用いることゴ

禽

1酬1・142
「

類 似 番 域 分 析 表・

「

同一需 給圏1勺の類似∫也

域 と判定 した根拠

類 似 地 域・り所 在地 [嚇;市 東2'1'11川1θ1|資 ‡.}No.公示地 類似度　

各
地
域
に
共
通
す
る
地

塁
因

一 「...

然

条

{'li

・.

ド1'地.旅 ・地 質 .(地 ㈲ 強 ・iVC辿・コ'1馳 質} A

A
.

地 勢
'、..-F.一

50 .地・高台地 ・傾斜」い 向勾配%)そ の他(
・A.一.

ノ A
.

烈 銀

目」ヒ

(気候) 日 照浪 ・Qレ イ:良
一ー 一....L.一.

o・ あり

(風ll・P(乾 湿1乾 ・翰 ・湿 A'
'

望 ・景 観 A

道
路
条
件

巾.iい 種 類 巾ii6mlと二璽 て'し ー 〕直塑 い

(澱)良 ・飽 ・不nG直 路鋤 ∫い'61・ 不良

A

A A整 備 状 況

連続刊i・交 通llt
`ゆ 〔

1θ ・曲線)行止リ{直線・曲商)道蓼ぴ い・人」∬が多い・人車が少い A

交
汕
条
件

都心へ の連絡 2禄 二塑Lご くそ∴]1[て:70分

lll.収 ヘパ 、い ・11:・iO

B

B駅 へ の 連 絡
.

・で12分 B

道路Wつ ・の連絡 (主要道路)甲 州街ldlkm(氾ilか 河川) B

ii文

備
備

上 水 道 t3岨t好 ・一部 整備 ・整備不n

.一・音聞 扁巧 砂 そ1∫(

電 気 A

A
...-

下 水 道 整備良好 A

都 市〃ス ?蓬lo好 ・.・部整備 ・t編'イ;良 A

公法上の規制 (用途)(0)・ 商 ・準工 ・工 ・な し(そ の他)第1文 教地区ぷ脳 空地.「腔地区 A

行政.Lの 助成 ・規制 なし. 一 」

災・公害の危険性とその胱 なし 一 ・

地

域
別
の

地
域

要
因

住
宅

社会環境・地域の品等 (fSli鵬乏)べ'L∫ ▲(‖ ～1等=)↑ 猴」 ∵.L・rl‥'ド ・`》'ド B
B

潴施設の有無 ・配置 (購買)や ・遠い(公 共)接 近(4」i悪)な し B

商

L

業
『

工

業

背後地 ・顧客の質弦 (背後地)(顧 客層)/
顧 客 の 交 通 手 段 徒歩・パス・鉄道 ・その他/

営 洗吾IF別・競争 状 態 倣別)ン=幻
経営者の創意 ・資力 (創意)/(資 力)
繁 華 度 ・盛 衰 性 蜘(盛 衰刊…)↑ ・ノ ・→ べ ・↓

「

市場 との関係 位 置 (仕入)(販 売)/
動力資源 ・用排水の費用 /

労働 力確保の 難 易 難・普通・易/.
関 連♪口'〉の関 係位:巡 /　 1

※

,

用途的地域分類 宅地(◎ ・商 ・工)農 地(n1・畑)林 地・見込地・移行地(→)混 在地() A

類似地域の範囲 公示地 をrl1心として南北100m、 東西150m A

地.
域

的
特

性

画地の通常規摸 (間 口)概 ね15～20m、(奥 行)概 ね15-30m、(地 積)概 ね200r1F B

B

'標準的使
用

(用途)個 人住宅 A

.(混在度)タ クシー営業所 、製パ ン工場専有 B

将 来の勤行
「

(動 向)現 況のま ・推 移しよう' A

(移行度)

そ の 他
地 域の概況

一ッ揺大学南方に位置する中級住宅地
奄

価 格水準及び
地 域 格 差

総合的に10%一 の惰力.50
,000円/㎡ ～60,000円/m'

※欄は農地、林地の地域分振 宅地地域で地域要内に附加すべき項目のある場合ならびに特記すぺき

事項のあるとさに適宜用いろこと。

●
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(参 考 資 料8)

.
一 一.

1玄 拙5.・

土 地 問 責 表 ① 働件符号)

位 置

(目標からの方位匹田)

国電中央線国立駅の略西南西方約450m・

国鉄 中央 線 国立 駅 順路450m

私鉄・地下鉄 線 駅 順路m
パスベ市電 停留所 順路m

主要道路への連続性

接

面

街

路

・

接

面

状

況

,

接 面 関 係 一く8路 ・二方路 ・準角地 ・角地 ・三方路 ・その他()

種 類 ・名 称 市道
.系 統 区画街路

巾n 6m m m・

舗 装 なし・O なし ・あり なし ・あ り

歩 道 o・ あり な し.・ あ り な し・あ り

勾 配 O・ あ・ り なし ・あり な し・あ リ

側 溝 なし ・藁)・'U字 溝 なし ・あり な し・あ り

街 路 樹 o・ あり なし ・あり な し・あ り

通 行 制 限 o・ あり なし ・あり な し・あ り

拡 巾 計 画 o・ あり なし ・あり な し・あ リ

交 通 荻 少

高 低 ガ…

石 積 ・擁 壁

o・ あり+-m なし ・な り+-m なし ・あ リ+-m←...

Cし1・ あり なし ・あ り な し・あ`〕

方 位
「

南i用

月 切 ＼1◎ ・ありmlな し・あり ㎡ll＼
澗 「|

.
約11m m m

奥 行 ～13 .5m ～m ～m

地 積 ・形 状 150耐 tO多(1ξ 芳野多)イ ミt3斤多()

地

勢

平0地 ・傾斜地(向 勾配%)・ その他()

聞馳 との高低差O・ あり 側隣地よ`)+-m
側隣地より+-m

地 盤 ・地 質 強 ・養迦 ・弧(地 耐力ton)1

日 照 良 ・.ぴ ・不良(障 害物))

通 風
「

良・凝迦 ・不良(障 害物)
一....

乾 湿 乾 ・ぴ ・湿

眺 望 ・景 観

.

o・ あり
、一 一

1.
上 水 道 引⑭済 ・引込可 ・引込不可 ・

下 水 道 公共下水道 ・都市下水路・そ④他

電 気 (電灯線)引 ◎ 済 ・引込可 ・引込不可(動 力線)引 込済 ・引込可 ・引◎ ∫こ可

ガ ス (都市ガス)引 返M・ 引込可 ・ijl込不可

電 話 0425局 引込可 ・引⑳イ:可

そ の 他

被 災 状 況
洪水・地 ヒ・地盤沈下・がけ崩 ・騒W振 動・煙雀 ・大気汚染・水質汚濁 ・悪臭・その他

(被災の程度)な し ・

利 用 現 況 個人住宅敷地

(その他特記事項)

形状その地肌明を要する場合余白又は別砥・別図によつて補足すること.

」 .̀

1資料書.6一

土 地 調 査 表 ②
」

都

市

計

画

法

に

基

づ

く

規

制

都 市ii|'画 区 域 .

ない ⇔
I

l

1<域1勺(り ∫i1式【D【×:}皮・↑Wi封fヒi洞三差区f戎)

1<域 外
「一,

用 途 地 域

irσ ・(両州

－A‥

建築基準法ノ樋 川)

i商.沈(〃)

準工梁(")

工 ・塔(〃)
「

地 口∫
w川 地 区 ◎ ・あ り 住居Ψ川・工業専制

城

地.

区

指

完

一.一

特別工業 ・文教

特別用 途地区
なし・(左)

特別工業(窮 極)

◎ 〔第2種)
小売店舗 ・事 務所 ・原 生 ・娯楽 ・観光

空 地 地 区 な し・薦)
第8種(範 囲)F
第 犯(〃)

寄 籏 地 区 Ω ・あり
第 杣(範 囲)

第 種(〃)

高 度 地 区 な し・◎
菜 種(範 刑 三多ぴ高度地区':

菜 種(〃

そ ノノ 他 o・ あ り

.

,

特定街 区 ・裳 脱 ・風 致 ・貼 可暢 堅 購 ・臨港 ・歴史的風上特 別.
近塀 重池特別保 存 ・流」山ソニ務{`†[θ=

防火 ・準防 火 o・ あ り
防 火(範 囲)
:o.防火(〃)

一

都市計画施設の

仙 川 ・名 利1

と そ の 内 客

.

.

.

市μθ也開発事彙
の種頬 ・名 称

と そ の 内1客
一一

そ の他 の 法・令に

基 づ く規 制受ぷ
'

そ の 他 の 規

制.:{1フ 品 品
'ン ー

-r-
一 ,}」'」 「 一...一

対 象 地 に 係

る 建.'築 利 尿

姐 蔽 率 容}三'は:・ 延1/liも'1 .1ゴリ さ
..

'.斜 線 制 限
胡 造

40%

一..「..

-1。m以 ド

1

.

(その他†与記'1噸)(三 多∫字;高度地区によ る制1浪)

祉矧 励 高 さは・その部分から真北方向にほかった敷地li瀞 線(琴 は道 路のll1心線㈲ までの水

平距離の%倍 に5mを 加えた もので、かつ10m以 下 とする、

● ●
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.「 資 料}聖:7一

'土 地 調 査 表 ③(物 件翻)

住

宅

地'

隣 接 不 動 産等 の
周 囲 の 状,態

'

種 類 WO詫 ・共同住宅 ・併用住宅()・ その他11

利用度
家鴨 密(2階 建以上が多い ・平壌 が多いび

家屋やや連担 ・家屋散花 ・空地が多い

公 共 施 設等 との

接 近 の'程 度

役 場 南 方1800m国 立市役所

病 院 東南方300m国 立中央診療所

公 園 西 方300m富 士公園
「

文 教 施 設 等 との

接 近 の ・程 度

幼稚園14〔 北東方230m国.、 ヒ幼 稚1司

小 学校 南 ノ∫400m利 きZ学1☆1小学校

,{ハどγ二}k'i64↓ 方1800ml引.1立 第 一 ヰ」空拝f交

商 店 街 と の
接 近 の 程 度

名 称 ・距.離 約200m富 士見通り商店街

商店街の特色 約1回 ・売∫1`i舗

危険 ・嫌悪施設の

名称 と接 近の程度
F

変屯所 ・白川裸 ・屠場 一ぺ:聾場 ・.築地 ・軌道 ・河川 ・工 場 ・その他()

なL m m

m m

m m

商

業

地

「

商 業 地 域 の 中
心 へ の 接 近 性

距 離 /
中心地の特色 /

鉄道 駅 へ の 距離 鉄道駅の痴;距 離/m
・

客足の流動状態
客足 多い ・普通・少い/

状態 「dli↑刑 と も 多 い ・1'1・|[田力く多 」、(多 い ユ四4「 い 個lj、

客 足 の便 否 ・客 層 便 ・・il㍑山・不便(酬1)/

隣 接 不 動 元llは;の

周 囲 の 状.態

川 途 」"・.・ 店舗 ・混イ`三(、

ウ丸 ↓'度
ミ1

垂 物連狙 い|1高層建1カが多い ・低r四 物が多い,建 物やや

4丑物点 在 」蝉1

工

業

地

輸 送 施1没 と の

関 係 位 氾

港 湾 ・河川 名称 距離/
鉄 道 名称 距離/m
幹 線 道路 綱 ・__/嬬m

供給 ・処 理 施 設
.

の 整備 の心 要 性
./

/

農
地

(
田
畑
)

土 壌 ・}1照 /

耕 う ん の 難 易. /
潜 流排 水 の状 態 /
農 道 の 状 態 /
集落との接近の程度 、 /
集荷地との接近の程度` /
災害の危険性の程度 /

林

地

搬出 ・運搬等の難易 /
日照・乾湿・雨量の状態 /
標高 ・地勢等の状態 /
土 層 の.状'態 /
管.理.の 難 易1 /

最有効使用 の判定
L

個人住宅敷地・
.

、

庖

.8一 1資 料{聾
L

建 物 調 査 表 ①(物 澗 芳)

年 ・ 月
」

構 造 ・ 用 途 而 械 建 築7三者 建 築 費
新 築 44・7 木造 ・瓦葺 ・平家建 56. 19 △△建 2,250,000

増 改 築 .

増 改 築 ㊨

現 況 44・7 木造 ・丸 菅 一1※ 他 56. 19

部 分}[屯 別 川 耗 の 程 度
「F

.i二体柵造

1 鉄 .1]'鉄筋コ ・∫苅}1コ づ 失骨コ ・鉄骨(爪 ・,f)・ プ 〔,

・石 ・θ ・その他r)
際」謬 濃 大 ・・痂 ・小

hミ 根 0(画)・ 洋 パ ・〃 スい 据 ∬(瓦 棒 ・平 沈)・ ス

レー ト(平 ・波)㌧ 陸 ・その他()

A・B《>D・E 大 ・緻 ・小

'1`1礎
o(o・ ・イ∫ヴ 川 弓取(三 じ・沓 ・・,ンノ

その他()

A・B・0・D・E 大 ・ゆ ・小

・ ・酬1;㌔懸;;il .λ;忽1瓢;波)'ス1
A・B・ ◎ ・D・E 大 ぶ口 ・小

1
足]㍗ テール・・(9・味 勺1也()

A・B⑩ ・1)・E 大 ・必1・ 小

そ の 他
P

出窓 ・庇 ・樋 ・階段
A・B・ ◎ ・D・E 人'ゆ ・"ト

内

部

仕

上

階・部分の名称
'床

取 天 井 造作 ・建具 資材施ユニの質量 損耗の↓'1疫

6手[1(南) た た み
..・
状 か べ さ お,;rち 天 川二 A・B◎D・E 大 ・.i65ソ ト

6手ll(北) た た み 〕1(かべ 〃 A・B◎D・E 大 ・口 ・.小
4,5手II た た み );{かべ ・し っ くい " A・BρD・E 大∴愉 ・小
台 所 板 張 リ 新建材 耐 火ボー ド A・B◇D・E 大 ・'㎞ ・小

風 呂 タイル張 り 腰 タイル ・しっくい " A・B◎D・E 大 ・δぴ りト

A・B・C・D・E 大 ・・普通 ・小

A・B・C・D・E 大 ・出 直・小

A・B・C・D・E 大 ・粥`・ 小
.

.L..

A・B・C・D・E 大 ・普通 ・小

A・B◎D・E A・B◎D・E A・B◎D・E A・B・C・1)・E A・B・CD・E 大 ・普通 ワト

建

築
設

備

軍 、.:∫...自:.

㌢"㌔fl「
　 A-7

綱 」は1∫.「1

而w.一.・ 」.」 、.r.

冷i1ζ`・:.なF.'

洲 ヒ州' .

そ
設の

他備
の

運 搬.・'
-.

恥 」び 一

・

設閉
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(そ の他の特記:・1頭)
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(参 考 資 料10)

資料;{}9一

建 物 調 査 表 ②(物 件符号 )

利 用 現 況 社宅(個 人住宅敷地)..

減

価

要

刈ー

公

・
私
法
上
の
規
制

物

理

的

要

因

機

能

的

要

]ハ【

41

済

的

要

因

使用による摩滅破損の程度

自然 的 老朽 化 の 程度

.偶発 的 な損 傷 の 程 度

維 持 補 修 の 程 度

即 時取替 ・維持 補)ξの
必 要 性 と そ の 範 囲

新規のものに比して物理的
不 足 の 程 度

そ の他 重大'な 物 理的
減価 要 因 とそ の程 度

敷 地 と の 適 応 怖

設計 ・デ ザ イ ン等の 」、否

型式 ・様 式の旧式化のli,V-.'

設 備 の 不 足 の 程 度

設 備 の 配 置 の 適 否

採光 ・通風 ・聞取 りの良否

効 率 的 側 用 の.難 易

その 他重 大 な 機 能的
減 価 要 因 と その 程度

近 隣 地 域 の 衰 退 の.「II!哩

近 隣 環境 との 適 合性

市 場 性

賃 貸 料 の 動 向

そ の 他 領 大 な 経 済 的

減 価 要 因 と そ の4'b!度

大 ・ ・ 小

犬 ・ ・ 小

六 ・ ・ 小

良 ・ ■ ・ 不 良

風P,}揚 タイノレに剥離あ り

適 ・ ・不適

良 ・.・ ・不 良

・普通 ・小

犬 ・ ・小

・適 ・'不 適 .

良 ・ ・不良

難 ・ ・易

大 ・ ・小

適 ・ ・不適
1大

・ ・小

い ・→ ・ ＼ ・・ ↓

蔽 耶

延 面 積

容 積 率

高 さ

構 造
用 途

相 隣 関 係

その他公私法
一ヒ の 規 制

・40%に 対 して利用度 %一
10mに 対 して現況 10m以'ド

居 宅

特に紛争等なし

な し

所 見

総体的に維持
・補修共良好

様式がや・旧

式化

聞取リ4享日照

の考慮が必要

近隣.環境には
適イトしている
が、新築家屋
に比 し、生地

建物一体とし
ての]lf場性 に
は劣 るものが
あ ゐ・

最 有 効 の 用 途

経済的残存耐用年数

品 等

個人住宅敷地

s 残材価抑 整 、0

特 上 ・.・ ・下 ・ 下

(その他特5己事項)

」

(
ε

資料書9一 補1

案 内 ・ 地 形 ・ 配 置 ・ 間 取 ・ 図S=1

一
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(参 考 資 料11)

鑑定評価.報告書 K};li..1出 数1L・ 「 ㊨一

資料ll:殺れ20

依
頼
者

御中6 係

1=ll

対
象
不
動
産
と
権
利

所 在 地 ・嫌 忽1口 笛lrll・ ・22・-16

物件別 :し地 ・建物 等の別 爪又:、tトk数i数 ・箭 対 象 ↑1 利 付イrMll

び ・建物 11150. 00 所㊨ 権 ・1け也椛 ・1}'刻1'・ な し

土地・翻 1 56. 19
「

'il}6》～眞 ・{
.

け白描 ・1次 姉 ・ な し

土地 ・建物 いi,ifr梧 ・f †地椛 ・11家権 ・

土地 ・建物 所 柄 ㍑・1け酬16・1 隊{占i・

」二地 ・建物 所柄 弦・1†地権 ・{P束椛 ・

:i弛 ・建物 所イ」'砂川 }」地{～li・{ 除 権 ・

価 ∩1〕.y点 46∫}乱7∫ 」1Hl鑑 ～エll・}i:克をirな っ ノこBl46.r}㌦7 月211

依 頼ll的
ン◎ い買受 ・交換・担保提供・担保取ii卜II備・相続 ・畑 ㍗IUt・II借
その他 〔)

鑑
定評

価
の
条
件

2

堕稔

撫名 品i併 自 分禍

2ξ示 ・数】ll二は.(畳記'享による

元
兇

奔

」

依頼u的 及び粂11・

と価 格 ・賃料の日

頬 との関連

売却のための廷定li.1価であり1∫債の条件 なきため求める価 格は.`E常価 格て「ある.,

.

価格 ・川.1ソ)"tri 」◎卜限定 ・特定

鑑定評1面の対象 ヒ

したイこ動,可1:り姐甲

変造 ・建IJ.地 ・ln地権 ・底地 ・農地 ・1}ミ地 ・宅地見込地 ・その他の見込地 ・碩亘D

シ,建物,靴びその敷地 ・11京 授びその敷地 ・借地{1的.「川 〉∬物 ・借地1～附 貸家 ・建

物 ・{牌 肋:・8例 日ド}・継続li料 ・その他()

.

鑑

定
…・`1

日 の

近情地域にド1卜1ろ・和ri

t橡 不動ψに関}`る ・1ト川
AL.T「 ■.-一

資料1`ト.← 一.

..一 ー-

〕_.

-「 「一 一

一

一・ 〕L－

〇
『w、..".一.'

「}「 －L{「}

.－LA-.一 一.一..「 一

.

殼 イUl吏 川 、・'小 走1二 川iろ ・1C川

錨.戯 湘 以"馴:=叩 ろ側由
額..,._-

i紺 緬 格:二肥 抑 ….一

資 料1`1=

..L

芯川元 い`1:{肋 式.ltol∫ ∫式.品 方式…資料、`1=一　 　 一

'」 層一「 一.

一..__.芭 旦 ◎

繊 一唖n◎ 一㊨'㊨) (θ卿
資料1`}⑭{}..一 一 「 一.・,

...一 山一 「→　 一 一 」..

鑑定1川面に1`1つ

吟 「
更地価格を求ダ)るにあた"て の規準とした,

て特に留意した事項
L.

鑑 定i}f価 額

(守b/1,);1▲tこ,'idil'}'ろ二と)

.・..

¥11.470,000,一
」

閉りした鑑定士惇
の 氏 名 mr卜 武:㌧ 利害郎系

ぴ.有 無
・… ○

奈
川 属 資 料

餉 ほ`3・000〕 ・公[・1写け ミlll・U・い 鯉1配 川 ・1・=・ 川

そノ,他

r㍗

Ill1

2 比

ff鑑 定、;「卜価 □.に添{・1.するもノ'はカi丸、4吋U告 、じに添1」.したもンパよ、黒ノ」で山」む こと】

.1・ 、Jl,`:1

対 象 不 動 産 明 細 表

物{'卜別 肪.地 相:"{紛 情 造 地1い 川産
'数1

,}

224番16
「 '己 地

150. oo

二.
一 一. ...「 一. 一 一.一

「

224d}16 224番16 '木 造 ・瓦lii・'ド 家 建
. ,,,1 、 宅 56. 19

「 L

/.「...A.

/
」

・ /1
」

/.

/
/.

.

■ 「一.－AT....-. ・

7

二

-

}、 一 一.. /.一 一 －A.・.一.

1

.

/
.Aw一

1 /
1

▲ /.
一 ー一. .←⌒ 一 」..- /

… /
9

/
一'.

」

1

}」
- /

一 」一..‥ .一一.」一_}r.

`

/
'

/■
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,

フ
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24不 動 産 の 鑑 定 評 価 に お け る デ ー タ 項 目 の 一 例(そ の2)

不 動 産 の鑑定 評価 にお い て取 引事 例比 較 法 の基礎 とな る公示 価 格,取 引事 例,評 価先 例,時 点

修 正 率 な ど多種 多様 の デ ータ を整 理 して蓄 積 し,事 例 資料 と して または 不動 産の価 格形 成要 因 の

計 量 的 分析 に利 用 す る 目的 で コー ド化 した もの を,住 宅地 に関 す る場 合 を例 に とっ て次 に掲 げ る。

'241デ ー タ コ ー ドの 項 目 と 構 成

デ ー タコー ドの項 目とそ の構 成 を示 す と次 の表2-4-1の とお りであ る。

表2-4-1デ ー タ コー ドと構 成の 一覧 表

項 目 桁 数 構 成 と 説 明

事 業 所 別 3桁 NNN

覧 竃警
事 例資 料 の別 1桁 次 の コ ー ドに よ る

地 価 公 示 1

取 引 事 例 2

評 価 先 例 3

そ の 他 4

整 理 番 号 5桁 受付番 号による

NNNNN

対 象不 動 産の 18桁 登記簿上の表示

所 在 地 × × × … … × ×

対 象不 動 産の

位 置

9桁 地図上で物件の位置を示す

NNNNN NNNN

}} }}

都 市 XY

道 区 プ プ

府 町
県 村

ロ ロ

ツ ツ

名 名 ト ト
}

座
標

数 量 6桁 平 方 メー トル表 示

価 格 時 点 と評 各8桁 NNNNNN NN

価 時 点
}}

年 月

}

日

一84一
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項 目 桁 数 構 成 と 説 明

依頼者の機関別 1桁
N
官公庁 1 公社公団2

一

公 庫 ・金 庫3

民間法人 4 個 人5 その他6

依頼者の種別 2桁 NN

大蔵省 01 建設省 02 郵政省 03

文部省 04 厚生省 05 農林省 06

法務省 07 防衛庁 08 裁判所 09

その他官庁 10

都道府県 11 市町村' 12 国 鉄 13

寛々公社 14 専売公社 15 金庫公庫 16

道路公団 17 住宅公団 18 開発公団 19

その他公団 20

営 団 21 事業団 22 共済組合 23

日 銀 24 その他特撮 25 市 銀 26

地 銀 27 信託銀行 28 相互銀行 29

信用金庫 30

生 保 31 損 保 32 証 券 33

NHK,新

聞社 通信
34 病 院 35 学 校 36

水産食品 37 鉱 業 38 化学工業 39

石 油 40
硝 子 ・

セ メ ン ト
41 建設業 42

鉄鋼金属 43 機 械 44 電気機器 45

繊 維 46 紙 ・パ ル プ 47 輸送用機器 48

私 鉄 49 陸 運 50 海 運 51

空 運 52 倉 庫 53 電 力 54

ガ ス 55 サ ー ビス業 56 不動産業 57

商 社 58 個 人 59 その他 60

依 頼 目 的 2桁 NN

売 却 01 買 受 02 交 換 03

担 保 04 補 償 05 訴 訟 06

資産再評価 07 払 下 08 競公売 09

証 明 10 賃貸借 11 課 税 12

区画整理 13 立体換地 14 現物出資 15

買 収 16 その他 17

一85一



項 目 桁 数 構 成 と 説 明

価格または賃料 1桁 N正 常 価 格1

の 種 類 限 定 価 格2

特 定 価 格3

正 常 賃 料4

限 定 賃 料5

最 有 効 用 途 2桁 NN

一般住宅敷地01中 層事務所敷地02高 層事務所敷地03

中層店舗営業所 高層店舗営業所 中層共同住宅040506
敷地 敷地 敷地
高層共同住宅 中層店舗住宅 高層店舗住宅070809
敷地 併用敷地 併用敷地

公共建物敷地 ・・ 店舗営業所敷地 ・1鍵 住宅併用 ・2

倉庫敷地13工 場敷地14交 通用地15

公園等緑地16運 動場用地17そ の他18

土 地 の 種 類 2桁 NN

宅 地01田02畑03

山 林04保 安林05原 野06

雑種地07道 路敷08池 沼09

その他10
A

建 物 の構 造 と 6桁 NNNNNN

用 途
、zと

木 造 ・ 饗 竜 ク ・ 鉄鎚 ・
旭

完《躍4塑 曇㌶ ・鉄髄 ・
1桁 鉄骨 鉄 筋 コ7軽 鉄 骨造8

ンク リー ト造

瓦 葺 ・編 纂 ツキ ・2膿 ㌫ 璽 ・3

葺
波 形 ス レース トレー ト瓦 葺0405陸 屋 根06

ト ・瓦 葺

塔 屋付07レ ジノ鉄板 葺iO8ト タ ン葺iO9

鉄 板 葺10セ メ ン ト瓦 葺11瓦 トタ ン交葺 ・12

2桁
鉄板 及 びモル タル 塗モルタル瓦葺131415

鋼 板葺鋼 板 瓦棒葺
サ ン プ レーセ メ ン トモ1716

ト葺ル タ ル 葺

階 8階 以上15～7階23～4階3

1桁 2階41階5

居 宅01店 舗02寄 宿舎03

用途 共同住宅04事 務所05旅 館06

料 亭07工 場08倉 庫09

2桁 車 庫10ガ ソリンスタンド11遊 技 場12

発電所13変 電所14
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項 目 桁 数 構 成 と 説 明

対 象 不 動 産 2桁 NN

住宅地 11 店舗営業所 12 事務所 13

土 地 工場地 14 倉庫地 15 宅地見込地 16

農 地 17 山 林 18 その他 19

建物及 住宅地 21 店舗営業所 22 事務所 23

び その

敷 地 工場地 24 倉庫地 25 その他 26

住'.家 31 店舗営業所 32 事務所 33

建 物 アパ ー ト 34 工 場 35 倉 庫 36

解 体 37 その他 38

借地権 41 借家権 42 底 地 43

権 利
引湯権 44 その他 45

賃 料 新規地代 51 新規家賃 52 継続地代 53

継続家賃 54 ビル賃料 55 その他 56

、 その他 船 舶 61 その他 62

近隣住居の品等 1桁 N 最 高 1

上 2

中 3

下 4

固 定 資 産 税 6桁 NNNNNN

の 評 価 格 平 方 メ ー トル当 り(円)

所 得 水 準 1桁 N Aラ ンク 1

Bラ ンク 2

Cラ ンク 3

Dラ ンク 4

宅 地 率 1桁 N 0.3未 満 1

0.3～0.5 2

'

0.5～0.75 3

0.75～0、95 4

0.95以 上 5

将 来 推 計 6桁 NNNNNN

人 口 密 度 平 方キ ロメー トル当 りの 人 口

一87一



項 目 桁 数 構 成 と 説 明

昼間就業人口比 4桁 昼間人口と夜間人口の比率

標 準 価 格 7桁 平 方 メ ー トル当 り(円)

沿 線 お よ び 7桁 NNN NN NN

最 寄 駅 } } }

国 線 各
鉄局 名 線
支 ご

社 と
} の

私鉄会社名 駅
名

中心 地 か らの 3桁 所要時間 (分)

時 間

最寄 駅 か らの 3桁 徒歩時間 (分)

時 間

最寄駅 の乗降 7桁 1日 当 り (人)

客 数

商店 街 ま での 4桁 メ ー トル表 示

距 離

小学 校 ま での 4桁 メ ー トル表示

距 離

市 区 役 所 4桁 メ ー トル 表示

ま で の 距 離

郵便 局 までの 4桁 メ ー トル 表 示

距 離

病 院 ま で の 4桁 メ ー トル 表 示

距 離

公 園 ま で の 4桁 メ ー トル表 示

距 離

市街化区域等の 1桁 市街化区域 1

指 定
市街化調整区域 2

未 指 定 3

都市計画区域外 4

一88一
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項 目 桁 数 構 成 と 説 明

用 途 地 域地区 1桁 N

住 居 1 住居専用 2 商 業 3

工 業 4 工業専用 5 特別工業 6

準工業 7 公園緑地 8 無指定 9

文 教 地 区 1桁 N

第1種 文教 1 第2種 文教 2

指定なし 0

高 度 地 区 1桁 N

第1種 高度 1 第2種 高度 2 第3種 高度 3

指定なし 0

空 地 地 区 1桁 N

第1種 空地 1 第2種 空地 2 第3種 空地 3

第4種 空地 4 第5種 空地 5 第6種 空知 6

第7種 空地 7 第8種 空知 8 第9種 空知 9

指定なし 0

容 積 地 区 1桁 N

第1種 容積 1 第2種 容積 2 第3種 容積 3

第4種 容積 4 第5種 容積 5 第6種 容積 6

第7種 容積 7 第8種 容積 8 第9種 容積 9

指定なし 0

防火 ・準防 火 1桁 N

指定な し 0 防火地域 1 準防火地域 2

市街地開発事業 2桁 N

土地区画整理 1

市街地再開発 2

新住宅市街地開発 3

工業団地造成 4

N

計 画 決 定 1

事 業 認 可 2

事 業 承 認 3

一89一



項 目 桁 数 構 成 と 説 明

地 勢 1桁 N

平 地 1 高台地 2 傾斜地 3

がけ地 4 埋立地 5 くぼ 地 6

低湿地 7 その他 8

地 質 ・ 地 盤 1桁 N 普 通 0

不 良 1

接 面道 路 との 1桁 N 等 高 0

高 低 高 v、 1

低 し、 2

同 高 低 差 1桁 N メー トル表示(η)

同 幅 員 1桁 N メ ー トル 表示(沈)

同 舗 装 状 態 1桁 N 完 全 1

簡 易 2

砂 利 道 3

土 道 4

NN

同 向 き 2桁 S OI N 02 W 03

E 04 SSE 05 SE 06

ESE 07 ENE 08 NE 09

NNE 10 NNW 11 NW 12

WNW 13 WSW 14 SW 15

SSW 16

同 種 類 1桁 N 袋 路 1

行止 り路 2

そ の 他 3

同 関 係 1桁 N

中間画地 1 角 地 2 二方道路 3

三四方道路 4 盲 地 5 袋 地 6

その他 7

'
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項 目 桁 数 構 成 と 説 明

最 寄 駅 か らの 2桁 NN

方 向 S 01N 02 W 03

E 04SSE 05 SE 06

ESE 07ENE 08 NE 09

NNE 10NNW 11 NW 12

WNW 13WSW 14 8W 15

SSW 16

自 動 車 制 限 1桁 N 一 方 通 行 1

駐 車 制 限 2

制 限 な し 0

上 水 道 1桁 N な し 0

あ り 1

引 込 可 能 2

下 水 道 1桁 N な い 0

公 共 下 水 1

都 市 下 水 2

都 市 ガ ス 1桁 N な し 0

あ り 1

公 害 の 種 類 1桁 N 煤 煙 1

排 気 ガ ス 2

紛 塵 3

水 質 汚 濁 4

騒 音
シ

5

振 動 6

悪 臭 7

公 害 の 強 弱 1桁 N な し 0

強 い 1

弱 い 2
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項 目 桁 数 構 成 と 説 明

災 害 の 種 類 1桁 N

無 0河 川 は ん らん 1 高 潮 2

がけ くず れ 3地 すべ り 4 火 災 5

自動車飛び込み6

災 害 の 強 弱 1桁 N
な し 0

強 い 1

弱 い 2

嫌悪施設の種類 2桁 NN

無 0精 神病院 01 墓 地 02

ス ラ ム 03刑 務所 04 忌み地 05

塵あい処理所06 火葬場 07 と殺場 08

火薬庫 09ガ ス タ ン ク 10 変電所 11

高圧線 12そ の 他 13

嫌悪施設 までの 4桁 N メ ー トル表 示(η)

距 離

稀 少 性 1桁 N
普 通 0

稀 少 性 1

私 道 敷 1桁 N

私道敷含まない 1準 公道含む 2 共用私道含3

専用私道含 4

眺 望 ・景 観 1桁 N 普 通 0

よ い 1
.

不 良 2

形 状 1桁 N 整 形 0

不 整 形 1

縄 の び 1桁 な し 0

あ り 1

規 模
6桁

平 方 メ ー トル(2)

間 口(長 さ) 3桁 メ ー トル表 示(功)
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項 目 桁 数 構 成 と 説 明

奥 行(長 さ)
3桁

メ ー トル表示(沈)

自 動 車 の

通 行 台 数

4桁 5分 間単位の台数

自動車騒音から

の遮蔽物の有無

1桁 N な し

あ り

0

1

自動車騒音から
の遮蔽物までの

距 離

3桁 メ ー トル(功)

傾 斜 地 の

傾 斜 方 向

1桁 N 東

西

南

北

1

2

3

4

傾 斜 地 の

傾 斜 角 度

2桁 角 度

鑑 定 士 氏 名 6桁 個 人 コー ド

¢

242問 題 点

標 準 化 を行 な う場合,標 準化 にな じむ もの と差し当 ってな じまない もの とが考 え られ,前 者 に

属す る もの には.対 象 不動 産 の物的 確 認 に必 要 な項 目,た とえ ば,所 在 地や 用 途 が あ り,後 者

に属 す る もの と しては,価 格形 成要 因 とな る項 目の大 部 分 で ある。

価 格形 成 要 因 とな る項 目 につい ては,現 在 では 必 ず し も 「鑑定評 価 基 準 」にお い て具 体 的 に

示 され ては いな い ために,各 機関 あるいは鑑 定 士相 互 の間 で同 じ項 目につ い て もと らえ方 に若 干

の 差異 があ るよ うで,コ ー ドの標 準 化以 前 の問 題 と して この点 の統 一 が必 要 であ る。 物的 確 認

に関 す る デ ータ項 目 につ い ては,コ ー ドの標準 化 の余 地 お よ び必要 性が十 分 にあ る。

'
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25あ る 不 動 産 会 社 に お け る 不 動 産 取 引 に 関 す る デ ー タ コ ー ド の 一 例

25.1不 動 産 取 引 の 現 状

(1)不 動 産取 引 の概要

A社 にお け る不動 産 の取 引 と しては,商 品 の原材 料 と しての 土地 建物 の取得,造 成 ・建 設

した土地 建 物商 品 の販 売,な らび に手持 の 不動 産 を売却(ま たは 賃 貸)し た い顧 客 の た めの

売却(ま たは 賃貸)仲 介 斡旋 業 務 な どを行 な ってい る が,本 稿 にお い ては これ らの取 引の 中

で一 般 的,か つ網 羅 的 と思 わ れ る売却 仲 介斡 旋業 務 を中心 に説明 す る こと とす る。 なお,A

社 で取 引 の対 象 と して取 り扱 か って い る不動 産は,住 宅(含 別荘),店 舗,事 務所,工 場,

倉庫 な どの用 に供 す るた め の土 地建 物 に限 定 され てお り,農 耕用 の純粋 の農 地 造 林 のため

の 山 林な どは対 象 と して いな い。

仲 介斡旋 業務 とは,売 却希 望 客 か ら売 却依 頼物 件 を受付 け,こ れ を購入希 望 客へ 仲 介斡旋

す る こ とであ るが.基 本 的 な業 務 の 内容 は:売 却 希 望客 との関 係,購 入 希望 者 との関 係,お

よび両 者 の調整 とい う3つ の段 階 に大 別 され る。

ア)売 却希 望客(売 主)と の 関 係

1)店 頭 で 売却希 望客 を受 付 け,「 不動 産売却 仲介 依 頼書 」(表2-5-1)を もと に売

却希 望 物件 の概 要,売 却 希 望 条件 等 を聴取 し,端 末機 か ら売却 物件 の概 要 をセ ンタ ーの

フ ァイルへ 仮 登録 す る。

2)不 動 産 売却 仲介 依 頼書 を も とttc売却物 件 の現 地調査 を行 な い,専 門 的立場 か ら当該物

件 に関す る 情報 の収 集,確 認 を行 な うと共 に 調 査 結 果 に 基 づ き 売 却 希 望 価 格 な ど に

つい て売主 と調整 を行 な う。

3)現 地 調査 を もとttc平面 図,案 内 図 な どを作 成 してセ ンターへ 送付 し,こ れ をもと元 マ

イク ロ ・ブイ ッシ ュ を作 成 して各 営 業所へ 配 布 す る。 また
,物 件の 詳 細 デー タ を フ ァイ

ル に登録 す る。

4)以 上 で登 録 業務 は 完了 であ る が,以 後 も定 期 的t!C売主 と連 絡 をと り,売 却希 望条 件 な

どに変 更 の生 じた 場 合 には 直 ち に端 末機 よ り修 正 を行 な う。 また,随 時 端 末機 か ら対応

買顧客 の検 索 を行 な い,積 極的 な販 売促進 をは か る。
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(建

表2-5-1

物)

不動産売却仲介依頼書

セ ン タ ー

8

■

91・

不動産売却仲介依頼書
F

F

.
F

.

ハ10,
.

.1

..

.

.
1 1 . .
.

.
.

1 F .

. .

御中 昭 和 年 月 日

私 は裏面規 約を承認の うえ、下記不 動産の売却 の仲介斡旋を依頼いた します。

㊥ (ご所有者との関係)

ご

所

有

者

ご

紹

介

者

フ リ カ ナ

お名前

ご職業

ご
住

所

苗1プ リがナ

口口ローロ口

業 資
本 T

属

課

所

部

E

L
I

自

) 内線

7リ ガナ

お名前

ご職業

お勤め
または
こ

ご

住

所

号7リ ガ ナltl ._、..

〔旧 口・口口1

所在地

ご所有者との関係

業
種 職

口口ロー口口
属

課

所

部

　

理1

'

自.r

L
( ) 内

有
無 共 有 者 有

無

お
名
前

物

件

の

表

示

フリカナ
|

所醜1

土
地
面
積 私

翫

(
w

地陸 地 ・田

山林

・ 畑

フ リ カ ナ

目 その他(

・ 雑種地

)

分 譲会社名

フナガナ

分 譲
地 名

区
画

造 高 階建
DK鍵 預 り

LDK新 聞掲載

所有権 ・借地権 池
月相 殺

引渡 日 即時・ 年 月以降 ・契約後 備ケ月

ガx(都 市・PG集中・無)

水道(公 営・簡易・無)

排水(有 ・無)

・浴室(有 ・無)

・便所(水 洗・その他)

・電話(付 ・別・無)

月 年 月

昭和 年 月 日

看

, 売却ご希望価額 ¥i1・1 … 当1
11

i…

備
考

売 却

動 機

ご希望

買換先

①分醸 ④通勤・通学に不便 ③転勤

⑥部屋が狭い ⑦資金繰り ⑧相続

(・)その他(

④環境が悪い ◎建物が老朽

都 内 ①土地だけ ②建物付 ⑥建物だけ ④マンシ曽ン ㊦店舗

① 十地だけ②撞勃々 ⑤積物だけrハマンシ.ン 価店は合9``Ut

その他( ,

交

通

線 駅下車
徒 歩 分

都(市)電 ・パス ←→ .乗車時間 分 分

居 住

状 況

緊急売

却理由

①自己使用・自己営業②空家・即立退・即引渡⑧新築完了で未入居

東中 ⑤賃貸中(居抜き又は引渡期間有)① 一部賃貸中(居抜き又は引渡

期間有り)⑦店舗併用・事務所併用・工場併用住宅⑧その他(

借
地
条
件

地 主 の 名 前

業
者

No.

受 付
営巣所

管 理
営案所 当

連絡先(住 所又はT肌)

受付者
コー ド

担
コー ド

借地権残存期間

案 内図 ・地 型図

コ ー ド 1e－ ド 1
i 買

M

(正)

・'{』"二
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イ)購 入希 望客(買 主)と の 関 係

1)店 頭 で購 入希 望 客 を受付 け,ご 購入 申込 カ ー ド(表2-5-2)を もとに顧 客 の希 望 条

件 等の概 要 を端 末機 か らセ ンタ ーの フ ァイルへ 登録 す る。(但 し新 規顧 客の み)

2)顧 客 の希 望 条件 に 基 づ き 端 末 機(デ ィプ レイ装 置)に よ り対 応 す る売物 件 の検索 を

行 ない,該 当物 件 の概 要 を顧 客 に説 明 す る。 顧 客 の希望 に合致 しそ うな物件 につい ては

詳 細 内容 を プ リン ト・ア ウ トす る と共 に,図 面 をマ イク ロ ・フイ ルム に よ り検 索,印 刷

し,こ れ ら に 基 づい て顧 客 へ の詳 細説 明 を行 な う。(顧 客 の希 望 条件 に合 致 した 売物

件 の ない場 合は,後 日,同 様 の手順 を く り返す。)

3)顧 客 の希 望 条件va適 合 した物 件 の現地 案 内 を行 ない,詳 細 な説 明 を行 な う。

ウ)両 者 間 の調 整

1)現 地 案 内の結 果 当該 売物 件 が購 入希 望 客の 条件 に合 致 しそ うな場 合 には,売 却希 望

客 との具 体 的 な交 渉 に入 る。

2)売 却希 望 客 との交渉 π際 しては,交 渉 中ttc他の 購入 希望 客 の介 入 を防 ぐた めva－ 定 期

間 の独 占交 渉権 を うけ る と共 に,連 絡先,売 却 動機 過去 の折 衝 経 過 な どに関 す る詳 細

な情 報 を問 合 わせ て交 渉 の参 考 とす る。

3)両 者 の 間 にた っ て,細 部 にわ た る折衝 を くり返 し,両 者が 完全va合 意 に達 した ところ

で契 約 を締 結 させる。 また,端 末機 か ら成立報 告 を行 な い,フ ァイ ル内 の該 当 物件 の消

し込 み を行 な う。

以 上 が 不動 産仲 介斡 旋 業務 の処理 手順 であ るが,こ れ らの基 本 的 な 関連 を図 式化 す る

と(図2-5-1)の とお りであ る。

〈 売 却 希望 客 〉

(売 物件)

〈 購 入希 望 客 〉

(買 物 件)

`

図25-1仲 介斡 旋業 務 の 流れ
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② 不動産取引の特性

相 産は 一般 の諸 財 と異 な り種 ・の酷 を持 。てい る.し たが 。てその取引におい て も,必 然 的
　

に ごれ らの特 性 に影響 され ると ころが 大 き い。 以 下,デ ータ処 理 との 関連 を中心 に主 要 な特

性 につ いて 簡単 に説 明 す る。

まず 自然 的特 性 と して,土 地 の地 理 的 固定 性 か ら くる不動 性,永 続 性,不 増 注,個 別 性(

非 同質 性,非 代替 性)な どがあ り,取 引 に際 しては全 く同 じ不動 産は2つ 以上 存 在せ ず,個

々の 不動 産 を識 別 確 認 す るた めには非 常 に多数 の項 目に つい てチ ェ ックす る必要 があ る。

また,人 文 的特 性 と しての用 途 の 多様 性,併 合お よび 分割 の可 能 性,社 会 的 お よび経 済 的位

置 の可 変 性(地 域 性)な どに よ り同 一 不動 産に対 す る評 価 も個 人個 人 の考 え 方,使 用 収益 の

方法 な どに よ ってか な り左右 され る た め,当 該地 域 の環 境 条件,法 的 規制,道 路,鉄 道 な ど

の 公共 施 設 の 整 備計画 な ど広範 囲 にわ た る正 確 な情 報 の収 集 が必要 とな る と共 に,仲 介斡 旋

業 者 と して も,専 門 家 と しての客 観的 か つ 公正 な立 場 か らの適切 な説 明 お よび助言 を行 な わ

な けれ ば な らな い。

以上 の 点 を十 分勘 案 の うえ,最 終 的 に買主 が希 望 す る 不動 産 を取 得 し,そ の ため の対価 を

売主 に支払 うこ とで不動 産の取 引 は終 了 す る こ とに な るが,こ こで問 題 にな る のが 不動 産 の

価 格 の特 性 であ る。 不動 産の価 格 に 関 しては,鑑 定 評 価 と い う制 度 が あ る が,現 実 の価

格は まだ個 々の取 引の個 別 的 な事 情 に よ って左右 され が ち であ り,誰 で も が適 正 な もの と し

て納 得 で き る よ うな価格 を設定 す る こ とは 非 常 に困難 で あ る。 そ こで一 般的 には,上 述 の特

性 な ら びに価 格以 外の 取 引条件 を も十 分 考 慮 の うえ,最 終 的 には 売主,買 主両 者の折 衝 に よ

って価 格 が決 定 され る こ ととな る。

252不 動 産 取 引 に お け るデ ー タ コー ド

不動 産 の取 引に お い ては,「2.5.1」 で概 略 説 明 した よ うに売物件,お よ び買物 件 に関 す る

デ ータ が 中心 とな る6(同 一 顧 客 が2つ 以上 の 不動 産の 売却 または 購 入 を希 望 す る場 合 が ある

の ℃ デ ータ と しては物件 単 位 で管 理 してい る。)以 下,現 在使 用 され てい る デ ータ項 目 を グ

ルー プ別 に整 理 し,コ ー ドに類 す る もの につ い ては実 例 によ り表2-5-3～ 表2-5-19

に よ り説 明 す る こ と とす る。

●

と

⑱
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(1)売 物 件 に関 す るデ ータ項 目

表2-5-3 物 件 区 分 関 係

項 目 桁 数 内 容

売 物 件% 7 N NNNNNN

}}

L－ 連 番 号

L 受付月

受付西暦年下1桁

物 件 区 分 1 N マ ンシ ョン

土 地

建 物

1

2

3

表2-5-4所 在 地 ・交 通 関 係

項 目 桁 数 内 容

物 件 所 在 地 30 県郡各 町名,地 番

地 区 コ ー ド 2 NN

詳 細 地 区コ ー ド 1

'

N〔 近 畿 圏 〕

99 近 畿 無 指 定 65 大阪淀川 0

1

2

東淀川区

旭 区

大 淀 区

61 大 阪 北 0北 区

1都 島 区

2東 区

3西 区

4福 島 区

66 大阪城東 0

1

2

.

城 東 区

東 成 区

生 野 区

62 大 阪 南 0南 区

1天 王寺区

2浪 速 区

67 豊 中 0

1

2

.

豊 中 市

池 田 市

箕 面 市

63 大 阪 港 0港 区

1此 花 区

2西 淀川 区.

3大 正 区

68 吹 田 O

l

吹 田 市

摂 津 市

69 茨 木 0

1

2

茨 木 市

高 槻 市

三 島 郡64 大阪住吉 0阿 部野区

1東 住吉区

2西 成 区

3住 吉 区

70 枚 方 0

1

2

1

枚 方 市

寝屋川市

守 口 市

↑ 地 区 ↑ 詳 細 地 区

地 区 コー ド 詳 細地 区 コー ド
、

一
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項 目 桁 数 内 容

ペ ー ジ コ ー ド 3 NNN(詳 細 地 区に対 応 す る地 図 上 の該 当 ペ ー ジ)

読 取 コ ー ド 4 NNNN(地 図 上 に読取 りマ スク をかけ て読 取 る(縦 横各2桁))
∀

利 用 沿 線 名 10

最 寄 駅 名 12

沿 線 コ ー ド 2 NN

コ ー ド 名 称 ・ 内 容
19

中 央{2)

(三 鷹 一一立 川)00 関 東 無 指 定

01

都 内 一 般

'02以 下の沿 線 に・

含 まれ ない都 内 の

、全 沿線 区間'

20

中 央(3)

〔日野;霞,市 〕
21 西 武 新 宿

02

都 内 東 急

(都 内の東急系各線)

22 西 武 池 袋

23 東 上

03 井 の 頭 線 24 都 営6号

04
都 内 小 田 急

(参宮橋一和泉多摩川)
25

東 北

(川 ロー古 河 ・熊 谷)
05

都 内 京 王

(幡 ケ谷一千歳烏山) 26 東 武

06
京 浜 地 区

(川 崎一横浜圏各線)
27

常 盤

(亀 有一土浦他)

タ ー ミ ナ ル

所 要 時 間

3

時 間 帯 コ ー ド 2

一

NN首 都 圏 山手 線 内側

山手 線外側

～20分

～40分 ・

～70分

～100分

101分 ～

駅 徒 歩 時 間 4
`
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項 目 桁 数 内 容

徒歩 時間 コー ド 2 NN～7分

8分 ～18分

19分 ～

道路 沿 線 コー ド 2 NN特 定 幹線 道 路沿 線 一般 幹 線道 路 接面

イ ンタ ー周辺.幹 線 道路 な し

道 路 沿 線 名

コ ー ド

2 Nh

コ ー ド コ ー ド

01 第1国 道 02 第2国 道

03 中 原 街 道 04 目 黒 通 り

05 国 道246号 06 世 田 谷 通 り

07 甲 州 街 道 08 青 梅 街 道

09 目 白 通 り 10 川 越 街 道

11 中 仙 道 12 日 光 街 道

13 水 戸 街 道 14 京 葉 道 路

表2-5-5土 地 面 積 関 係

公 ・実 マ ー ク 1 X公 薄 面 積 ブ ラ ンク

実測面積*

土 地 面 積 6 (平 方 メ ー トル)

私 道 面 積 3 (〃)

土地 面積 コ ー ド 2 NN
～100η201

～200〃02

～300〃03

～400〃04

～500〃05

～700〃06

～1 ,000〃07

～1 ,500〃08

～2 ,000〃09

～2 ,001〃10
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表2-5-6建 物 面 積 関 係

項 目 桁 数 内 容

建 物 延 面 積 5 (平 方 メ ー トル)

建 築 面 積 4 (〃 ) .

室 内 専 有 面 積

(マンションのみ)

5 (〃 )

バ ル コ ニ ー 面 積

(マ ンシ ョンの み)

3 (〃 )

建物 延面 積 コー ド 2 NN
～50～ π2

～70仇2

～120〃z2

12い π2～

表2-5-7価 格 ・費 用 関 係

項 目 桁 数 内 容

総 金 額 10

土 地 単 価 7

地 代 5

管 理 費

(マンションのみ)

5

冷 暖 房 費

(マンションのみ)

7
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項 目

総 金 額

桁 数

2

内 容

NN
コ ー ド 総 金 額

0 0 無 指 定

0 1 100万 円未満100万 円 台

0 2 200万 円 台

↓

1 0 1,000万 円 台

↓

8 9 8,900万 円 台

9 0 9,000万 円 台

9 1 1億 円 台

9 2 2億 円 台

9 3 3億 円 台

↓

9 8 8億 円 以 上

9 9 金額未定物件検索

表2-5-8分 譲 関 係

●

項 目 桁 数 内 容

分 譲 会 社 名 25 (団 地 名.区 画面)

造 成 転売 コー ド 2 NN
自社品転売

受託品転売

一流他社品転売

そ の 他

分譲 物 件 コ ー ド 8 別 表 分譲 物 件コ ニ ド表 参照

(P.115)
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表2-5-9画 地 状 況 関 係

項 目 桁 数 内 容

地 勢 コ ー ド 3 AAA.

高 台 TAD

平 坦 地 HEi

低 地 TEi

傾 斜 地 方位 K

地 形 コ ー ド 1 K

整 形 セ

不 整 形 フ

突 込道 路 ツ

敷 地 延 長 工

法 地 割 合 1

間 口 奥 行 6

道路面からの高低 3

地 目 コ ー ド 3 KKK

宅 地 タ クチ

田 タ

畑 ハ タ

山 林 ヤ マ

雑 種 地 ザ ツ

そ の 他 ソ ノ タ

接 面 道 路 数 1

主道路位置・巾員 5

公 ・私 道 マ ー ク 1 KorX

公 道 コ

私 道 シ

不 明 *

・

舗 装 有 無 1 X

有 *

無 ブ ラ ン ク

t -104一
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項 目 桁 数 内 容

日 照 コ ー ド 1 N極 良5

良4

普 通3

悪2

劣 悪1"

南 面状 況 コー ド 2 NN(南 面庭 先NNア π)

開 口 部 方 位

コ ー ド

2 AA.

(N.S.E.Wの 組 み 合 わ せ)

整 地状 況 コー ド 1 N(日 照 コー ドと同 じ)

表2-5-10建 物 状 況 関 係

項 目 桁 数 内 容

建 物 構 造 5 KKKKK

モ ク ゾ ウ 木 造

モ ク モ ル 木造 モル タ ル

モク プ レ 木質 系 プ レハ ブ

テ ツ プ レ 鉄骨 系 プ レハ ブ

ブ ロ ック ブ ロ ック 造 又 は コ ンク リ ー ト

テ ツ コ ツ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

テ ソ キ ン 鉄 骨 コ ンク リー ト

テ コ ツ キ ン 鉄骨 鉄筋 コ ンク リー ト

'ソ ノ タ
その他

フ メ イ 不 明

建 築 年 月 5

現 況 用途 コー ド 2 NN

27 一般住宅 28併 用 住 宅

29 収 益 用住 宅 ・寮 30本 格店舗

31 地域店舗 32そ の他事 業用

、 33 工場 ・倉 庫 34事 務 所

35 営業 ビル 36別 荘 ・保養 所
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項 目 桁 数 内 容

総 階 数 2

所 在 階 数

(マ ンションのみ)

2

部 屋 数 コ ー ド 2 NN

特 殊 タ イ プ 2 0

1部 屋 2 1

2部 屋 2 2

3部 屋 2 3

4部 屋 2 4

5部 屋 2 5

6部 屋 以 上 2 6

部 屋 タ イ プ 1 N

用 材 コ ー ド 1 N(日 照 コ ー ドと 同 じ)

見 付 コ ー ド 1 N(〃)

新 築 未 入 居

コ ー ド

1 X該*

否 ブ ラ ンク

即 入 居可 コー ド 1 X可*

不可 ブ ラン ク

新 旧 即入 コー ド 2 NN

新.即 入 居可

耕 集 中

旧.即 入居可

そ の 他

'
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周 辺 状 況 関 係表2-5-11

項 目 桁 数 内 容

環 境 条件 コー ド 2 NX

、

1H 1級 住 宅 地

2H 2級 住 宅 地

3H 3級 住 宅 地

4H 4級 住 宅 地

5H 5級 住 宅 地

1C 1級 商 業 地

2C 2級 商 業 地

3C 3級 商 業 地

4C 4級 商 業 地

5C 5級 商 業 地

1F 大工場集中地 区

隣 接 地 状 況

コ ー ド

2 XX

1級 住 宅 1 H

2級 住 宅 2 H

3級 住 宅 3 H

4級 住 宅 4 H

5級 住 宅 5 H

1級 住 舗 1 C

3級 住 舗 3 C

5級 住 舗 5 C

大 規 模 工 場 1 F

中 規 模 工 場 3 F

小 規 模 工 場 5 F

ア パ ー ト A P

ビ ル B L

マ ン シ ョ ン M N

事務 所 ・営 業所 O F

医 院 H 0

そ の 他 営 業 C M

空 地 * *

河 川 R i

道 路 W Y

公 園 P A

墓 地 C E

他建物(神社仏閣等) X X

学 校 ・ 幼 稚 園 S C

一107一

 

`



項 目 桁 数 内 容

街区発展 状 況

コ ニ ド

1 N

変 動 な し 1

高級住宅地へ変化' 2

中級住宅地へ変化 3

低級住宅地へ変化 4

商業地へ変化 5

工業地へ変化 6

同 一 用 途.環 境 で 発 展 7

同 一 用 途.環 境 で 衰 退 8

不 明 9

'

表 一2-5-12設 備 ・ 施 設 関 係

項 目

設 備 ・施 設 関 係

桁 数

1

内 容

AorX

ガ

ス

G 都市ガス有
暖

'

房

H 集中

* LPG集 中 * 戸別集中

空欄 その他 空欄 無

水

道

W 公営水道有 浴

室

B 有

* 簡易水道有 空欄 無

空欄 無 給

湯

K 有

排

水

H 有 空欄 無

空欄 無

庭

G 美庭有

車

庫

P 有 * 庭広い

空欄 無 空欄 その他

う▲
べ1

E 有 格 ス
ペ

|

納 ス

S 広い

空欄 無 * 有

電

話

T 付 空欄 無

* 別 便

所

B 水洗

空欄 無 空欄 その他

冷

房

C 集中 温

泉

0 有

* 個 別 ク ー ラ ー 空欄 無

空欄 無
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表2-5-13都 市 計 画 関 係

項 目 桁 数 内 容

用 途 地 域 1 N

住宅専用地域1

住 居 地 域 .2

・

、

商 業 地 域3

準工業地域4
'

工 業 地 域5

未 指 定6

公 園 緑 地7

無 指 定8

建 ペ イ 率 2

空 地地 区 コー ド 1 N(種 別)

一

容積 地 区 コ ー ド 2 NN(〃)

高 度地 区 コ ー ド 1 N(〃)
'

容 積制 限 コー ド 2 NN

70割 以 上

40～60割

30割 以 下

指定なし

防 火 地 区 コー ド 1 A

防 火 地 区B

準 防 火 地 区J

そ の 他 ブ ラン ク

路 線計 画 コー ド 1 A

有R

無 ブ ラン ク
一

・

区画 整理 コー ド 1 N

計 画 決 定1

事業決定 事業中2

仮 換 地 済3

完 了4

適 用 な し5
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項 目 桁 数 内 容

調整 区域 コ ー ド 1 A

調 整 区 域C

適 用 外 ブ ラ ンク

特殊制 限 コー ド 1 X

有*

無 ブ ランク

1

表2-5-14評 価 額 関 係

項 目 桁 数 内 容

土 地 実 査 額 10

土地実 査 単価 7

建 物 実 査 額 10

表2-5-15そ の 他 の 項 目

項 目 桁 数 内 容

権 利 コ ー ド 2 NN

所 有 権

借 地 権

そ の 他

推定 用途 コ ー ド 2 NN

住 宅

収益用住宅 ・寮

店 舗 ・事 務 所

工 場 ・ 倉 庫

別 荘 ・保 養 所

ロ ー.ン 適 用 2 NN

可 能 性 有
コ ー ド

不可

推 奨 度 コ ー ド 1 N (日 照 コ ー ド と 同 じ)

売 却 期 限 5

一110一
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項.目 桁 数 内 容

引渡 年 月 ・期間 4

売却動 機 ゴ ー ド 1 N

1分 譲

2通 勤 ・通 学 に不便

3転 勤 .

4環 境悪い

5建 物老朽

6部 屋狭 い

7資 金 繰 り

8遺 産相続

9買 換え

0そ の 他 不用

表2-5-16所 有 者 関 係

項 目 桁 数 内 容

氏 名 15

共 有 者 有 無 1

住 所 25

郵 便 番 号 5

自宅電 話 番 号 12

通 勤 先 30

勤務先電話番号 17

住 所 コ ー ・ド 3 NNN(地 区 コー ド.詳 細 地 区コー ド準 用)
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項 目 桁 数 内 容

勤 務 先 コ ー ド 5 NNNNN

〔1.水 産 〕 〔01〕

極 洋 捕 鯨10101

日 魯 漁 業10102

日 本 水 産10103

大 洋 漁 業10104

:
・

〔2,鉱 業 〕 〔02〕

三 井 鉱 業10201

三 菱 鉱 業10202

住 友 石 炭 鉱 業10203

:.

新 鉱 業 開 発20212

中 外 鉱 業20213

貝 島 炭 磧20214

…

〔3.建 設 〕 〔03〕

大 成 建 設10301

大 林 組10302

日 本 舗 道10303

三 機 工 業10304

大 和 ハ ウ ス 工 業10305

(以 下省略)
勤務先所在地 3 NNN(住 所 コ ー ドに同 じ)

コ ー ド

職 業 ・ 地 位 3 NNN

コ ー ド
21 その他教育研究活動従事者 1 学長 校長;所 長
22 公立大学教員 2 教 授,教 頭,副 所 長

23 公立高中小学校教員 3 助 教授,教 員,所 員

24 私立大学教員 4 助手 見習ゾ 補佐

25 私立高中小学校教員

26 幼稚園,保 育所職員

27 研究所員

31 公共機関事務系職員 1 社 長,理 事長,頭 取,総 裁
.

32 公共機関技術系職員 2 取 締役,理 事,局 長
`

33 公共機関現場職 3 部 長(代 理),署 長

41 民間企業事務系職員 4 課長(代 理)
■

42 民間企業技術系職員 5 係長 主任

43 民間企業現場職 6 一 般
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表2-5-17紹 介 者 関 係

項 目 桁 数 内 容

所有者との関係 4

代 理 権 の有無

その他所有者関

係に準じた項目

1

② 買物 件 に 関す るデー タ項 目

表2-5-18 買 物 件 関 係

項 目 桁 数 内 容

買 物 件 孤 9 NNNNNNNAA
、

-∀'＼ ■〆

L売 物件蕊 ご業バ

物 件 区 分 1 N
マ ンシ ョン1

土 地2

建 物3

1ま たは35

希 望 沿 線 (売 物件に準ずる)

希 望 地 区 (〃)

金 額 (〃)

土 地 面 積 (〃)

建 物 延 面 積 (〃)

建 物 部 屋 数 (〃)

ロ ー ン 利 用 (〃)

権 利 (〃)

新 旧 即 入 (〃)

道 路 沿 線 (〃)
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項 目 桁 数 内 容

1

駅 徒 歩 時 間 (売物件に準ずる)

i時 間 帯
コ ー ド ( ノ! )

用 途 地 域 ( ノノ )

容 積 制 限 ( 〃 )

顧 客 関 係 ( ノノ )
'

購入 目的 コ ー ド 4 NNNN

購入 目的(D コ ー ド

「A社 建 設 住
宅 3 6

住 居 と す る 3 7

収 益 用 住宅 とする 3 8

店 舗 ・営 業 所 と す る 3 9

工 場 ・倉 庫 と す る 4 0

別 荘 と す る .4 1

そ の 他 4 2

購入 目的② コ ー ド

専 用 と し て 用 い る 2 7

住 居 併 用 と す る 2 8

その他事業用 とする 2 9

建 売 を す る 3 0
"

÷ マ ン シ ョ ン を 建 て る 3 1

オ フ ィス ・ビル を建 て る 3 2

投 費 目 的 3 3

そ の 他 3 4

講 入 時 期 4

家 族 数 ・内 訳 1

居 住 状 況 1

(現 在)
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別表 分 譲 物 件 コ ド 表

分譲会社 コ ー ド マ ン ミ ョ ン名

所 在
灘 年階級 戸数

(万円)
分譲価額

設 備
駐IEvl創 暖1冷

ll

施工業者・
所 在 地 交 通

藤和不動産 11868501 蔑 如 初 台 コープ 初 台1-48
1

京王 初台2 431462
670-840
(675-760)

llO
lOlOlOl 藤 田 組

川ll

llIl
llll

日本 開 発
(現日本開発)

12064501 青 山 コーポ ラス 緑 岡町18-1 地下鉄 神宮前5 39849
524-1,131
(524-569) OlOlOlOlO

l
佐藤工業

〃 12056502 代 官 山
コーポ ラス

猿楽町12 山手 渋谷10 31,640 260-330
lllO
llOll

ノノ

〃 12061503
代 々木

コーポ ラス 代々木5-29 小田急 参宮橋7 36562 800-850 OlOlOIl ノノ

〃〃 12067504 渋 谷 コーポ ラス 桜 ケ丘94-1 山手 渋谷6 42948
265-790
(508-548) ・1・置1

ll口
[ll

角 栄 建 設 30168501 桜 ケ丘
ハ イホーム 桜 ケ 丘16-1 山手 渋谷 43923

380-880
(580-680)

ll
[OlOl 桜井建設

1市
101

アビタ シオ ン 40168501
渋谷原町

アビタシオ ン
原町34 山手 恵比寿4 43722

750-1200
(UOO) ・1・1・口 辰 村 組

1[1

口il
国 分建 設 40768501

恵 比 寿
マ ンシ ョン 恵 比 寿2-3 山手 恵比寿2 43750

379-1,156
(578-598) 1・i・[ 国分建設

イ



以 上 の他 に,営 業所 コー ド,担 当 者 コ ー ドな ど純 粋 な社 内 的 コ ー ドが各 種 あ る が,不動

産 の取 引 とは 直 接 的な 関 係が な い ので省 略 す る。

253現 行 コ ー ドの 特 性 お よ び 問 題 点

現 行 シ ステ ム にお け る デー タコ ー ドは 上述 の ごと く非 常 に種 々雑 多 な もの が あ るが,こ れ

は 「2.5.1」 で説明 した 不動 産取 引 の特 性,な らび に これ らの業 務 を問 合わ せ応 答型 の オ ン

ラ イ ン ・リア ルタ イム ・システ ム によ り運用 してい る ことに起 因 す る。

これ らの コー ドを分類 す る と大 別 して次 の3つ に分 け られ る。

O検 索 の ため の キ ーコ ー ド

Oデ ー タの取 扱簡 略化 のた めの コー ド化

O社 内 的 な暗 号と して の コー ド化

(1)検 索 の ため のキ ーコ ー ド

不動 産の仲 介斡 旋業 務 に おい ては,希 望 条件 に対応 した 売 ・買物件 の検 索 が 中心 とな る。

そ のた めの キ ー項 目 と して物 件 区分,地 区 沿 線,金 額,土 地面 積,建 物延 面積,時 間帯

な ど約20種 類 の項 目が あ り,こ れ らの項 目 についてはすべて数 字コー ドが設 定 されて い る。

なお,オ ンライ ン ・リアル タ イム用 の フ ァイル作 成上 の技 術的制 約 か ら,分 類数 が10以

下の項 目 につい て も2桁 の コー ドを設定 してい る。

② デ ー タの取 扱 い簡 略 化 のた め の コー ド化

本来 の コー ド化 とは やや 異質 の もの と思 われ るが,不 動 産 の取 引 に際 しては 関連 す るデ

ータ量 が非 常 に多 く
,こ れ らの取 り扱 い の簡 略化,迅 速 化 をは か るた めに記 号化 した もの

で,設 備,施 設 コー ドな どは代 表 的 な もの であ る。 また,こ れ らの他 に,端 末機 使用 上 の

利便 か らの準 コー ド化 があ る。 現 在端 末機 と しては 文字 デ ィス プ レー装置(一 画 面50字

×20行)を 使用 し,イ ンプ ・ ト ・ア ウ トプ ・ トは この装 置 を中心 に端末 か ら処 理 され,

しか も端 末機 の操 作は 特 定 のオ ペ レータ を置 か ず,各 営 業所 全 員 が これ を行 な っ てい る。

そ のた め に イ ンプ ・ トを極 力簡 略化 す ると共 に ア ウ トプ ・トに際 して も限 られ た画面 でで

きるだ け 多 くの デー タ を見易 す く表 示 す るた め に コー ド化 をは か っ てお り,地 目コー ド,

地 勢 コー ド,方 位 コー ド等は これ π該 当 す る。

⑧ 社 内 的 な暗 号と して の コー ド化

直 接顧 客 に提示 す る とか え っ て混 乱 を招 くとか,社 外 的 には秘 密 πすべ き事 項 等 で,し

か も営業 所担 当者 が取 引 の仲 介 π際 しては 必要 な デー タ πつい て は
,社 内的 な暗 号と して

の コー ド化 をは か ってい る。売 却 動機 コー ド,推 奨 度 コー ドな どがそ の例 であ る。

現 行 コー ドの特 性別 分類 は以 上 の よ うにな る が,こ れ らの 分 類 に含 まれな い ものはす べ

て 内 部 処理 のた め の コー ドで ある。

コー ド設定 上 の問 題 点 を整 理す る と次 の とお りであ る。

Oコ ー ド項 目が非 常 に多 く,取 り扱 い π難 があ る。

O特 殊 な コー ドが多 く,ま た コー ド自体 の判 定 π個 人 的 な主 観 の介 入 す る余 地 の大 きい
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もの があ る。

Oオ ンラ イ ン ・フ ァイル編成 上 の技 術 的制 約か ら,キ ーコー ドについ ては かな りの 制

約 があ る。

o営 業範 囲 が現 状 にお い ては首都 圏,近 畿 圏 に限 ら れ てい るた め,全 国 的 な コ ー ド体

系 が考 慮 され てい な い。

o－ 部 の コ ー ドにつ い ては,既 存 の コー ド利用 も考 え られ るが,一 般 的 に は コ、一 ド桁

数 の増 加 な どを伴 い社 内的 には取 り扱 いに くい 。

信

へ▼
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2.6不 動 産 の 流 通 情 報 シ ス テ ム に お け る コ ー ド の 一 例

近 年 の経済 高 度成 長 に伴 い,首 都 圏 をは じめ とす る大都 市 圏へ の人 口,産 業 の集 中は め ざ ま し

い ものが あ る。 一 方,こ れ に 伴 い交 通 公害 な どの種 々 の都 市 問題 が発生 してい るが
,そ の 中 で

も住 宅 問題 は 最 大の 課題 とい え よ う。 そ の一例 と して,総 理 府 発 表 の住宅 関 係統 計 をみ ると,首

都 圏 と くに東 京,神 奈 川 にお け る持 ち家 の割合 は全 国平 均 をは るか に 下廻 る40%前 後 であ り,

地 方県 の80%前 後 の比 率 か らみ て もこ の問題 を裏付 け る もの が窺 われ る。

こSに 紹 介 す る システ ム の例 は大 都市 にお ける これ らの 問題 を解 決 す るため,不 動 産取 引の 広

域 化,迅 速化,合 理 化 を図 り,併 せ て 不動 産 のデ ータ ・バ ン クと して の機 能 を果 た す ため の シス

テ ム であ る。

シ ステ ムは円 滑 な る情報 サ ー ビス を行 な うた め,会 員組 織 を採 用 してい る。 すな わ ち会 員は,

物件(情 報)を 提 供 す る側 と しての 宅地 建 物取 引業 の免 許 を もつ一般(業 者)会 員 と,需 要側 と

して一般企 業 法 人が 利 用 す る:ための特 別 会 員 の2つ の組識 を もっ てお り,物 件 を供給 する側 と需

要 側 が一 体 とな って組織 化 され てい る。 この外,一 般顧 客 か らも直接 不 動 産に 関す る物件 売 買情

報 の提 供 を うけ,こ れ ら を コ ン ピュー タ ・システ ムに記 憶 させ て, .会員 で あ る不動 産業 者,法 人

会 員 あ るいは 一般 顧 客 か らの照 会 に 応 じ て,即 時 に要 求 され た情報 を提 供 してい る。(図2-6

-1不 動 産情報 システ ム の仕 組 み参 照)

,

督

町

rサ
　

勤

物 件 登 録

物 件 問 合 わ せ

有楽 町

ニビヌセンタ

新影

、

▼

図2-6-1不 動 産 情報 シ ステム の仕 組 み
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261不 動 産 流 通 情 報 シ ス テ ム の 特 性

その1つ として不 動 産情 報はtt近 似 情 報"で あることを挙げ る。た だ 単 に 不動 産情 報 とい って

も,そ の中味は 物 件 の種 類(土 地 ・建 物 な ど),使 用 目的,地 域,金 額,面 積,形 状 な ど,

かな り多岐 にわ た る 内容 を も ってい るため物 件 を求 め てい る人 の要 望 ・条 件 を100%満 足

させ る物件 は まず存 在 しない と い うこ とで あ る。 したが って,情 報提 供 側 と しては,需 要側

の入手 条件 と提 供 す る情 報 との ギ ャ ・プ を小 さ くす ることが シ ステ ム設計 の段 階 で最 も配 慮

しなけ れば な らない点 であ る。 これ を極 力満 足 させ るこ とは
,数 多 くの物件 の 中か ら希望 条

件 に最 も近 い もの を抽 出 す る こ とに な る。 この 入 手条 件に 対 して,そ の 条 件 に近 い 情報 を客

観 的に また正 確 に選 び 出す ことに コ ンピ ュー タ利用 のメ リ ・ トが あ る と もいえ る。

第2は.情 報 を求 め る側 の入 手 条件 が比 較的 不 安定 な要 素 を もっ てい るこ とであ る。 複 雑

な入 手条 件 すべ て に決 定 的 な もの が な く,む しろ提 供 された 情報 に よ り顧 客 の 意志 決定 が な

さ れ るケ ースが 多 々あ る。

求 め る物件 の用 途 に よ り,地 域 的 には こだわ らな いが金 額 で あ る範 囲 が指 定 され る場 合,

また○ ○駅 を中心 に… … な ど,入 手 条 件が異 な るため情報 提 供側 と しては コ ンピ ュータへ の

入 力以 前 の段 階 で,そ の条 件 を決 定 す る まで入手 にた よる部 分 がか な りの ウ ェ イ トを占め て

い る。

窓 口担 当者 が,顧 客 か ら入手 条 件 を聞 き,問 い合 わせ形式 に まとめ る訳 であ るが,こ の段

階 で適 切 な情 報 を提 供 で き るか否 か が決 まる といっ て も過言 では な いだ ろ う。

(1)シ ステ ムの体 系 と各サ ブ シ ステ ム

この シ ステ ムは,JOB全 体 をコ ン トロー ルす るシス テ ム を中心 に 情報 を管理 す るシ ス

テム,情 報検 索 シス テム な ど,6つ のサ ブ シ ステ ムに分 かれ てい る(図2-6-2参 照)。

シス テ ム全 体 から み る と リアル 的 な処理 を行 な うが
,パ ・チ 処理 体 系 で あ る。

ア)会 員 管理 シス テ ム

前 述 の とお り,当 社 は 会 員組 織 をと ってい るた め,会 員管 理 が重 要 とな る。 この シス

テム では,次 の内 容 を も って い る。 す なわ ち,会 員(会 社)の 基 本的 な 情 報 と して各会

員の所 在地,資 本金,営 業地 域,事 態,規 模 な どの 内容 を も つ 「会 員 マス ター フ ァイル」

と,物 件 の登 録 問 い合 わ せな どの セ ンタ ーの利 用状況 を記 録 した 「会 員 ヒス トリー フ ァ

イル 」の2つ を もち,日 々更 新 し,必 要 に応 じて各会 員 の情 報 を取 り出 す もので あ る。

イ)物 件 管理 システ ム

需 要 者 に対 して正 確 な情 報 を提 供 す るた め,ま た 日々変動 す る情 報 を更新 ・管理 す る

サ ブ ・シス テム であ る。 会 員 か らの 登録物 件 を当社 の受付 係で転 記(コ ー ド化)
,審 査

した デー タに よ りコー ドチ ェ ・ク,項 目関 連 チ ェ ・ク な どを行 な う。 また
,重 複 登録 が

行な われ てい な いか な どのチ ェ ・ク も併 せ て行 な う。

これ らチ ェ ・ク完 了 の正 常 デー タは 「登録 物 件 フ ァイル 」に登録 され るが,こ れ ら の

機能 とは 別 に,す で に登録 さ れ てい る物 件 に対 す る金 額 な どの 項 目修 正,ま た,売 買成
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(機 能)

JOBコ ン ト ロ ー ラ

ソ ー ス 入 力

L

(サ ブ ・コントローラ)

マ ス タ ー デ ー タ 保 護

会 員 情 報 チ エ ・ ク

会 員 管 理

一

登録更新

マ ス タ ー リ ス ト 作 成一

一

ー

ー

一

物 件 情 報 チ エ ・ク

物 件 管 理 一
登 録 更 新

取 消 デ ー タ 保 管

管 理 用 物 件 リ ス ト

一

一

問 合 せ 条 件 チ エ ヴ ク 拡 張

物 件 フ ァ イ ル を 検 索

物 件 検 索 紹 介 一 覧表 作 成

紹 介 記録 更 新

購 入 マ ス タ ー 照 合

一

ー

一 紹 介 ジ ャー ナ ル よ り 買 登 録

購入情報登録管理 休 止 ・復 活処 理

自 動 取 消 ・デ ー タ 保 管

需 要 検 索 一

一

ー

一

購 入 マ ス タ ー に 対 し 検 索

紹 介 リ ス ト作 成

管理統計
その他業務

物 件 速 報 リ ス ト

統 計 表 作 成

図2-6-2シ ス テ ム の 体 系
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約 に よ るデ ータ の取 消 しな どの機 能 を もつ。

な お,取 消 しデー タは 「取 消物 件 累積 フ ァイル 」にすべ て累 積 す る。

ウ)物 件 検 索 シス テム

会 員お よび一 般顧 客 か ら の問 い合 わ せ に対 して,「 登録 物 件 フ ァイル 」か ら 該 当 物 件

を検 索 して紹 介 す る もの で,こ の シ ステム の 中心 と もな るサ ブ ・シ ステ ム であ る。 物件

の種 別,使 用 目的,地 域 ,予 算 な どを指 定 す る こ とによ り,希 望 に近 い物 件 か ら順 次紹

介 す る。

不動 産 情報 の特 性 と して,希 望 条件 に完 全 に合 致 した物 件 が存 在 す る こ とは極 め て ま

れな の で,特 に地域,予 算,面 積 な どに つい ては 自動的 にあ る一 定 範 囲 まで拡 張 して検

索 を行 な う。物 件紹 介 に当 た っては,同 一 顧客 には 再度同 じ物 件 を紹 介 しな い よ う配 慮

す る と同時 に,統 計 管 理 資料 作 成の た め,問 い合 わ せ,紹 介 デ ー タは す べ て 「紹介 ジ ャ

ーナ ル 」 に記録 され る
。

エ)購 入 情報 登 録 管理 シス テ ム

現 在 登 録 デー タは約5,000件 強 を保 有 してい るが,物 件種 別 使 用 目的,地 域,

金 額,面 積 な どの各項 目 にバ ラツキ があ るため,物 件検索 を行 な っ て も必 ず該 当物 件 が

紹 介 され る とは 言 い切 れな い。 また 登録 物件 は,登 録 → 取 消 し と毎 日相 当 数 が回 転 し

てい るた め に,そ の 日に該 当物 件 が な くて も,そ の後 に登 録 され て くる新 規 物件 が 該 当

物 件 とな る こと も当然 考 え られ る。 そこ で,こ れ らの実 情 を勘 案 し,ま た サ ー ビ スの充

実 の 点 か ら"購 入 情報 管 理 シ ステ ム"を も って い る。 この シス テ ムは,あ くまで も需 要

者 に対 す るサ ー ビスの充 実 を 目的 と し,物 件 検 索 の結果,該 当 物 件がない場 合 または需 要

者 が満 足 す る条 件 が紹 介 され な か った場 合 に,指 定 の問 い 合 わ せ 条 件(希 望 条 件)

を登録 してお き,そ の後 に登録 され て くる新規 物 件 と常に照 合 してい くシス テ ムであ る。

買登 録 の期 間は 一 定期 間 と し,そ の期 間 が過 ぎれば継続 してサ ー ビス を受 けた い希 望

の ない 限 り 自動 的 に取 消 され る。 また,新 規物 件 を紹 介 した場 合は 休 止 扱 い と し
,復 活

連 絡 が あ る までは 以後 の紹 介は 行 な わ ない な どの機 能 を もつ。

オ)需 要検 索 シス テ ム

物件 の登録 促 進 を 目的 と し,購 入 情報 フ ァイル を検索 して,物 件 情報 の種 別 金 額

所 在地 に対 して該 当 す る需 要 者 の 有無 を調 べ紹 介 す るシス テム で あ る。 た だ,こ の シス

テムは 需 要 動 向に つい て検 索 す る もの であ り,こ の段 階 で物件 紹 介 や 買 い手 の紹 介 は行

な わ な い。

カ)管 理 ・統 計 シス テ ム

日々更 新 され て い る登 録,問 い合 わ せ,取 消 しな どの フ ァイル を も とに,必 要 に 応 じ

て各 種統 計 管 理資 料 を作 成 す る シ ステ ムで あ る。

需 給 動 向,地 価 変動,物 件 の回 転状 況 な ど当 社 にお け る経 営 管 理 資 料 と して,ま た会
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員へ の加 工 情報 サ ー ビ スと して この システ ムは 利 用 され てい る。

② 情報 の流 れ お よ び フ ァイルの 種類

情報 の流 れ お よ び フ ァイルの 種 類 に つい ては,図2-6-3お よび表2-6-1～ 表2

-6-6に そ の概 要 を示 す。

な お,物 件 登録 の 際,「 物 件 登 録 申込 書(表2-6'-1)」 と併 せ て図面 が 添付 され て

くる。 これ に よ り,受 付 係は 「物 件 登録 用紙(表2-6-2)」 に転記 す る と同時 に,図

面 は受 付%順 に フ ァイ リ ング し,各 サ ー ビ ス ・セ ンタ ー間 の フ ァク シ ミリに よ る物 件紹 介

に備 え てい る。

各 フ ァイルは,す べ て磁 気 デ ィスク ・パ ・ク を使用 し,磁 気 テ ー プは,パ ・ク ア ・プ用

の考 え を と ってい る。

(3)処 理手 順 一 物件 検 索 の 方法

登 録 さ れた物 件 情 報 につい ては,表2-6-2に 示 す よ うに物件 種 別 使 用 目的,地 域,

金 額,土 地(建 物)面 積 をは じめ,公 法 上の 制 約事 項 設 備状 況 に至 る までか な り詳 細 に

わ た った情 報 を もっ てい る。 これ ら登 録物 件 に対 して どの よ うな検索 方法 を採 ってい るか

触 れ て み よ う。

物 件 紹 介 にあ た っ ては,希 望条 件 に対 して近似 物件 から紹 介 され る ことは今 さらい うに

お よばな い が,具 体 的 な問 い合 わ せ条件 を

イ..必 須 指 定 条 件

ロ.希 望 条件

ハ .制 約 条件

の3種 類 に 区分 し,必 須 指定 条 件 に合 致 した もの を紹 介対 象 と し,希 望条 件 に近 い もの か

ら順 次紹 介 す る。 た だ し,制 約 条 件 に合致 しな い物 件は 紹 介 しな い。

必 須 指定 条 件は

・物 件種 別 …… …土 地(所 有 権 また は借 地 権) ,土 地 付建 物,・区分建 物(ビ ル ・マ ンシ ョ

ンの 売 り ・賃貸)な ど8種 類 に分類 。

・使用 目的 …… …各 物 件種別 ご とに,住 宅 ・店 舗 ・事 務所 ・倉 倉な ど,そ の用 途 を分類。

・地 域 … …… 地域 は,行 政 区分(メ ・シ ュ),鉄 道 路 線,主 要 道路 のい ず れか で,ま

たは複 合 で指定 。

・予 算 … …… 買
,賃 借,譲 渡 権利 各 々 に応 じて,そ れ ぞ れ総 額 月々の 賃 料,譲 渡 代

金 を指 定。

の4項 目と して い るが,こ の うち 地域,予 算の 両面 につ い ては 需要 側 の 優先 度 合 に よ り,

あ る範 囲 まで 自動 拡 張 して検 索 の 対 象 とす る。

次 に希 望条 件 と して,

・土地 面積

・建 物 面積
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物 件 登 録

査

記

審

転

物 件登 録 用紙

(表2-6-2)

会 員

マスター

録
物 件

購 入

マスター

紹 介

ン ヤーナル

取消物件
累積フア

ノレ

物 件 問合 せ

物 件問 合 せ用紙

(表2-6-3)

情 報 サ ー ビス

シス テム

管 理資 料

サ ー ビス

買登 録 申込 書

(表2--6-5)

需 要 検 索

物 件 情 報

(図 面)

相談

需 要 問 合 せ

用 紙

(表2-6-4)

物件 紹 介 一覧 表

(表2-6-6)

主 な 情 報 の 関 連
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〉

・賃 借 一時金 …… … 賃借 の場 合,保 証金 ・敷金 ・権 利金 ・礼金 な ど即一 時金 費用 の合計 額

を指 定

・隣 接道 路 の幅

・室 数 間取 り

の各 項 目につい て,需 要 側の 希 望 に近 い物 件 か ら紹 介 の対 象 とす る。

また,制 約条 件 と して,

・建物 の新 旧

・徒 歩時 間

の2項 目につ い て,指 定 が あれ ば これ を制約 条件 と してチ ェ ・ク し,こ の条 件の物 件 は除

外 され る。

この外,必 須 指 定 条件 お よび希 望 条件 の各 項 目 につい ては,各 項 目単位 で"優 先順 位"

の 指定 を可 能 とし てい る。 す なわ ち,優 先 順 位 の指定 があ っ た項 目(た とえば.予 算 面 の

優先 順 位 を高 くす るな ど)に つい ては,コ ンピ ュータ 内部 で行 な う条 件拡 張 の範 囲 を基準

よ り厳 し く してみ てい る。`

自動 的 に行 な っ てい る条 件拡 張 は,予 算 面 では 希 望金 額 の ±5%を 紹 介物 件 の対 象 と し,

面積 は+30%～-10%の 範囲 を対象 とす るな ど,条 件 を満 足 させ る こ とを前提 に キメ

細 か い検 索 であ る とい え る。

編'

じ

忙
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表2-6-]物 件 登 録 申 込 書

会員名

(必らず図面を添附 して下 さい)

TEL

㊥ 鵬 号

1物幡 号1「 「 川H

登録年 月日 昭和 年 月 日ll1新 規2.修 正

物 件種 別
1.更 地(所 有権)2.更 地(借 地権)3.区 分建物(売 買)4.区 分建物(賃 貸)

5.一 ・'戸建(賃 貸)6,土 地付建物7.借 地権付建物8.譲 渡権利

所 在 地

交 通 線 駅より 徒歩 分(卵
バス 分 バ ス停 分

幹 線 道 路
道路名称

又は号線(1.国 道2.都 県道3.公 団道)ま でm

最 適 用 途 主 として 向 きです が に も向いてい ます

価 格
売 値 総 額 円(3.3m2当 り 円)

賃 料 月 額 円

面 積
土 地 m2(坪)内 私 道dn2(坪)含 む

建 物 m2(坪)

隣 接 道 路 巾員 m方 位 i現 状 用途

設 備

賃

貸

条

件

土

地

地 目 已 勢
地 形 間口m奥 行m

建

物

1.一 一 戸 建2.区 分建 物

構

造

造

地下 階 地上 階建'

階 層
1.地 上

階部分2
.地 下

完 成 年 月 昭和 年 月

備 考

(注)番 号のある部分については該 当する ところを○で囲んで下 さい。

※ セ ン ター 記 入欄 口
受 付 月 日 審 査 備 考

.
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表2-6-2物 件 登 録 用 紙
〔41

新規 昨 正
. [受 付番 号1

iii
iii

会n番 号
19'. .l

ll 受 託 年 月
紗 輔[⊃ ・ 亡 二・

物 件 番 号 ∋ ..二.コ 俺 ☆ 年 月
5'昭 ・「]・ 「]・

登録年月n
4'・ ・㍑ …・r二j・1コll

物 件 内 容
邸1 .新 規開発物件2.仲 介物件

拠 出 音 名.
コ鱒`

1 類 似 件 数
品Lニ コ

件

物

件

樟

34

・

最

適

用

途

1.更 地 面fゴ 怜.

2.更 地ilハ 壇 情'

3.tり}建 物'売 口1

4.1イ 分 立物1t†1、1

5.・,oば(ltl、 ～7.r5㎏ 博 ～∫¢ 殉

6,ヒ 地 追 物8.壊 滝 仰`ll

ピ ル 名 称

マンション名称

分 ↓良地 名 称

飼i
「◆

・一[=一

】.住 宅

2.店 舗

3.ピ ル.マ ン シ ョン

4.1二 場

5.f㌃`●

6,別 イ}

7,沿 迅 サ ー ビ ス 褒

8,投w

】.住 宅

2.令 婿 師"rポ ・

3.・ 較 店 舗

4,飲 食 甲「 舗

5.風 俗 店 舗

6,別 荘

.

1,f仁'も9."]ヴ

2,・ ・般 店 舗10別 イt'

3.飲 食``:舗!Lド ラ イブ イン.モ ー テル

4.鳩 俗 μ」舗12∀ ソリン スタ ンド

5.ア'《 一 ト.寮13『 旅 館.'予 ・W

6.ピ ル,4,病 院.ぴ 院

7.マ ン ン9ン

8.1:場

ロ ー ン
σ`1…2 ・・i苫 ㌘; L有2.●

●
.

建
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表2-6-3物 件 問 合 せ 用 紙

年 月 日

問合せNQ
F

一[.=]

一

'

会 員 名 会nNα 1
1

7

顧 客 名 顧 客Nα
B

1

連 絡)ヒ
－iL」 一'　 」.'..

(カ ナ)
】91'

..

脚

1.更 地(所 有権 レ5.一 戸建(借)

2.更 地(借 地 権)6.土 地 付 建 物物11
・種 別

3.区 分 建物{買)7.借 地 権 付 建 物

4.区 分 建 物(借)8.譲 渡 権 利

コ ー ド
屋

些
↓
口

1.均等区分〔メッシュ)

2.路線 ・駅

3.地区 ・道路

4.地区 ・路線

5.県地区のみ

6.路線のみ

1磁 路のみ

地

割

遷1

〒
ドi

1使 川州 的
・最.違目厄}

コ ー ド

30

[
1_一 ■__,

地

地域
{加 仙

～

`
34

. . 1
.

鉄 道

線

駅 徒 歩 分

・口 ・

ヒ]

コ ー ド1～3

{地区均等}'

(鉄 面

(道 路)

指 定条件)

59

13
(

0

・・ヨlso…

城' 幹 線

道 路
・…1・E]・⇒]・ ・… 「]

.

r二];):

1.総 額

2.賃 料/月 千 円

3.譲 渡 代 金

金 額
{`.1・

:66

千円

(.

.

1.「「11}.～,`7

L地 m2(坪) 土 地
7

i㎡

q
8

建 物 延m2(坪) 建 物
14

延 1㎡
ト

15

tY借 ・…時 金
{保証金+敷 金+権 利金+礼 金)

千 円
一時金計

21
22 `

■ 鞠

隣 接 道路 巾員m 道路巾員
28

[・
室 数 ・

問 取 り (① ② ③ ④ ⑤室、K、DK、LDK、LK)

室 数 ・

タ イ プ

31

[1[]一 ・イ・

建 物 新 旧 1.新(3年 未満)2.中 古(3年 以上) コ ー ド × []

'
ば

血

目

Z

コ

ー

ド

ー

-

.

戊

}

噛

ー「

上 地 区 分 建 物 土 地 建 物 ・譲 渡 権 利 備考一
1.住 宅

2.店 舗

3.㌧ ∫レ・マ ンシ ョン

1.1二 場

5.fTIIび

6.別 荘

7.浩 道 サ ー ビ ス

8.投 資

L住 宅

2.事 傍 所(創 和

3.一 般 店 舗

4.飲 食 店 舗

5.風 俗 店 舗

6.別 荘

Lf}… 宅9.倉 同{

2.一 般 店 舗10.別 荘

3.飲 食 店 舗11.ド ラ イ ブ イ ン

4.風 俗 店 舗 モ ー テ ル

5.ア パ ー ト ・寮12.ガ ソ リンス タン ド

6.ピ ル13.旅 館 ・ 料 亭

7.マ ン シ ョ ン14.病 院 ・ 医 院

8.工 場

処理
}

担当者印

{;iり1.」 ミ枠内 は 必 ず証 人 の こ と

2.デ モ ン ス トレー シ ョ ンの と きは 会aNaを999999と す る こ と
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表2-6-4需 要 問 合 せ 用 紙

名

所

先緒

氏

住

連

年 月

担当者印

＼

日

問 合 せ 者 記 入 欄

1.あ な たの 物 件種 別 に ○ 印 を 付 け て下 さい 。

1.更 地(所 有 権)5.一 一戸 建(賃 貸)

2.更 地(借 地 権}6.土 地 付 建 物

3.区 分 建 物(売 買)7.借 地 権 付建 物

4.区 分 建物(賃 貸)8.譲 渡 権 利

2.そ れ は 何 向 きで す か 。(下 表 参 照3種 迄 指 定 可)

3.売 りた い場 合 、い くらで売 りた い とお考 え で す か 。

総 額 千 円

貸 した い場 合 賃 料 は

1ヶ 月 当 り 千 円

4.広 さは どの くら い で す か 。

土 地M2(坪)

建 物(延)mt(坪}

5.物 件所 在地 、最 寄の 交通 を 記入 して下 さ い 。

所 在 地

鉄 道 路線 ・駅

幹 線 道 路

セ 』ン タ ー 記 入 欄

物 件 種 別

最 適 用 途

金 額

面

積

地

域

コ

ー

ド

土 地

建 物

行 政

コ ー ド

均等区分

コ ー ド

路 線 駅

コ ー ド

幹線道 路

コ ー ド

口

[エ エロ

一[]・ ・

[工=コ ・
22i

mt

口
口
口
口

～ 参 照 ～

土 地 区 分 建 物 土地建物譲渡権利

01住 宅 Ol住 宅 Ol住 宅

02店 舗 02事 務 所(倉 劇 02一 般 店 舗

03ピ ル・マンシ ョン 03一 般 店 舗 03飲 食 店 舗

04工 場 04飲 食 店 舗 04風 俗 店 舗

05倉 庫 05風 俗 店 舗 05ア パ ー ト ・寮

06別 荘 06別 荘 06ピ ル

07泊 道 サー ビス 07マ ン シ ョ ン

08投 資 08工 場

'
09倉 庫

10別 荘

11ド ライブイン・モーテル

12ガ ソリンスタン ド

13旅 館 ・料 亭

14病 院 ・医 院
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262コ ー ド 体 系

(1)地 域 コー ド

この 不動 産流 通 情報 シス テム の最 大 の特 徴 は,物 件 の地 域 性 を示 す コー ド体 系 にあ る と

い え る。 不動 産 情報 で地 域 的 表示 が で きな けれ ば
,情 報 として の価 値は ま った くな い とい

え る。

この システ ム で.こ の地域 情報 と して,た とえば メッシュ を約1K沈2に す る な どか な り細

かい表 示 を可能 と した 。 それ は

① 平 面均 等 区 分(メ ・シ ュ)

② 鉄道 路 線

③ 主 要 道 路

の3面 か ら コ ー ド化 し,物 件登 録,問 い合 わ せ につ い てこれ らの コ ー ドを単独 に また 複 合

的 に用 い られ る。

① 平面 均等 区分(メ ・シ ュ)コ ー ド

〃
甥

〃

約
〃

NNNNNNNNN(9桁)

[τ 二 三 平面均等区分(・軸・平面均等区分(X軸)

地区区分

都道府県区分'

大 プ ロ ・ク 区分

A社 の サ ー ビスエ リアは,現 在首 都 圏(1都9県)を 対 象 と してい るが,今 後 の拡 張計

画 を敢 えて コ ー ド体 系 に も取 り入 れ てい る。

(注);コ ー ドの実例

・大 ブ ロ ヅク;0=北 海道

1一 東 北

2一 関 東

～

・都 道府 県 区分;0一 茨 城

1=栃 木

～

5一 東 京

～

・地 区 区分;1=城 東(江 戸川
,葛 飾 区 な ど)

2一 都 心(台 東,文 京 区な ど)

3=-tw北(北.板 橋 区な ど)

～
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以 下緯 度 経 度 にょ り,基 準 に従 っ て 平面 均 等 コ ー ドを 各3桁 ず っ もつ。

② 鉄 道 路 線 コー ド

NNNNN(5桁)一[工鍵
転

③ 主 要 道路 コー ド

NNNNNN(6桁)

聴瀦
'② そ の 他

,土 地 ・建 物 に 関 す る コ ー ド

彰

表2-2-7 物件・面積関係

項 目 桁 数 内 容

物 件 種別,最 適

用途 の 組合 せ に

よ るコー ド

2 NN

L嘉 竺
土地の場合 ビ ル

マンシ ョンの 場 合 土地 ・建物の場 合

物種

件別

L更地(所 有権)

2.〃(借 地権)

3.区分 建物(売 買)

4,〃(賃 貸)

57戸 建(賃 貸)

6.土地 ・建物

7借 地権付建物

8譲 渡権利

最

適

用

途

L住 宅

2.店 舗

ビ ル3
.
マ ンシ ョン

4.工 場

5倉 庫

6.別 荘

7沿 道 サ ー ビス業

8.投 資

1.住 宅

2事 務所(倉 庫)

3.一 般店 舗

4飲 食店 舗

5風 俗店 舗

6.別 荘

一 ←'_'

1.住 宅

2,一 般 店 舗

3.飲 食 店 舗

4.風 俗 店 舗

5.ア パ ー ト ・寮

6.ビ ル

7マ ン シ ョ ン

8.工 場

9.倉 庫

10.別 荘

11.ド ライブ イタ モーテル

12,ガ ソリンスタン ド

13.旅 館 ・料 亭

14.病 院 ・医 院

▲
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`

項 目 桁 数 内 容

物 件 内 容 1 N

新規開発物件1

仲介物件2

土 地 面 積

私道 負 担 面積

建 物 面 積

6

3

6

2
仇

2
沈

2初

表2-6-8交 通 関 係

項 目 桁 数 内 容

鉄道までの時間

(徒 歩)

2 分

鉄道までの距離 4 加

最寄 駅 まで の時

間(パ ス)

2 分

最寄バス停まで

の時間

2 分

幹線道路までρ

距離

3 分

表2-6-9土 地 関 係

項 目 桁 数 内 客

地 目 1 N

宅 地 1

山 林 2

雑 種 地 3

田 畑 4

そ の 他 5
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項 目 桁 数 内 容

地 勢 1 N

平 坦 地1

傾 斜 地2

窪 地3

ヒ ナ 段4
、

そ の 他5

接 面 道 路 1 N

東1

東 南2

南3

南 西4

西5

西 北6

北7

北 東8

接 面道 路 巾員 2 功

表2-6-10画 地 状 況 関 係

項 目 桁 数 内 容

間 口 3 功

奥 行 3 m

奥 間 口 3 功

表2-6-11都 市 計 画 関 係

項 目 桁 数 内 容

都 市 計 画 1 N

計 画 決 定

事 業 決 定

無 し

'
1

2

3
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`

1

項 目 桁 数 内 容

法 適 用 1 N

旧 ◎ 法 1

新 法 2

区 域 1 N

市街化区域 1
,

市街化調整区域 2

用 途 地 域 1 N

住 居 地 域 1

商 業 地 域 2

準工業地域 3

工 業 地 域 4

住居専用地域 5

工業専用地域 6

そ の 他 7

そ の 他 地 域 1 NN

TI⇒
都市計画街路 1

防 火 地 域 2

準防火地域 3

高 度 地 区 4

高度利用地区 5

特別用途地区 6

風致地区 7

臨港地区 8

窪地地区 その他 9

容 積 率 4 %

建 ペ イ 率 2 %
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表2-6-12建 物 関 係

項 目 桁 数 高 内 容

構 造 1 N

木 造1

木造モルタル2

プレハブ3

鉄 骨4

鉄 筋 コ ンク リー ト5

鉄 骨鉄 筋 コ ンク リー ト6

ブ ロ ック7

その他8

階 層 2 階 数'
(地 上 地下)

室 数 2 室 数

間 取 1 (K,DK,LDK,LK)

表2-6-.13設 備 関 係

項 目 桁 数 内 容

設 備 1 N電 気 有 無

都 市 ガス

水 道

下 水 道

風 呂

水 洗

排 水

電 話

エ レベ ー タ

冷 暖 房

車 庫

居 抜

一136一



●

26.3問 題 点

不動 産情 報サ ー ビス ・シス テ ム につ い てそ の概要 を述 べ たが
,不 動 産情 報は ただ 単 に文 字,

数 字 の み では 十 分 とは い え ない。 た とえば,我 々の住まいを探 す こ とを考 え て みた場 合,3D

Kの 土地 付住 宅 は どの 位 の値 段 で何 処 にある とい う情報 を得 た と して も
,そ れ だけ では 満 足

で きない。 まず,間 取 り図 は ど うか,家 の形 状は ……,日 照 りは … …,ま た 周 囲の環 境 は … …

等 々,次 々 と現実 的 な 情報 も併 せ て要 求 した くな っ て くる。 この 点 に つ い て如 何 に して諸 種

の 記録媒 体 を活用 して有 効 な 情報 を提 供 してい くのか が,当面 の課題 とな ってい る。

.̀

ト

一137一



27不 動 産 物 件 管 理 の 一 例

271不 動 産 管 理 の 概 要

一 般 の企 業 にお い ては
,不 動 産管 理は 固 定資 産管理 の 一部 で ある が,不 動 産会社 にお い て

は 固定 資 産 お よ び棚 卸 資 産 管理 に関連 して い る。 す なわ ち,賃 貸 用 ビル ・アパ ー ト等 につ い

ては 固定 資 産 であ り,分 譲地 ・建 売住 宅 ・分譲 マ ン シ ョン等 に つい ては棚 卸資 産 であ る。 し

か し,経 理 上 の勘 定科 目の 如何 にか かわ らず 管理 の態 様 は ほ ぼ 同様 と考 え られ るの で以 下 固

定 資 産 と しての 不動 産 管理 を中 心 に説 明 す る こ ととす る。

不動 産管 理 は,あ く まで も財 産管 理 の一 部 分 で あ り,基 本的 には 他の 財 産 と同 じ管理 が な

さ れ るべ き であ る と と もに,不 動 産の特 性 か ら くる特 殊 な事項 につ い て十 分 留 意す る必 要 が

あ る。 す なわ ち,不 動 産は 一般 的 には そ の運 用 によ り直接 的 には 何物 を も産出せ ず,す べ て の

生 産 ・販 売等 の活 動 の 基礎 とな る もの であ り;長 期永 続 的 であ る反 面,用 途 等 に つ いては,

非 常 に可変 的で あ る。 そ れ だけ に個 々の 不動 産全 体 の総 合 的 な 管理 は,非 常 に困難 であ るの

が 現状 であ る。

不動 産 管理 に関 しては種 々の側 面 か らの 管理 が 考 え られ るが,以 下,不 動 産管 理 の特 殊 な

事 項 を中心 に説 明 す る。

U)運 用 ・保 全 管理 一

不動 産 を取 得 し てか ら,最 終的 に売 却 または 除却 す る までの 間 の財 産 自体の 運 用 に関 す

る管 理 で,実 質 的 には 不動 産管理 の 中心 とな るべ き もの であ る。 一 般 的 には現 状 を把握 す

るた めの現 物 管 理 不動 産の 使 用,収 益 に際 しそ の価 値 を長 期 的 に維持 させ るた め の維 持

管理 さ らに 不動 産 の運 用 に よ り得 られ る利益 管 理(投 資管 理)な どが考 え られ る が,こ

こでは 狭 義 の 不動 産管 理 とい う観 点 か ら利益 管理 につ い ては除 外 す る こと とす る。

ア)現 物 管 理

どこ に どれだ けの 不動 産が,ど うい う状 態 であ るか とい う現 状把握 の た め の管 理 であ

る。 現在 利用 中の 不動 産 につ い ては ほ とん ど問 題 な く,未 利 用 不動 竜 遊 休 不動 産 な ど

の 管理 が中心 とrsる 。 そ の台 帳様式 の例 と して,次 の表2-7-1が あ る。

●

■

メ
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イ)権 利 保全 管理

不動 産 に関 しては 不動 産登 記法 な どに よ り,登 記 を行 な うこと によ って第 三 者 に対 抗

で きる。 した が っ て権 利保 全 の登 記 管理 が 必要 とな る。 また,借 地権 な ど所 有 権以 外 の

権 利 に つい て も財 産 と しての 管理 が必要 であ り,登 記 または 登記 不可 能 な もの につい て

は 権 利 を証 す る契 約書 等 の管理 が 必 要 とな る。

一 方
,登 記 上 の 権利 保全 は完 全 であ っ て も,不 法 占拠 な どに よ り実 質 的 に権 利 を侵 害

され,そ れ の解 決 の た めに種 々 の問題 を生 ず る こ とがあ る ので,こ れ らの 権利 侵害 に対

して も絶 え ず 留意 す る必 要 があ る。 そ の台帳 の様式 の例 と して,次 の表2-7-2が あ

る。

■

票帳のめたの煙管全保利権2一7一2表

帳台選管件物 =

マ

●
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ウ)維 持 管理

維持 管理 に つい ては,建 物 お よび付 属設 備 の 管理 が主 体 とな る。 これ らの設 備 の機能

を維持 す るた めの保 守,補 修,改 造,・更新 た ら び に運 転費 等 の管 理 で,管 理 の方法 と し

ては予 防 的な観 点 か らの事 前 管 理 と,事 故発生 に対 応 した事 後 管 理 と が考 え られ る。

土地 につい ては 原 則的 には 不変 の もの であ るが,例 外的 には がけ 崩れ,陥 没 な どが発

生 す る こ ともあ る。 そ れ ら を管 理 す る帳票 の例 と して,次 の表2-7-3が あ る。

表2-7-3維 持 管 理 の た め の 帳 票

`

営 繕 業 務 予 定 表(昭 和 年 月 分)作 成 年 月 日
業務部管理 センター 互[=========コ 医

区別 担 当 プ亭貴所 科 目 業者名 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ⑳ 21 2223 為 5 頒 27 28 四 30 31 備 考

1

1

1

.

'

i 1

ト [ i今川[
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エ)財 産価 値 の保全 管理

不慮の 火 災等 に対 応 した 損 害保 険 の付保 管 理 が 中心 で,実 際 に事 故 が 発生 した 場合 の

事 故 処理 業務 も含 まれ る。

また,建 物 設 備 の機能 的陳 腐 化な どに伴い,現 実 の 財 産価値 が経理 上 の帳 簿 価格 と著 し

く差 異 の生 ず る場 合 には,別 途 再 評価 な どを行 な い財 産 と しての適 正 な価 値 を把握 す る

必 要 があ る。 そ の帳 票 の例 と して,次 の 表2-7-4が あ る。

'

表2-7-4財 産価値 の保 全管理 の ための帳 票

課

別

保 冒
険
の的

物所
在

件地

物
件
明
細

保険会社名 保険 金 額 料 率 保 険 料 証 券 番号 保険 期 間 摘 要

A

備

考
」
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(2)経 理 的管 理

経 理 的 な管 理 と しては,減 価 償却 管理 維 持 管理 費用 管理(広 義 の運 用収 益,費 用 管 理

は 除 外),な ら び に財務 諸表 の も ととな る財 産台帳 の 管理等 の業 務 があ る。

ア)減 価 償 却 管理

会計 上 お よび税 務上 の原 則 に 基 づ いた 減 価償 却 費 お よび 引当金 の 管理 で あ る。

そ の台 帳様 式 の 例 とし て,次 の 表2-7-5が あ る。

表2-7-5減 価 償 却 の た め の 帳 票

耐 用 年 数

償 却 率

年

0

.∀

`

年 月 日
定率'二に よる償却百計恒)某 菰'レなる金額

当期償却額 前期から繰 越し
に償却 巻不足領 当期過不足額 摘 要取 得 価 額 償却累 計額 差引帳簿価碩

・

■
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イ)維 持 管理 費用 管 理

不動 産 の維持 管 理 の た め に発生 す る費 用面 の 管理 で,保 守,補 修,改 造 費,損 害保 険

料,公 租 公課 な どの支 出面 の 管理 であ る。 特 に 公租 公課 につ い ては,登録 免許税,不動 産取

得税,固 定資 産税,都 市 計画 税 な どがあ り,こ の 中で も固定 資 産税,都 市計 画税 につ い
シ
ては毎 年 課税 標準 額 な どが変 更 に な るた めかな り繁 雑 な作 業 が発 生 す る。

その台 帳様 式 の例 と して次 の表2-7-6が あ る。

表2-7-6税 金 管 理 の た め の 帳 票

固定 資産 税 課税 台帳 ぬ

口
・
て
【

8Q

(
M
)

都 市 計 画 混一.一 一

昭和 年昭和 年i昭和 年
課税標準額課税標準額課税標準額

仮番 所 在 地 目
家 番

地 積
床 面 積

固 定 資 産 税
年 評 価 額

登記移動
年 月 日 摘 要昭和 年昭 和 年昭和

課 税標準額課税標準額課税標準額

　

1
1

1
1
1

、 1

Il計1 11iIlll鑓1

∀

'

}
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ウ)台 帳 管 理

社 内各 部門 の 現物 管 理 の内容 を総 合 した もの で全 社 的 な財 産 の現 状把 握 と変 動状 況 を

管 理 す るた めの台 帳 管理 であ る。(表2-7-1参 照)

エ)そ の他

不動 産 管理 と しては異 質 の もの で あ るが,資 金 調達 な どに伴 う担 保 と して の差入 れ 担

保 不動 産 の管 理 が あ る。 具 体的 に低 当権 設 定登 記 な どを行 な う場 合 と,契 約 上,担 保物

件 を差 入 れ るだ けの 場合 とがあ る。 なお建物 につ い ては,保 険証 券 に対 し質 権設 定 な ど

の ケ ー ス もあ る。

272デ ー タ コ ー ドの 現 状'

2・7・1で述べ た よ うに;:不動 産の管 理 は非 常に 多 面的 で あ り,総 合 的 な 管理 シス テ ム も未

確 立 の 状態 にあ るため,い まだ コ ー ド化 がはか られ てい ない の が 現状 で あ る。

した が って,現 状 の説 明 と して は各 個 別管 理 に対 応 した個 別 デ ー タ項 目 を列 挙 し,分 類項

目に つ いては 具 体的 な分類 方 法な どを説 明 する こ と とす る。

(1)現 物 管理 お よ び台帳 管 理

現物管理は不動産の直接使用部課が担当し,台 帳管理は経理部が主体であるが,項 目的

には全 く同様である。

物件名

科目(種 類)

減価償却資産の耐用年数などに関する省令(P.13表1-3-14参 照)

の種類に準じた分類

構造設備

同上の構造用途に準じた分類

耐用年数

償却率

取得年月日

金 額

償却引当金

所在地番(家 屋番号)

地積(床 面積)

(2)権 利保全管理

物件名

旧所有者氏名,住 所

契約日,契 約番号

所在地番(家 屋番号)

地目(構 造 ・用途)

不動産登記簿上の地目および構造用途
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地積(床 面積)

金額

支払内訳

権利書保管先

評価証明有無

仮登記の有無および申請 日,登 記済 日

停止条件付仮登記

抵当権付仮登記

売買予約仮登記

所有権移転登記申請 日,登 記済日

諸登記の有無

相続登記

住所変更登記

抵当権設定登記

農転 ・開発許可関係

備考

注:差 入担保管理に際しては備考欄を利用

(3)維 持管理および維持管理費用管理

.区 分 新規,継 続

物件名(建 物名)

工事名

金 額

工 程

科目 修繕費,設 備費

業者名

支払日
'(4)付 保管理

物件名

対象財産名

保険の目的(種 類)(表2-7-8参 照)

物件所在地

物件明細

保険会社名

現行20社

保険金額

料率
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,

保険料

証券番号

保険期間

㈲ 減価償却管理

物件名

種類

減価償却資産の耐用年数などに関する省令(P.13表1-3-14参 照)

の種類に準じた分類

構造

同上の構造用途に準じた分類

細目

同上の細目に準じた分類

耐用年数

償却率

異動年月日

取得価額

償却累計額

差引帳簿価額

当期償却額

繰越過不足額

当期過不足額

(6)税 金管理

市町村名

税務事務所名

所在地番(家 屋番号)

地目(種 別構造)

不動産登記簿に準ずる.

地積(床 面積)

都市計画税課税標準額

固定資産税

評価額

税額

登記移動年月日

なお,社 内的な所属名(コ ード),担 当者名(コ ード)な ど社内的なデータコー ドにつ

いては省略する。
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273問 題 点

コー ド化 推進 上の 問題 点 と しては 次 の よ うな事 項 が 考え られ る。

(1)管 理 の 多面 性 か ら,表2-7-7の ご と く管 理単 位 が それ ぞ れ異 な るた め.統 一 的 な財 産

識 別 コ ー ドの 設定 は 困難 であ る。

② 土地 ・建 物 については,す でに地番,家 屋 番 号な どが設 定 され て お り,こ れ に類 す る識別

コー ドの新 設は,運 用 上 混乱 を生 ず るだ け と思 わ れ る。

(3)デ ー タ項 目の コー ド化 に つ いては 各 種 の もの が考 え られ るが,登 記,税 金,損 害保 険,

減価 償 却な ど,比 較 的法 的規 準 類に したが うべ きもの が 多 く,こ れ らの 分野 にお け る コー ド

化 の推進 が望 まれ る。

?

表2-7-7不 動 産 管 理 の種 類 と管 理 単 位

土 地 建 物

現 物 管 理
、 物 件 別 物 件 別

台 帳 管 理

権 利 保 全 管 理
、 筆 別 家 屋 番 号 別

税 金 管 理

減 価 償 却 管 理 構 造 用 遠 別

維 持 管 理 対 象 財 産 別

付 保 管 理 (住 宅,店 舗 ガ
ラ ス,ボ イ ラ ー

他)

▼

$
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表2-7-8保 険 種 別

火 災

1火 災保険

2住 宅 ・店舗総合保険

3地 震保険(住 店総付帯)

4長 期総合保険

5団 地保険

6債 権保全火災保険

火災特約

7交 通傷害担保特約

8休 業補償保険(利 益担保特約)

9家 賃保険

10爆 発損害担保特約

11特 殊電気条項

12付 保割合条件付実損てん補特約

13団 体扱い保険料分割払い特約(火災保険)

14長 期保険特約

15住 宅ローン長期火災保険

16新 価保険特約

17通 知保険特約

18保 険金額調整条項

19ガ ラス損害担保特約

20ス プリンクラ不時放水担保特約

21抵 当権者特約

22電 車損害担保特約

23森 林火災保険

24火 災建築保険条項

25臨 時生計費担保特約

26火 災保険倉庫特約

27拡 張担保特約

28特 殊包括契約( .プランケ・ト ポリシー)

29特 殊契約(ス ペシャル スケジュール)

新 種

30建 設工事保険

31組 立保 険

32機 械保 険

33機 械休 止保 険(機 械保 険 利 益 担保特 約)

34普 通傷 害保 険

35特 殊 団 体傷 害保 険

36旅 行 傷 害保 険

37交 通事 故 傷 害保 険

38つ り保険

39労 働 者 災害 補償責 任 保 険

40賠 償責 任 保 険

41個 入賠 償責 任保 険

42ゴ ノレフ ァー保 険

43ハ ンター保 険

44動 産総合 保 険

45盗 難 保 険

46ガ ラ ス保 険

47保 証保 険

48原 子 力保 険

49船 客 傷害 賠 償責 任 保 険

50航 空保 険

51信 用保 険

自 動 車

52自 動車 保険

53運 転者賠 償 保険(ド ライバ ー保 険)

54団 体 扱保 険 料分 割 払特 約

(自 動 車 保険 ・運 転 者賠 償保 険)

55自 動車 損 害 賠償 責任 保 険

海 上

56運 送保 険

57内 航 貨物 海上保 険

58外 航貨 物海 上保 険

59船 舶 保 険
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28生 命 保 険 会 社 に お け る 不 動 産 管 理 の 一 例

281生 命 保 険 会 社 に お け る 不 動 産 管 理

生 命保 険 会社 は全 国 を営 業範 囲 と して.全 国民 を加入 見込 み,ま た は 既契 約の 対 象 とし て

営業 して い る関 係上 そ の本 社 は 経営 管理 の 中枢機 関 として存 在 す る に と どま り,対 顧 客 の

具 体 的 な営 業 活 動は全 国 にわ た って 多数配 置 された 支社 支 部,出 張 所 な どの営 業店 舗 に お

い て行 な わ れ る。

した が って,これ ら営 業拠 点 のた めの 不動 産 を全 国 にわた って 多数 保有 して い る訳 であ る が,

さ らに社 員 の異 動転 勤,あ るい は福 利厚生 の ため に多 くの社 宅 寮,保 養所 な ど も保 有 して

い る。 これ ら多 くの 不動 産物 件 の管 理 には 不動 産部(課)の 設 置 を必 要 とす る事 務量 とな る

が,管 理 事 務は 次 の よ うに大 別 され る。

(D不 動 産物 件 の実 態 把握 管理

② 不動 産の維 持 管理

(3)減 価 償 却管 理

282不 動 産 物 件 の 実 態 把 握 管 理

不動 産物 件 を取 得 か ら売却 または 滅失 処 分 に至 る までの 間,物 件 ご とにその 実 態 を追 跡 し

て把 握す る管理 事 務 で あ るが,不 動 産 の実 態 変化 は そ の性質 上 そ れほ ど頻 繁 には 発生 しな い。

また 仮 に相 当頻 繁 で あ ると して も,機 械処 理 に適 する ほ どの件 数 には 達 しな い で あ ろ う し,

さ らに実 態 把 握管 理 業 務は 内 容的 に も機 械 処 理 には 不 向 きであ る。 したが って物 件 管理 は 台

帳 カ ー ドの利 用 に よ る手作 業 で行 な われ て い る。

台帳 カー ドの様 式 は,表2-8-1,表2-8-2の とお りであ るが,手 作 業 であ るた め記 載

項 目すべ て に つい て コー ドは設 定 され てい ない 。

不動 産台 帳 作 成の お もな 目的 は

(1)取 得 当 初 の状 況 を知 るこ と

② 取得 後 の移動 経緯 を知 るこ と

(3)建 物 な どに つい ては 減 価償 却状 況 と現 在簿 価 を常 に把握 す る こ と

であ る。 台 帳は 不動 産()台 張 と不動 産総括 台 帳 の2種 類 で構 成 され てい る。

()は 土 地 ・建物 な どに共用 す るた め で,()内 に 土地 ・建 物 と ゴム 印で 表示 す る。

不動 産()台 帳 は減 価 償 却資 産 の耐 用年 数 等 に関 す る省 令 に定 め られ る種 類 ごと に,

種 類 を さらに 分類 した 用途細 目 によ って個 々に作 成 す る。 この台帳 は,表 には 記帳 年 月 日,

登 記 年 月 日,構 造,用 途,取 得 価 額,耐 用 年数 償却 方 法,償 却率 等 を,裏 面 には移 動 原 因

や価 額 の動 き を記 帳 す る よ うにな って い る。 権原 関 係(甲 区)は 所 有 権移 転登 記,建 物 表 示

登記,建 物 保存 登記 の 内容 を記 載 す るが,(乙 区)欄 は会 社所 有 の 不動 産 に対 して抵当 権,

質権 等 をつ ける ことは全 く発生 しない の で使 用 して い な い。 売却 または 滅失 処 分の項 は 不動

産 売 買の 内容,処 分 内 容 を記 入す る。

不動 産総 括 台 帳 は 不動 産()台 帳 の総 ま とめ であ り,不 動 産管理 上1つ の物 件 と して

扱 うの を適 当 とす る もの を まとめて記 帳 す る。 この1つ の物件 につ い て取得 金 額,償 却 額,
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期 末価 額(残 額),償 却 累計 額 が移動 日を追 っ て判 るよ うに記 入 され る。

以 上 用 途.細 目別 に 作成 された数 枚 ,あ るいは それ 以 上の 不動 産()台 帳 と,そ れ を

合計 した 不動 産総括 台張 は,物 件番 号に よ っ て関連 づ け られ,ま た統 合 され る。 この物 件番

号は 物 件 の発生 順 につ け られ てお り,枝 番 に よっ て種類 構 造 また は 用途 区 分が で き るよ う

に な ってい る。(2.8,4の(2)参 照)

これ ら不動 産 台帳 は 現況 把 握 のため,出 し入 れが頻 繁 にお こな わ れ るが,そ の便宜 の ため

に地 方 別 に分類 した 索 引が つ くられ て い る。

また,登 記済 権 利書 は金 庫 に保 管 するた め,次 の よ うな登記 済証 台 帳(表2-8-3)に

控 を と り,事 務処 理 上 は この台帳 を使 用 して い る。

●

04
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283不 動 産 の 維 持 管 理

建 物 お よ び付 属設 備 を常 に有 効 に利 目で きるよ うに維 持 す るた めの 管理 であ って,保 守 営

繕,お よ びそれ に関 連 す る業務 があ る。 また 不動 産 に関 す る税 金 の納 付,火 災保 険 な どの業

務 が あ る。

保 守,営 繕 に関 す る業務 は普 通 個 別的 で あ り,そ の た め に伸 々厄介 であ るが,そ の結 果は

不動 産台 張 に記 載 され た現 況把 握 が行 な わ れ る。

登 録税,不 動 産取 得 税 な ど随 時 に支 払 うもの に つ い ては 不動 産台帳 の 余 白 に記 入 してい る

が,定 期 的 に支 払 う固 定資 産税,都 市計 画税 につ い ては 次 の よ うな台 帳(表2-8-4)を

作 成 し管 理 して い る。

昭和 年度

表2-8-4固 定 資 産税 ・都 市 計画 税納 付 台帳

支 社

納税通知書%

所 在.地

種 類

構 造

坪 数

評
価
額

年度旬)

年度巴)

税
率

固定資産税 /イ ・・

'

/石 ・・ /イ6・ /イ6・ /イ ・

都市計画税 /話 ・ /話o /石 ・ /イ ・ /イ6・

年 税 額

内

訳

固定資産税

都市計画税

償却資産税

1 聾 繊額 / / / /・ /
2 寵 納繊 / / / / /
3 幣 繊額 / / / / /
4 納税納税額

月日 / / / / /

※1.「 償 却資 産税 」は 土地,家 屋 の 納税 通 知書 に含 まれ てい る場 合 の み記 入す る。

2.二 重 線 よ り下欄 は 支社 控 の み記 入 す る。

本

社

欄

業 務 用 社 宅 用 厚 生 用 投 資 用 合 計

土 地

家 屋

合 計
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284減 価 償 却 計 算

不動 産 の減 価 償却 は 不動 産の 管理 お よび決 算 業務 に欠 かす こ との で きな い仕 事 で あ り,し

か も計 算事 務,記 帳事 務,管 理事 務 全般 にわた りきわめて仕事量 が多 く,事 務 の 単純 化,能 率

向上 の 工夫 が 望 まれ ると ころ であ る。'

減 価 償 却 計 算 はEDPSに よ っ て機 械計 算 を行 な ってお り,こ れ に関連 して 下記 の よ

うな コー ドが使 用 されて い る。

(1)所 在 地 コー ド

NNNNN'

}}

支社 分室 支部,出 張所

② 物件番 号,枝 番

NNNNN

}

L
L纐 髄 また醐 途区分

台帳 カー ドの物 件番 号で連番

枝 番 は 区分 コー ドを採 用 し.次 の よ うに な って い る。

本 体

付属 設 備

構 造 物

器 具 お よ び備品

車 庫 または 物置

(3)建 築,購 入 区分

N

I… …新 築

(4)用 途 区分

NN

1

11

21

31

41

2… … 購 入

10

20

30

40

50

10位 1位

支 社1
`

分 室2

支 部.出 張所3

事 務 所1

社 宅2

そ の 他3
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⑤ 構 造

NNNN

1000位 100位 10位
1位

木 造1 瓦 葺1 平 家1 現

モル タル2 ス レー ト葺2 2階2
在
は

ブ ロ ック3 木羽葺3 3階3 使
つ

鉄 筋 コ ンク リー ト4 トタン葺4 4階4 て

い

鉄 骨 造5 陸屋根5 … な0

そ の 他6 ス ーパ ー アル ソ イ ド6 …

い と
、

す
キース トンプレー ト他 る

一

コー ドは 使 わ れて い ないが
tt償 却 カー ドに入 ってい る項 目8(は 次 の もの があ る。

⑥ 記帳 年 月 日

台 帳 カ ー ドに登録 した年 月 日で,西 暦 年 の末尾2桁 と 月 日を入れ る。

(7)面 積

小数 点以 下2桁 まで入 れ る。

{8)耐 用 年 数

減価 償 却 資 産の耐 用 年数 な どに関 す る省 令 別 表rcよ る耐用 年数 そ の もの を2桁 で 入れ る。

償 却率 リス トを コ ン ピュー タ に記 憶 させ てお き,そ れ を も とに償 却額 計 算 をさせ る。

(9)取 得 価 額

⑩ 償 却 累 計

ω 年 始 記 帳 額

⑫ 償 却 額

⑬ 年 末 記 帳 額

EDPSで 減 価償 却計 算 が行 な わ れ る と,建 物 台帳 リス トが作 成 され る。 この リス トは 当

年 度 の減価 償 却 額 の算 出 とそ れ に よ る簿 価 の移 動 をつか む こ とが主 目的 であ るが,不 動 産明

細 表(一 覧 表)の 役 目を も果たす こととなる。算 出 され た 減価 償却 額 な どの金 額 は 年 度末 に 不

動 産台 帳,不 動 産総括 台 帳 に 転記 され る。

285諸 統 計 表 の 作 成

法 人 税 申 告,大 蔵省 へ の 決算 報 告,あ るいは 社 として の経 営管 理 資料 の た め に統 計 表 が必

要 で あ るが,そ れ ら のた め に

償 却 個別 不動 産明細 表

償 却額 累 計表

用 途,構 造,耐 用 年数 別償 却 明細 表

店 舗,社 宅別 統 計表
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所 在 区 分別 統 計表

な どの統 計 表 がEDPS処 理 で作 成 され てい る。

286問 題 点

EDPS処 理 は前 述 の よ うに減価 償却計 算 お よび統 計表 の作 成 に と どまっ てい るが,コ ー

ド設 定 に問 題 点 が存 して い る。

す なわ ち コ ー ドは 法 人税 法 の改正 な どに伴 って部 分 的 に追 加,改 正 を繰 り返 して きたた め

に乱 れ が生 じた こ とであ る。 このた め新 しい統計 を と る必要 が生 じて も,そ れ に対 応 で きな

い状 態 に あ る。 コー ドの ふ り直 し,プ ログラム の組 み 直 しな ど,シ ステ ムの再 点検 を行 な い

た い と考 え てい る。

い ま1つ の 問題 は コー ド化 が完全 にな り,機 械処 理 が スム ーズK行 な われ る状 態 にな った

と して も,コ ー ドに よる表 現 で内 容,移 動 を十 分 に把 握 で き るか ど うか とい うこ とであ る。

不 動 産管 理 とい う面 か らは.一 目瞭 然 に移 動推 移 を把 握 で きる台 帳 カー ド方式 は簡 単 に捨 て

され な いの では な か ろ うか。

,
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29損 害 保 険 に お け る コ ー ド の 現 状'

2.9.1損 害 保険 業 界 と損 害 保 険 料率 算 定 会

損害 保険 業 界 では,そ の 事 業 の健 全 な発 達 と保 険契 約者 な どの利 益 を保護 す る た めに,公

正 な保 険料 率 を算 出 す る損害 保 険 料率 算定 会 が昭 和24年 に設 立 されて い る。

損害 保険 料率 算 定会 は

O危 険 の級 別 そ の他 保 険料 率 の 算 出K必 要 な事項 の準 備

O保 険 料率 の 算定

O過 去 の損 害 率 そ の他 保 険料 率 に関 す る資 料 の整 理

Oこ れ ら損 害 保 険 各社 の 利用 に供 す るた めの施設 の設 置

な どの業務 を遂 行 し,保 険 料率 の認可 申請 にあ た っては.

O予 定損害 料 に 関 す る$項

O予 定事 業費 率 に関 す る事 項

O保 険料率 の計 算 方 法 に関 す る事 項

oそ の他保 険 料 率算 出 の基礎 とな った 事項

な どの資 料 が必 要 と され て い る。

料率 の算 定 と,各 種 の報 告資 料 の作 成は 損害 保 険各 社 か ら送 付 され て くる保 険 契約 資 料の

デ ータ の処 理 に よっ て行 な われ て い る。 これ らの計算 や 資料 作 成 の業務 は,多 種 類 か つ膨 大

な デ ータ処 理 にな るの で算定 会 は 昭和26年4月 か らPCSを 導 入 し,算 定業 務 の機 械 化 を

開始 し,現 在は コ ン ピ ュータ に置 き換 え られ て い る.

292収 集 デ ー タ の コー ドの統 一 化

損 害保 険 各社 から送 付 され て くるデ ー タはパ ンチ ・カ ー ドもし くは磁 気 テ ープ に よっ て行

な われ てい るが.こ こで問題 とな る のは

Oカ ト

O磁 気 テー プ

ド

ド

ド

ド

ト

ー

ー

ト

一

一

・

コ

コ

・

コ

数

コ

マ

・

・

マ

・

ク

.

一

ト

タ

ー

ト

・

夕

方

ッ

ー

オ

ッ

ラ

ー

フ

ビ

デ

フ

ビ

ト

デ

な どの統 一化,標 準 化 で あ る。

損 害保 険 各社 は,コ ン ピ ュー タ も異 な り,各 社 の シ ステ ム もまち まち であ る。 各 シ ステ ム

から算定 会 に送 付 され て くる デ ータの 内容 の 標準 化 に つい ては,ハ ー ドお よび ソフ ト(フ オ

ーマ ・ ト
,ビ ・ ト ・コー ド,ト ラ ・ク数)の 互換 性 に若干 の問 題 は残 るが,ま ず まず の成果

をあげ てい る。 しか し,算 定 会 の デ ー タ処理 の 効果 をい ち じる し く低 下す る もの は,デ ー タ

コー ドの 不統一 であ る こ とが判 明 し、 さ っそ く統 一 コー ドの設 定 が計 画 され た。
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す なわ ち,カ ー ドあ るいは磁 気 テ ー プの互 換 性 のほ か に,各 社 の デ ータが統 一 コー ドに な

ってい れば 算定 会 に お け るデ ー タ処 理 が 円滑 にな り,算 定 業務 の処 理効 果 は 増 大す る とい う

ことで あ る。

293統 一 コー ドの 制 定 と メ ン テ ナ ン ス

戦後.保 険 統 計 の整 備 が叫 ば れ,昭 和24年 に損 害保 険料率 算 定会(特 殊法 人)が 中心 と

な って 「統 計 専 門委 員 会 」をつ く り,PCSVCよ る機 械 集計 をす るためにコー ドを作 成 した。

25年8月 頃 か らパ ンチ 作 業 に入 り,2.6年4月 か らPCSの 機 械 操 作 をは じめ た。 算定 会

のPCSの 採 用 が業 界 の損 害保 険会 社 に さ きが けて いた ことか ら
,以 降斬 次各 社 の機 械導 入

が すす め られ,し た が って,算 定会 で制定 した コー ドが比 較的 スム ーズ に採 用 され た。

27年8月 頃 か ら,安 田,東 海 大正,住 友 ,日 本 な どの大手 の 間 にPCSが 次 々 と導 入

され た。 当時 導 入 され てい たPCSはIBMと レ ミン トンの2種 類 で あ った が,業 界 ではI

BMのPCSを 導 入 した と ころ が7～8社 あ った。 そ こ で業界 の な か で 「IBM研 究 会 」を

中心 に統 一 コ ー ドの研 究 を行 な い,各 メ ー カー の コ ンピ ュータが 使用 され るよ うに な って き

た ので.業 界 内 で電算 機 を使 用 してい る企 業 を組織 化 し,38年 に 「事 務機 械 化懇 談 会 」を

設 け た。

さら に40年 に 「事 務機 械 化委 員会 」と して,現 在 に至 って い る。 今 日,20社 で構成 さ

れ て い る。このような各 種委 員会 を通 じて,算 定 会 事務 局 の つ くった コー ドの承 認 とPRを 行

な って きたの であ る。

事務 機械 化 委員 会 は,1損害 保険 会 社お よび算 定会 によって 構 成 され てお り,そ の 下部 機 構 と

して.コ ー ド部会(火 災,自 動車 ,自 賠責,傷 害 保険 等)が あ り算定 会 が常 任幹 事兼事 務 局

とな、って.標 準 コ ー ドのメ ンテナ ン スを行 な ってい る。 メンテナ ンス の実 際 業務 は,算 定 会 事

務 局 で行 なわ れ てい る。

294統 一 コー ドの 効 果 と問 題 点

(1)膨 大 な デ ータ の機 械処理 を実 現

損害 保 険 会社 は 算定 会 に各種 保険 の 元受 契 約 と支 払 い を算定 会提 出用標 準 フ ォー マ ・ ト

に よ る磁 気 テ ー プ で報 告 し,こ の各 社 の磁 気 テ ープ に よって算定 会 で全社 集計 を行 な って 、

お り,こ れ を再 保 険会 社 や大 蔵省,消 防庁 な どに 報 告す る業 務 も行 な って い る。

磁 気 テ ー プ に よっ て処 理 す る ことが で き るよ うにな ったことか ら,手 作業 に比 べ て格段 に

早 く,し か も確 実 に膨 大 な デー タ を処 理 する こ とが可 能 とな ったの であ る。

ア)損 保統 一 コー ド使用 の磁 気 テー プ に よ り算定 会 に 報告 され てい る。

火 災保 険 … … …元受19社 の うち16社 が磁 気 テ ープ で算 定 会へ 報告

自動 車保 険 ……全 社磁 気 テ ー プ で算定 会 へ報 告

自賠 責保 険 … … 〃

傷 害 保険 …… … 元受19社 の うち7社 が磁 気 テー プで算定 会 へ 報 告

イ)官 庁へ の報 告 も機械 に よ る作 成 で行 な われ る。
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自賠 責 保 険は30年10月 公布,31年4月 よ り実施 され た もの で 政 府(運 輸 省 自賠

責 保険 課)が60%の 再 保 険の 負担 を持 つ もの ℃,損 保 会 社の契 約はすべて運輸 省 自賠責 保

険課 へ報 告 しなけ れ ば な らな い こ とにな って い る。 この 報 告書 の作 成に 当 た って府 県 コ ー

ドと車種 コー ドを制定 し,PCSで 集計 し報 告書 を提出 してい る。 ところ が当時 運 輸省 は,

機 械 を使 用 して お らず,ソ ロバ ンに よる手計 算 集 計 で あ った。 算定会 の 申 し入 れ に よ り,

自賠 責保 険 コー ドは その ま ま運輸 省 令 に よ り官 報 に掲 載 され てい る。

また,地 震 保 険 につい ては,大 蔵 省が3000億 円の再 保険 の 負担 を持 つ もの で あ り,

や は り,自 賠責 と同様,再 保 険 報 告書 を提 出 しなけ れば な らな い。 そ こで算定 会 は府 県 別

コー ド,建 物 構造 コ ー ド,等 地 コー ドを制 定 し,す べ て この統 一 コー ドで処理 し,集 計 結

果 をそ の ま ま大蔵 省 に提 出,これ がそ の ま ま現 在受 け 入 れ られ てい る。

② 共 通 デ ー タの共 同 利用

算定 会 へ統 一 コー ドに よ って各 社 が報 告す る こ とに よって,料 率 算 定 資料 の み な らず一

方 では 業 界全 体 の動 向 につ い て のデ ータ を各 社 に フ ィー ドバ ・クす る こ とが 可能 とな った。

実 際 には これ を情報 テ ープ と して,磁 気 テ ー プに編 集 して各社 に まわす よ うに してい る。

そ の結 果,各 社は 自社 の デ ータ と引 き合 わせ て,占 有率 な どを引 さ出 す こと も可 能 で あ

り,い ろ い ろな 面 に利 用 され て い る。 各社 別 の成績 は 公表 しな い こ とにな って お'り,共 通

の デ ータ につ いて,損 保会 社 が共 同 利用 して い るの であ る。

(3)統 一 コー ドの問題 点

た とえ ば,府 県 コー ドにつ い ては す で にJlS化 され て い るが,算 定 会 ではPCS時 代

か ら使用 して い る独 自の 府県 コー ドを持 って い る。 した が っ て,算 定 会 にお い て処 理 シ ス

テ ム を変 更 して現行 の府県 コー ドをJIS府 県 コー ドに移 行 する には,損 害保 険 各社 のデ

ー タ送 付上 の 問題 お よびデ ー タ処理 上の問題 が お こ る可能 性 があ る。

295算 定 会 の 制 定 コ ー ド

(1)日 本行 政 区画 番 号に つい て

ア)制 定 機 関 … …損 害 保険 料 率 算定 会(特 殊法 人)

イ)制 定 年 月 … … 昭和25年 制定

ウ)制 定の目的 …… 火 災保 険料 の 算定 資料 を各社 よ り報 告 を うけ るた め イン プ ・ ト資 料 と

して標 準 コ ー ドを設定 した。

エ)適 用 範 囲 … ・・損 害 保 険会 社全 社(20社),運 輸 省(府 県 表 示 コ ー ドのみ),大

蔵省(府 県,市 区郡 建 物 構 造 コ ー ド)
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オ)日 本行 政 区画番 号コー ドの構 造 例 … …桁 数7桁

4

46個 の大 分類－
NN

1,219個 の 中 分 類

74,500個 の 小 分 類－
NNNNN

03

府県 表示 コー ド

(岩 手 県)

OI 077

市 区郡 コー ド

(盛 岡市)

町村別 コー ド

(八 幡 町)

カ)コ ー ドの特 徴

現 在 は電 算機 処 理 のた め そ の 必 要 性 は な く な ってい るが,PCSの 使 用 を考 慮 した

コ ー ドで あ る。

a.府 県 表示 コー ド2桁 の単 位 の桁 の5.6.7.8.9.は5大 都 市 をあ らわ し,他 に使 わ れ て

い ない。 これはPCSを 効 果 的 に使用 す るた め に,考 え られた もの であ り,最 も営 業

量 の膨 大 な5大 都 市 につい ては 下1桁 で分類 す る ことが出来 る もの であ る。

`

■

5

6

7

8

9

京

川

都

阪

庫

奈

東

神

京

大

兵

↓

↓

↓

↓

↓

b・-市 区郡 コー ド2桁 につ い て

市 区 コー ドrcは10,20,30,一 ・・… とい う単 位の0の コ ー ドは 作 って いな い。0以

外 の コー ドをつけ て郡 コー ドと区別 す る。郡 コー ドは大 体61番 以 降 であ り,中 の 町

村 コー ド(3桁)は50番 きざ み にな っ てい る。

キ)最 初は 市 区郡 お よび町 村 につ い て コー ドブ ・クは 漢字 とそ の ラ ンニ ング ・ナ ンバ ーが

ふ られ てい た。 とこ ろが,31年 頃 カナ タ イプ が採用 され始 め,契 約書 もカナ文字 が 多

くな って きた。 これ を カナ文 字 に直 そ うと して もいろい ろな読 み 方 の で き る もの が 多 く

あ り,い ろ い ろ支 障 が 出 て きた。 そ こで損 保 カナ 用語研 究会 を設 置 し,こ こで読 み方 の

統 一 をは か り,コ ー ドブ ・クは,(1)カ ナ読 み表 示,(2模 写表 字,(3)コ ー ドの3つ を併 用

した もの を つ くった。(表2-9-1参 照)

ク)メ ンテ ナ ン スの実 際業 務 は算 定会 の事務 局 が行 な い,毎 月 さ しか え表 をつ く り配 布 し

てい る。
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物

伯

林

のぞ

森

&

9

こ の う ち,1・ 住 宅 物 件2・ 商 業 物 件 の コ ー ド例 は 表2-9-2の とお りで あ る 。

イ)コ ー ドブ ックの は しが さに は,吹 の よ うに書 か れて い る。

a.こ の コ ー ド表 は,普 通物 件(公 有 物 件 以外 の 作業場 物 件 を除 く)に つ き,保 険 の 目

的の建 物 お よ び収 容 動 産 を,職 業(あ るいは用 途)に よって,分 類 した もの であ る。 し

たが っ て,建 物 に居 住 す る保 険契 約 者 または 被 保険 者 の職 業 に よ らない。

b.こ の 分類 は,日 本 標準 産業 分類 を集約 し,現 行普 通物 件料 率 表 に もとつ いて分 類 し

た もの で あ る。 住宅 総合 保 険 お よび店 舗 総合 保 険(工 場 料 率適 用 物件 を除 く)も 本 分

類 に よ る。

大 分類 の事 務所 物 件は,保 険 の 目的 の建 物 の用途 が机 上事 務 または,こ れ に類 す る

事 務 を行 な う場 合 をい い,し たが っ て商 品 を取 り扱 わず,ま た作 業 も行 なわ れな い。

た だ し,普 通物 件 料率 表 に よる事務所 専 用建 物 を含む 。

d・ 大 分類 の 公有 物件 には,国 有 物件 は 含 まれな い。 公有 物件 は職 作業 の如 何 に拘 らず

本 分類 に よるが,国 有物 件 は それ ぞれの 職業(あ るいは用 途)に よっで 分類 す る。

e.普 通物 件 の うち,作 業 場物 件 は,工 場 種別 コー ドに よ って分 類 す る。

f.こ の コ ー ドの 適用 につ いて は,普 通 物 件料 率表 に 基づ く。

表2-9-2用 途 別 職 業 別 コ ー ド(抜 粋)

].住 宅物 件

中 分 類 コ ー ド 小 分 類 コ ー ド 内 容 例 示

住 宅 物 件 01 専 用 住 宅 010 住宅物件料率適用の住宅

(戸室数が5未 満の共同住宅を

含む)

*一 般物件料率適用の住宅は準

住宅(896、

共 同 住 宅 011 住宅物件料率適用の共同住宅

(戸 室 数 が5以 上 ℃A,B構

造 の ものお よびC,D構 造 で共

同住宅割増を付課した もの)

*一 般物件料率適用の共同住宅

は 準住 宅(896)

団 地 保 険 02 住居専用共同住宅 021

住居併存共同住宅 022
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ミ ナ ト ク

表2-9-1

・・ 匡=匡](続)

日本 行 政 区画 番 号(抜 粋)

東 京 都25

シ シ ロ カ ネ21 322 白 金2丁 目 シ シバ1 247 芝1丁 目

〃3 323 〃 〃3〃 〃2
・

248 〃2〃

〃4. 324 〃 〃4〃 〃3 249 "3〃

〃5 325 〃 〃5〃 〃4 250 〃4〃

〃6 326 〃 〃6〃 〃5 251 〃5〃

シ ロカ ネ ダ イ1 327 亡ρ金 台1丁 目
タ タ カナ ワ1 316 高 輪1丁 目

〃2 328 〃 〃2〃

'づ ク2 317 〃2〃

〃3 329 〃 〃3〃

〃3 318 〃3〃

〃4 330 〃 〃4〃

〃4 319 〃4〃

〃5 331 〃 〃5〃

姦 エ ゴ ・ 114 芝愛宕下町4丁 目 二 ニ シ シ ンパ シ1 268 西新橋1丁 目
シ バ ハ マ マ ツ

チ ョ ウ1 115 芝浜松町1丁 目 ノノ2 269 〃2〃

"2 116 〃2〃 〃3 270 〃3〃

"3 117 〃3〃 ニ シアザ ブ1 300 西麻布1丁 目

"4 118 〃4〃 〃2 301 "2〃!一 ノ一 一

(以 下省略)

② 火 災保 険 コー ド

火 災保 険 コー ドは最 も早 くつ くられ た もの であ り,そ の統 一 コー ドの一 部 を紹 介 す る と

次 の とお りであ る。

例L普 通 物 件,用 途別 職 業別 コー ド

ア)こ れ は大 き く9分 類 され て い る。

1,住 宅 物 件

2.商 業(店 舗)物 件

3,事 務 所 物 件

4.公 益 事 業 物 件

5.文 教 用 物 件

6,サ ー ビス業 物件

7.公 有 物 件
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2.商 業(店 舗)物 件

◆

中 分 類 コ ー ド 小 分 類 コ ー ド 内 容 例 示

百 貨 店 20 百 貨 店 201 売 場 面積330㎡(約100坪))

未満 の デパ ー ト,よ ろ ずや

〃 202 売場 面積330仇2(約100坪)

以上 の もの

指 定 21 指 定 マ ー ケ ・ トA 211 指 定 マー ケ ・ トに関す る規定 に

マ ー ケ ヴ ト よ る

B 212 〃

C 213 〃

日 用 品 22 日用品小売市 場 221 売場 面積330仇2(約100坪)

小 売 市 場
'

未満のもの

〃 222 売場面積330㎡(約100坪)

以 上 の もの

ス ー パ ー マ ー ケ ッ トを含 む

料理 飲 食 店 23 料 理 飲 食 店(イ) 231 喫 茶 店,コ ー ヒー 店,し る こ 屋

ミ ル ク ホ ー ル,フ ル ー ツ パ ー ラ

一
,甘 酒 屋等

〃(ロ) 232 料 理店,食 堂,割 烹,料 亭,レ

ス トラ ン,ビ ヤ ホ ー ル,す しや,

お で ん や,そ ば や,・ うな ぎや,

てん ぷ らや,大 衆 酒 場等

〃 ←→ 233 床 面積330仇2(約100坪)未

満 の 社 交 喫 茶,カ フ ェ ー,バ ー,

キ ャバ レー,ナ イ トク ラ ブ 等

〃 ←→ 234 床 面積330㎡(約100坪)以

上 の 社 交 喫 茶,カ フ ェー,パ ー,

キ ャバ レ ー,ナ イ トク ラ ブ 等

(以 下省 略)
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例2.工 場 物 件 また は工場 種 別tiー ド

大 き く12に 分類 され る。・

1・ 鉱 業

2.金 属 お よび機械 器具 工 業 .L

3.電 気 業

4.化 学 工 業

5.パ ル プお よ び 製 紙 工 業

6.窯 業 お よ び 土 石 工 業

7.紡 織 工 業

8.製 材 お よ び 木 工 業

9.食 料 品 工 業

10.印 刷 お よ び 紙 工 業

11・ 石 油 工 業f

l2.そ の 他 の 工 業

こ の うち,2.金 属 お よび機 械 工 業 の コ ー ド例 は 表2-9-3の とお りで あ る
。

・)こ の工罐 別表は,工 場および普通物件榊 表醜 げ励 た工場 作業種別を主とし

て 業種 別 に 分類 し,関 連 作業 お よび 同一 作業 危 険 の工場 をこ れに加 味 した もの であ る
。

b)特 定 の 工場 種別 につ い ては,A,B,C,D,そ れ ぞれ を工場 種 別 コー ドと してあ ら

わ して い る。

な お特 殊 の 工場(*印 の あ る工 場)に つ い て は,作 業工 程別 に工場 種 別 コー ドをと っ

た もの もあ る。

c)寝 台 座席 製 造 工場,度 量衡 器 製 造 工場 ,防 音 プ ロ ・ク製 造工 場,パ ・キ ング製 造 工場,

玩 具 製 造 工場 につい ては,そ れ ぞれ の使 用材 料 に よって,料 率 を適 用 した当 該 工場(作

業)種 別 コー ドを使用 す る。 した が って,上 記 の 工場(作 業)種 別 コー ドは 記載 され て

い ない。

d)工 場 物 件 にお いて,建 築 中 または休 業 中 の 工場 ,お よ び 公有物 件 は,工 場種 別 の如 何

にかかわらず,そ れ ぞれ建 築 中 また は休 業 中 の 工場 お よび 公有物 件 に分 類 す る。 作業 場 物

件 の 公有物 件は,普 通物 件 用途 別 職 業別 コ ー ドに よる。

e)物 件 欄 に(工)(作)と あ るの は,(工)は 工場 物件 を
,(作)は 普 通物 件 料率 表 に

掲 げ られ た 作業場 をあ らわ してい る。

上 記 の 作業場 とは,工 場 物 件以 外 で,使 用 動 力,電 力,作 業 人員 の 規模 にかかわ らず(

なわ ち 作業 割増 の有 無 にかかわらず)工 業 上 の 作業 を行 な うもの をい う。

摘 要 欄 に掲 載 の 工場 お よび 作業 種別 は,そ れ ぞれ小 分類 に掲 げ られ た工 場種 別 に 分類

す る こ と を示 してい る。

f)こ の コー ド唖 用 につ い ては・ 工場 普 通 物 件 料率表 お よ び上 記5に 基 づいて通 貫 する
.
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作業 場物 件 コー ドとして 使用 す る と きは,普 通物 件用途 別職 業別 コー ドとの混 同 を避 け

るよ うに取 り扱 い に注 意 す る こ とが 必要 であ る。

2.金 属 お よび機 械 器具工 業 表2-9-3工 場 種 別 コ ー ド(抜 粋)

物件別 摘 要
中分類 コ ー ド 小 分 類 コ ー ド

工 作 工 場 物 件 普通(作 業)物 件

金属精錬 02 *鉄 精錬および素 021 工 作 金属精錬素材製造 金 属 工場(イ)

お よ び素 材製造工場 工場(1,H)

材製造工

業 マグネシウム(鋳 塊) 022 工

製造工場

モリブデン製 造 工場 023 工 作 金属モリブデン製造工

、 場

タングステン製造 工場 024 工 作 金 属 タ ング ステ ン製造

工場

チタニ ウム製造工場 025 工

*そ の他の非鉄金 029 工 金属精錬素材製造

属精錬工場 工場(n)

金属機械 03 農業 用機械器具 031 作 製茶機械,製 縄横臥織

器具工業 製造工場 機製造工場

織 機製 造 工場 032 作

楽 器製 造 工場 034 工 作 蓄音器製造工場

その他の金属機械 039 工 作 金属機械器具製造 金 属工場(ロ,ハ)

器具製造工場 工 場,ア ル マ イ ト 玩具製造組立工場

工場,金 網 製 造, (1)ア ル マ イ ト工場

サ ン ドブ ラス ト製 メ ・キ 工場,金 属板

造工場,金 属熱処 印 刷,ブ リキ板 印刷

理,金 属溶接(溶 工場

射),金 属研 磨,金

属板印刷工場,オ
一 トパ イ お よ び 自

転車製造(修 理)

工場,農業用機械器

具製造工場
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210土 地 ・建 物 に お け る ア プ リ ケ ー シ ョ ン と デ ー タ 項 目 と の 関 連 表

い ま まで は,各 ア プ リケ ーシ ョンご とに土地 ・建 物 の デ ータ項 目例 につ い て述 べ て き たが
,

こ こではア プ リケ ーシ ョ ンとデ ータ項 目 との関 連 を表2-10-1の よ うに ま とめ てみ た。

表 中 で使 われ てい る○ 印 は コ ー ド化 され て い る もの,△ 印は コ ー ド化 され て いな い もの で

あ る。

`

■

表2-10-1土 地 ・建物 におけるアプ リケ ーシ ョンとデ ータ項 目 との関連表

分

類

名

アプリケーンヨン名

項 目 名

調
査
統
計

税

務

鑑

定

(1)

鑑

定

(2)

取

引

ω

取

引

②

管

理

(1)

管 ・

理

(2)

損

保

所

在

地

・

交

通

・

面

積

登 記 簿 表 示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

住 居 表 示 ○

都 道 府 県 ○ ○ ○ ○

市 区 町 村 ○ ○ ○

地 区 ○ ○

管 区 ○

町 名 ○

メ ッ シ ュ

座 標
○ ○ ○

鉄 道 沿 線 名 ○ △ 』 ○ ○

駅 名 ○ △ ○ ○

最寄駅からの時間(徒歩) △ △ △ △

〃(バ ス) △ △ △

ター ミナル までの時間 △

最寄 駅 か ら の 距 離 △ △

道 路 沿 線 名 ○ ○

土 地 面 積 △ △ △ △ ○ △ △ △

私 道 面 積 ○ △ △ △

高 圧 線 下 面 積 △

宅 地 率 △

縄 の び △

建 物 延 面 積 △ △ △ △ ○ △ △ △
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分

類

名

アプリケーション名

項 目 名

調
査
統
計

税

務

鑑

定

(1)

鑑

定

(2)

取

引

(1)

取

引

{2}

管

理

(1}

管

理

f2}

損

保

地

域

条

件

建 築 面 積 △ △

バ ル コ ニ ー 面 積 △

市 街 化 区 域 ○ ○ △ ○ ○

用 途 地 域 ○ △ ○ ○

そ の 他 地 区 ○ △ ○ ○

都 市 計 画 決 定 ○ △ ○ ○

「

路 線 計 画 決 定 △ ○

公 園緑 地 計画 決 定 △

近 隣 住 居 の 品 等 ○

街 区 発 展 状 況 ○

環 境 条 件 ○

隣 接 地 状 況 ○

居 住 者 層 △

中 心 地 か らの 時 間 ∠＼ △

雑纂這賞嬬 馨
での距離

△ △

最寄 駅 か ら の 方向 ○

嫌 悪 施 設 の 種 類 ○ △

〃 の 距 離 △ △

自 動 車 騒 音 か ら
遮 蔽 物 の 有 無 ○

,ノ

遮 蔽 物 まで の 距 離
△

眺 望 ・ 影 観 ○ △
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分

類

名

アプリケーション名

項 目 名

調
査
統
計

税

務

鑑

定

(1)

鑑

定

(2)

取

引

〔1)

取

引

(2)

管

理

(1)

管

理

(2)

損

保

地

域

条

件

公 害 の 種 類 ○ △

公 害 の 強 弱 ○

災 害 の 種 類 ○ △

災 害 の 強 弱 ○

背 後 地 の 状 況 △

客'足 の 便 △

営 業 の 種 類 お よ
び 競 争 の 状 態

△

繁華 性 の程 度・動向 △

製品販売市場および原
材料仕入市場との関係

△

輸 送 施 設 の 便 △

用 排 水 の 状 況 △

労働力確保の難易性 △

気 象 の 状 態 △

将 来 推 計 人 口密 度 .△

昼 間 就 業 人 口 比 △

地

目

・

画

地

状

況

地 目 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ .△

最 有 効 用 途 ○ △

地 勢 △ ○ △ ○ .△

地 形 △ ○ △ ○ .△

地 質 ・ 地 盤 △ ○ △

接 面 道 路 との 高 低 ○ △ △
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分

類

名

アプリケーション名

項 目 名

調
査
統
計

税

務

鑑

定

(1)

鑑

定

(2)

取

引

(1)

取

引

(2)

管

理

(1)

管

理

②

損

保

画

地

状

況

接面道路 との高低差 △

〃 幅 員 △ △ △ △

〃 舗装状態、 ○ .△ .

〃 向 き ○ △ ○

接 面 道 路 の 種 類 ○ △

接 面 道 路 関 係 ○ △

接 面 道 路 数 △

接面道 路 の 交 通 量 △ △

日 照 △ △ ○

傾 斜 地 の 方 向 ○

傾 斜 地 の 角 度 △ △

間 口 ・ 奥 行 △ △ △ △
.△

南 面 状 況 ○

開 口 部 方 位 Q

通 風 △

整 地 状 況 △ ○

乾 湿 の 種 類 △

建用
物
エ≧徐

建 物 の 用 途 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○

建そ

物

のの

構

造他

建 物 の 構 造 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○

屋 根 の 種 類 ○ ○ △ ○

階 数 ○ △ △ ○
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損

保

管

理

②

○

管

理

ω

取

引

②

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

取

引

ω

○

△

○

△

△

△

△

○

○

○

○

○

○

○
、

○

○

○

鑑

定

②

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

鑑

定

ω

○

○

○

税

務

△

△

△

△

△

調
査
統
計

.

○

○

○

ろ泊グツ

名万目項

教室

取間

質材

付見

居入未築新

可居入即

入即旧
●

新

日月定予工着

間期定予の事工

類種の事工

分区入購
●

築建

スガ

道水

水耕

庫車

一
夕

ー
ベレエ

話電

房冷

房暖

室浴

湯治

分

類

名

建

物

の

構

造

・

そ

の

他

設

備
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管

理
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○

△

管

理
ω

△

△

取

引
閣

△

△

△

△

△

△

取

引
ω
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○

○

○

○
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鑑

定
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△

△

△

△

△

△

△

△

鑑

定
ω

○

○

税

務

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

調
査
統
計

名㌢

㌻
＼
期

庭

スーペス
補格

所便

泉温

抜居

気電

備設属付

屏門

備設火消

備設殊特

扇気換

段階雛遊

水.給

針雪避

一夕
ーレチンベ

槽化浄

貝器生衛

類
・種の利権

格価

類種の料賃は社格価

金付手

分

類

名

設

備

そ

の

他

・
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'

鴻ちヂ剤

名ア目

＼

・

金証保

金敷

料賃

金利権

金礼

費却償

費.益共

費繕修

費理智

分区用適ンー口

度奨推

機動却売

所住宅自

先務勤

所住先務勤

業職

位地

所業営

者当担

別開襟の者頼依

別種の者頼依

的日額依

分

類

名

そ

の

他
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3.コ ー ドの 現 状 と標 準 化 の 問 題 点

31土 地.建 物 に 関 す る デ ー タ 項 目 と コ ー ドの 分 類

311標 準 化 の問 題 点

一 般 的 な意 味 で,デ ー タコー ド標準 化 活動 のね らいは,で き るだ け汎用 性 の高 い コー ドの

設 定な い し普 及 を通 じて,情 報交 換 お よび 情報処 理 の合 理化 をは か る こ とにあ る が,こ の場

合 の 「汎 用性 」 とい う言葉 を満 足 させ るため には,2つ の要件 が あげ られ る。 そ の1つ は,

業 種 的 に も相異 な る多 数の企 業 また は 組織 の間 で,共 通 に用い る こ とがで き るコ ー ドとい う

こ とで あ り,他 の1つ は,性 格 の異 な る多 種類 のア プ リケ ーシ ョンの間 で,共 通 に利用 で き

る コ ー ドとい うことであ って,国 家的 な標 準 コLド には,こ れ ら2つ の要 件 の双 方 を兼 ね 備

え る こ とが 要請 され る。 す なわ ち,初 め に掲げ た 要件 だげ を満 足 させ るた め には,い わゆ る

関連 業 界統一 コ ー ドが あれば,お おむ ね そ の 目的 を達 成 す るこ とが で きる が,こ れ ば か りに

頼 って い る場 合は,同 一 の事 象 を意味 す る コ ー ドが,業 界別等 で,そ れ ぞ れ 無 関 係 に作成 さ

れ る結 果,将 来混 乱 を招 くこ とは 必至 であ ろ う。 後 に掲 げた要 件 だ げ を満 足 させ る もの と し

て は,い わ ゆ る社 内統一 コ ー ドがあ るが,こ れ は社会 的な情報 交換 の用 には 耐 え な い ので,

当 然標 準 コー ドとは な り得 ない もの であ る。

した が って,標 準 コ ー ドの理想 像は,で きる だけ 少 ない種類 の コー ドで,あ らゆ る種 類 の

企 業 お よび 組織 にお け る,す べて のア プ リケ ーシ ョンについ て の需 要 を満 足 させ る こと であ

る とい え るが,こ の理 想像 に一 歩 で も接 近 す るた め には,当 然 の こ とな が ら,ア プ リケ ー シ

ョンの わ くを超 越 した デー タコ ー ドの体 系 的検 討 と,関 連 す る他 分 野 と の間 に おけ る デー タ

コ ー ド標 準化 活 動 につい て の調整 が 必要 にな って くる。

ここ では,上 述 の よ うな理 由か ら,土 地.建 物 コー ドについ て,標 準化 を推 進す る うえ で,

必 要 か つ有 益 と思 われ る範 囲 内 で,コ ー ドの特 性 に応 じて種 々 の角度 か ら分類 整 理 し,そ

の種 類 別 に標準 化 の 問題 点 を考案 す る こ と に した 。

312デ ー タ項 目 と コー ドの関連

情報処 理 の分野 では,「 フ ァイル 」(file)を 構 成 す る単 位 を 「レコ ー ド」(record')

と呼 び,レ コー ドを構 成 す る単 位 を 「デ ー タ項 目」(dataitem)ま たは 単 に 「項 目」

と呼 ん でい る。 これ ら を,建 物 につい て の デー タを例 に とって あては め てみ ると,所 在 地,

家 屋番 号,構 造,階 数,床 面積,所 有 者 等,建 物 の特 性 を示す ものが デ ータ項 目で あ り,一

連 の デー タ項 目 に よって構 成 され る一 個 の建物 につ い ての総合 的な デー タが レコ ー ドで あ り,

い くつ か の建 物 につい て の レコー ドを編 集 した磁 気テ ープ等 の記録 また は帳 票 綴(取 引物 件

カ ー ドのつ づ り込み 帳,家 屋 課 税台 帳 等)が フ ァイル である。

記憶 装置(磁 気 テ ープ,磁 気 デ ィス ク 等の 外部 記憶 装 置を含 む)お よ び イ ンプ ッ ト用 の 帳

票 等 の うえ では,デ ー タ項 目は,一 定 の広 さ のフ ィール ドを占 め,特 定 の文 字(特 殊 記号 を

含 む)で 表 現 され る。 こ の場合 に,デ ー タ項 目は,自 然語ない しは それ に近 い 表 現 に よ るこ
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と もあ る が,桁 数 を統 一 し,お よ び イ ン プ ッ ト関 係 の 作 業 を 容 易 に す る 等 の 必 要 性 か ら,一

定 の 約 束 に 基 づ く記 号 を 用 い て,簡 略 に 表 示 す る こ と が 少 な くな い 。 こ の よ うに,デ ー タ項

目 を 表 示 す る 場 合 に,自 然 語 に 代 わ る 簡 略 な 表 現 と し て 用 い ら れ る 記 号 が,デ ー タ コ ー ド

(単 に 「コ ー ド」 と呼 ぶ こ と も 多 い 。)で あ る 。

313土 地 ・建 物 コー ドの一 次 的 分 類

言哉}引仔(ldentlfler)→ 言哉号llコー ド(Identlflcatloncode)[分類項 目→ 分類 コ ー ド(Classiflcatloncode)

識 別子 は,個 月惇 象 を端 的 に指 し示す もの で,入 の氏 名,地 番,家 屋 番号 等 が これに該 当

す る。 これ を コ ー ド化 した もの が識 別 コ ー ドであ るが,地 番,家 屋 番号 等 の よ うに 数字 で表

現 され た ものは,そ れ 自体 す で にコ ー ド化 され てい る もの といえ よ う。

分類 項 目は,識 別 子 以 外 の デ ータ項 目 を意味 す る もの とす る。 これ を コ ー ド化 した も のが

分 類 コ ー ドであ るが,分 類 項 目 には,後 に述べ る よ うに,コ ー ド化 されな い もの もあ る。

314デ ー タ項 目 の分類

デ ー タ 項 目は,種 々の 角度 か ら分 類 してみ る こと が可 能 であ るが,コ ー ドの標 準化 体系

編成 の 資料 とす るた め には,コ ー ドによ って代 表 され る デー タ項 目の性 質に よって 分類 す る

のが有 効 であ る と思 われ る。 したが って,こ こ では,識 別子 以 外 の デー タ項 目(分 類項 目)

につい て,コ ー ド化 され な い項 目も含 め て,そ の性質 に よ り分 類 して み る こ とにす る。

(1)項 目の特性 によ る一般 的分 類

質 的 項 目(… 質 的標 識 一属性)

F
量 的 項 目(… 量 的 標識 一計 量)

時間 的項 目

場所 的項 目

質 的項 目は, .土 地 ・建 物等 の特性 を示 す項 目の うち,地 目,構 造,用 途 な どの よ うに,

量 的 な測 定 が不 可能 な ものをい う。 統 計 学 では,こ こでい う質 的項 目の うち,統 計集 団 の

標 識 または 統計 単 位 の分 類標 識 と して用い る もの を,「 質 的 標識 」 また は 「属 性 」 と呼 ん

でい る。機 械処 理 の過 程 では,質 的項 目は,コ ー ド化 されて 取 り扱 われ るのが 普 通 であ る。

量 的項 目は,地 積,床 面 積,階 数,建 築 後 の年 数 な どの よ うに,量 的 に測定 が可 能 な も

の を い う。統 計学 にお け る量 的標 識(「 計 量 」 と もい う。)と ほ ぼ同義 であ るが,量 的標

識は 統 計 単位 の分 類 を行 な う場 合 に 目じ る しと して 用い る ものに 限 ってい るの に対 し,こ

こ でい う量 的項 目は,計 量 可 能な す べ て の項 目を含む 点 で,よ り広 義 であ る。 量的 項 目を

表 示 す る形式 には,面 積 等 を示 す数 字 を そ の まま 用い る場合 と,階 級 区 分 を設 けて コー ド

で示 す場 合 の2通 りが あ る。

時間 的項 目には,建 築年月,取 引年 月 日等 が該 当す るが,日 付 を示 す た め のJISコ ー

ドと して は,「 日付 の表 示」(JISC6262>が 制定 され てい る。

場 所的 項 目には,土 地 ・建 物 の所 在地,権 利 者 の住 所等 が該 当す るが,こ の よ うな 項 目
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の表 示 のた め には,「 都 道府 県 コ ー ド」(JISC6260)お よび 「市 区町 村 コー ド」

(JISC6261)が 制定 されてい る。 一

② 適 用業 務 等 に よ る分類

物件を表示する項 目

利用 ・管理の項目

不動産取引の項目

その他の適用業務の項目

関係者の項目

ファイルの整理状況を示す項目

物 件 を表 示 す る項 目は,土 地 または 建 物 その もの の特性 を示 す 項 目で1上 述(1)に お い て,

具 体 的 に例 示 した よ うな項 目(権 利 者 の住 所を除 く。)が これ に該 当す る。 こ の項 目は,

次 に述 べる 利 用 ・管 理,不 動 産取 引等 の各 種 のア プ リケー シ ョンに おい て,共 通 に 用い ら

れ る基本 的な もので あ って,通 常 「土地 ・建 物 コー ド」 とい う場 合は,こ の項 目を コ ー ド

化 した もの を 意味 す る。

利 用 ・管 理 の項 目は,耕 地 に対す る作付 状 況,管 理 方 法 減 価 償 却の方法 等,物 件 の表 示

お よび関 係者 につ い て の項 目以 外 の項 目で,主 と して 土地 ・建 物 の 利 用 または 管理 に必 要

な項 目をい う。

不 動産 取 引 の項 目は,上 に述べ た 各項 目以 外 の項 目で,主 と して不 動 産取 引 に 用い られ

る もの(売 却動 機,ロ ー ン,取 引 価額等)を い う。

そ の他 の適 用 業 務 の項 目と して は,主 と して,統 計調 査 国 土 計画,建 設工事,鑑 定 評

価,登 記,課 税,損 害 保険 等,先 に述 べた 以 外 の土 地 ・建 物 に関 連 す る業 務 に使 用す る項

目が あげ られ る。

(3)土 地 ・建物 別 の適 用 区 分 に よる分類

土 地 の 項 目

E
建 物 の 項 目

土 地 ・建 物 共 通 の項 目

土地 の項 目は,土 地 につ い ての デー タには 使用 す るが,建 物 につい て の デー タには 用 い

な い項 目をい い,建 物 の項 目は,建 物 につい て の デ ー タには使 用 す るが,土 地 につい て の

デ ー タに は用 い な い項 目を い い,土 地 ・建 物 共通 の項 目は,土 地お よび建 物 の双 方 の デ ー

タ に共 通 的 に用 い られ る項 目をい うもの とす る。

(4)他 分 野 との 関連 によ る分類

専 用 的 項 目

[ 共 用 的 項 目

専 用 的項 目とは,主 と して 土地 また は建 物 を中心 とす る業務 にお い て使 用 す る項 目で あ

って,比 較 的 他分野 の業務 か ら の規制 を受 けな い もの をい い,共 用的項 目とは,他 分野 の
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業務 におい て一 義 的 に規 定 され た項 目で あ って,土 地 または 建 物 を 中心 とす る業 務 に も用

い られ る もの をい う もの とす る。土 地 ・建 物 コ ー ドの標 準化 活 動は,直 接 的 には 専 用 的項

目を示 す コ ー ドを対 象 と し,共 用 的項 目を示 す コ ー ドにつ い ては,当 該 デー タ項 目と もっ

とも関連 の深 い 分野 のデ ー タ コー ド標 準化 活 動 に対 し,・利 用 者 の立場 か ら建 設 的な 提 言 を

行 な うの が効果 的な 進 め 方 であ ろ う。

315土 地 ・建物 コー ド標 準 化 のた め のデ ー タ項 目の分類 体 系

表3-1-1は,主 と して,標 準化 の対 象 とすぺ きコ ー ドの範 囲 の決 定,コ ー ド系列 の編 成

お よび他 分 野 にお け る デ ー タコ ー ド標 準化 活 動 との間 の調 整 につい て の判 断 の参 考 資料 とす

る ため に,上 に述 べた よ うな各 種 の分類 を 多次元 的 に組 み合 わ せ,相 当す る位 置 に,土 地 ・

建 物 に関 す る主 要 な デ ー タ項 目 を掲 げ た もので ある。 内容 につ い て の詳 細 な 説 明は省 略 す る

が,同 表 の うえか ら,他 分 野 と の調整 に関 して一 応い え る ことは,当 委 員会 に おけ る検 討 の

重 点は,最 上 段(右 端 に 「o土 地 ・建 物 コ ー ド」 と注記 した もの)に 掲 げ る項 目につい て の

コ ー ドに置 くのが 適 当 と考 え られ る ことで あ る。

な お,同 表 の最 右欄(検 討区 分)に は,当 該 項 目 につ い て の標 準 コ ー ドを一 義 的 に規 定 す

る のが 適 当 と思 われ る コ ー ドの種 類 名 を掲 げ た 。

●
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表3-1-1土 地 ・建 物 コー ド標準 化 のため の分類体 系

土地の標識 土地 ・建物共通の標識 建物 の標識 検討区分

O地 形 ・整地状況 。居住環 境(日 照,周 o構 造(材 料,屋 根 の O

(1)

質 的
専

用

o用 途 ・地 目(登 記,

現況,最 適)

辺道路等)

O公 共設備(電 気,ガ
種類,階 数)

○用 途

土

壁

1,

標識
的

標

O利 用 ・処分の制限

(用 途地域等)
O本 地 ・畦畔等の別

ス,水 道,下 水等) O付 帯設 備

O間 取 り

o庭 ・ガ レージ等 の状

建
物
コ

(属性1 識 O定 着物の状況 況
1

ド
1 o土 質

物
分 共

O国 公私有の別

O権 利の種類

用 o課 税 ・非課 税の別

件
的 O自 作地 ・小 作地 。貸

類 標 位地 ・貸家等の別

識
の O土 地 ・建物等 の別

(2) 共 O面 積(地 積,建 築 面 O居 住面積 ・計量単

標標 量的
、 積等) 位 コード

標識 o評 価額 ・貨幣単

識 (計 量) 位 コード

識
(3)

時間 的

標 識

同

上

o時 間帯

o最 寄交通機関への徒

歩所要時間

○新 築 ・増築 ・改築 等

の年 月

・日付 の

表 示
・時刻 の

表 示
その他

(4)

場所的

標識

同

上

O沿 線,最 寄 の駅 ・停

留所

o所 在地(都 道府 県,

寮堕肇
・市区町

村 コード

市区町村,町 字)
・住 所 コ

ー ド

2.識 別子 専 o地 番 o家 屋番号

(Identifier】 用
■

皿利用・管理の標識 o作 付状況 o管 理費

(共用的標識)

O売 却動機 ・分譲物件 ・商品取

皿不動産取引
。温泉権 利の有無 引 コード

の標識
Oロ ー ン

(同 上)
o貸 付条件

O取 引価額

O取 引期日・明渡 し期 日

IVその他の適用業 (省 略) (省 略) (省 略)'

務の標識(同上)

o権 利 者 ・義 務者 ・取 ウ人に関す

V関 係者の標識 扱業者 ・取引担当者 るコ ー ド

(同 上) 等 の個 人コード 住所 ・事 業体

職業,勤 務先等 コ ー ド

注:標 識(Merkma1)は,元 文統 計学 で用 い られ てい る用 語 ℃ 統計 集団 を構 成 す る

個 々の単位(統 計 単 位)の 持 つ多種,多 様 な性 質 の うち,統 計 的観 察 の対象 となる

もの を意味 す るが.上 の表 では,デ ー タ項 目の性質 を示す 目 じる しとい う意味 に用

いた(本 文 「3.1.3」(1)参 照)。
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32所 在 地,交 通,面 積

321所 在 地

(1)コ ー ド利 用 の現 状

土 地・建 物の所 在 地を表 示する方法 としては,行 政 区 分十 地番 に よ る方法 と,メ ッシ ュ区

分 によ る方 法 が一 般 的 であ り,そ の他 と しては統 計 上 の調 査区 等,特 殊な 目的 のた め の地

区 区分等 が 行 な われ てい る。

行 政 区分 に よ る方 法 は,都 道府 県 名,市 区郡 名,町 村 丁 名,地 番,枝 番 に よる方法 で,

登 記 簿表示 と住居 表 示 と の2種 類 があ るが,現 状 にお い ては登 記 簿 表示 が中 心 で,住 居 表

示 は補 助的 に使 用 され てい る。.こ れ らに関 す る コ ー ド利 用 の現 状は,都 道府 県,市 区 町村

につい ては,ほ ぼ何 らか の基準 でコ ー ド化 され て い るが,丁 名,大 字 名 につい ては一 部 で

コー ド化 さ れて い る程度 で,地 番,枝 番 につい て は,原 デー タの ま ま利用 され てい る。

メ ッシ ュ区 分 に よ る コー ドは,行 政 管 理庁編 「地域 メ ッシ ュコ ー ド」 が代 表 的な もの で

他 も基 本 的な 考 え 方は ほぼ 同 じ であ るが,メ ッシ ュ の切 り方は緯 度,経 度 を基 準 にす る も

の,特 定 の地区(行 政 地区 または これ に準 ず る もの)内 を 細分 す る もの とがあ り,メ ッシ

ュの大 き さ も1辺 が1㎞ 前後 の ものか ら!」・さい もので は1辺 が200m位 の もの もあ る。

メ ッシ ュについ ては 後 に詳 述 す る。

統 計上 の調査 区 等 につい ては,そ れ ぞれ の 目的 に応 じた 分類 地区番 号 コ ー ド等 が 設定 さ

れ てい る。

② 標準化 の問題 点

行政区 分 につ い て は,分 類 自体は行 政 区域 として 明確 な もの であ り,コ ー ドの面 にお い

て は,す で に都 道 府県 コ ー ド,市 町村 コー ドがJIS化 さ れて お り,丁 名,字 名等 につ い

て も,あ とは コ ー ドの標 準化 を まつ のみ であ る。 む しろ問題 とな る のは,地 番 以 外 の取 り

扱 い で,表 示上 の 問題 とデ ータ処 理 上の 問題 とが考 え られ る。

表示上 の問題 としては,同 一 土地 に関 し登記簿表 示地番 と住 居 表示 地番 とが 存 在 し,一

般 の社 会 通念 としては 住居 表 示 が中心 とな りつ つあ るた め,と か く混乱 を生 ず る こ とであ

る。両 者 の相 違 は,住 居表 示は 一区 画 の土地(住 居 単位)に 設 定 され,登 記 簿 表示は 一 筆

の土地 に設 定 され る もので本 来 それ ぞれ 目的が異 るわ け であ る が,使 用上 の混 乱は 避 けが

たい の が現 状 で あ る。

さら に デー タ処 理上 の問題 が あ る。登 記 簿表 示上 の地番,枝 番 につい て,イ.ロ.・、あ るい

は,甲,乙,丙 等 の数 字 以 外 の文字 が 使用 されて い る と ころが あ るた め,デ ー タ処 理上 の

無 駄が生 ず る こ とであ る。

322地 域 メッ シ ュ

(1)地 域 メ ッシ ュ の意義

「地域 メ ッシ ュ」 とは。 地域 に関 す る情報 を表 示 す る単 位 と して,地 図上 に正 方形 また

は これ に近 い 小 区画 を設 けた もので あ って,街 区,大 字,小 字等 の不整 形 の小 地域 と比べ
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白

て,次 の よ うな特 徴 を もっでい る。

ア)面 積 が ほ ぼ一 定 であ るか ら,メ ッシ ュ相互 間 の デー タの比 較 が容 易 であ る。

イ)行 政 区 画,地 形等 の 変 化 に よる影響 を受 けな い の で,時 系 列 デ ータの維 持,利 用が 容

易 であ る 。

ウ)よ り大 きな 地域(市 町 村等)に つい て の デ ー タを,任 意 の範囲 につ い て,随 時作 成 す

る ことが でき る。

エ)コ ン ピ ュー タに よ る処 理,特 にデ ー タの地 図化 が容 易 であ る。

(2)地 域 メ ッシ ュの種 類

わが 国 で 用い られ て い る地域 メ ッシ ュ には,大 別 して次 の3種 類 の ものが あ る。

ア)経 緯度 に基 づ くメ ッシ ュ

イ)UTM座 標 系(U・iversalT・a・ ・verseM・,cat・,)に 基 づ くメ ッシ ュ

ウ)14座 標 系に 基づ くメ ッシ ュ

経 緯度 に基づ くメ ッシ ュは,一 定 の経緯 度 間隔 を単 位 として区 画 する メ ッシ ュで,統 計

用 の標 準地域 メ ッシ ュは,こ の方式 に よってい る。 他 の 方式 に比 べ て,メ ッシ ュ間 の接 点

にお け る断 裂 が 生 じな い代 わ り に,日 本 の よ うに南北 に長 い国 土 では
,北 端(宗 谷岬)と

南 端(与 論 島)の 間 で,面 積 に 約2割 の差 が生 じる とい う欠 点 があ る。(表3-2-1参

照)。 メ ッシ ュの 画定 方法 とメ ッシ ュ ・コ ー ドのつ け 方 につ い ては,次 の(3)で説 明す る。

UTM座 標 系は,『180CEの 経 線か ら東 回 りに6。 ご と に区 切 った経 度 帯 ご とに原点 を

定 め,直 角 座 標系 を形 成 す る もの であ るが,内 容 の 詳 細は,省 略 す る。

14座 標 系et,国 土 基本 図や 公 共測 定 図 に使わ れ て いる平 面 直角座 標 系 であ る。 日本 国

内 だけ に適 用す る もの で,平 面 と地表 の誤 差 をな るべ く小 さ くす る 目的 で,狭 い 範囲 ご と

に座標 系 を分 けた もの であ る。 昭和45年 以 前 にお け る府 県,市 等 の都 市 計画 な どでは
,

こ の方式 に基 づ く地域 メ ッシ ュが 比較 的 多 く用い られ たが,全 国 的 に統 合 して利 用す る場

合 に難 点 が あ るこ とか ら,統 計 用 の標 準地 域メ ッシ ュが提 案 されて以 来,あ ま り用 い られ

な くな った 。

(3)統 計 用 の標 準地 域 メ ッシ ュ

この地 域 メ ッシ ュは,昭 和44年 に,行 政 管 理 庁 長官 の諮 問 に対 し,'統 計 審 議会 が 答 申

した もので あ る。 そ の後,総 理 府統 計 局,経 済企 画庁,建 設省 国 土 地理 院,神 奈 川県 庁等

にお いて,こ の標 準 メ ッシ ュ体系 に基づ く基 準 メ ッシ ュ(1辺 約1㎞ のメ ッシ ュ)を 単 位

とす る メ ッシ ュ ・マ ップ の作成 が,川 崎市役 所 におい て4分 の1分 割 メ ッシュ(基 準 メ ッ

シ ュの各 辺 を2等 分 した も の)を 単位 とす るメッシュ・マ ップ の作 成 が,そ れぞ れ 行な わ れ

たほ か,埼 玉,神 奈 川等 の各県 で,4分 の1分 割 メ ッシ ュを単 位 とす る メ ッシ ュ ・マ ヅプ

の 作成 が計画 され るな ど,使 用 範 囲が 逐 次拡 大 され てい る。

こ の地域 メ ッ シュの画 定 方法 お よび メ ッシ ュ ・コ ー ドの仕 様 は,次 に掲げ る統計 審議 会

の答 申 の とお りで あ るが,具 体 的な 内 容 につ い ては,図3-2-1を あ わ せて参 照 された
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な お,基 準 メ ッシ ュを統 合 または 分 割す る場 合 の基 準 お よび コ ー ドの設定 につい ては,

目下 行 政 管理 庁 を 中心 に,各 省 庁 間 で検 討 中 であ り,特 に,基 準 メ ッシ ュを 細分 す る場 合

の基 準 につい ては,下 記 答 申 の2の(1)のli江 掲げ るもののほか,辺 長を2分 の1,4分 の1お よ

び8分 の1に 分割する案が取 り.上げ られている。 これ らの諸点が具体化 した場 合は 標準地域 メヅシ

ュの全体 系 と合 わせ て、 正 式 に制 度化 す る手 続 が と られ る予 定 で あ る。

地域メッシュに関する答申の抜すい

統 審 議 第19号

昭和44年12月12日

行 政 管 理 庁 長 官

荒 木 萬 寿 夫 殿

統 計 審 議 会 会 長

山 内 二 郎

諮 問第128号 の答 申

統 計 に 用い る地域 コ ー ドの標 準化 につ い て

都 道府 県 お よび市 町村 を示 す コ ー ドな らび に地域 メ ッシ ュの作 成方 法 お よび これ に付 すべ き コー ド

につい て審議 した結 果,次 の結論 を得 た ので答 申す る。

記

情 報処 理 の機 械 化 の進 展 に伴 い,統 計 情報 の多 角的 な 利用 を促 進 す るた め,統 計 に用 い る各種 の デ

ータコ ー ドの標 準化 をは か り
,各 方 面 にお い て これ を使 用す る ことが緊 急 に必 要 であ る。

そ の一環 と して今 回 地 域 コー ドが と りあげ られた が,こ れ につ い ては 以下 のよ うに取 り扱 うのが適

当 であ る。

1.都 道府県 お よび市 町村 を示 す コ ー ドについ て

(省 略)

2.地 域 メ ッシ ュの 作成 方 法 お よび これ に付 すべ きコ ー ドに つい て

全国 的 に地 域 メ ッシ ュを設 定 し,こ れ にひ ろ く各 種 の統 計 情報 を載 せ るこ とは,地 域 の特 性 を明

ら か にす る こ とに よっ て国 土 の実態 を総合 的 に表 示 し,ま た 統計 の総 合 的多角 的利 用 を 図 る上 で き

わ め て有 効 で あ る と考 え られ る。

地域 メ ッシ ュの作成 には二 三 の 方法 が考 え られ る が,全 国的 に統 一 され た もので あ る こと,ひ ろ

く各方 面 に利 用 され得 る ものであ る ことお よび将 来地 域 的 範囲 の拡 張 が可 能 であ る こと等 の条 件 を

満 足す るよ うな体 系 的 な標 準地 域 メ ッシ ュを設定 す る こ とが望 ま しい 。 よって以下 の よ うに取 り扱

うの が適当 であ る。

(1)D全 国 的 な標 準 地域 メ ッシ ュ と しては,全 国 的 に断裂 のない 等経 緯度 法 に よ る一 辺 約1キ ロ

メ ー トル の 方眼 メ ッシ ュを基 準 と して設 定 し,こ れ を基 に して大 小 の メ ッシ ュ体 系 を構 成す

る。
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iD市 街 地域等 におい て,基 準メ ッシ ュよ り小 さい地域 メ ッシ ュを必 要 とす る場 合 は,基 準 メ

ッシ ュの一辺 を2分 の1,5分 の1お よ び10分 の1に した一 辺 約500メ ー トル,200

メ ー トル お よび100メ ー トル の分 割 メ ッシ ュ体 系 を設 定す る こ とが望 ま しい 。

iii)山 間 地域 等 におい て,基 準 メ ッシ ュ よ り大 きい地域 メ ッシ ュを必 要 とす る場 合は,基 準 メ

ッシ ュ を幾 つか 合せ て一 辺 を2倍,5倍 お よび10倍 に した一 辺 約2キ ロメ ー トル,5キ ロ

メ ー トル お よび10キ ロメ ー トル の統合 メ ッシ ュ体系 を設 定す るこ とが 望 ま しい。

② 標準 地域 メ ッシ ュの うち,基 準 メ ッシ ュは 次 の よ うに設定 す る。

i)ま ず,全 国 の地 域 を,各 度経 線 と偶 数 緯 度 お よび そ の間隔 を3等 分 した緯 度 にお け る各緯

線 と に よって縦横 に分 割 して第1次 地 域 区 画(20万 分 の1地 勢 図 の区 画)を 作 る。

iD次 に,上 記 の第1次 地域 区画 を縦横 それ ぞれ8等 分 して第2次 地域 区 画(2万5千 分 の1

地形 図 の区画)を 作 る。

iii)最 後 に,上 記 の第2次 地 域区 画 を さら に細 分 して縦 横 それ ぞれ10等 分 して第3次 地 域区

画 を作 り,こ れ を基 準 メ ッシ ュ とす る。

(3)基 準 メ ッシ ュの標 準 コ ー ドは 次 の よ うに設定 す る。

i)ま ず,第1次 地域 区 画 につい て,区 画 の南端 緯度 を1.5倍 した2桁 の数 字 お よび西端経 度

か ら100を 引 いた2桁 の数 字 を こ の順 に組合 せ て,4桁 の数 字 を付 す 。

iD次 に,第2次 地域 区 画に つい て,第1次 地域 区画 を縦横 に8等 分 した 際 の位 置 に よ り,経

線 方 向 につ いて は南 か ら緯 線 方向 につい て は西 か ら,そ れぞ れ0か ら7ま での数 字 を付 し,

これ を経 線 方向緯 線 方 向 の順 に組 合 せ て,2桁 の数 字 を付 す。

iii)次 に,第3次 地 域区 画に つい て,第2次 地域 区画 を縦横 に10等 分 した 際 の位 置 に よ り,

経 線 方 向 につい ては 南 か ら緯線 方向 につ い ては 西か ら,そ れ ぞ れ0か ら9ま で の数 字を 付 し,

これ を経 線 方向緯 線 方 向 の順 に組 合 せて,2桁 の数 字 を付す。

iv)最 後 に,上 記Dか らmま で の数字 を この順 に組 合せ て,8桁 の数 字 と し,こ れ を 基準 メ

ッシ ュの標 準 コー ドとす る。

(4)地 域 メ ッシ ュ体系 の 一部 分 を利 用 す る際,基 準メ ッシ ュの標 準 コ ー ドか ら適 宜 桁 数 を 減 じた コ

ー ドを用 い る こ とがで きる
。 こ の際,用 い られ た コ ー ドが標 準 コ ー ドの どの位 置 に 当 るか を 明示

す る必 要 が あ る。

㈲ 分 割 メ ッシ ュお よび統合 メ ッシュ に付す べ き コー ドについ て は,今 後 検 討 し適 当 な ゴ ー ドを設

け る こ とが望 ま しい。
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表3-2-1標 準地 域 メ ッ シュ に お け る規 準 メ ッ シ ュお よび 分括 メ ッ シaの 辺 長

該当する5万 分の1

地 形 図

位 置 基準メッシュ(≒ ・1㎞) 辺長2分 の1(≒600m) 辺長5分 の1(≒200沈) 辺長4分 の1(≒=250m) 辺長10分 の1(±100π)

.

辺長8分 の1(≠125耽)

.

緯 度 〔N} 経 度(E} 縦{殉 横(殉 縦 例 横 倒

.

縦{殉 横 倒 縦(川 横 倒 縦(殉 横 倒 縦 例 横 倒

稚 内3号

宗 谷 岬(左 上) 45.4σ 141,45' 926.0 973.5 463.0 486.0 185.2 194.7 231.5 243.4

.

92.60 9735 115.75 121.69

札 幌10号

札 幌 43.Od 141。15, 925.5 1,019.0 462.8 509.5

.1

185ユ 203.8 231.4 254.8

1

92.55 101.90

1

　 115 ,69 12738

仙 台3号

仙 台 38。10, 140,45' 924.5 1ρ95.0 462.3 547.5

1

1849 219.0 231・1 273.8

1

92.45 109.50

1

115.56 136.88

東 京2号

東 京 東 北 部 35,40' 139,45' (同上) 1,131.5 (同 上) 565.8

1

(同 上) 226.3 (同 上) 2829 (同 上) 113ユ5
　

(同 上) 163.94

名 古 屋2号

名 古 屋 南 部 35000レ 136。45, (同上) 1,14LO (同 上) 570.5

1

(同 上) 228.2 (同 上) 285.3

1

(同 上) 114.10

1

(同 上) 124.63

京 都 ・ 大 阪12号

大 阪 西 北 部 34。40, 135。15・ (同上) 1,145.0 (同 上) 572.5

1

(同 上) 229.0 (同 上) 286.8 (同 上) 114.50
㊨

(同 上) 143.13

福 岡11号

福 岡 33。30' 135。15, 924.0 1,161.0

.

462.0 580.5

.

184.8 2322 23LO 290.3

1

92.40 11・6.10

1
.

115.5 145.63

鹿 児 島7号

鹿 児 島 31030, 130。30, (同上) 1.1870

1

(同 上) 593.5

1

(同 上) 2374 (同 上) 296.8

1

(同 上) 118.70

.

(同 上) 14838

与 論 島10号

与 論 島 27。00' 128。15' (同上) 1,240.0 (同 上) 620.0

■

(同 上) 248.0

1

(同 上) 310.0

1

(同 上) 124AO

.

(同 上) 155.00

注:緯 度および経度は,地 形図の左下隅(宗 谷岬は,左 上隅)の ものを示す。
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323交 通

(1}コ ー ド利 用 の現 状
ア

交声関係のデー噸 目としては沖 心地への醐 鑓'バ ス醜 幹髄 路関係は

別 され る。

中 心地へ の時 間 とは,最 寄 駅 か ら都 心 または ター ミナル 駅 まで の時間 距離 で,分 単 位 で

表 示 され,途 中 の乗換 え 時 間 を含 む もの と含 ま ない もの とが あ る。
り

鉄 道 ・バス 関係 に つい ては,鉄 道路 線 名,駅 名,バ ス停 名,パ ス乗 車 時 間な らび に駅 ま

たは バ ス停 か らの方 向,徒 歩 時 間,距 離等 が あ り,こ れ らの中 で路 線 名,駅 名 に つい ては

大 部分 コ ー ド化 され てい るが,他 は一 部 駅 か らの方 向 が コー ド化 され てい る だけ で,バ ス

関 係な らび に時間,距 離 についてはす べて原 デ ータ の ま ま取 り扱 われ て い る。

幹線道 路関 係 につい ては,幹 線道 路 名,幹 線 道路 か ら の距離 等 が デ ー タと して利 用 され

てい るが,コ ー ド化 に つい ては,不 動 産 取 引関 係 にお いて,道 路 区 分,道 路 名等 が コー ド

化 されて い る程度 であ る。

② 標 準 化 の問題 点

交 通関 係 で標 準 化検 討 の対 象 とな る もの と して は,路 線名,駅 名等 の識 別 コ ー ドの標 準

化 と,実 距離 お よび時 間距離 の取 り扱 い の標 準 化 とが考 え られ る。

路 線 名,駅 名 につい ては,標 準化 され た もの の と して,す で に日本 国 有鉄 道が 中 心 とな

り,全 国 の国鉄,私 鉄 の駅 名 コ ー ドの統一 がは か られ てい るの で,こ れ を一 般 的な もの と

して利 用す る のが よい と思 われ る。 具 体的 な コ ー ドは,国 鉄駅 は6桁,私 鉄 駅は7桁 で次

の よ うに編 成され てい るの で,使 用 に際 しては 国鉄 駅 も7桁 と して既 存 のコ ー ドの先 頭 に

1桁 国 鉄 と して の識 別 コ ー ドを追 加 すれ ば十 分 と思 われ る。

324

国鉄 駅 名 コ ー ド

私鉄 駅 名 コ ー ド

(日 本国有鉄道編,

算出表」参照)

実距離,

N
－
局

N
ー
支

社

NNN
Y会

社

響

線
区

巴

,線
区

◎

駅
順

撃

駅
順

「鉄道 ・航路旅客運賃 ・料金算出表]お よび 「社 線旅客荷物運賃

時間 距離 につい て は,目 的 に よ り各 種 の 分類 コ ー ド化 も考 え られ るが,デ ー

タ 自体すべて数 字であ り,ど の よ うな 分類 も容 易 に可能 であ る の ℃ あ え て コ ー ド化 をは か

る必 要は な い と思 われ る。 た だ し,デ ー タの単位 と しては実 距 離 は 仇,時 間距 離は 分 と し,

中心 地へ の 時 間距 離 につい ては 乗換 え時 間 を含 めた もの に統 一 す べ きであ ろ う。

面 積

(1)コ ー ド利 用 の現 状
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面 積 に 関す る デー タと しては,'土 地 に関 す る もの と して,土 地 面積(敷 地面 積,私 道 面

積),建 物 に関 す る もの と して,建 築 面積,建 築 延面 積,バ ル コ ニー面 積等 が あ る が,例

外 的 な ものを除 き,現 状 において は ほ とん ど コー ド化は 図 られて いな い 。

面 積 の表 示 単 位 としてはすべ てma単 位が 中 心 であ り,一 部 に おい ては まだ坪 単 位が 併 用 さ

れ てい る。

な お,不 動産 の 面 積 と しては1つ の数 値 しか あ り得 な いわ け であ るが,実 際 の処 理 上 は

公簿 面積(登 記面 積),実 測 面積(現 状 面積),課 税 面積等 に区 分 され,目 的に 応 じ てそ

れぞ れ使 用 され てい るが,こ れは3者 の数 値 は 必ず しも一致 しな い 現状 か らみ て,や む を

得 な い ことで あろ う。

② 標 準 化 の問 題点

面 積 に関 しては,デ ー タが完全 に数字 であ り,ど の よ うな 処 理 も容易 に可 能 であ る ので,

特 に標 準化 す る必 要 はな い であ ろ う。

,

倉
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33地 域 条 件

地域 条 件 とは,そ の不 動 産 が どの よ うな特 性 の地区 に属 す るか,周 辺 の状 況 は ど うか,と い う

こ とで あ って,大 別 す る と次 の3種 類 か らの 見 方があ る。

(1)法 令 に よ って制 限や 規 制 が行 なわ れ る地域,地 区区 分

(2)社 会 経済 的要 因 か らみ た区 分

(3)自 然 的要 因か らみた 区 分

331法 令 に よっ て制 限 や規 制 が行 な われ る地 域.地 区 区分

す で に 「1.3.2」 お よび 「1.3,3」 で述 べ た よ うにい ろい ろ の地域,区 域 が あ る。

(1)都 市 計画 に よ って 指 定 され,規 制 され る地域,地 区

市 街 化区 域 と市 街 化調 整 区域 に大別 され,市 街 化区域 につい ては さ らに用 途 地域,特 別

用 途地 区,地 区な ど細 分 され た指 定が な され る。 こ れ ら指定 された 地域,地 区 につい ては,

土 地 の利 用,建 物 の構 造,用 途 な どにい ろい ろ な 制限,規 制が 加 え られ る ので,不 動産 の

評 価 にお よぼ す 影響 は 大 きい。 したが って鑑 定評 価,取 引 な と にお い て 広 く利 用 され るだ

け で な く,各 種 の統計,調 査,計 画 に と って も重要 であ る。 地域,地 区 の種類 は 「表1-

3-5」 の とお りで あ る。

② 地 域 開発 整 備 関係 の諸 法 によ って定 め られ る地域,区 域

「表1-3-8」 「表1-3-9」 「表1-3-10」 で例 示 した よ うな 地域,区 域 で

あ るが,国,地 方 公共 団体等 の土地 利 用計 画 等 にお い ては 用い られ て い るが,民 間 におい

て は鑑 定評 価 に おい て若 干 の利 用 が 見 られ る だけで,そ の他 におい ては 余 り利用 されて い

ない 。

(3)一 般 公法上 の規 制区 域

規 制区域 の種 類 と しては 「表1-3-11」 「表1-3-12」 「表1-3-13」 に

例示 した よ うな区域 が あ げ られ る。 これ ら規 制区 域 は土地 利用 上 重要 な 原因 で あ るた め,

統 計,調 査,計 画に おい て用い られ てい るだけ でな く,鑑 定評価 な ど で も利 用 さ れてい る。

(4)標 準 化 の問題 点

法令 に よ って指 定 され た地域 シ 地 区 な どの コー ド化 は,対 象 が 明確 であ るた め容 易 であ

る。 しか し 「どの 範 囲 ま で をコ ー ド化 す れ ば よい か 」 とい うことが コ ー ドづ け の際 に問題

とな ろ う。 す で に 「2.土地 ・建 物 に関す る適 用 例」 で述 べ た よ うに,最 も広 く使 われ,使

用頻度 の高い のは,都 市計 画法 によ って 指定 される地域 地 区 であ る 。標 準化 にはな じむ も

の であ るが,法 令 の 改正 に よ って変 更 され る こ とが あ る の で,こ の点十 分勘 案 の うえ標 準

化 す る ことが望 ま しい 。 また重 複 す る区域 を ど う取 り扱 うか も問題 とな るであ ろ う。

建 築 基準 法 によ る容積 率 お よび 建ぺ い率 に よ る制 限区域 区 分 につ いて は,第1種 住 居 専

用地 区 にお ける組 合 せ だ けで も相 当 数 にの ぼ る し,ま た変 更 の問題 もあ るの で,標 準 コー

ドを定 め て利用 す るよ りも,容 積 率,建 ぺい 率 を原 デー タの ままで処 理 す る ことが望 ま し

い で あろ う。
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332社 会 経済 的要 因か らみ た 区 分

社 会経 済 的 要因 の地域条 件 と しては,次 の よ うな ものが 不動 産鑑 定評 価,不 動産 取 引,都

市 計 画等 におい て 利 用 され て い る。

道 路,上 水道,下 水道 な どの公 共施 設 の整 備 状況

公害 の種 類 とそ の 有無

近 隣 地域 の状況

住 宅 地域 につ いて は,居 住 者 層,中 心街 との距 離,利 用 交通機 関,生 活 の利 便 の状 況,嫌 悪

施 設 や 危険 施設 の有 無な ど

商業 地 域 につ い ては背 後 地 の状 況,客 足 の便,顧 客 の質,量,営 業 の 種類 お よび競 争 の状 態

繁 華性 の程 度,動 向 な ど

工 業 地域 につ い ては,製 品 販売 市 場 お よび 原材 料 仕 入市 場 との関 係,用 排 水 の状 況,労 働 力

確保 の難 易性 な ど

不 動 産鑑 定評 価 に おい ては,以 上 のす べ て が考 慮 され てい るが,取 引そ の他 に おい て は こ

れ ら のすべ てが 利 用 され る とは 限 らな い。 一 般 には 原 デ ータ のま ま,あ るい は 単純 に良,普

通,悪 の区 分,有 無 の区 分 に よ り処 理 され てい る。

標 準 コ ー ドの設 定 可 能 の もの もあ るが,た と え標 準 コ ー ドが設 定 され た と して も,程 度 の

評 価,区 分 判定 に は 明確 な基 準がな く主 観 的 な もの もあ るの で,使 用上 に困 難 が伴 うこ と も

考 え られ る。

333自 然 的 要 因か らみ た区 分

自然的 要 因 の地域 条 件 と して は,次 の よ うな もの が主 と して国,地 方公共 団 体な どの 計画

統計,調 査 な ど におい て用 い られ てい る,。

気象

地質 一

地勢

土壌 一

徹

水

気 温,降 水 量,積 雪,日 照,風 湿度 な ど

岩 体 の硬 さ,地 質 の時 代な ど

起 伏 量,谷 密度,傾 斜 方位 と角度,標 高,可 視領域 な ど

岩 屑土,未 熟土,黒 ボク土,褐 色森林 土,ボ ドソル,赤 色 土,褐 色 低 土,グ ラ

イ七 泥 炭 土な ど

ヤ ブ ツバ キ ク ラス,ミ ズ ナ ラーブ ナク ラス,コ ケ モ ー トウヒク ラス な ど

水 の利 用 状 況,水 質,水 量 な ど

一 般 的には
,量 的 に表 示 され る ものは 原 デ ータ の まま処 理 す る こ とが で きるが,植 生 等 質

的 に表 現 され る もの に つ いて は,そ れぞ れ の分 野 で検 討 しコー ド化 す べ きで あ ろ う。

「2・±地 ・建 物に関する・適用 例 」 で も述 べ た よ うに鑑定評 価,取 引 に特 に関係 の深 い もの につ

いて は 使 用 され,ま た コ ー ド化 され てい る例が み られ る。
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34地 目.土 地 の 用 途 区 分.画 地 状 況

341地 目.土 地 の 用途 区 分

(1)現 況

地 目は 不 動産 登 記法 に よ り定 め られ た土 地 の用 途区 分 であ り,登 記 された 土 地 には 必ず

一 義 的 に与 えら れ る。 したが って土 地 の用途 区 分 と しては 最 も基 本 的 で,不 動 産取 引 そ の

他 の場合 に広 く使 われ てい る。

こ こで 「土地 の 用途 区 分」 とは,い ろい ろのアプ リケ ー シ ョンに おい て 地 目以外 の分 類

のしか た で土地 の 用途 を区 分 した ものとす る。 す で に,「2,土 地 ・建物 に関 する コー ドの

適 用例 」 で述べ た よ うに,そ れ ぞれ のアプ リケー シ ョンにお い ては そ の 目的 に よ りい ろい

ろな用 途区 分 の しか た を してい る。 す な わち

固 定 資 産 評 価 基 準

不 動 産 の 鑑 定 評 価

など,評 価 のた め には 地 目 の区 分だ け では 不十 分で あって,評 価 に必 要な 現 況用 途区 分

(あ るいは 地区 区 分)を 設 定 してい る。

不 動産 鑑定 評 価 基準 に よ る分類 区 分 を大 き く分 け ると

a_宅 地 地 域

b－ 農 地 地 域

c一 林 地 地 域

d－ 見 込 地

.e－ 移 行 地

の5つ であ る。

ア)宅 地 地 域

宅 地地 域 は さ ら に次 の5つ に分類 され る。

a－ 商 業 地 区

b－ 住 宅 地 区

c一 工 業 地 区

d－ 村 落 地 区 ・、

e－ 特 殊 地 区

不動 産 鑑定 評価 基 準 に よる宅 地地 域 の概 念は 「宅地 地域 とは 居住,商 業 活 動,工 業 生 産

等 の用 途 に供 される建 物,構 築物 等 の敷地 の用 に供 され る ことが 社 会 的経 済 的 お よび行

政 的観 点 か ら 見 て 合 理 的 と判 断 され る地 域 をいい …」 と規定 さ れて お り,評 価 の 立場

か らは 細 分が 必要 とな る。

イ)農 地 地 域

農地 地域 とは 農 業生 産活 動 の うち耕 作 の用に 供 され るこ とが社 会 的経 済 的お よび 行 政

的観 点 か らみて合 理 的 と判断 され る地域 をいい,作 物 の種 類 等 に ょ り農 業セ ンサス では,
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次 の よ うに分 類 され る。

a耕 地

b草 地

c荒 地

ウ)林 地 地 域

① 田

② 畑

③ 果 樹 園

④ 茶 園

⑤ 桑 園

⑥ その他の樹園池

① 牧 草 地

② 利用草 地

③ 未利用草地

林地地域とは林業生産活動のうち,木 骨の生育に供されることが社会的経済的および

行政的観点から見て合理的と判断される地域をい う。林地地域 も木竹の種類,人 工,天

然の別等によって細分される。農林統計では,

a人 工 林

b天 然 林

c未 立 木 地

d除 地

の4つ に分けているが,生 育する樹林の種別コードを組み合わせる必要がある。樹林の

種別としては国土地理院編の地図により

a広 葉 樹 林

b針 葉 樹 林

C

」0

e

f
且

9

h

地

木

地

科

林

地

っ

ろ

樹

ま

の

他

い

ゆ

の

は

付

し

し

そ

荒

の8つ が 考 え られ る。

エ)見 込 地 地 域'

「宅地 地域,農 地 地域,林 地 地域 等 の相 互 間 にお い て,あ る種別 の地域 か ら 他の 種 別

の地域へ と転換 しつつある地 域… ・・」とあ り,熟 成度や転 換後の用 途等の観 点よ り細分される。

a宅 地 見 込 地

b農 地 見 込 地
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見込 地 の 判断は 都市 計画 や近隣 の開 発計画 に よる予 測 に よる判 断 による もの で,鑑 定

評 価 の場合 には 重 要 な項 目で あ るが,そ の他 の 用途 には利 用 され 得 ない。

オ)移 行 地 地 域

移行 地 とは 「…宅 地 地域,農 地 地域等 の内 にあ って,細 分化 され たあ る種別 の地域 か

ら,そ の地 域 の他 の細 分 され た 地域 へ と移 行 しつ つ あ る地域 … をい日 とある。したがって

移 行地 につい ては,現 状 の利用 では な く将 来 の予測 で ある。

このほか,土 地 の用 途 に関連 す る もの と して 次 の よ うな 区 分 があ る。

熟 成 度

既 成 地

見 込 地

移 行 地

権 利 の 種類,有 無 によ る区 分

更 地 一 定着 物 のみ な らず,利 用 を制限 す るな ん ら の権利 も付 着 しない土 地

建 付 地 一 建 物 等 工作 物 の敷 地

底 地 一 借地 権 の付着 してい る場 合に お け る当 該 宅地 の所 有権

そ の他 一 そ の他 の権 利 の付 着 してい る土 地

② 標準化 の問題 点

土 地 の用 途は アプ リケー シ ョンの種 類 に よって 種 々 に区 分 され,し か も分類 基 準が 明 確

では ない 。 見込 地,移 行 地 の概念 も主 観的 である。 した が っ て地 目を コー ド化 して も,そ

れ のみ では い ろい ろ の 目的 をす べ て カバ ーす るこ とは で きない で あ ろ う。 また他 の区 分 を

す る に して も区 分 の しか た につ い ては十 分の 研究,検 討 が 必 要 と思 わ れ る。

7

9
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表3-4-1土 地 の 地 目,用 途区 分

地目 地 目以 外 の区 分 登記簿
固 定
資産税

国 富
調 査

鑑 定
評 価

農 林
統 計

農 林 業
センサス

地理院
地 図

不動産
取 引

宅 地 ○ ○ ○ ○ ○ ○

商業地 ○ ○

繁 華 街 ○

歓 楽 街 ○

飲食 店街 ○

専 門店 街 ○

駅前商店街 ○

高度商業地 ○

金 融 街 ○

官 庁 街 ○

高層ビル街 ○

中層ビル街 ○

普通商業地 ○

中小事務所街 ○

小売叫 ○

街道沿商業地 ○

問 屋 街 ○

旅 館 街 ○

料 亭 街 ○

三 業 地 ○

混 在 地

住宅地 ○ ○

併用住宅地 ○

中層併用住宅 ○
|

高層併用住宅 ○

高級住宅地 ○ ○

普通住宅地 ○ ○

分 譲 地 ○

公 営 団 地 ○

ア パ ー ト ○

一193一



地 目 地 目以 外 の区 分 登記簿 固 定
資産税

国富
調査

鑑定
評価

農林
統計

農林 業
センサス

地理院
地 図

不動産
取 引

中層共同住宅 ○

マ ン シ ョ ン 1 ○

高層共同住宅 ○

工業地 ○ ○

大 工 揚 地 ○ ○

中小工場地 ○ ○

家内工業地 ○ ○

倉 庫 地 ○

村落地 ○

別 荘 地 ○

集 団 地 ○ ○

村 落 地 ○ ○

漁 業 地 ○

特殊地 ○

高 圧 線下 ○

嫌悪施設敷地 ○

そ の 他

農 地 ○ 耕 地

田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

畑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

普 通 畑 ○

牧 場 ○ O

牧草地 ○ ○ ○

永年牧草地 ○

採草牧草地 ○

利用 草地 ○

未利用草地 ○

樹 園地 ○ ○

果樹 園地 ○ ○

茶 園 ○ ○
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地 目 地 目以 外 の区 分 登記簿
固 定
資産税

国 富
調 査

鑑 定
評 価

農林
統計

農林 業
センサス

地理院
地 図

不動産
取 引

桑,畑

'

○ ○

そ の 他 ○ ○

山 林 ○ ○ ○ ○ ○ ○

保安林 ○

人工林 ○ ○

天然林 ○ ○

未立
木地 ○

除 地 ○

荒 地 ○

その他 ○ ○ ○ ○

塩 田 ○ ○

鉱泉地 ○ ○

池 沼 ○ ○ ○

原 野 ○ ○ ○

墓 地 ○

境内地 ○

運河
用地 ○

水道
用地 ○

用葉
路 ○

ため池 ○

堤 ○

井 溝 ○

雑種地 ○ ○

ゴ ル フ 場 ○

鉄軌道用地 ○

保安 空 地 ○

用 可能
藁 種 地 ○

そ の 他 ○ ○ ○

道 路 敷 ○
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342画 地 状 況

(1)現 状

画地状況は不動産の取引と不動産の鑑定評価,お よび課税価格の算出に不可欠のもので

あり,次 の項目に分れる。

ア)地 勢

平 担 地 高 台 傾斜地(方 位)低 地

傾斜 方 向 東,西,南,北

傾 斜 角度

法 地 割合%

整 地 要 ・否

擁 壁 有 ・無

イ)地 形

整形=ピ 梯 　 り

間 口 肌

奥 行 沈

突 込 道路 敷地延 長

ウ)道 路 よ りの高低

m高,等 高,m低,

エ)隣 接 地 よ りの高 低

}}… 一
路

地

道方2

盲

地

路

角

袋

仇

醐
r
樋
劃

町

・

課

市

有

非

無

道

・

"

定

急

無

・

指

税

.

都

置

.

有

国

位

課

緩

(
(

係

地

路

路

側

員

装

道

道

"
鐘

⌒
幅
舗
公
私

道

接

　

　

オ

カ

配勾

卜19一

,
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街 灯 有 ・ 無

自動 車通 行 大 ・ 中 ・ 小 不 可

交 通 量

人 多 普通 少

車 多 普通 少

一方 通 行 無 ・ 有(東 西南北行)

キ)地 質

粘 土 ・ 赤 土 ・ 砂

ク)地 盤

強 ・ 普 通

ケ)整 地 状 況

擁

コ)日

サ)通

シ)乾

ス)分

セ)公

(2}問 題 点

壁

照

風

湿

割

害

・ 軟 ・

要 ・

有 ・

良 ・

良 ・

乾 燥 地,

難 ・

水 質 汚 濁

大 気 汚 染

騒 音

振 動

地 盤 沈 下

地 ・ 岩 石 地 ・ 関 東 ロ ー ム

埋 立 地

不 要

無

普 通 ・ 不 良

普 通 ・ 不 良

普 通,湿 気 あ り,湿 地

易

無

無

無

無

無

●

●

●

●

●

有

有

有

有

有

鑑 定評 価 の場合 と不 動 産取 引 の場 合 と では 必要 な分 類項 目 に差が あ る。 また 主 観 に よ っ

て 良い とか 普 通 と か悪 い とか に分 け る分 類は,人 によって 判定 が 異 なるし,また利 用 目的 に

よって重 要度 も異なる。 したが って,画 地状 況 を 厳密に表示する項 目であ る地 勢,地 形 高 低,道

路 関係,接 面道路 ま でを標 準化 し,そ の他 は標 準 化 す る必要 がな い であ ろ う。

一197一



35建 物 の 用 途

35.1コ ー ド利用 の 現状

建 物 の用 途 別 分類 は,そ の分類 目的 に よって分 類項 目に著 しい 差異 が 認 め られ る。

そ こで,現 況 の分類 を使 用 目的 別 に 大別 す ると次 ⊃よ うにな る。'

○

o

o

o

O

日本標準建築物用途分類

不動産登記法上の分類

税法上(減 価償却 評価)の 分類

商取引上の企業内部の分類

その他の分類

それ ぞれ につい て の分類項 目お よび コー ド利用 の現 状 につい て述 べ る と次 の とお りで あ る。

(1)日 本 標 準建 築 物 用途 分類

建 物 を そ の用 途 によ って分 類 す る場合 の標 準分 類 と して 日本 標準建 築 物 用途 分類 があ る。

日本標 準産 業 分類 との組合 せ分類 として作 成 され た もので あ る。

この分類 にお い ては 建物 の用 途 を居 住 用,居 住 産 業併 用 お よび産 業 用 に3大 別 し,さ ら

に産業 につい ては,日 本標準 産 業 分類 を集約 した分 類 によ って7箇 の大 分類 に 分 け,合 計

9箇 の大 分類 を 設 け,こ れ を さ らに細 分 す るた め に各 々 の大 分類 に 中分 類 を設 け てあ る。

小 分類 に おい ては 建築物 の 直接 的 な使 わ れ 方す なわ ち住 宅 にお ける主屋 と付 属建 築物,

産 業 用 にお ける事務 所,工 場 。 倉 庫 の よ うな用 途 の 見方 に よ って分 類 され,3桁 の数 字 で

コ ー ド化 され て お り表2-1-1の とお りで あ る。(P・21参 照)

な お,国 お よび 地 方公共 団 体 の財政,経 済上 の諸 施策 立案 のた め の基 礎 資 料 と して の統

計法上 の 指定 統計 であ る 「国 富 調査 」 が あ るが,そ の用 途 分類は 表2-1-5'の とお り構

造 中心 の分 類 で あ り,用 途 分類 の コ ー ド化 は 行 なわ れ てい ない 。(P・28参 照)

(2)不 動 産登 記 法上 の分類

不動 産 に関 する権 利 の設定 保 存,移 転,変 更 処 分 の制 限 もし くは 消滅 につい て登 記

を行 な う場 合 の建 物 登記 簿 に登 載 す る建 物 の種 類 分類は 表1-3-2の とお りで あ るが,

コー ド化 は 行 なわれ てい な い。(P・7参 照)

(3)税 法上 の分類

フ)耐 用年 数 に よる分 類

法 人税 法弟31条 お よび所得 税 法第49条(減 価 償 却資産 の償却 費 の計 算 お よびそ の

償 却 の 方法)の 規定 によ る償 却費 の計 算 基礎 と な る 「減価 償却資 産 の耐 用年 数等 に関 す

る省 令」 の耐 用年 数 に よる 分類は 表1-3-14の とお りであ るが,コ ー ド化は 行 な わ

れ ていな い6(P・13参 照)

イ)固 定 資 産税上 の分 類

① 固定 資産 課 税台帳 上 の分類

固定資産 の現 況 お よび 固定 資 産 税 の課 税標準 であ る評 価 額 を明 らか に す るため の,
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地 方税 法 に基 づ く古町 村 の必 備台 帳 であ る固 定 資産 課税 台 帳 に登 載 され る区 分は,基

本的 には 不 動 産 登 記法 に定 め ると ころ に よって お り表1-3-2の とお りであ るが,

コー ド化 に つい ては 全国 市 町村 を通 じて 不統 一 であ る。(P .7参 照)

② 固定 資 産評 価 基 準上 の分 類

固定 資 産 税 の課税 標準 であ る評価 額 の決 定 は,自 治大 臣 の 指示 す る固 定資 産評 価 基

準 に よっ て行 な われ るが,こ の固 定資 産評 価 基 準 お よび 評価 結果 に つい て作成 され る

固定 資 産 の価 格 等 の概要 調 書上 の分類 は 表2-2-2,表2-2-3の とお りであ る

が.コ ー ド化 に つい ては 全 国市 町村 を通 じて不 統 一 であ る。(P.30参 照)

(4)商 取 引上 の企 業 内 部 の分類

商 取 引上 の 分類 に つい ては,当 該 企 業 内部 の必 要性 か ら設 定 され てい るため,き わめ て 多

様 的 であ り統一 的な 分類は 見当 らない現 状 な の で,建 物取 引 と関 連 の 深 い 業 界 の現 況 を

示 す と次 の とお りであ る。

ア)不 動 産 の鑑 定 評 価上 の分類

不 動 産 鑑 定 の 目的が 正常 な市 場 価値 を表示 す る 価格 を 明確 に把 握 す る こ とにあ る の で,

不 動 産鑑 定 にお け る建 物 の用途 分 類 につい て は,比 較 的そ れ 自体 が 直接 価格 の 決定 に影

響 す る もの では な く,所 在地域 の状況 と結 び つ い て必 要な もの であ り,そ の分類 は一 般

的 に大 ま か であ る。 表2-4-1は,そ の一 例で あ る。(P,84参 照)

イ)不 動 産会 社 にお け る商 品 と して の分類

不 動 産 会社 にお け る場合 も,個 々の取 引 の 個 別 的 な事 情 が 大 き く影 響 す る ことは あ

るが,普 遍的 か つ 適正 な も の として 納得 で きる よ うな価 格 を設 定 す る とい うこ とに つい

ては 鑑 定評 価 と同 じで あ り,分 類 につい て もきわ め て類似 して い る。 表2-5-10は,

そ の一 例 であ る。(P.105会 照)

ウ)保 険 会社 に お け る分類

損 害保 険 業 界 に お け る建 物構 造用 途 分類 につ い ては 統一 コ ー ドが 設 定 され 処 理 され て

い る。 分類 につ い ては保 険 料 率 の算定 基 礎 とす るた め,具 体 的 な事 業の 内容 に よ り分 類

され 表2-9-2,表2-9-3の とお りで ある。(P・163.164.166参 照)

(5)そ の他 の 分類

建 築 基 準 法上 の分 類

建 築 基 準 法 におい ては、 病 院,劇 場等 の建 物 は 不特 定 多数 の人 々 また は集 団 に よ って 利

用 され るた め,そ の建 物 の安 全 を確 認 す る必 要か ら とらえ た特 殊建 築 物 の 分類 が あ り,表

1-3-6の とお りであ る。(P.10参 照)

352標 準 化 の問題 点

建物 を用 途 別 に分 類 しコー ド化 す るこ とは 比較 的容 易 であ り,標 準化 に もな じむ もの と考

え られ るが,実 際 にコー ドの標準化を図 るには 種 々の 問 題 が あ る。 まず用 語 で あ るが,同 一 物

件 に 対す る 名 称が 異 な った り,同名異 義 の ものがあ った りす る こ とであ る。 この点 標準化 に際
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しては 整理 統合 の作業 が必 要 とな るであ ろ う。 また,一 概 に最 大公 約数 的 コー ド化 を して も,

それ では一 部 に しか利 用 で きな くな る こ と も考え られ る。

さらに,用 途 区 分 に限 られ た こ とでは ない が,特 に用 途区 分 の場 合 には 利 用 目 的 によ って

分類 が相 当異 な ってお り,すで に独 自の コ ー ドを 採用 してい る もの もある の で,画 一 的な統 一

を図 るた め変 更 を加 え る こ とには,相 当 な 困難 が伴 うであ ろ う。

9
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36建 物 の構造.建 物 に 関す るその他 の コ ー ド

361建 物の構造

建物の構造による区分には,構 成材料(狭 義の建物構造)に よる区分,屋 根の種類による

区分および階層による区分の3つ がある。

(1)構 成材料による区分

利用目的別に大別すると

O

O

O

O

o

o

の よ うに な る。 耐 用年 数 省令 別 表以 外 の 各分類 にお い ては,基 本 的 には 大差 が な く,表3

-6-1の よ うにな って お り
,コ ー ド化 され てい る場 合 が 多い 。

耐 用年 数 省令 別 表 の区 分は 減 価 償却 計 算 のた め の ものであ り,そ の用 途は 企 業 内 で の計

算 と納 税 に限 られ て い るの で,情 報交換 の必 要は乏 しい であ ろ う。 したが って,こ こで は 省

略 す る。

統計,調 査における分類}

不動産登記法上,お よび固定資産課税台帳上の分類

(地 方税法第381条 により,固 定資産課税台帳には,不 動産登記における物件の表

示がそのまま用いられる)

固定資産評価基準における分類

不動産鑑定評価における分類

不動産取引の場合の分類

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表による分類

◎
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表3-6-1建 物 の 構 造

不 国 建 住 固 固 鑑 不

適
∨ 築

定 定
動

動 宅
資 資

定

用 富
動 産

産 産
登 の 評

例 態 課 評 取

調
記 統 税 価 価 引

構 造 統
台 基 一

簿 査 計 計 帳 準 ① ② ① ②

木 造 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土 蔵 造 ○ ○ ○ ○

石 造 ○ ○ ○ ○ ○ ○

煉 瓦 造 ○ ○ ○ ○ ○ ○

コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄 骨 造 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄 骨 鉄 筋 コ ンク リー ト造 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

木 骨 モ ル タ ル 造 ○ ○ ○

軽 量 鉄 骨 造 ・ O ○

鉄 骨 系 プ レ ハ ブ 造 ○

木 骨 プ レ ハ ブ 造 ○

プ レ ハ ブ 造 ○

パ イ プ 造 ○
注1)

そ の 他 ○ ○ ○ ○ ○ ○

注1)不 動産 登記法 施 行 令第7条 では,「 その他 」 の区 分は な く,木 造以 下鉄 骨鉄 筋 コ ンク

リー ト造 ま での区 分 を掲 げ,「 これ らの区 分 に該 当 しない建 物 に つい て は,こ れ に準

じて適 当 に定 め る」 こ とと してい る。
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(2)屋 根 の種 類

これ につ い て も基 本 的 には 大差 が な く表3-6-2の とお りで あ り
,コ ー ド化 してい る

例 も見 られ る 。

表3-6-2屋 根 の 種 類

⑱

不 固 固 鑑

適
動

定 定

資 資 定

用 産
産 産

評

例 登 課 評

屋 根 記
税

A

価

基

価

口

簿 帳 準 ① ②

瓦 葺 ○ ○ ○ ○ ○

ス レ ー ト 葺 ○ ○ ○ ○ ○

亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 ○ ○ ○ ○ ○

草 葺 ○ ○ ○ ○' ○

陸 屋 根 ○ ○ ○ ○ ○

セ メ ン ト 瓦 葺 ○ ○

ア ル ミ ニ ウ ム 板 葺 ○

合 成 板 葺 ○

ル ー フ ィ ン グ

そ の 他 ○ ○ ○
注1)

注1)不 動 産登 記 法施 行 令第7条 では 「そ の他 」の 区 分は な く,瓦 葺 か ら

陸 屋根 ま での区 分 を掲 げ,「 これ ら の区 分 に該 当 しない 建 物 につ い

ては,こ れ に準 じて適 当 に定 め る」 と してい る。
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(3)階 層 に よる区 分

一 般 に地下1階
,2階 ・・……,拙 地上1階(平 家 建),2階,… … の よ うに分 類 され てお

り,利 用 目的 に よ っては これ をい くつ か のグ ル ープ に 分類 し,コ ー ド付 け してい る 例 があ

る。

(4)そ の他 の区 分

建築 基準 法 では 防 火 の観 点か ら耐 火 構造 防火 構 造 の分 類 もあ る。

⑤ 標 準化 の問題 点

建 物 の構 造 に つい て は,そ れが もと もと物 理 的なもの であ るか ら 分類は 容 易 で あ る。利

用 目 的 によ って若 干 の差異 が あ るが,基 本 的 には大 差 がな く,分 類 に精 粗が あ るとい う程

度 であ る。 した が って 標準 化 の可 能 性は十 分 にあ る と考 え られ る。 この場合 あ る程 度 細 か

い 分類 を して お けば い ろい ろの 利用 目的 に使い うる であ ろ う。

362建 物 に 関 す るそ の他 の コー ド

(1)コ ー ド利 用 の現 状

そ の他 の デー タ項 目 と しては,建 築年 月,使 用 資材,用 材,設 計 施 工 の良 否,見 付,部

屋 数,部 屋 タイプ,所 在 階数,即 入 居 の可 否,'新 築 未 入 居 の該 当か 否 か,固 定 資産税 の軽

減 措 置 の有無 な どが あ る。

建築 年 月 につ い ては 年号 を コ ー ド化 し,年 月 につ い ては 実 数 を採用 してい る ものが 多い.

使 用 資材,用 材,設 計 施 工 の良 否,見 付 な どについ ては,数 種 類 の 区 分を定 め コ ー ド化 し

てい る例 が あ る。区 分 の一例 を挙 げ る と,極 良,良,普 通,悪,劣 悪 と5区 分 して コー ド

を定 めて い る例 が あ る 。不 動 産取 引 の場 合 には 部屋 数,部 屋 タイ プ,所 在階 数 な ど も重要

な デ ー タ項 目であ るが,そ れ 自体 数 字で あ り記 号 であ るの でそ の まま使 われ てい る よ うで

あ る,同 じ く即入居 の 可否,新 築 朱 入居 コー ドが取 引 関係 で利用 されて お り,固 定資 産 税

の軽 減措 置 の 適用 の有 無 につ い ては,固 定 資産 税 の課 税 の立 場 で コ ー ド化 され てい る。

(2)標 準化 の問題 点

使 用 資材,用 材,設 計施 行 の 良否,見 付 な どについ て は 数種類 区 分 して も,そ の区 分判

定 は主 観 的 に行 な われ る こ とが 多い 。 コ ー ド化 は 容 易 であ る と して も,使 用 に際 しては 問

題 とな る であ ろ う。 即 入 居 の可 否,新 築未 入居 コ ー ド,固 定 資産 税 の軽減措 置 コ ー ドは,

特 定 の分 野 で使 用 され る もの であ り,標 準 化 の必 要性 は少 な い と思 われ る。

部屋 数,部 屋 タイ プ,所 在階 層な ど につ い ては,デ ー タ をそ の まま の形 で使 用 され る の

で,あ え て コ ー ド化 をす る必 要 はない と考 え られ る。建 築年 月 につ い ては 実 数 を そ の ま ま

使 うが,共 用的 項 目であ る の でJIS規 格 に よる 「日付 の表示 」 の うち 「日」 を 示す 部 分

を除 い た も のを 利用 すれ ば 便利 であ ろ う。
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37権 利.設 備.取 引 条 件 そ の 他

371権 利

不 動産 に関 す るアプ リケ ーシ ョンにおい ては,そ の不 動産上 に存 す る権 利 の種 類,内 容 が

大 きな意 味 を持 っ て くる。 特 に交 換,利 用価 値が問題 とな る不 動 産評 価,売 買な どの アプ リ

ケ ー シ ョンの場合 には 重 要 であ る ので,以 下 に不動産 に関す る権 利 につい て概 観 す る。

憲法29条1項 では 「財産 権は これ を侵 しては な らな い」 と して 財産 不可 侵 の原 則 をかか

げ,2項 では 「財 産 権 の内容 は公共 の福 祉 に適合 す る よ うに,法 律 で これ を 定 め る」 と,財

産権 は 社 会的機 能 との相 関 におい て,国 家か ら認 め られ る相対 的 な権 利 に 外な らない こ とを

明 らか に して お り,さ ら に3項 におい て は 「私有 財産 は 正当な る補償 の下 に,こ れ を公共 の

た め に用 い る ことが で きる」 と公 用収 用 の道 を 開い て い る。

民 法175条 では 「物 権は 本法 そ の他 の法律 の定 む る ものの外,こ れ を創 設 す る こ とを得

ず 」 と物 権 法定 主 義 を 明 らか に してい る。 物 権は一 定 の物 を直接 に支配 し うる権 利 ない しは

一 定 の物 に つい て直 接 に利益 を 亨受 し うる権 利で あ り
,当 然 に物権 に は 排他 性,し た が って

優 先 的効 力 があ るか ら,必 ず そ の公 示 を 伴 う こ と を 要 す る が,動 産 物 件 の 公 示 方法た る

占有 につ い ては,そ れ が 当事 者 の 自 由に創 設 す るあ ら ゆる物権 を公 示 す る こ とほ 不可 能 であ

る。 また 不動 産 物件 の 公示 方法 であ る登 記に ついて も,そ れが 種 々の物 権 の形態 を公示 す る

こと は不可 能 で はな い に して も,こ れ に よ り登記 面 の混 乱 をひ き起 して,公 示 の 目的 を達 す

る ことが で きな くな る恐 れ が あ る 。 したがって,物 権 の類 型を あ らか じ め法 律 で一 定 して お き,

この うち か ら選択 させ るこ とが 物件 公 示 の機 能 を最 もよ く発揮 させ るか ら であ る。

現 行 法 の認 め る物 権 の種 類 としては,民 法 の認 め る 占有権,所 有権,地 上 権 永小 作権,

地 役 権 留 置権,先 取 特 権 質 権 抵 当 権 入会 権 商 法 の認 め る商事 の留 置権 質権 な ど,

特 別 法 の認 め る採石 権,漁 業権,使 用 権,借 地権 な ど,さ らに判 例 に よ って認 め られ た慣 習

法上 の物 権 と して流 水 利 用権 や 温泉 権 な どが あ る。

不 動産 登 記 とは不 動 産 に関 す る権 利 関係 につ い て一 定 の国家 機 関 が所 定 の 手続 によ って一

定 の公 簿 に記 載 す る こ と,ま た はか よ うに してな され た 記載 その もの をい うが,手 続 法 上 で

は,こ のほ か不 動産 の表 示 に関す る記 載 も含 まれ る。

登 記は 本来 不動 産 上 の権 利 関 係 を公 示す るため の もの であ って,登 記 され うる権利 は 明示

され てい る。 す なわ ち所 有 鳩 地上 権,永 小 作権,地 役権v先 取 特権 質権 抵 当権 賃 借

権,採 石 権 の9種 であ る。 実 体法上 登記 を要 す る権 利 の範 囲 もこれ と同 じで あ り,物 権 では

あ って も占有権,留 置権,入 会 権は そ の性質 上登 記 を要 せず,ま た 登 記能 力 も無い 。 な お一

定 の 地 上権,ま たは 賃借 権 につ い ては 本 来 の登 記以外 の代用 的手 段 によ って も対抗 力が 賦与

され る途が あ る。

登 記せ られ るべ き権 利 変 動 の種 類 は,不 動 産 物権 の設 定,保 存,移 転,変 更,処 分の 制 限

また は 消滅 で あ る。

公 用収 用 とい うの は 「公益 の 目的 に供 す るた め の財 産 権 の強 制取 得」 を意 味 す るが,こ れ
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は 憲法29条3項 に 由来 し,土 地 収用 法 が定 め られ て い る。 公用 収用 の対象 た る私 有財 産 は

29条1項 の 「財 産 権 」 の 目的 のすべ て を含む 。 す なわ ち公 法 上,私 法 上 の あ ら ゆ

る財産 権 が 含 まれ る訳 であ るが,土 地 収 用 法 で は 補 償 され る 権 利 と して次 の もの を挙 げ

てい る。 所 有 権,地 上 権,永 小 作 権,地 役 権,質 権,抵 当 権,賃 借 権(使 用 貸 借権),

採 石 権 占用 権 鉱 業権,温 泉 利 用権,漁 業権,入 漁 権,水 利 権,そ の 他 所 有 権 以 外 の

土 地 に関 す る権 利 な ど であ る。 借 地権 とは 借 地 法 で定 め られた 権 利 で あ っ て,建 物 の所

有 を目的 とす る地上 権 お よび賃 借 権 をい う。借 家 権 は 借 家 法 に よ って 認 め ら れ た 建 物 の

賃 借権 であ る。 土 地,建 物 に 関す る ア プ リケ ーシ ョ ンにおい ては 借地権,借 家 権 の 名称 を使

うこと も多い。

不動 産 の 鑑 定,評 価,取 引な どにおい ては 価格 に関連 す る もの と して権 利 の種 別 が 用い ら

れ,ま た コ ー ドづ け され てい る例 があ る。

権利 コ ー ドの標準 化 には 余 り問題 は ない ものと 思わ れ る。

372設 備

設備 に関 す る デー タ項 目 と しては,電 気,ガ ス,上 水 道,下 水道,排 水,車 庫,エ レベ 一

夕 ニ.電 話,冷 房,暖 房,浴 室,便 所,給 湯,換 気 装 置,消 火設 備,昇 降機,煙 突,庭,格

納 スペ ース,汚 物処 理 設 備,避 雷針,温 泉 な どがあ る。不 動 産 の鑑 定,評 価,取 引 な どのア

プ リケ ーシ ョンに おい て は価 格 に関係 す る デ ー タ項 目 と して重 要 で あ り,広 く使 用 され てい

る。単 に 「有 」 「無」 と してい る場 合 や,も う少 し詳 し く数区 分 に分類 してい る場 合 が ある。

た とえば 「ガス 」 であ る が,有,無,と してい る こと もあ り,ま た,都 市 ガス有 り,LPG

集 中,そ の 他,と3区 分 に して い る こ と もあ る。

これ ら設備 に関す る デー タ項 目につ い ては コ ー ド化 してい る例 も見 うけ られ る。

デー タ コ ー ドの面か らみ る と,単 に有 り,無 し,と 存在 を意味 す るか,あ るい は 可 能性 を

識 別す るに とど まる こ とが 多い ので,標 準 化 の必要 性,緊 急性 は 必ず し も高い とは考 えられ

な い。 しか し実 現性 は あ る。

373取 引 条 件 そ の他

取 引条 件 そ の他 の デ ー タ項 目 と して は 価 格(単 価,総 額),申 込金,契 約 金,中 間金,手

付 金,最 終金,保 証金,敷 金,賃 料,権 利金,礼 金,償 却 費,共 益 費,修 繕 費,そ の他 管理

費,ロ ー ン適 用区 分,推 奨 度,売 却動 機,自 宅 住 所,勤 務 先,勤 務 先住 所,職 業,地 位,完

成年 月 日,契 約年 月 日,明 渡 年月 日,建 築 経過 年 月,営 業 所,担 当者 な どい ろい ろの ものが

あ り,か つ使 われ てい る。

売 却 動 機 分 譲

通勤通学に不便

転 勤

環 境 が 悪 い

建 物 老 朽

1

2

3

4

5
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の よ うにコ ー ド化 して い る もの もあ る。 しか し量 的項 目が 多 く,こ れ らに つい て は原 デ ー タ

の まま使 用 してい る ことが 多い 。住 所,日 付 な どにつ いては,JIS規 格 な ど他 で標 準化 さ

れ た ものが使 用 で き る。

ここに あげ た取 引条 件 そ の他 の デ ー タ項 目 につい ては,標 準 化 の必 要 はな い と思わ れ る。

ぎ
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4.提 己

41標 準 化 の 必 要 性 と 対 象 範 囲

411社 会環 境 変化 に伴 う標準 化 の必要 性

情 報処 理 が 企 業 内な ど限 られ た範 囲 内で行 な わ れ る場 合 には,デ ー タコ ー ドそ の ものが 標

準化 の対象 とな る よ りも,経 営管 理 的な側 面か ら,機 械 処理す べ き業務 全体 が標 準 化 の対 象

と して考 え られ る こ とが 多い 。 また 外部 との情 報交 換 がほ とん ど行な われ てい な い 状況 では,

あ え て デ ー タコ ー ドの統 一 や標 準 化 を考 え る必 要 もな い であ ろ う。

しか し,最 近 の経 済,社 会 の急 激 な構 造 的変化 は,企 業の枠 を越 え た業 界相 互 間,行 政 機

関相互 間 にお け る情 報交 換の必 要 性 を増 大 させ てい る。具体 的には,、

(1)情 報 シス テ ムの社 会化 デ ータ の交換 と共 同 利用 の高 ま り

(2}デ ータベース とデータバンク の形成.・ フ ァイル の一 元化 サ ブ シス テ ム の結合

(3)ダ イしク トアクセス記 憶装置 の発達 一 シーケンシャルファイルからダイレクトファイルへ

(4)情 報検 索 の需 要 の増大 自然語 に よるコ ン ピュー タ処理 の要請

に要 約 され る であ ろ うが,こ うした社 会 情勢 の 変化 を背景 に,デ ー タ コー ドに対 す る再 認 識.

と.そ の標準 化 が 強 く要 望 され てい る の であ る。

412標 準 化 の 対象 範 囲 の決定 の しかた

デー タ コー ド標 準 化 の対象 範 囲 の決 定 には 必 要性,緊 急性,実 現 性 の3点 が判 断 の基 準 と

され る こ とが 多い 。す な わち

(1)必 要性 に つい ては

ア)デ ー タコ ー ド体 系 の全体 を一 義 的 に統一 す る必 要 のあ る もの。

イ)そ れ が困 難 で あ って も,そ の コー ドの共 通部 分 だ けで も全 国 的 に調整 す る 必要 のあ る

もの。

ウ)さ ら に それ が困難 であ って も,相 互交 換 の基 準 だけ で も確 立す る こ とが 必要 な もの 。

エ)標 準化 した場 合,そ れ が使 用 され る見込み が あ る こと。

② 緊 急性 につい ては

ア)行 政 や 産業 界 にお ける全 国 的な 活動 に関 して,情 報交 換 を 全国 的 に行 な う必 要 の あ る

場 合。

イ)行 政 機 関 や業 界 団体 な ど が全国 的 に統 計 資料 を把握 し,そ れ を利用 す る ため に共 通 の

コ ー ド体 系 を必 要 とす る場 合 。

ウ)業 界 レベ ルな どで部 分 的 に標準化 が実 現 され つ つある が,将 来 さら に広 い 地域 や 範 囲

にわ た って,標 準化 をす る必要 のあ る場 合 。

⑧ 実 現性 につ い ては

ア)標 準 化 が技 術 的 に可 能 であ る こ と。

イ)標 準 化 が妥 当 であ る こと。
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誌 象、櫨 的明砲 情報題 共同利用な・に・い・て使益が得やすい場合.

な どであ る。 これ らについ て総 合 的 な評 価 を行 な った うえで,標 準 「ヒの対象 範 囲 を決 め,優

先 順 位 惨つ け,標 準化 に と り くむ こ とが望 ま しい 。

413土 地.建 物 に 関す るア プ リケ ー シ ョンの特徴

土 地 ・建物 に関 す るア プ リケ ーシ ョン と しては1.4.2で 述 べ た よ うな各 種 の ものがあ り,

これ ら各 アプ リケー シ ョンの実 情 は 「2.土地 ・建物 に関 す る適 用例 」で 述べ た ヵ㍉・これ らの

調査 研 究 を通 じて特 に感 ず る こ とは 土 地 ・建 物 に関 連す るア プ リケ ー シ ョ ンにお い ては・

情報 交 換の 必 要性 有 用性 が特 に高い とい うこ とであ る。 す なわ ち・

(1)不 動産 の鑑 定 評価 につ い ては,も と も と鑑 定,評 価 とい う もの が一 物独 立 主義 では と

らえ られ ない 概念 で あ り,需 要供 給 の 関係 類 似 物件 との比較 関 係 な ど相 対 的 に決定 され

る性質 の もの であ って,評 価 先 例 な ど もこ のた めの もの であ る。 した が って 鑑定 評 価 業

務 につい て は本 質 的 に情 報交 換 が要 求 され る 。

② 不 動 産取 引 につい て は,旺 盛 な需 要,し か し購入 老 に とって は頻 度 の少 な い 買物 であ る

こ と,高 額 であ るが ゆ え に特 に慎 重な 検 討 と判 断,意 志 決 定 を要 す るこ とな ど のた め に,

購 入希 望者 へ の情 報提 供 は その検 討 に堪 え るだ けの数 と質 が 要 求 され る し,で き るだ け希

望にそうという面からは情報検索の機構 と母集団であるファイルの大きさが重要となって

くる。

これ ら の要 求 をみた すた め に は不 動産 取 引業 務 も一 企業 とい う範 囲を越えて,い わゆる業界

共 同 の情 報 システ ムに 発展 す るであ ろ う。

(3)火 災保 険 業務 な ど の損害 保 険 につい ては 公 共,公 平 性 の原 則を満 た す ため に料 率 の算 定

や取 り扱 い そ の他 で共 通 化,統 一 化,標 準化 な どが 必要 で あ り,ま た統 計 的な 面 や,所 管

官 庁 であ る大蔵 省 の要 求な ど もあ って,す で に統一 コ ー ドが 設定 使用 され てい る 。

(4}不 動産 に関 す る徴 税面,統 計,計 画,あ るい は土 地 行政 におい て も.情 報 の交 換 収 集

は 必要 性,有 用性 が 高い 。調 査計 画 な どは 本来 情 報 の収集,加 工 分析 に よ って 始め て可

能 な 業務 で もあ る。

さ ら に 「3.コ ー ドの現 状 と標 準 化 の 問題 点 」 におい て各 デー タ項 目 ごとに 横 断的 に考 察 し

た が,こ れ ら の 検 討 を 通 じ て 明 ら か に な っ た こ と は.各 ア プ リケ ー シ ョ ン の 目的に

大 きな差 異 があ る とい うこ とで あ る。 デ ータ項 目に よって は そ の中味 の分類 の しか た が大 き

く異 な ってい る とい うこ とで もあ り.こ れ は 各ア プ リケ ーシ ョンが 相 当程度 独 立 的 で あ る こ

とを示 してい る。

したが って,情 報交換 の必 要性,有 用性 は当 然 の こと ではあ って も,情 報交 換 そ の ものは ア

プ リケ ーシ ョンご と,あ るい は そ の関 連 にと ど まる とい うこ と にな るか もしれ ない 。

4t4土 地 ・建 物 コー ド標 準 化 の範 囲

上 述 した よ うに土 地 ・建 物 コー ドの標 準化 の必 要性,有 用 性 は十 分 に 考 え られ る。 当委 員

会 としても,す でに述べ た よ うな考 察 を経 て標 準化 の範 囲の決 定 を 行な うべ きであ った が・ 時
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間 的な 制約 に よ り十 分 な検 討 を加 え る ことは で きなか った 。 しか し 「土 地 ・建 物 コー ドの標

準化 は 積極 的 に進 め るべ きだ」 とい うことにっいては 意 見 の一 致 を み,3.1.4で 考 察 し

た デ ー タ項 目 の分類 体 系 に よ り,土 地 ・建 物 の質 的項 目(属 性)の うち,次 の項 目を拾 い だ

した 。

地 目,用 途

利用,処 分の 制 限(地 域 条件)

画 地 条 件

建 物 の 構 造

建 物 の 用 途

権 利 の 種 類

地 域 メ ッシ ュ

もちろん 少な くとも土 地 ・建 物に関す る専 用的 な標識 で あ る デー タ項 目に つい ては網 羅 的 に標

準化 す る こ とが望 ま しい であ ろ うが,基 本 的な もの,使 用 範 囲が広 く,有 用 性が 高い,実 現

性 もあ る,な ど の諸 点 か ら上 述 の デー タ項 目を 「標 準 化 を急 ぐもの」 と して選び だ した訳 で

あ る。

す で に 「2土 地 ・建 物 に関す る 適用 例 」,「3コ ードの現状 と標準 化 の 問題 点」 で述 べた よ

うに,土 地 ・建 物 関 係 の情 報処 理 情報 交 換需 要 を満 たす ため には,上 述 した デ ータ項 目の

み の標 準化 では 不十 分 であ る。 標準 化 で きるか ど うか も問題 であ る が,標 準化 で き る ものは

積 極 的 に標 準化 をす るこ とが望 ま しい。 土 地.建 物 に 関す る アプ リケー シ ョ ン全体 を カバ ー

す るものは もちろん 標 準化 が可 能 で あ り,有 用な もの に つい ては,そ れが 特 定 の アプ リケ ーシ

ョンの み に使 われ る もの であ って も,標 準化 を進 め る こ とが 望 ま しい 。 当委 員会 と して は十

分 に検 討 す る こ とが で きな か ったが,今 後設 置 され る であ ろ う委 員会 な どで,引 続 き十 分な

検 討 が な され る こ とを 期待 したい。

3.L4で 述 べ た よ うに,量 的,時 間 的,場 所 的標 識,そ の他 の デー タ項 目 につ い ては,他

の コー ド体 系 の 中 で検 討,決 定 され た ものを必 要 に よ って 使 用 す る とい うこ と で十 分 であ

ろ うし,ま た デ ー タ をそ の ままの形 で使 用 す る こ と もで きる ので,こ こ では 取 り上 げ ない 。

土地.建 物 に関 す る デ ー タ項 目では,そ の中 の分類 が法令 な どで定 め られ てい る こ とが 多

く,し か もそ の分類 に差 が認 め られ る。 この こ とは 「標 準 コー ド」 の制定 にあ た っ て問題 と

,なる で あろ う。 デ ー タコ ー ドの標 準 化は 情 報処 理,情 報 交 換 に とって 必要 で あ り,か つ有 用

で あ るが,原 則 的 には デ ー タコ ー ド標準 化 には シス テ ムの標 準 化,フ ァイル の統一 化,標 準

化 が 前提 とな るか ら であ る。
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42標 準 コ ー ドの 体 系 と 形 態

421デ ー タ コー ドに関 す る条 件 と基 準

デー タ コー ドとは 「情 報 処 理 の対象 であ る事 物,状 態,思 想な ど,あ るいは それ ら の相互

関 係 を,そ の処 理 に適合 す る よ う,1対1の 対 応 で数字,文 字 そ の他 で記号 化 した もの」 で

あ り,デ ー タを識 別 し,分 類 し,配 列 す るため に使 われ る。

情 報処 理 技 術の進 歩は 自然語 の処 理 効率 の 向上 を もた ら しては い る が,デ ー タコ ー ドの分

野 で,自 然語 が すべ て 数 字,記 号 に と ってかわ る ことは 将 来 と も考 え られ ず,少 な くと も数

字,記 号 との併用,そ の 中 で 自然語 の ウ ェイ トが 増加 して ゆ くに とど まる であ ろ う。原 則的

には,コ ー ドに よる処 理 効率 が最 も良い とい うことは論ず る まで もな い であ ろ うが,な か で

も数 字 で表 現 され た ものが最 も効率 的 であ る。 文字 あ るい は 記号 で表 現 された コー ドは 一 般

的 に数字 コ ー ドよ りも処 理 効率 が 悪い 。

標準 コー ドは,デ ー タ コ ー ドの基本 とな る もの であ り,適 用 範 囲 も広 い訳 であ るか ら,多

数 の ユ ーザが 有 用性 を認 め,か つ使 用 で き るよ うな もの でな けれ ば な らない 。 それ には 次 の

条 件 を満 た す こ とが 必要 であ る。

(1)数 字 コ ー ドとす る

② 桁 数は でき るだ け 少な くす る

③ 分類体 系 を 明確 にす る

(4)実 用 性 に富む もの とす る

㈲ 追加,変 更,拡 張 の可 能 な もの とす る。

こ の条 件 のなか には 相 反 す る も の もある が,具 体 的 には どの よ うに調 和 をは か る か とい う

こ とであ って,標 準 コ ー ド設定 の際 には十 分 に考慮 されな けれ ばな らな い 。(3)につい て は さ

ら にあ とで述 べ る こ と にす る。

4.2.2地 目.用 途

こ こで 「地 目」 とい うのは不 動産 登 記 法上 の 土地 の用 途区 分 であ り,本 来は 現況 用 途区 分

を示 す もの として定 め られ た ものであ る。登 記 さ れた土 地 には 一 筆 ご とに必 ず 用途 区 分 と し

て 「地 目」 が与 え られ るの で,「 地 目」 は 土地 の基 本 的な 分類 と して最 適 の もの とい うこ と

が で き よ う。 した が っ て不 動 産 登記 法 に よる分 類 を 「地 目コ ー ド」 と して 標 準 コ ー ドにす る

こ とが 望 ま しい 。 地 目を標 準 コ ー ドと して 設定 す ること によ って,現 在以 上 に広 く,い ろい

ろ の ア プ リケ ーシ ョンに使 用 され る よ うにな る であ ろ う し,ま た現 実 的 に も,使 用 でき る範

囲 にお い ては,で きる だ げ この 地 目 コー ドを使 用す る こ とが 望 ま しい 。

土地.憤 物 に 関す るア プ リケ ーシ ョンに おい ては,同 じ用 語 を用い て も,内 容 的 には ア プ

リケ ー シ ョンに タ り必 ず し も一 致 しな い。 た とえば 「宅地 」 とい って もそ の意 味 す る ものは

アプ リケ ーシ ョンに よ っ て異 な るが,標 準 コ ー ドでは 「宅地 」 の かわ りに 「Nあ るい はN剛

の コー ドをあ て るとい うこ とで あ り,内 容 の違 いは フ ァイル の種別 で解 決 で きる の で,標 準

コ ー ド設定 の意 義 も,有 用 性 も失 わ れ る こ とは な い であ ろ う。
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6

しか し不 動産 登記法上 の地 目は,用 途 区 分 の一 種 であ って,各 ア プ リケ ーシ ョ ンにおい て

は 目的 の相違 に よ りフ ァイル の中味 に も違 いがあ り,用 途 区分 に も差異 が あ るの で
,現 況 用

途 区 分 と して地 目 コー ドだ けでは,必 ず し もす べ て の アプ リケ ーシ ョンを カバ ーす る ことは

で きない であ ろ う。 した が っ て必要 によ り,用 途区 分 と して別 の コー ドを設定 す る こ と も考

え な くては な る まい 。

423地 域 条 件

各種 の地域条 件 は,そ の地域 に含 まれ る個 別 物件 の利用お よび処 分 につい て,特 定 の制 約

を加 え る性 質 の もの であ るが,特 に,都 市計画 法 に よ る地 域地区 に係 る ものは
,土 地 の用途

または 建物 の構 造 の 選択等 に対 し,き わ め て 明確な 法 的拘束 力 を もつ ものが多 く,個 別 物 件

の鑑 定 評 価,取 引等 に与 える影 響 も少 な くな い。 昭和45年1月1日 現在 に お け る 都市 計 画

区域 数 が1,252区 域,区 域 内人 口が 約8千 万 にお よぶ 事実(建 設 省計 画 局編 「都 市 言⊇

1969年 版 に よる。)さ らには地域 地区 の指 定 が相 当程 度進 行 してい る現 状 を考慮 す る と
,次

の よ うな3種 類 の標準 コ ー ドか ら成 るコ ー ド体 系 を設 定 する のが適 当 と思われ る
。

(1)都 市計画 区 域 コ ー ド:都 市計 画 区域 とそ の他 の地域 を分 類 し,都 市計 画区域 につい ては,

さ らに これ を① 市街 化区 域,② 市街 化調 整区域,お よび③ 両者 の間 の線 引 き が未 済 の 地 域

を区 別す るコ ー ドとす る。

(2)用 途 地域 コ ー ド:用 途 地域 につ い て,第1種 住 居 専用地 域,第2種 住居 専 用 地 域 な ど各

種 の用 途 地域 を表 示 す るほ か,用 途 地 域 の指定 が ない地 域 につ い て も,そ の 旨を示 す コ ー

ドを設 定す る こ とが 望 まし い。

(3)特 別 用 途地 区 コ ー ド:特 別 用 途 地区 につ いて は,特 別工 業 地区,文 教地 区 そ の他 の地 区

を表 示 す るほ カ㍉ 特 別 用 途地 区 以 外 の地 区 につ いて も,そ の 旨を 示す コ ー ドを定 め るの が

よい。

42.4画 地 状 況

画 地 状況 が最 も必 要 とな るア プ リケー シ ョンは不 動 産 の鑑 定,評 価,お よび 不動 産 の取 引

であ る。 これ らのア プ リケー シ ョンにおい ては 画 地 状況 の入 っ てい ない情 報処 理,情 報交 換

は 意味 のない もの とな る。

画 地 状況 を 示す デー タ項 目の中 の分類区 分 には,主 観 に よる もの も多 く,ま た ど の デー タ

項 目につ い て標 準 化 をはか るか,十 分 に 検 討 し な け ばな らない が,地 勢,地 形,高 低,

道路 関 係,接 面道 路な ど につい て は,標 準化 の可能 性 が あ る と考 え られ る。

土地.建 物 に 関 す るすべ て の アプ リケ ーシ ョンに使 わ れ るの ではな い が,標 準 化 の可 能 性

が あ り,標 準 化 の有 用 性 も高 い ので,標 準 化 の範 囲 に加える こ とが望 ま しい。

425建 物 の 構 造

建物 の構 造 は,す で に述 べ た よ うに,構 成材 料(狭 義 の構 造),屋 根 の種類 お よび 階 層 の

3つ の 面 か ら とら え られ る。

構成 材 料 によ る区 分 は,国 富調 査 不 動産 登 記簿,固 定 資産 課税 台帳,固 定 資産評 価 基準,
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建 築 物動態 統 計 な どにお け る区 分の しか た に若 干 の相違 があ る。 しか し相違 の しか たは 大 き

くは ない の で標 準化 の可 能性 は 十 分 にあ る。 ゆえ に標 準 コー ドを設 定す るの が望 ま しい 。

固 定 資産 の減 価償 却 計 算 におい て は,「 減価 償 却 資産 の耐 用年 数 等 に関 す る省令 」 別 表 に

よ り 「構 造 または 用途 」 と して構造 区 分が な され てい る。 こ の構 造 区 分は上 述 の各 アプ リケ

ー シ ョンの場 合 とは 異 な って い る。 しか し減 価 償却 計 算 は主 と して企 業 内 の計 算 で あ り'こ

れ に伴 う納税 に限 られ るの で,情 報 交 換 の必 要性は 余 り考 え られな い 。 した が って,減 価償

却 計 算 にお け る構 造 な ど の区分 につい ては 別 に考 えれ ば よい であ ろ う。実 務 上は 勘定 科 目 コ

ー ドの 中 で考 え るの も1つ の方 法 で あろ う。

屋 根 の種 類 に よ る区分 も各 アプ リケ ーシ ョンに よっ て若干 の差異 があ る が,構 成 材料 の場

合 と同 じよ うに,標 準化 の可 能 性 は十 分に あ る と思 わ れ るの で,標 準 コー ドを設 定す るこ と

が望 ま しいo

階 層 に よる区 分 と して は地 上階 層 と地下 階 層 の両 方 を考 え る必要 が あ る。 階層 を示 す数 字

そ の もの であ らわ す か,'階 層区 分 を定 めて そ の区 分 を コー ド化 す るか は,現 実 に コー ドつ げ

す る場 合 に検 討 の必 要が あ ろ う。

建 物 を表 示す る場 合 には 「木 造,瓦 葺,二 階建 」 とい うよ うに構 成 材料,屋 根 の種類 階

層 を併 記 して あ らわ す ことが 多い の で,こ れ らにつ い て標 準 コ ー ドを設 定 す る ことの 有用 性

は 高い0

426建 物 の 用 途

建 物 の用途 別 分 類は アプ リケー シ ョンに よって 分類 区 分 に大 分差 異が 認 め られ る。 アプ リ

ケ ーシ ョンの種 類,あ るいは 使 用 目的 をあ げ る と

(1)日 本 標準 建 築物 用 途分 類

(2)国 富調査 にお け る区 分

(3)減 価 償 却 資産 の 耐用年 数表 に よる区 分

(4)不 動産 登記 法 に よる 区分,お よび固 定資 産課 税 台帳 にお け る区 分

⑤ 固定 資産 評価 基準 にお け る区 分

(6)不 動産 鑑 定,評 価 の場 合 の区 分

(7)不 動産 取 引の場 合 の区 分

(8)損 保 業 務 にお け る区 分

な どと なる。 ⑧ の区 分 につ い ては す で に 「損保 統一 コ ー ド」 が 制定 され使 用 されてい る。

用途 区分 がア プ リケ ーシ ョンの 目的 によ ってい ろい ろ に異 な るのは やむ を得 ない こ とであ

るが,そ れ らの差 異 につ い て十 分 の検 討 を行 ない,標 準化 につ とめ る こ とには 大 きな意 義 が

あ る。 当委 員会 では検 討 に十 分 の時 間を と り得 なか った が,標 準化 の可 能性,標 準化 の しか

た につ いて は,今 後 設置 され る であ ろ う委 員会 に期 待 した い 。

標準 化 の基 本 的な 姿 勢 と しては 「日本 標 準建 築物 用途 分類 」 と 「不 動 産登 記法 に よる用途

分 類 」 を主 体 に標準 化 を 考え る のが 適 当 であ ろ う。
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減 価償 却資 産 の耐 用年 数 表 に よ る区 分 は,前 述 した よ うに別 に 考え る の が現実 的 であ る。

427権 利 の 種 類

不 動産 に関 する ア プ リケ ーシ ョンに おい て は,そ の不 動産上 に存 す る権 利 の種 類,内 容 が

大 きな 意味 を もって くる。 したが って不 動産 に関 す る権 利種 別 をコ ー ド化 す る意味 も大 きい 。

不動 産 に 関 す る権 利は ほ とん どが法 定 の もの であ り,そ の数 もそれ ほ ど多 くはない の で,

コ ー ド化 は割 合 に容 易 であ ろ う。 した が って早急 に標 準化 す る ことが 望 ま しい 。

しか しほ とん どが 物権 的権 利 であ る不 動産 関連 の権利 のみ を,不 動 産 に関す るアプ リケ ー

シ ョン用 と して コ ー ド化す るか,さ ら に債権 的 な権利 や,著 作 権 工 業 所有 権 そ の他 の各 種

権利 を包 含 して 「権 利 コー ド」 として汎 用的 な標 準 コ ー ドを設 定 す るか が 問題 であ る。汎 用

的 な権 利 コー ドを設 定す る に して も,そ の種類,数 か らみ て割合 に容 易 で あろ うと思 われ る

の で,そ の辺 の こ と も考慮 して,「 不 動 産権 利 コ ー ド」 の改 定 にあ た って は将来 の拡 張 に堪

え うる よ うに設 定 して お くことが 望 ま しい。

428地 域 メ ッ シ ュ

地 域 メ ッシ ュは,統 計調査 の結 果表 革 国 土調査 の成 果 の と りま とめ,国 土 計 画 の策 定,

都 市 計画 の策 定 等 にお け る地域 的 な表 革単位 と して,漸 次利 用範 囲 が 拡大 しつつ あ り,政 府

部 内 におい て も,統 計 関係 機 関 を中心 に,そ の画 定 の基 準お よび コ ー ドの統一 化 が 図 られ て

い るの で,こ の よ うな 動き と軌 を一 に して,こ の コー ドをJIS化 す るこ とは ,比 較 的容 易

であり,そ の効 果 も大 きい と思 われ る。JISコ ー ドを設 定す る場 合は,統 計 用 の標 準 地 域

メ ッシ ュお よ び 同 コー ドを基 礎 とす る のが適 当 であ ろ う。

`
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43標 準 化 の す す め 方

431標 準 コー ドの設 定 と保守

標 準 コ・一 ドの 設定 に 当 た っては,す でに述 べ た よ うにい ろい ろ の面か ら十分に研 究 ・検 討 を

加 えて,実 際 に広 く使 用 され る よ うな コ ー ドを 設定 しな けれ ば な らない。 コ ー ド設 定 の作 業

を 分割 す る と

(1)分 類 体 系 の確 立

(2)コ ー ド づ け

にな るが,分 類体 系 の 確立 してい ない もの,あ るい は 検討不 十 分な ものに つい ては,ま ず 標

準 コ ー ドの対 象範 囲 の 決定 や,分 類体 系 の 整備 確立 な どが必要 であ る。 そ のあ とで コ ー ドづ

け を行 な うこ とが望 ましい。もちろん分類 体 系 の確 立 している ものにつ い ては,直 接 コ ー ドづ け

に入 る こ と も可 能 であ る。

いず れ に して も,標 準 コ ー ドの設定 は十 分な 研究 検 討 を 要す る重 要 な仕事 で あ って,そ の

結果 は 広範 囲 に大 きな 影響 をお よぼ す もの で あ るか ら,専 門家,関 係者 を集め た 委 員会 な ど

で,慎 重 か つ十 分な 検 討 を経 た うえ で行 な わ な ければ な らない 。

標 準 コー ドの 保守 につい て も同様 であ る。す な わ ち,分 類 体系 が明 確 にされ,保 守 体 制 が

確 立 され てい るな らば,保 守は 事務 的 に行 ない うる であ ろ うが,そ うでない 場 合 には 設定 時

と同 じ よ うな注 意 が必 要 で あ る。

432コ ー ド体 系 の整 備

デ ー タコ ー ドの役 割 りは,デ ータ を識 別 し,分 類 し,配 列す ることにあ る。 したが って・デ ー

タ コー ドの標 準化 をす す め る には,ま ず分類,識 別あ る い は配 列な ど を体 系 的 に整 備 し,標

準 デー タコ ー ドの体 系 を確 立 す る 必要 が あ る。 こ のた め には,そ れ で カバ ー しよ うとす る ア

プ リケ ーシ ョンの 目的 を十 分 に検討,整 理 を し,標 準化 の思想 体系 を確 立 しな けれ ばな らな

いo

分類 体系 につ い ては,そ れ が コー ド体 系 の主 要 素 で あ って,も し不 備 が あ るな らば そ れは

処 理効率 の 低下 に つな が り,標 準 デ ー タコ ー ドとしては不 適 当 な もの とな る ので特 に注意 を

要 す る。

コ ー ド体系 の検 討 に際 しては,他 コー ドとの 関連,特 に他 の標 準 コー ドと の関連 を考 慮 す

る とと もに,さ らに コ ー ド以 外 の情 報処 理 関 係 の標 準化 との関連 を も考 慮 してお くこ とが 望

ま しい 。た とえば.

デ ー タ'フ ォーマ ッ トとの 関連

デ ー タ・ ベ ース との関 連

イ ンプ ッ ト方 式 との 関連

な どで あ る。

433標 準 コー ドへ の移行 の問題

標 準 コ ー ドの 設定 が行 なわ れ ると,現 行 コ ー ドか ら標 準 コ ー ドへ の移行 の問題 が 生ず るが,
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』そ れ には
,・'

(1)移 行効果 の測 定

②'移 行 時 のマ イナ ス の測 定

(3)移 行 時 期

(4)移 行経 費 の 見積 り

な どがあ る。 移行 へ の 意志決 定は ,長 期 的 にみ た移 行 によるプ ラス 効果 と,一 時 的 な マ イナ

ス と をど う考 えるか とい う,考 え 方1つ に よっ て決 す る であ ろ う
。 しか し情 報 化 社会 の進 展

と・そ れ に 伴 う情 報 交 換 の需 要増 大,情 報 交換 によ る利益 の増加 を考 え るな らば
,移 行 に

よ りもた ら され るであ ろ う将 来 の プ ラス 効 果 を重 視 して,積 極的 に標準 コ ー ドの採 用 にふ み

切 る こ と が望 ま しい 。

標 準 コ ー ドの 制定 は,当 然 に標 準 コー ドへ の移 行 の問題 を生 み,そ れ には 必 ず大 な り小 な

りめ移 行 のた め の マ イナス が あ るで あ ろ うが,そ れ ゆえ に こそ標 準 コ ー ドの制 定 は意味 が あ

り,ま た 急 がれ る訳 で もあ る。 よほ どのマ イナス が考 え られ ない 限 り標 準 コ ー ドの制 定 は積

極 的 に進め られ るべ き で あ り,そ して 制定 され た 標準 コー ドは採 用 されな け れ ばな らない 。

こ のた め には 「標 準 化は 急 ぐべ し」 とい う要 望 とは 相 反す る こ とにな るが ,で きる だ け十 分

な検 討 を行 な い,広 く実 用 に堪 え る標 準 コ ー ドの設 定 に努 めな けれ ば な らな い。

4.34秘 密 保 護

土 地.建 物 は持主 に と っては 重 要な 財産 であ る 。 したが っ て,土 地.建 物 に 関す るア プ リ

ケ ー シ ョンに おい て,情 報交 換 の必 要性,有 用性 が 高い と して も,「 秘 密 が侵害 され る の で

は ない か 」 とい う疑念 か ら,標 準 化 の 推 進,実 施 に思 わぬ抵 抗 があ る か も しれな い 。 標準 コ

ー ドの制 定 は もと もと情 報交 換
,あ るい は 情 報 の共 同 利用 を意 図 し,目 的 と して い るか ら で

ある 。情 報化 時 代 の進 展 に伴 い,秘 密保 護 の問題 は ます ます重 要 な 問題 とな っ て くる で あ ろ

う。

しか し標準 コ ー ドの設 定 が秘 密 の侵 害 につ なが る とい うよ うな 論 には 論 理 に飛 躍 が あ る。

この2つ は本 質 的 には 次 元 の異な る問 題 であ る。 秘 密 の保護 は シス テ ム運 用上 の問題 であ り,

また姿 勢 の 問題 であ る。秘 密 保護 に つい て十 分 に研 究検 討が な され る と と もに,そ のた め の

施 策 がい ろい ろの面 か ら構 ぜ られ る必 要 が あ る のは 当然 の こ とであ るが,秘 密保 護 を云 々 す

るあ ま り標準 コー ドの設 定 が妨 害 され る よ うな こ とが あれば,そ れは 正 に本 末転 倒 とい うぺ

き であ ろ う。

435」lSと 広報 活動

今 まで に もい くつか の標 準 コ ー ドがJIS規 格 と して 制定 され,ま た 制定 す るこ と を 目的

に研 究 され,あ るいは 原 案 作成 作 業 が行 な われ て きた 。 しか しこれ ら標 準 コ ー ドにつ い て,

あ る いは 制 定 のた め の活 動 につ い て の広 報活 動 は不 十 分 のよ うに思わ れ る。JISコ ー ドと

して制 定 され てい る もの につ い て も広 く十 分 に周 知 され てい るか ど うかは 疑 問の 残 る と ころ

であ る。
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同 じJIS規 格 とい って も標 準 コ ー ドの場 合 には,い わ ゆ る工業 製 品 の場合 のJIS規 格

とは 性質 が異 な る。 工業 製 品 の場 合 にはJIS規 格 を採 用 す る者 は製 造 業者 であ り,そ の製

品 にJISマ ーク を表示 す れば いい ので,購 入 者 もJISマ ーク 製 品 であ るか 否 か を選別 の

一要 因 と して考 え るの で余 り問題 は な い 。 しか しコー ドの場合 にはJIS規 格 を認 め,使 用

す る のは全 国 にわた る多数 の ユ ーザ であ り,そ して そ の関係者 であ る 。そ れ だ け にあ らゆ る

機会 を とら え る とと も に,積 極 的 に機 会 を作 ってPRを し,周 知 させ る こ とが望 ま しい 。標

準 コー ドは 使 われ て こそ始 め て制 定 の 目的が 達 せ られ る のであ り,情 報交 換 の下 地 の形成 も,

情報 化 時代 の進 展 もそ こか ら始 ま るであ ろ う。

そ れ と共 に将 来 の標 準化 計画 につ い て も積 極的 にPRす るこ とが 望 ま しい 。 標準 コー ドの

設 定 には で きるだ け周 知 を集 めて,で き るだ けいい コー ドを,み んな が使 うであ ろ うコ ー ド

を設 定 す る ことが望 ま しい が,幅 広い 反覆 した広 報 活動 が行 な われ る な らば,標 準 コー ドに

対 す る認 識 を高 め るば か りでな く,周 知 の 結集 に も役立 つ であ ろ うと思 わ れ る。

'
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あ と が き

この種 の調 査 研究 は年 度 計 画 で行 な われ る ことが 多い が,単 年 度 計 画 では年 度 始 め に調 査 研究 方針

が決 定 され る ことは 少 な く,決 定 され た時 には す でに年 度 の半 分 を経 過 してい る こと もあ る。 しか も

年 度 計 画 であ るた め に,年 度 内 に一 応 の結 論 を 出 し,報 告 を ま とめ なけ れ ば な らない ので,実 質 的 な

討議 にあ て られ る時間は 非常 に 制約 され る こ とに な る。 この点 当委 員会 の各 メ ンバ ー に とって も不満

足 の感 は ぬ ぐい きれ なか った。

しか し不 十 分 では あ って も一 応 の区切 りをつ け る こと には 意 義 があ る であ ろ う し,標 準化 の推 進は

年 度 を越 え て継 続 され,順 次掘 り下 げ と積 み重 ねが行 な われ て きた 今 までの経 過 か らみ て,今 後 設 置

され る であ ろ う委 員会 に おい て,さ ら に十 分 な る研究 ,検 討 が重 ね られ る こ とを期 待 して,こ の 報告

書 の と りま とめ を行 な った 。

序 論 で も述 べた が,こ の報 告書 が 今後 の委員 会 に とって の資 料 と して ,い ささか で もお役 に立 ち う

るな らば ま こ とに幸 甚 で あ る。
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